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１１番 山 村 健 志 君

１２番 初 手 安 幸 君
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教育委員会教育長 前 川 謙 介 君

選挙管理委員会委員長 渡 邊 敏 則 君

代表 監査委 員 下 田 芳 之 君

人事委員会委員長 水 上 正 博 君

公安委員会委員 長谷川   宏 君

警 察 本 部 長 中 山  仁 君

監査 事務局 長 桑 宮 直 彦 君

人事委員会事務局長
(労働委員会事務局長併任)

田 中 紀久美 君

教 育 次 長 狩 野 博 臣 君

財 政 課 長 苑 田 弘 継 君

秘 書 課 長 黒 島   航 君

選挙管理委員会書記長 楠 本 雅 一 君

警察本部参事官兼総務課長 古 賀 新 一 君

議会事務局職員出席者

局 長 中 尾 美恵子 君

次長兼総務課長 濵 口   孝 君

議 事 課 長 佐 藤 隆 幸 君
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議 事 課 係 長 山 口 祐一郎 君

議事課会計年度任用職員 天 雨 千代子 君

― 午前１０時 ０分 開会 ―

〇議長（徳永達也君） おはようございます。

ただいまから、令和6年6月定例会を開会いた
します。

これより、本日の会議を開きます。

この際、4月1日付をもって発令いたしました
議会事務局幹部職員を紹介いたします。

議会事務局長 中尾美恵子君でございます。

（拍手）、次長兼総務課長 濵口孝君でござい

ます。（拍手）

次に、知事、並びに教育委員会教育長、警察

本部長、及び代表監査委員より、新任の幹部職

員を紹介いたしたい旨、申し出があっておりま

すので、これを受けることにいたします－知事。

〇知事（大石賢吾君） さきの令和6年2月定例
県議会におきまして、ご同意をいただき、任命

いたしました特別職をご紹介いたします。

教育委員会教育長 前川謙介君。（拍手）、

公安委員会委員 長谷川宏君。（拍手）、監査

委員 砺山祐実君。（拍手）

次に、令和6年4月1日付及び4月2日付で発令
いたしました幹部職員をご紹介いたします。

秘書・広報戦略部長 陣野和弘君。（拍手）、

産業労働部長 宮地智弘君。（拍手）、水産部

長 吉田誠君。（拍手）、農林部長 渋谷隆秀

君。（拍手）、会計管理者 井手美都子君。（拍

手）、土木部技監 植村公彦君。（拍手）、文

化観光国際部政策監 村田利博君。（拍手）、

産業労働部政策監 石田智久君。（拍手）、理

事兼県北振興局長 大瀬良潤君。（拍手）、水

産部政策監 松田竜太君。（拍手）、企画部次

長 川端博子君。（拍手）、総務部次長 猿渡

圭子君。（拍手）、地域振興部参事監兼土木部

参事監 椎名大介君。（拍手）、文化観光国際

部次長 加藤一征君。（拍手）、福祉保健部次

長 岩崎次人君。（拍手）、福祉保健部次長 尾

﨑正英君。（拍手）、水産部次長 峰松美津子

君。（拍手）、水産部次長 古原和明君。（拍

手）、農林部次長 原田幸勝君。（拍手）

以上でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。

〇議長（徳永達也君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（前川謙介君） 令和6年4
月1日付で発令いたしました教育委員会事務局
幹部職員をご紹介いたします。

教育次長 坂口育裕君。（拍手）

以上でございます。
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どうぞよろしくお願いいたします。

〇議長（徳永達也君） 警察本部長。

〇警察本部長（中山 仁君） 令和6年3月22日
付の人事異動で着任いたしました警察本部の幹

部職員をご紹介いたします。

生活安全部長 山崎博之君。（拍手）、刑事

部長 平井隆史君。（拍手）、交通部長 田川

佳幸君。（拍手）、警備部長 川本浩二君。（拍

手）、首席監察官 尾塚政一君。（拍手）

以上でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。

〇議長（徳永達也君） 代表監査委員。

〇代表監査委員（下田芳之君） 令和6年4月1日
付で発令いたしました監査事務局幹部職員をご

紹介いたします。

事務局長 桑宮直彦君。（拍手）

以上でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。

〇議長（徳永達也君） 次に、会期の決定をいた

します。

本定例会の会期は、本日より7月10日までの
24日間とすることにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（徳永達也君） ご異議なしと認めます。

よって、会期は、24日間と決定されました。
次に、会議録署名議員の指名をいたします。

本定例会の会議録署名議員につきましては、

堤典子議員及び冨岡孝介議員を指名いたします。

次に、知事より、出資法人の経営状況説明書

等が、さきに配付いたしましたとおり提出され

ておりますので、ご報告いたします。

次に、知事より、第73号議案乃至第81号議案、
及び報告第2号乃至報告第16号の送付がありま
したので、これを一括上程いたします。

ただいま上程いたしました議案について、知

事の説明を求めます－知事。

〇知事（大石賢吾君）〔登壇〕 本日、ここに、

令和6年6月定例県議会を招集いたしましたと
ころ、議員の皆様には、ご健勝にてご出席を賜

り、厚く御礼を申し上げます。

説明に入ります前に、去る4月20日の夜、伊
豆諸島沖において、本県の大村航空基地所属の

1機を含む海上自衛隊第22航空群の哨戒ヘリコ
プター2機が、夜間訓練中に墜落するという大
変痛ましい事故が発生いたしました。

県民を代表して、お亡くなりになられた隊員

の方々に深く哀悼の意を表しますとともに、ご

遺族並びに関係者の皆様に衷心よりお悔やみを

申し上げます。

また、本年1月に発生した能登半島地震への
対応につきましては、全国知事会からの要請に

基づき、県内市町とともに石川県珠洲市への対

口支援チームの派遣や1.5次避難所支援等のた
めの職員派遣等を実施いたしました。

さらに、4月からは、災害復旧業務等に従事
する中長期の職員派遣を開始しており、今後も、

被災地の復旧・復興に向け、できる限りの支援

を継続してまいります。

次に、このたび、衆議院議員にご当選されま

した山田勝彦議員に対しまして、心からお慶び

を申し上げます。

それでは、開会に当たり、当面する諸課題に

ついて所信を申し述べますとともに、前定例会

以降、今日までの県政の重要事項について、ご

報告を申し上げたいと存じます。

（昨今の社会経済情勢とその対応）

新型コロナウイルス感染症にかかる感染症法

上の位置づけが5類感染症に変更されてから1
年が経過し、県民の皆様の生活や県内の社会経

済活動も、コロナ禍以前に戻りつつあるものと
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認識しております。

まず、感染症への対応については、この間、

県において、新型コロナに関し、県民の皆様が

自主的に感染対策を実施する際に参考となる情

報の発信や、幅広い医療機関で診療や入院に対

応できる体制への移行を進めてまいりました。

また、コロナ禍の経験を踏まえ、次の感染症

危機に備えるため、感染症法に基づき、医療機

関等と感染症対応に係る協定を締結し、病室の

個室化等の整備を支援するなど、流行初期の段

階から確実に稼働する医療提供体制の構築を進

めております。

今後とも、平時から関係機関等と連携を図り、

新たな感染症が発生・流行した際に、機動的に

対策を講じることができるよう、着実に準備を

進めてまいります。

次に、経済情勢については、本県の景気は、

生産活動の持ち直しや所得環境の改善などから、

「県内経済は、緩やかに回復している」とされ、

雇用情勢も本年4月の有効求人倍率は、1.19倍と
堅調に推移し、緩やかに持ち直している状況に

あります。

また、観光動向につきましては、国の速報値

によりますと、本県への令和5年の延べ宿泊者
数が766万2,000人、令和元年比で5.7％の増加
となるなど、コロナ禍前を上回る規模まで回復

してきております。

一方で、エネルギー・食料品価格等の物価高

騰が依然として続いており、昨今の円安の進行

と相まって、県民生活や経済活動へのさらなる

影響が懸念されるところであります。

県においては、これまで、マイナンバーカー

ドを活用した生活支援や、県内中小事業者が行

う省エネルギー設備の導入等に対する支援をは

じめ、国や市町等と連携しながら、様々な物価

高騰対策を講じてきているところであり、引き

続き、社会経済情勢の動向を注視してまいりま

す。

（ＩＲ誘致により培った連携等を活かした佐

世保市・県北地域の振興）

特定複合観光施設（ＩＲ）区域整備計画につ

いては、昨年末、認定を行わないこととした国

の審査結果を受け、県議会にご報告申し上げる

とともに、ご審議等を賜ってまいりました。

また、一連の経緯を振り返り、県民の皆様を

はじめ、長きにわたりお力添えをいただいた関

係皆様にご説明するために、九州・長崎ＩＲ誘

致に伴うこれまでの経緯や取組、審査結果に対

する県の推察等について、報告書として取りま

とめたところであります。

県としては、この間、九州・長崎ＩＲの誘致

を通して積み上げてまいりました広域観光周遊

等の取組や、九州経済連合会をはじめとする県

内外の関係皆様との連携、事業構築・推進にか

かるノウハウの蓄積などのレガシーについて、

今後の県政推進にしっかりと活かしてまいりた

いと考えております。

その一環として、去る5月9日、県と佐世保市
との政策ミーティングにおいて、佐世保市が希

望されていた国際自転車ロードレース「ツー

ル・ド・九州」の開催に向けて、連携して取り

組むことに合意いたしました。

その後、5月15日付で、一般社団法人ツール・
ド・九州に対し、2025年大会の開催意向表明書
を提出し、5月31日には、九州経済連合会と開
催県等で構成する実行委員会において、ＵＣＩ

（国際自転車競技連合）へ、国際レースとして

公認されるための申請を行うことが決定された

ところであります。

本大会は、国内外から多くの選手や観客等の
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来訪が見込まれることから、佐世保市を中心と

する県北地域の振興や交流人口の拡大につなが

るとともに、全世界に向けて本県の魅力を発信

する絶好の機会となるものと考えております。

今後、県議会をはじめ県民の皆様のご支援と

ご協力をいただきながら、佐世保市や関係団体

等とも連携のうえ、大会の開催実現に向けて力

を尽くしてまいります。

（九州新幹線西九州ルートの整備促進）

去る5月13日、佐賀県の山口知事、ＪＲ九州
の古宮社長との三者で、九州新幹線西九州ルー

トの現状や課題について意見交換を行いました。

私からは、全国の新幹線ネットワークにつな

がることで、関西圏からのインバウンド需要の

取込みなど、西九州地域が享受し得るメリット

をお示しし、早期の全線フル規格整備の必要性

を説明いたしました。

併せて、新鳥栖～武雄温泉間のルートについ

ては、利便性や費用対効果等の観点から、与党

ＰＴ西九州ルート検討委員会やＪＲ九州が最適

とする佐賀駅を通るルートが最も合理性が高く、

それが長崎県民の想いであることをお伝えいた

しました。

加えて、在来線の維持などの新幹線整備に関

する課題を解決していくには、フリーゲージト

レイン導入断念の経緯を踏まえて、国を含めた

関係者間での協議が必要であることを改めて申

し上げたところであります。

また、6月2日、自由民主党の茂木幹事長が来
県された際には、これまでの経緯を踏まえた課

題の解決や、北陸新幹線と一体となった整備財

源の確保など、全線フル規格整備の実現に向け

たお力添えをお願いいたしました。

県としては、引き続き、政府・与党をはじめ

関係者に対して、議論の進展や地域課題の解決

について働きかけるとともに、関西直通運行の

実現に向けた気運醸成を図るなど、西九州地域

全体の発展に資する全線フル規格での整備を目

指し、力を注いでまいります。

（新技術実装連携 “絆”特区の区域指定）
去る6月4日、国の国家戦略特別区域諮問会議
において、地理的に離れた複数の自治体が連携

して共通の課題解決に取り組む「連携“絆”特

区」に、長崎県と福島県が全国で初めて指定さ

れることが決定いたしました。

具体的には、買い物困難等の共通の地域課題

を抱える長崎県と福島県が連携し、離島等にお

いて利便性の高いドローン配送を、規制の特例

措置等により全国に先駆けて実現するなど、新

技術の早期実装を図るものであります。

本県ではこれまで、五島列島地域において民

間事業者と連携し、日用品や医薬品のドローン

配送にかかる社会実装を進めてまいりました。

今回の特区では、それをさらに進化させて、レ

ベル4となる有人地帯目視外飛行により、街中
の自宅に近いエリアへの配送の実現等を目指す

こととしております。

特区の申請に当たりましては、国に対し、私

自身が直接想いを伝える機会をいただき、「今

欲しいものがより早く、より確実に手に入る日

常生活」の実現を訴えてきたところであります。

このたび、本県として初めてとなる国家戦略特

区に指定されることは、大変喜ばしく、この間、

ドローン配送等にご尽力いただいた関係皆様や

地元市町の方々に対し、深く感謝申し上げます。

また、本年策定した「新しい長崎県づくりの

ビジョン」において、イノベーション分野を一

つの柱に掲げており、本特区の指定は、県民の

皆様に、本県への誇りと期待感を持っていただ

けるような世界の実現へ向けての大きな一歩で
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あると考えております。

県としては、引き続き、福島県や関係市町、

民間事業者等と連携しながら、他地域に先駆け

てチャレンジできる環境整備を力強く推進して

まいります。

（基幹産業の振興）

県では、基幹産業のさらなる振興に向け、半

導体関連産業、航空機関連産業などの誘致・育

成やサプライチェーンの裾野が広い造船業の振

興に積極的に取り組んでおります。

こうした中、去る5月24日、株式会社大島造
船所と県において、カーボンニュートラル社会

の実現に向けた県内造船関連産業の振興や、人

材の確保・育成を目的とした連携協定を締結い

たしました。

世界的にカーボンニュートラルが進む中、同

社は、環境対応船の建造やＬＮＧ燃料タンクの

製造のほか、洋上風力浮体の製造への参入も目

指されるなど、時代の潮流を捉えた取組を積極

的に展開されております。

県としては、今回の協定締結を契機に、こう

した取組を県内企業にも波及させることにより、

県内サプライチェーンをさらに強化してまいり

たいと考えております。

また、本県の造船業が、カーボンニュートラ

ルの流れに沿って、持続的な成長を目指す基幹

産業であるということを県内外に発信し、業界

全体の人材確保にもつなげてまいります。

引き続き、関係市町等と連携し、県内経済を

支える基幹産業の振興に力を注いでまいります。

（日本スポーツマスターズ2024長崎大会の
開催）

本年9月の開催まで3か月余りとなりました
「日本スポーツマスターズ2024長崎大会」につ
いては、大会実施に当たり、市町や県スポーツ

協会、競技団体等と最終の調整や協議を行って

おります。

また、全国から多くの皆様に来県いただける

よう、大会アンバサダーの高田明さんにご協力

をいただき、5本のＰＲ動画を制作し、ユーチ
ューブやＳＮＳ等を活用して4月から県内外へ
順次発信したところであります。

このほか、今月20日には、カウントダウンボ
ードの設置や制作したＰＲ動画を活用した大会

100日前イベントを実施するなど、様々な周知
啓発を図りながら、大会開催に向けた機運の一

層の向上に努めることとしております。

県としては、会場となる市町や関係団体等と、

引き続きしっかりと連携しながら、大会の成功

につなげてまいります。

（ながさきピース文化祭2025の開催準備）
「ながさきピース文化祭2025」については、
令和7年度の開催に向けて、文化観光国際部内
に、ながさきピース文化祭課を設けるなど実施

体制を強化し、着実に準備を進めております。

去る5月28日には、県の実行委員会総会が開
催され、県内各市町をはじめ、様々な分野の関

係団体代表者の皆様にご出席いただき、文化祭

の事業構成や事業概要など全般的な計画をまと

めた実施計画等が承認されたところであります。

今後は、開催1年前の節目となる9月に、県民
の皆様に幅広く周知するプレイベントを実施す

るなど、文化祭開催に向けた更なる機運の醸成

を図ることとしております。

県としては、文化祭の開催効果を県内全域に

波及させ、文化芸術の発展や地域の活性化につ

なげていくことができるよう、引き続き、開催

に向けて準備に万全を期してまいります。

（坂本農林水産大臣による諫早湾干拓事業の

現地視察）
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去る5月12日、坂本農林水産大臣が来県され、
諫早湾干拓事業の現地視察が行われました。

現地においては、まず、坂本大臣から、これ

からも干拓地での農業、背後地の防災がしっか

りできるような政策を遂行していきたいとのお

話がありました。

続いて、私から、干拓事業の効果として、事

業完成後は、高潮・洪水に対する防災機能が強

化され、地元住民の方々から大変評価をいただ

いていることや、干拓地では、環境保全型農業

が進められ、背後地の排水不良が改善したこと

により、畑作が拡大していることなどを説明い

たしました。

併せて、令和5年の大臣談話を踏まえて、有
明海の漁業不振の原因究明を進め、海域特性に

応じた効果的な水産振興策や環境改善対策を実

施して、真の有明海再生を目指していただくよ

う要望したところであります。

また、地元の関係者の方々からも、令和4年
シーズンの諫早湾における牡蠣養殖が過去最高

の水揚げとなったことや、国が開門しないとの

方針を明確にしたことで干拓地での営農に安心

して取り組むことができていることなどについ

て説明がありました。

県としては、引き続き、県議会や関係者の皆

様とともに、干拓地における農業振興や有明海

の再生に向け、全力で取り組んでまいります。

（石木ダムの推進）

石木ダムについては、渇水や洪水などの自然

災害から地域の皆様の安全・安心を確保するた

めに不可欠な事業であり、早期に完成させる必

要があります。

一方、川原地区にお住まいの皆様のご理解と

ご協力をいただいたうえで、事業を円滑に推進

していくことが重要であるとの考えに変わりは

なく、話合いに応じていただけるよう、粘り強

く働きかけを行ってまいります。

また、本年度は、石木ダム事業が長崎県公共

事業評価監視委員会による再評価を受ける年に

当たります。人件費や資材価格の高騰、働き方

改革の推進など、建設業を取り巻く環境の変化

等も踏まえ、事業の対応方針について、ご審議

いただくこととしております。

県としては、引き続き、石木ダムの早期完成

に向けて、工程に沿って着実に工事を進めつつ、

佐世保市及び川棚町と一体となって、事業の推

進に全力を注いでまいります。

（幹線道路の整備）

県では、産業の振興や交流人口の拡大による

地域の活性化、さらには強靱な県土づくりに向

けて、高規格道路の整備を重点的に進めており

ます。

こうした中、去る3月27日、西九州自動車道
の武雄南インターチェンジから波佐見有田イン

ターチェンジ間の4車線化について、西日本高
速道路株式会社から事業に着手することが公表

されました。

また、4月1日に公表された今年度の国土交通
省関係予算においては、西九州自動車道の松浦

佐々道路に92億円が配分され、令和7年度に予
定されている松浦インターチェンジから平戸イ

ンターチェンジまでの完成供用に向け、着実に

整備が進められております。

これまで、関係市町と一体となって、予算確

保や新規事業化を国に対して要望してきたとこ

ろであり、本県選出国会議員の皆様をはじめ、

県議会並びに地元自治体の方々のご尽力とご支

援に対し、心から感謝申し上げます。

さらに、西九州自動車道の佐々インターチェ

ンジから佐世保大塔インターチェンジ間の4車
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線化事業については、令和9年度の全線完成に
向け、今年度から順次供用する予定となってお

り、対面通行の解消により安全性・走行性が向

上するとともに、災害時の代替機能の強化が図

られるものと期待しております。

引き続き、産業の振興や地域の活性化に寄与

する幹線道路ネットワークの整備を推進してま

いります。

（スポーツの振興）

本年3月に開催された「全国高等学校選抜大
会」において、本県高校生が素晴らしい成績を

収めました。

団体競技では、諫早商業高校フェンシング部

が男子サーブル団体で県勢過去最高となる準優

勝、島原高校剣道部が女子団体で準優勝に輝き

ました。

個人競技では、柔道競技女子48kg級で長崎明
誠高校の近藤杏樹選手が準優勝を果たし、入賞

者数は昨年の13から22と大幅に増える結果と
なりました。

また、4月にキルギス共和国で開催された
2024年アジア選手権レスリング競技において、
女子65kg級で吉武まひろ選手が優勝に輝きま
した。

選手並びに指導に当たられた関係者の皆様の

ご健闘をたたえるとともに、本県選手の活躍に

向け、引き続き、競技団体等と連携しながら、

競技力の向上に取り組んでまいります。

プロバスケットボールチーム長崎ヴェルカは、

初挑戦となったトップリーグのＢ1において、
27勝33敗の西地区6位という成績で今シーズン
を終えました。

国内最高峰の舞台で戦い抜いた監督、選手、

関係者の方々のたゆまぬご努力に対して、深く

敬意を表しますとともに、熱いご支援をいただ

いた、県民の皆様方をはじめ、経済界、関係団

体の皆様に心から感謝申し上げます。

地元プロスポーツクラブである長崎ヴェルカ

の存在は、県民に夢や感動を与え、地域の活性

化に大きく寄与するものであり、長崎スタジア

ムシティの新アリーナで迎える来シーズンのさ

らなる活躍を期待しております。

そして、本年夏に、いよいよパリオリンピッ

ク・パラリンピックが開催されます。

本県ゆかりの選手たちが世界の舞台で活躍す

る姿は、県民の皆様に大きな感動を与え、明る

く活力に満ちた長崎県づくりにつながるものと

思います。

今後、本県ゆかりの選手達が一人でも多く、

日本代表として選出され、活躍されることを期

待しております。

次に、議案関係についてご説明いたします。

まず、補正予算でありますが、今回は、国庫

補助事業の内示等に伴う事業費の追加、その他

緊急を要する経費について編成いたしました。

一般会計6億8,339万9,000円の増額補正をし
ております。

この結果、現計予算と合算した本年度の一般

会計の歳入歳出予算額は、7,355億3,277万
9,000円となり、前年同期の予算に比べ、252億
71万4,000円の減となっております。
次に、予算以外の議案のうち、主なものにつ

いてご説明いたします。

第74号議案「長崎県薬務関係手数料条例の一
部を改正する条例」は、大麻取締法及び麻薬及

び向精神薬取締法の一部を改正する法律の公布

に伴い、所要の改正をしようとするものであり

ます。

第75号議案「長崎県国民健康保険条例の一部
を改正する条例」は、全世代対応型の持続可能
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な社会保障制度を構築するための健康保険法等

の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の改

正をしようとするものであります。

第77号議案「長崎県の事務処理の特例に関す
る条例及び長崎県海域管理条例の一部を改正す

る条例」は、漁港漁場整備法及び水産業協同組

合法の一部を改正する法律の施行に伴い、所要

の改正をしようとするものであります。

その他の案件については、説明を省略させて

いただきますので、ご了承を賜りたいと存じま

す。

以上をもちまして、本日提出いたしました議

案の説明を終わります。

何とぞ、慎重にご審議のうえ、適正なるご決

定を賜りますようお願い申し上げます。

〇議長（徳永達也君） 本日の会議は、これにて

終了いたします。

明日から、6月20日までは、議案調査等のた
め本会議は休会、6月21日は、定刻より、本会
議を開きます。

本日は、これをもって散会いたします。

― 午前１０時３３分 散会 ―



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第  ５  日  目 
 

 

 



- 11 -

令和６年６月定例会                      令和６年６月２１日
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３８番 山 田 朋 子 君

３９番 中 島 浩 介 君

４０番 前 田 哲 也 君

４１番 浅 田 ますみ 君

４２番 外 間 雅 広 君

４３番 徳 永 達 也 君

４４番 瀬 川 光 之 君

４５番 溝 口 芙美雄 君
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秘書・広報戦略部長 陣 野 和 弘 君

企 画 部 長 早稲田 智 仁 君

総 務 部 長 中 尾 正 英 君

危機 管理部 長 今 冨 洋 祐 君

地域 振興部 長 小 川 雅 純 君

文化観光国際部長 伊 達 良 弘 君

県民生活環境部長 大 安 哲 也 君

福祉 保健部 長 新 田 惇 一 君

こども政策局長 浦   亮 治 君

産業 労働部 長 宮 地 智 弘 君

水 産 部 長 吉 田   誠 君

農 林 部 長 渋 谷 隆 秀 君

土 木 部 長 中 尾 吉 宏 君

会 計 管 理 者 井 手 美都子 君

土 木 部 技 監 植 村 公 彦 君

交 通 局 長 太 田 彰 幸 君
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地域振興部政策監 渡 辺 大 祐 君

文化観光国際部政策監 村 田 利 博 君

産業労働部政策監 石 田 智 久 君

教育委員会教育長 前 川 謙 介 君

選挙管理委員会委員 中 島 廣 義 君

代表 監査委 員 下 田 芳 之 君

人事委員会委員長 水 上 正 博 君

公安委員会委員 森   拓二郎 君

警 察 本 部 長 中 山   仁 君

監査 事務局 長 桑 宮 直 彦 君

人事委員会事務局長
(労働委員会事務局長併任)

田 中 紀久美 君

教 育 次 長 狩 野 博 臣 君

財 政 課 長 苑 田 弘 継 君

秘 書 課 長 黒 島   航 君

選挙管理委員会書記長 楠 本 雅 一 君

警察本部参事官兼総務課長 古 賀 新 一 君

議会事務局職員出席者

局 長 中 尾 美恵子 君

次長兼総務課長 濵 口   孝 君

議 事 課 長 佐 藤 隆 幸 君

政務 調査課 長 大 宮 巌 浩 君

議事課課長補佐 永 尾 弘 之 君

議 事 課 係 長 山 口 祐一郎 君

議事課会計年度任用職員 天 雨 千代子 君

― 午前１０時 ０分 開議 ―

〇議長（徳永達也君） おはようございます。

ただいまから、本日の会議を開きます。

これより、一般質問を行います。

前田議員―40番。
〇４０番（前田哲也君）（拍手）〔登壇〕 自由

民主党の前田哲也です。

めったなことでは言わないんですけれど、大

変まれに、会話する中で「失礼ながら」と言っ

て発言することがあります。当時の山本議員か

ら、「前田さんが『失礼ながら』と言う時は、

本当に失礼な話をするんですよ」と冷やかされ

たものですけれども、失礼ながら、一言申し上

げて本題に入りたいと思います。

昨年9月に県議会で質問しましたけれども、
その県議会を振り返った記事の中で、「重要課

題に漂う停滞感」という見出しの記事がありま

した。

「重要課題の進展ぐあいが問われた。ただ、

大石賢吾知事や県幹部は従来どおりの答弁を繰

り返すにとどまり、県政の停滞を感じられずに

はいられなかった」、中略して、「これまでの

議事録をなぞるような回答に終始した。石木ダ

ムについて努力を重ねる。長引く国のIR認定審
査には引き続きしっかり対応する。各委員会を

含め県側の踏み込んだ発言は見当たらなかった。

大石県政は、変化を求める県民の後押しで誕生

した。だからこそ、県政の重要課題でも、より

積極的な姿勢を見せてほしい。トップ自らの言

葉と行動がなければ現状の打開は難しいのでは

ないか」という記事がありました。

私も全く同感であります。これから始まる3
日間の議論で踏み込んだ答弁をしていただいて、

しっかりした論戦になることを期待いたします。

1、県政の重点課題について。
（1）九州新幹線西九州ルートの整備促進に
ついて。

西九州新幹線の開業により、沿線駅周辺では

まちづくりが進展し新幹線効果が着実にあらわ

れています。

一方、新鳥栖－武雄温泉間は、令和2年から
国と佐賀県で協議されてきたが、膠着状態が続
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いています。先月には、両県とJR九州のトップ
3者による意見交換が行われましたが、議論に
は進展がなかったと伺っています。

そのような中、一昨日、与党PT西九州ルート
検討委員会が開かれ、これまでの経過が報告さ

れ、今後の進め方が議論された結果、次回に両

県やJR、沿線自治体のヒアリングが実施される
ことになりました。

また、北陸新幹線についても、先般、与党PT
検討委員会が開かれ、年内にルートを決定する

方針が示されたところであり、西九州ルートに

ついても、さらなる議論、進展を期待したいと

思います。

一方、現在の膠着状態を打開するためには、

知事が先頭に立ち関係者への働きかけを行って

いく必要があると考えますが、全線フル規格の

整備実現に向けて、どのように取り組んでいく

のか、お尋ねします。

また、ルートについては、与党PTやJR九州
は、新鳥栖駅を起点として、時間短縮効果が高

い佐賀駅を通るルートが最適とされています。

そもそも新鳥栖駅は、西九州ルートで整備す

るものだったが、将来を見据えて、鹿児島ルー

トを建設する際に分岐点として整備されたもの

と認識をしています。

新幹線の整備に当たっては、投資効果や収支

採算性などが要件となっており、これらを踏ま

えて検討すべきと思うが、新鳥栖－武雄温泉間

のルートについて、県はどのように考えている

か、お尋ねいたします。

（2）IRについて。
昨年末、国から、九州・長崎IRについて、認

定を行わないとの審査結果が公表され、県議会

においても、全員協議会や2月定例会等におい

て、県当局や参考人に対する質疑を重ねてきま

した。

また、本年3月には、行政不服審査請求等の
取扱いについて、実施しない旨の県からの報告

を受けたところです。

その後、県は、審査にかかる一連の経過を取

りまとめ、6月4日に報告書として公表されまし
た。

その中で改めて確認したいのですが、IRの区
域整備計画が不認定となるまでのこれまでの取

組に総経費は幾らかかり、最終的にその責任の

取り方はどうするつもりなのか、お尋ねいたし

ます。

これまでは、検証等も必要ということで議会

として責任を問うてはきませんでしたが、今回

報告書がまとまった中で、そういったことも含

めて知事としての所見を伺わせていただきます。

また、再挑戦の意思についてもご答弁願いま

す。

併せてIRは、国内外からの多くの観光客を招
き入れることで、長崎県内、そして九州全体の

交流人口の拡大や地域の活性化、新たな雇用の

創出など地域経済への貢献を目指したプロジェ

クトであり、佐世保市を中心とする県北地域の

皆様は、特に残念に思っています。

こうした現状を踏まえ、県北地域の振興対策

について、今後どのように取り組んでいくのか、

お尋ねいたします。

（3）石木ダムについて。
石木ダムの必要性については、これまでも何

度も述べられていますので割愛し、まずは現在

の進捗状況と今後の取組について、お尋ねしま

す。併せて地域振興策の検討状況についてもお

尋ねします。
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事業を推進していくためには、反対されてい

る住民の方々のみならず、ダム周辺の地域の皆

様全体に、石木ダム完成後の地域の姿を正しく

理解していただくことが重要である考えます。

石木ダムについては、平成31年3月に、水源
地域特別措置法に基づく水源地域の指定を既に

受け、ダム建設が生活環境等に与える影響を緩

和し、関係住民の生活の安定と福祉の向上を図

るための各種の施策を行うこととしております

が、その具体の内容が住民に十分理解されてい

ないのではないかと考えます。

県では、現在、ダム周辺地域の地域振興策を

検討していると聞いておりますが、その検討状

況について、お尋ねいたします。

2、土木行政について。
（1）国土強靱化の実績と今後の予算・財源

確保について。

先日の政府施策要望でも、強靭な県土づくり

という項目で国に対して要望を行いましたが、

県土のほとんどが離島・半島の本県は、急峻な

山地やがけ地が多いことに加え、集中豪雨や台

風の常襲地域に位置し、頻繁に洪水・浸水被害

や高潮・高波被害、土砂災害が生じています。

また、土地災害警戒区域が約3万6,000か所と
全国2番目の多さであることに加え、過去に4年
連続で大雨特別警報が発令されるなど、地形的、

地理的な条件から常に風水害による危険にさら

されています。

県では、これまで「防災・減災、国土強靭化

のための5か年加速化対策」を最大限活用し整
備を進めていますが、まだまだ対策不足と認識

をされています。これまでの実績を踏まえたう

えで、その具体の内容について、お尋ねします。

併せて、そのうえで必要な予算・財源確保に

ついて、県としてどのように努力していくのか

をお尋ねします。

（2）通常の事業発注について。
一方、道路整備をはじめとする通常の事業発

注、この中には国土強靭化も含んでおりますが、

その中で、業界の方から、公共事業のボリュー

ムが南高北低になっているとの指摘を受けてお

り、実際に令和2年から令和6年度までを当初予
算、補正までを含めて比較すると、県南が5、
県北が2、離島が2、その他が1となっているこ
とが、実績の分析からわかりました。

しかも、毎年、当初予算後の補正予算後の割

合も同割合となっていて、これは見方によって

は、必要な事業、優先的な事業の実施というこ

とではなくて、最初から割合、キャップを決め

てからの発注ではないかとの意見も、真っ向か

ら否定する言質を私は持ち得ません。

このような指摘に対しての県当局の基本的な

考え方をお尋ねいたします。

3、産業振興について。
（1）企業誘致と人材確保について。
産業振興について、様々な業種に様々な課題

がありますが、他の地域に後れをとらないよう

という意味において、今回は半導体関連に絞り

質疑します。

国内では半導体関連産業の投資が活性化して

おり、特に、お隣の熊本県では、台湾の半導体

受託生産世界最大手のTSMCが、今年2月に開
所式を行い、本年中には工場の稼働を予定され

るなど非常に活況であると聞いております。

また、県内においても、ソニーの工場増設や

京セラの工場立地など、半導体関連産業におけ

る発展が期待されるところであります。

県においては、次なる半導体関連の誘致に向
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けて積極的に取り組まれると伺っていますが、

具体的には半導体関連企業から本県に接触があ

っているのか、また、本県を選んでいただくう

えで、どのような課題があるのか、お尋ねしま

す。

併せて企業誘致においては優秀な人材の確保

も重要であり、人口減少が進む中、どのように

人材確保に取り組んでいくのか、お尋ねいたし

ます。

（2）県北の産業振興について。
先ほども述べましたが、IRが頓挫した今、そ

れに代わる県北の地域振興策に可及的、速やか

に取り組むことが喫緊の大きな課題であり、そ

のためには、県、市にとどまらず、経済界等を

はじめ各種団体と一体となった取組が必要であ

り、そこには多くの方が同じベクトルを目指せ

るようなグランドデザインが必要で、私は、そ

の基本は産業の振興にほかならないと考えてい

ます。

県北の産業振興について、その強みや弱みを

理解したうえで、どのように展開しようとして

いるのか、お尋ねをいたします。

4、県民の生活を守る取り組みについて。
（1）物価高に対する県民の生活支援につい

て。

長引く物価高に対して、企業は経営上、また

県民も日々の生活に苦しんでいます。今回は、

県民の中でも生活困窮者の支援に絞り質問しま

すが、これまで県が取り組んできた支援実績を

お知らせください。

私がこのような質疑をするのは、今回の補正

予算が約6億円強ですが、事前の財政課からの
説明では、国から新たな交付金の配分がなかっ

たためということでした。財政に余裕がない本

県にとっては、もちろん国の交付金次第という

ことは理解しつつも、生活困窮世帯の中には、

賃上げ等により非課税世帯から課税世帯に変わ

り、手厚い支援が受けられなくなったとも、少

なくない方から聞いています。

非課税世帯から課税世帯になった層に対して、

独自の財源で、各市町と協調して、さらなる支

援策を展開するようなことも検討・実行されて

よかったと私個人的には思っていますが、県の

ご所見をお伺いいたします。

（2）日本版ライドシェアについて。
本県には、いわゆる公共交通空白地帯が多く

点在し、そのような地域も含めて交通弱者対策

は本県の切実な課題であると認識しています。

そこで、現在、国でも論議されているライド

シェアについて、お尋ねします。

私は、交通弱者対策の選択肢の一つであると

考えていますが、解決すべき課題もあり、規制

の緩和については慎重に進めていくべきだと考

える立場にあります。

東京などでは、この4月から、一般ドライバ
ーが自家用車を使って有償で人を運ぶ、いわゆ

る日本版ライドシェアがスタートしています。

この制度は、タクシー事業者の管理下で、自家

用車、一般ドライバーを活用した運送サービス

の提供を可能とするものであり、各地域のタク

シー事業者が主体となることが前提となってい

ることから、通常のタクシーと同等の安全かつ

安心な輸送サービスの提供が可能となるものと

考えられています。

しかし、その一方で、国は、タクシー事業者

以外の参入も可能とするための法制度を含めた

議論を進めることとしており、これについて県

内のタクシー事業者からは、利用者の安全・安
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心な輸送サービスを確保する観点などから、異

業種の事業者が参入できるようになることを不

安視する声を聞いています。

そこで、日本版ライドシェアの全国での導入

状況と、今後、タクシー事業者以外の参入が検

討されていることへの県の考え方をお尋ねしま

す。

5、子育て支援（人口減少対策）について。
（1）ユニバーサルサービスの自治体間格差

の現況に対する県の認識について。

先日の自由民主党茂木敏充幹事長への要望、

また政府施策要望の際に、「全ての子ども・子

育て家庭への支援の創出及び支援の充実」の中

で、ユニバーサルサービスとして医療や学校給

食、保育等のサービスが受けられるよう、国に

対して県は要望しています。

現在の自治体間格差が生じていることについ

ては、各自治体の首長も、望ましくないと認識

をされています。

そこで、県下の状況がどうなっているのかを

お尋ねするとともに、一律が望ましいというこ

とであれば、そのことが実現するまでの過程の

中で、知事選を戦った時に、「高校生までの医

療費の無償化」を公約に掲げ、それが実行され

たように、国が制度創設するまでの過渡期の中

で、県と市町で協調して取組を行うことを望み

ますが、どのように考えていますか。

（2）女性活躍と男性の家事労働時間につい
て。

女性の社会進出が大きな課題であることは言

うまでもなく、この質問で、このことの詳細に

は触れませんが、女性の就労が進んでいく一方

で、家庭における家事労働時間が減っているか

といえば、そうではない現況にあると認識して

います。

全国、本県における現状について確認し、結

論から先に述べれば、少子化対策の大きな課題

の一つは、男性の働き方改革であると認識して

おり、要は、男性が就労する時間を減らして、

その時間を家事労働並びに子育ての時間に充て

ること、それに向けて行政が誘導していく施策

を打っていくことこそが、これからの大事な取

組だと考えます。ご所見をお伺いします。

6、地方創生事業の成果検証について。
（1）これまで10年の取り組みの成果につい
て。

10年前、政府は、全国の自治体に向けて地方
版総合戦略を策定するよう要請、その際に策定

費用として各市町に1,000万円ずつ予算措置を
しました。

地方自治研究所が、2017年に実施した調査に
よると、実に77％超の自治体がコンサルタント
に委託し、受注した企業の過半が東京に本社が

あったことが確認されています。

デジタル田園都市国家構想も地方創生政策の

一つであり、自治体DX市場は、2025年に1兆円
に達すると予測されています。

私は、全国どこでも通用するようなコンサル

が策定した計画では、地方の真の発展はないと

考えていますが、本県においては、その策定状

況はどうであったのか、また、以前から委員会

で指摘していますが、デジタルの交付金を全国

の中で最上位に獲得できていることは評価しま

すが、肝心なことは成果であると指摘をさせて

いただいております。

10年が経過する中で、地方創生事業の成果に
ついて、どうであったのか、お尋ねいたします。

（2）地方創生事業における民間事業者の公
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正な参画について。

地方創生事業について、コンサルや県外企業

から助言を受け、計画を立て、その事業運営を

子会社やグル―プ企業が随契等で受けて、その

先の委託事業（時には仕様書に特記して公募を

行うような手法）を取り受注するというような

手法が、全国において散見されております。本

県においては、そのような事例がなかったのか、

お尋ねいたします。

以下、対面演壇席より質疑をさせていただき

ます。

ありがとうございました。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）〔登壇〕 前田議員のご質

問にお答えさせていただきます。

まずはじめに、全線フル規格の整備実現に向

けて、今後どのように取り組んでいくのかとの

お尋ねがございました。

先月のことになりますけれども、佐賀県知事、

JR九州社長との意見交換では、鹿児島ルートの
全線開通後の利用者が3倍増加した事例のほか、
長崎、佐賀両県の約50倍となります3,000万人
規模の関西圏におけるインバウンド需要を取り

込む可能性など、全国の新幹線ネットワークに

つながる効果やメリットをお伝えしたところで

ございます。

また、新幹線整備に関するルートや在来線の

維持などの課題について、3者だけでは解決が
困難なため、国を含めた関係者間での協議が必

要であるとの考えをお示ししたところでござい

ます。

私は、これまでも政府・与党に対しまして、

フリーゲージトレインの導入断念の経緯を踏ま

えた課題解決であったり、北陸新幹線との一体

的な整備財源の確保を求めてまいりました。

県としましては、来月中にも開催が予定され

ている与党PT西九州ルート検討委員会のヒア
リングにおいて、全線フル規格の整備実現に向

けて強い思いをお伝えし、関係者間での協議の

進展を働きかけるなど、関西直通運行の早期実

現に向けて力を注いでまいりたいと考えており

ます。

次に、新鳥栖－武雄温泉間のルートについて、

県はどのように考えているのかとのお尋ねをい

ただきました。

新鳥栖－武雄温泉間のルートにつきましては、

佐賀県内で様々なご意見があること、これは承

知をしております。

ただ、一方で、与党PT西九州ルート検討委員
会やJR九州は、利便性や収支採算性などの観点
から、新鳥栖を起点として佐賀駅を通るルート

が最適であるとの考えを示されております。

また、整備新幹線の着工に当たりましては、

投資効果や収支採算性などの5つの条件を満た
す必要があり、これまで与党PT西九州ルート検
討委員会等で検証をされてきたところだと承知

をしております。

県としましても、関西直通運行による時間短

縮効果や新幹線事業の持続可能性の観点から、

佐賀駅を通るルートが最も合理性が高く、それ

が県民の思いであると考えております。

IRにつきまして、IRのこれまでの取組にかか
る費用と県の責任、また、再挑戦の意思につい

て、お尋ねがございました。

九州・長崎IRは、世界中から多くの観光客を
招き入れることで、九州全体の交流人口の拡大

や地域経済の活性化、新たな雇用の創出など、

地域経済に大きく貢献する重要なプロジェクト
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であったことから、その実現に向けて全力で取

り組んでまいったところでございます。

県では、昨年末、認定を行わないこととした

国の審査結果を受けまして、改めて一連の経緯

を振り返り、長年にわたるお力添えをいただい

た関係皆様方にご説明するために、去る6月4日
に、報告書を取りまとめ公表をしたところでご

ざいます。

県といたしましては、改めて県民の皆様をは

じめ、ご支援とご協力を賜りました全ての皆様

に対し、今回の審査結果が、ご期待に沿えず、

大変残念な結果となりましたこと、これを重く

受け止めまして、深くお詫びを申し上げる次第

でございます。

また、IRの実現に向けて多大なるお力添えを
賜り、そのことにつきまして厚くお礼を申し上

げる次第でございます。

IR誘致にかかる令和5年度までの経費につき
ましては、IR関連事業費として、約6億5,000万
円、人件費として、約6億2,000万円となってお
ります。

県としては、九州・長崎IRの誘致を通して積
み上げてまいりました広域観光周遊等の取組や、

九州経済連合会をはじめとする県内外の関係皆

様との連携、事業構築・推進にかかるノウハウ

の蓄積などのレガシーについて、今後の県政推

進にしっかりと活かして、佐世保市・県北地域

はもとより、県全体の発展につなげていくこと

で、その責任を果たしてまいりたいと考えてお

ります。

また、再チャレンジにつきましては、国にお

ける再募集の有無及び時期が未定であることか

ら、現状において、何ら判断できるものではな

いと考えているところであります。

しかしながら、再申請への対応には多大なコ

スト、労力及び時間が必要となるとともに、審

査における国の審査委員会等の裁量が大きく、

審査期間を含め予見可能性を見出すことが困難

であることから、現行の制度下では、一般に地

方におけるIRの実施にチャレンジするのは、相
当程度ハードルが高いのではないかと認識をし

ているところでございます。

次に、IR誘致の現状を踏まえ、県北地域の振
興策について、今後どのように取り組んでいく

のかとのお尋ねもいただいております。

佐世保市を中心とした県北地域の振興につき

ましては、重要な事項であると認識をしており

ます。

そのため、県、佐世保市の政策ミーティング

をはじめ、関係市町、関係団体の皆様と様々な

階層において、今後の県北地域の振興について

意見交換や協議を行っているところであります。

県北地域の振興策の検討に当たっては、IR誘
致で目指してきたもの、それに加えて誘致活動

を通して培われたレガシー、これを活かすこと

が重要であるというふうに考えております。

例えば、「ツール・ド・九州2025」の佐世保
市での開催につきましても、IR誘致を通して構
築された九州経済連合会等との関係性によって、

県と佐世保市が連携して取り組むことに至った

ものでございます。

このようにIR誘致の経験を踏まえながら、ハ
ウステンボス等を活かした広域的な観光周遊や、

雇用やイノベーションの創出につながる産業振

興など、交流人口の拡大や地域経済の活性化等

に向けて力を注いでまいりたいと考えておりま

す。

次に、石木ダムについて、石木ダムの現在の
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進捗状況と今後の取組について、お尋ねをいた

だいております。

石木ダムにつきましては、現在、ダム本体の

掘削工事に併せて付替え県道、付替え町道の工

事を進めているところであり、今後も工事工程

に沿って進めてまいります。

一方で、川原地区にお住いの13世帯の皆様の
ご理解とご協力を得たうえで事業を円滑に進め

ること、これが最善であるとの考えに変わりは

ございません。ですので、引き続き、話し合い

の実現に向けた努力も続けていきたいと思って

おります。

なお、これまで総事業費285億円で、令和7年
度までの完成を目指してきたところでございま

すけれども、人件費や資材価格の高騰、建設業

における働き方改革などに加えて、反対住民に

よる妨害活動の影響等を踏まえまして、現在、

見直し作業を行っているところでございます。

今年度、長崎県公共事業評価監視委員会にお

いて、その内容をご審議いただくために、現在、

事業費等の最終の精査を行っているところです。

次に、ダム周辺地域の地域振興策の検討状況

について、お尋ねをいただきました。

関係住民の生活の安定と水源地域の活性化の

ために、ダム建設と併せまして地域振興策を講

じることは大変重要であると認識をしておりま

す。

現在、佐世保市及び川棚町とともに、水源地

域対策特別措置法に基づく水源地域整備計画の

策定を進めているところでございます。

この整備計画では、地元川棚町の要望をもと

に、周辺の道路や河川の整備、公園や広場の建

設、ダムの上流部に残存いたします集落への対

策などを検討しております。

水源地域整備計画の素案につきましては、令

和6年度、今年度のできるだけ早い時期に公表
して、川棚町民の皆様に地域振興策に対する具

体的なイメージをお持ちいただくことで、石木

ダム事業への理解促進につなげていきたいと考

えております。

次に、企業誘致と人材確保につきまして、具

体的に半導体関連企業から本県に接触はあって

いるのか、また、本県を選んでいただくうえで、

どのような課題があるのかとのお尋ねをいただ

きました。

半導体関連産業につきましては、国において、

経済安全保障リスクの観点から、産業基盤を国

内に整備、確保することが必要との考えが示さ

れ、半導体関連企業の国内立地を後押しするた

めの強力な支援策が打ち出されているところで

あります。

これを受けて九州においても、半導体受託生

産の世界最大手でございますTSMCが、第二工
場の建設を発表し、続く第三工場建設の可能性

も報道されるなど、大規模な半導体関連企業の

進出が相次いでいるところでございます。

このような中、本県におきましても、現在、

複数の企業から接触があっております。これら

の企業からは、現在、本県にはない、一定規模

の広さと工業用水を備えた工業団地を求める声

が届いているところです。

今後、県といたしましては、地域に対して大

きな経済効果をもたらすため、特に、地域間の

誘致競争が激しいアンカー企業の誘致に向けて、

条件を満たす工業団地の整備について検討を進

めてまいります。

次に、ユニバーサルサービスにつきまして、

医療や学校給食、保育等のサービスの県下の状
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況、及び過渡期の中で県と市町が協調して取り

組むことについて、どう考えるのかとのお尋ね

をいただいております。

子どもの医療や学校給食、保育等のサービス

にかかる県内の状況につきましては、まずは子

どもの医療費は、全市町で高校生世代までの助

成が実施されているものの、市町によって助成

方法が異なっている状況にございます。

また、本年5月時点におきまして、学校給食
は、完全無償化が4団体、一部無償化が5団体、
保育につきましては、完全無償化が3団体、一
部無償化が18団体となっておりまして、市町に
よって多様な状況が生じております。

これらについては、本来、全国どこでも同じ

条件でサービスが受けられるように、財源も含

めて国の責任で一律に実施すべきであると考え

ております。このため、先般、政府施策要望に

おいて、国に強く要望したところでございます。

一方、県内の現状を踏まえまして、県民の皆

様にとっても、県内どこに住んでいても同じ条

件でサービスを受けることができる環境が望ま

しいと考えます。市町との協議の場等において

意見交換をしてまいりたいというふうに考えて

おります。

また、本県は、依然として厳しい財政状況に

ある中、県としてできることを積み重ねていく

ことが重要であるというふうに考えております

ので、ユニバーサルサービスとして、国におい

て早期に実現していただくように、引き続き、

知事会等とも連携をしながら国に強く求めてま

いりたいというふうに考えています。

残余のご質問につきましては、関係部局長か

ら答弁をさせていただきます。

〇議長（徳永達也君） 土木部技監。

〇土木部技監（植村公彦君）国土強靭化の実績

と予算、財源の確保についてのお尋ねでござい

ますが、土木部では、3か年緊急対策と5か年加
速化対策を合わせ、令和5年度の補正までに
1,272億円の予算を確保し、国土強靭化の取組を
進めてまいりました。

この間、道路事業では、従前より多くのトン

ネル工事を同時に進められるようになり、砂

防・急傾斜事業におきましても、事業実施箇所

が1.5倍に増えるなど、県民の安全・安心な暮ら
しの確保に向け、着実に進捗が図られておりま

す。

しかしながら、現在、高規格道路の供用率は

62％にとどまり、砂防・急傾斜事業の整備率も
26％と低く、その対策は、いまだ道半ばである
と考えております。

そのため、先日の政府施策要望におきまして、

「国土強靭化実施中期計画」の早期策定と、令

和7年度で終了となります5か年加速化対策に
続く予算・財源の確保について、強く要望して

まいりました。

県としましては、継続的かつ安定的に国土強

靭化の取組を推進するため、引き続き、機会あ

るごとに国へ地域の実情をしっかりと訴えてま

いります。

〇議長（徳永達也君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君）地域ごとの土木の事

業の割合について、お尋ねをいただきました。

公共事業の実施に当たりましては、事業の必

要性、地域のニーズ、費用対効果、関係者の合

意形成の状況などにより、優先度の高いものか

ら事業化を行っております。

そのうえで、地域ごと、年度ごとの予算につ

きましては、各箇所の事業計画に沿って、用地
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取得等の進捗状況を見ながら所要額を要求して

おります。

こうしたことから、あらかじめ地域ごとの割

合を決めるのではなく、必要な事業について予

算の確保を行っているところでございます。

〇議長（徳永達也君） 産業労働部政策監。

〇産業労働部政策監（石田智久君）産業振興に

関し、どのように誘致企業の人材確保に取り組

んでいくのかとのお尋ねでございますが、誘致

企業が必要とする優秀な人材を確保するために

は、本県の大学進学者の約6割が入学している
県外大学からのUターン対策が特に重要と考え
ております。

そのため、県では、理系学部を有する県外大

学を中心に連携体制を構築し、学生への情報発

信に努めております。

具体的には、学内での企業説明会や県内企業

見学ツアー等に加え、今年度は、進学者が最も

多い福岡県において、県外初となる企業交流会

の開催を予定しております。

今後とも、成長分野の企業誘致に努めるとと

もに、必要な人材の確保に取り組んでまいりま

す。

〇議長（徳永達也君） 産業労働部長。

〇産業労働部長（宮地智弘君）県北の産業振興

について、どのように展開しようとしているの

かとのお尋ねですが、県では、地域の産業振興

を図るためには、地域の強みを活かしながら、

若者に魅力的な雇用の創出や、地場企業の成長

が期待できる施策の実施が必要と考えておりま

す。

このため県北地域においては、多量の工業用

水を必要としない製造装置メーカー等を主なタ

ーゲットとして、比較的地震が少なく、優秀な

理工系人材を輩出する学校が多いことなどのメ

リットを活かしながら、佐世保市などと連携し

て企業誘致に取り組んでおります。

一方、地場企業の成長に向けては、環境対応

船に搭載する風力推進装置を製造する企業や、

洋上風力発電関連において作業員運搬船を建造

する企業、さらに風車のタワーを接合する部材

を供給する企業など、新たな取組を進める企業

を支援しているところでございます。

また、市場が拡大している防衛関連の需要獲

得については、地元経済界から期待する声も挙

がっていることから、これまで造船業で培った

技術や人材を活かした地場企業の参入拡大に向

け、今後、各関係機関と調整してまいります。

引き続き、県北地域の産業振興に向け、市町

や経済団体などと連携して、企業誘致や地場企

業のサプライチェーン強化に力を注いでまいり

ます。

〇議長（徳永達也君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（新田淳一君）これまで県が取

り組んできた低所得者に対する支援実績につい

て、お尋ねをいただきましたが、生活困窮者に

対する支援といたしましては、自立に向けた相

談支援や生活再建のための資金貸付など、一人

ひとりの生活課題に応じた様々な支援を行って

いるところです。

相談支援につきましては、自立相談支援機関

を窓口といたしまして、生活困窮に至る様々な

困りごとへの相談へ対応いたしまして、昨年度、

3,233件の新規相談を受け付けており、必要な福
祉サービスへつなげるなどの対応を行ったとこ

ろです。

また、生活福祉資金の貸付けにつきましては、

県の社会福祉協議会を実施主体といたしまして、
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昨年度387件の決定を行ったところです。
さらに、生活困窮に至るには、病気や障害、

子育てなどに起因する様々な背景がありますこ

とから、複合的な課題を解決できるよう、支援

に関わる担当者の対応力を向上させるための研

修の実施や、相談支援員や家計改善支援員の加

配による支援機能の強化も実施しているところ

です。

引き続き、生活困窮世帯が安心して日常生活

を送ることができるよう、関係機関と連携し、

支援体制の充実に努めてまいります。

〇議長（徳永達也君） 総務部長。

〇総務部長（中尾正英君）低所得世帯へのさら

なる支援施策の実施についてのお尋ねでござい

ますが、低所得世帯への支援については、これ

まで市町を中心に、国の補助制度や臨時交付金

を有効に活用しながら実施してきており、県に

おいても、相談支援体制の強化や子育て世帯へ

の給付金、貸付原資の補助等を行っております。

議員からご指摘のありました、賃金上昇等に

より非課税世帯から課税世帯となり、支援が受

けられなくなるケースについては、現在、国を

挙げて取り組む物価上昇に見合う賃上げを実現

し、所得向上を図ることで改善されていく部分

もあると考えております。

県としては、こうした生活者支援や賃上げ等

に資する取組について、引き続き国の施策と連

動しつつ、市町や関係団体等と連携しながら適

切に対応してまいりたいと考えております。

〇議長（徳永達也君） 地域振興部長。

〇地域振興部長（小川雅純君）日本版ライドシ

ェアについてのお尋ねでございますが、日本版

ライドシェアについては、本年3月に、タクシ
ー事業者の管理の下で、自家用車、一般ドライ

バーを活用したサービス提供を可能とする自家

用車活用事業が創設され、現在、東京、京都、

福岡など都市部を中心に10地域以上で運用が
開始されております。

一方で、タクシー事業者以外の者が実施する

ライドシェア事業の新たな法制度の議論が国に

おいて進められていることについて、今月13日
に、全国知事会から国土交通大臣に対し、地域

の実情を反映できる制度とすることや、全国一

律の規制緩和を拙速に行わないことなどの緊急

要望が実施されております。

多くの離島・半島地域を有する本県としては、

多様な交通手段による地域公共交通の確保、充

実は重要であると考えております。

新たな法制度については、国において、タク

シー事業者や地域の声を丁寧に酌み取りながら

十分に議論されるよう、引き続き、全国知事会

等との連携を図るとともに、県内のタクシー事

業者や市町の意見等の把握に努めてまいります。

〇議長（徳永達也君） 県民生活環境部長。

〇県民生活環境部長（大安哲也君）男性の家事

労働や子育ての時間を増やすことに関してのお

尋ねをいただきました。

男女がともに家事、子育てを担い、家庭と仕

事の両立を図ることが重要と考えております。

総務省の令和3年社会生活基本調査によりま
すと、6歳未満の子を持つ妻と夫の家事関連時
間は、依然として妻に偏っております。

県では、共家事、共育てを促進する取組を進

めており、具体的には、県内企業を対象に育児

休業取得促進アドバイザーの派遣やセミナーの

開催、男性の育児や働き方を紹介した事例集を

配布しております。

また、今年度から、子どもが生まれる予定の
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父親等に対して、「男性の家事・子育て冊子」

の配布、活用を行うこととしており、今後とも、

男女がともに家庭と仕事の両立がされるよう取

り組んでまいります。

〇議長（徳永達也君） 企画部長。

〇企画部長（早稲田智仁君） 私からは、地方創

生事業の成果検証について、2点お答えさせて
いただきます。

本県の総合戦略策定時に、コンサルタント等

への委託状況と、10年が経過する中で、地方創
生事業の成果はどうであったのかとのお尋ねで

ございます。

本県では、これまで2度にわたり、「まち・
ひと・しごと創生総合戦略」を策定してまいり

ましたが、コンサルタント等への委託は行って

おらず、全て県の職員により作成をしておりま

す。

また、本県の地方創生にかかる事業について

は、これまで市町等とも連携し、デジタル田園

都市国家構想交付金など国の有利な財源を活用

しながら、総合戦略に基づく各種施策を推進し

てきたところであります。

その結果、高校生の県内就職率の向上や県外

からの移住者の増、企業誘致等による雇用創出

など、一部に一定の成果が見られるものの、転

出超過が続くなど厳しい状況となっております。

一方で、国全体においても、人口減少や東京

圏への一極集中などの大きな流れを変えるには

至っておらず、地方が厳しい状況にあるという

検証結果が示されており、本県と同様の傾向と

なっております。

そのため、今後におきましては、国の異次元

の少子化対策の動向等も踏まえつつ、「長崎県

まち・ひと・しごと創生対策懇話会」や、県・

市町連携会議等における施策の検証を行ったう

えで、市町や民間など関係者との連携を一層図

りながら、産業振興対策をはじめ地方創生事業

の充実、強化に努めてまいりたいと考えており

ます。

次に、本県において、コンサルタントや県外

企業等から助言を受けて、その事業運営を子会

社等が随意契約で受けるという事例はないかと

のお尋ねでございます。

本県の地方創生事業の執行に当たりましては、

議員ご指摘のような事例はないものと認識して

いるところでございます。

県としましては、引き続き、適正かつ公正な

予算及び契約事務の執行に留意しながら、施策

の推進に力を注いでまいりたいと考えておりま

す。

〇議長（徳永達也君） 前田議員―40番。
〇４０番（前田哲也君）ご答弁ありがとうござ

いました。

順次、質疑をしていきたいと思います。

まず、新幹線についてですが、知事から答弁

をいただきましたけれども、一昨日の与党PTの
内容については、新聞報道等もあっていますの

で、そこは割愛するとして、来月、両県の知事、

沿線自治体、JRを呼んでヒアリングをしたいと
いうことですが、まずは、このお声がかかった

時に、知事としては出席するのか、しないのか。

また、出席するとするならば、先ほど答弁に

もありましたけれども、思いを伝えるという中

では、さっき答弁あった以上のものというか、

ほかに何かお伝えしようと思っているのか、そ

の点について、お尋ねしたいと思います。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君） まず、現状を申し上げる
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と、現時点でPTの方から出席依頼が直接あって
いるわけではございませんけれども、お求めい

ただければ、ぜひ可能な限り、私が直接出席を

させていただきたいと思っています。

出席させていただいた際には、先ほどご答弁

で申し上げた内容は非常に重要なものですので、

そこはもちろんお話させていただくとともに、

やはり県内で非常に期待する声が、また、早期

実現を求める声が大きくなってきているところ

だと思っております。まちのたたずまいが変わ

るといった沿線駅がある市においては、非常に

投資効果も大きくあらわれておりますので、そ

ういった現状とか、また、これは先日、両県と

JR九州の3者で意見交換を行いましたけれども、
しっかりとここに国にも関与していただくこと

が非常に重要だというふうに思っておりますの

で、その点につきましては、ご協力をしっかり

とお願いをしていきたいというふうに思ってい

ます。

〇議長（徳永達也君） 前田議員―40番。
〇４０番（前田哲也君） ぜひ出席のうえ、今言

ったようなことを述べてほしいんですけれども、

所感として、昨年12月に佐賀テレビが実施した
アンケートでも、全線フル規格の整備について

約半数が賛成するなど、佐賀県内の雰囲気も変

わってきていると実感しております。

そうした中で、佐賀県は、今までの報道を見

ると、全線フル規格の整備についてマイナス面

ばかりを強調されていて、効果を含めたところ

の情報発信が佐賀県内の中で足りていないとい

う認識をしておりますので、ぜひ、そういう意

味においては、遠慮もあってだと思いますけれ

ども、正しい情報というものをしっかり長崎県

側からも、ハレーションを起こすかもしれませ

んけれども、佐賀県において意見広告を出すと

かですね、そういったことも含めて正確な情報

というものを伝えてほしいということを要望し

ておきたいと思います。

来月、PTのヒアリングに参加した場合に、ぜ
ひお伝えしてほしいというか、訴えてほしいこ

とは、先ほど知事が述べたようなことも含めて

ですけれども、やはり一番は、新鳥栖－武雄温

泉間の課題の一つは、地方負担にあると思って

います。そう考えた時に、国の試算によると佐

賀県のフル規格は約660億円という中で、佐賀
県側は、実質負担を長崎県の半分以下が相場で

あると見解で申しておりますが、なかなかそこ

は難しいと思いますけれども、例えば、法で定

めた以外の、ルール以外の長崎県の負担という

ものが可能なのかどうか。

もしくは、森山総務会長が先日、JRの貸付け
が今、30年で見ていますけれども、それを50年
にして、償還を50年に延ばすことは検討の余地
があるんだよと言われていますので、ぜひ本県

側からも、佐賀県の負担軽減を国が図ることに

ついて、長崎県の立場でお訴えいただきたいと

思いますが、その点はいかがですか。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君） 今、前田議員がおっしゃ

ったこと、視点は非常に重要なことだと思いま

す。

先ほどの答弁でも申し上げましたけれども、

フリーゲージトレインの導入が断念されたとい

う経緯がございます。そこによってフル規格全

線開通という経緯がございますので、そこはし

っかりと踏まえたうえで、これは地方の一広域

団体として、しっかりと地方負担の軽減といっ

たものを国にお伝えをしていきたい、お願いを
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していきたいと思います。

〇議長（徳永達也君） 前田議員―40番。
〇４０番（前田哲也君）新幹線の再質問はこれ

で終わりたいと思いますが、沿線自治体も呼ば

れているという中で、キーは、佐賀市だと思っ

ております。佐賀市の市長選があった際に、国

土交通省の方が、ある意味フル規格推進という、

フル規格に理解を示すという立場の中で選挙を

戦って当選をされていますけれども、当選以降

はコメントを避けているというか、慎重な姿勢

を崩していません。

しかし、私たちも重々承知しておりますが、

武雄とか嬉野、当然効果は出ていますけれども、

佐賀市自体もまちづくりにおいて大きなプラス

があると思っていますので、ぜひ今後は、本県

も含めて佐賀市にどう理解をしていただくかと

いうことが、一つの大事な課題だと思っていま

すので、そこに向けては、あらゆる知恵とか、

あらゆる関係性を通じて働きかけを行っていた

だきたいと思いますし、そのことは鉄道局等に

もお願いをしていただきたいと思っています。

次に、IRについて、知事からご答弁をいただ
きました。県民に対してのお詫びということも

述べていただきましたけれども、報告書がまと

まって以降は、公には定例会見の中で述べた、

述べていない、まだ定例会見は行っていないで

すね。ですから、県民に対してというものを、

どこかで一度、正式な場、会見にするのか、定

例の中でやるのかわかりませんけれども、一度

やっぱり今のようなことを県民に対しても述べ

ていただきたいと思います。

先ほど言った経費が12億2,000万円あるとい
う中で6億円は、そのうちの5億円ぐらいは、委
託費として外注の企業2者に対して払っている

金額だと理解をしておりまして、担当部署には、

その外注企業の責任はないのかということを問

うていますけれども、そこは成果報酬じゃない

ということで、お答えはないわけです。

しかし、結果として、大阪が認められた後、

それから複数回、長崎に絞っての審査があった

中で、その間やりとりをする中で、なぜ、この

委託をした外注企業から適切なアドバイス、も

しくは、国が、この審査会がある意味ハードル

が高かったからと、仕方ないということになっ

ていますけれども、外注を受けた企業からもっ

と助言、提案があってもよかったのかなという

思いもいたしております。そう考えた時に、金

額としては問うことはできませんけれども、外

注企業に対しての責任というものも一度確認を

していただきたいと思います。

併せて再挑戦については、現時点では非常に

難しいというようなことでしたが、私自身は、

再挑戦は、知事の言葉のとおりとか、とおり以

上に、もう正直言って断念すべきだと思ってお

ります。また、大村等からも再挑戦してはどう

かという意見が出ていますけれども、そこはや

っぱりきちんと確認を、市町とも確認をしなが

ら、最終的に本当にどうするかというのは、近

い段階できちんと明確な意思を示していただき

たいということを要望しておきます。

次に、もう一つ気になっているのは、ギャン

ブル依存症対策です。

しっかりやられていると思うんですが、長崎

モデルを構築するということで、カジノがなく

なったことで、依存症対策がどうなるのかと関

係の方々からも不安視されています。長崎モデ

ルを構築するということで進めてきたわけであ

りますから、カジノがどうなるかは別としなが



令和６年長崎県議会・６月定例会（６月２１日）

- 27 -

らも、このギャンブル依存症、ギャンブルだけ

じゃなくて依存症対策については、本県が全国

の中でも先頭を走るつもりで、関係者の方と改

めて協議をしながら、依存症対策に努めていた

だくことを要望しておきます。

次に、石木ダムについてもご苦労があろうか

と思いますが、水源地整備計画の素案について、

令和6年度の早い時期での公表を予定している
という答弁もありましたので、ぜひ、ダム周辺

地域の地域振興策について早急に公表をし、ご

理解をさらに深めていただきたいということを

要望しておきたいと思います。

次に、産業振興について、質問をいたします。

アンカー企業が複数あって、スピード感を持

って、条件を満たす工業団地の整備について取

り組んでいきたいという答弁が知事からもあり

ました。これは佐世保市と意見交換をした際、

佐世保市は、製造業が弱いと、パーセントとし

て。長崎と佐世保が8％ぐらいのパーセントし
かない、県央、大村・諫早は、それに対して20
から30パーセントとある中で、やはり製造業が
所得を上げることに直接的につながるし、そこ

は人口減少も含めて、雇用が生まれるわけです

から、人口増対策になることはわかっています

ので、工業団地を整備するということは大事な

ことだと思います。「卵が先か鶏が先か」とい

う話でいけば、やはりかなうものがないと話が

進みませんので。

ただ、そうした時に、本県にはそういった求

められるような工業団地が整備されていない現

状の中で、企業誘致は他県との競争であり、早

急なインフラ整備が必要であることも確かなこ

とだと思います。現状において、工業団地の整

備は県としては自ら行わないと過去において方

針転換していますけれども、改めるべき時期が

きていると思います。県が主導して工業団地を

整備することも含めて、幅広に検討してはどう

かと思いますけれども、ご答弁をいただきたい

と思います。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君） 今、前田議員がおっしゃ

ったように、工業団地の整備につきましては、

今のところ、企業の立地によって最も利益を受

けるとされる地元市町が主体となって実施をし

まして、県としてはその取組を支援するという

形になっております。

その結果、他県と比較をしまして、本県にお

いては規模の小さい工業団地が整備される傾向

にありまして、現在、アンカー企業の立地に適

した、例えば日量数千トンの工業用水を備えた

10ヘクタール以上の工業団地は整備できてい
ない状況となっております。

一方で、九州におきまして大規模な半導体関

連の投資が相次いでいる中で、他県との競争を

勝ち抜いて、アンカー企業の立地を実現するに

は、やはりスピード感を持って条件にかなう工

業団地の整備に取り組むことが重要であるとい

うふうに考えております。

そのため、整備のあり方について、どんな方

策があるのか、県主導も含めまして検討を加速

していきたいというふうに考えております。

〇議長（徳永達也君） 前田議員―40番。
〇４０番（前田哲也君）先だって佐世保の市議

会の方と意見交換をした時に、県主導という言

葉も出てきておりましたので、ぜひ知事の方か

らですね、県主導も含めて検討するということ

ですので、ぜひ早急に、そこらの検討を始めて

いただきたいと思います。
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正直、ここ数年でこれほど半導体がクローズ

アップされるということを私自身は認識してい

なくて、ある意味、地方間で競争が起こってい

るなと思っています。

ただ、大事なことは、半導体産業の中で何を

強化するのか、半導体産業を進めていく中で、

どのようなまちづくりを進めていくのかという

ことがとても重要であると認識をした時に、デ

ジタルもDXもそうですけれども、半導体の需要
もさらに拡大が見込まれる中で、今、熊本県が、

熊本半導体産業推進ビジョンという10か年の
ビジョンをつくって、全体を見わたす、俯瞰的

に、半導体によって、どうやって県政の推進並

びに地域の発展を促していくかというようなビ

ジョンをつくっていますので、ぜひ長崎として

も、これまでの取組を良としながら、一歩そこ

で立ち止まりながら全体を見渡して、半導体産

業をどう推進していくかというものを、関係者

を交える中でビジョンとしてつくっていただき

たいと思います。

一方で、半導体産業によって何百人という雇

用が出ていますけれども、就職の適材のパイは

限られていますので、人材育成が大事だという

話もさせてもらいましたけれど、一方で、地場

の製造業では人材確保に苦労している現状があ

る中で、どちらも大事ですので、そうなった時

に、地場の企業への経済効果をどうつなげてい

くかということと、そこの雇用をどう守るのか。

要は、その地場企業をどう、労働生産性を上

げて、伸びしろを伸ばしていくことで発展させ

るかということも大事な視点であると思います

ので、今、いろんな取組をやっていると思いま

すけれども、それに加えて地場産業の振興につ

いても力を入れていただきたいことを強く要望

しておきたいと思いますし、地域的には、県北

の振興に対して可及的、速やかな取組というも

のを改めて要望しておきたいと思います。

次に、土木行政の中で、公共事業の割合の話

で部長からご答弁いただきました。必要なもの

が優先的に、もちろん、土地の取得とか含めて

やっているんだということですが、結果として、

そういう割合になっているということだと思う

んですけれども、5か年間通じて、この割合が
崩れていないということは、やはり必要なもの

というよりも割合、キャップをかぶせているん

じゃないかと言われても仕方がないと私は思っ

て納得いかないんです。ですから、この件につ

いては、同僚の議員が改めて県北の振興の中で

質疑をすると思いますので、そちらに議論をゆ

だねたいと思います。

次に、物価高対策について、社会的弱者、所

得弱者の方の支援について、福祉保健部長から

ご丁寧に答弁をいただきました。その答弁いた

だいた内容は、国の制度としてやっていること

で、今いま、やっている話じゃないんです。そ

れは対象が三千数百人という話でしたけれども、

そこの対象になるには要保護とか準要保護とか

の、どう言えばいいのかというと、ハードルが

結構、条件があるんですよ。

ですから、私が言っているのは、そういう方

の支援はもちろん粛々とやってほしいけれども、

それだけではなくて、先ほど質問で言ったよう

に、例えばひとり親家庭で子どもが3人いて、
今まで非課税だったけれども、働くことで賃金

が上がって非課税から課税になったことで、可

処分所得で、総務部長が言うように、そこをカ

バーできるかというとカバーできないんです。

ですから、そういうところを含めたところで、
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そういう人がおられるということをもし把握し

ているのであれば、そこに対して年次的な、ず

っととは言いませんけれども、2年、3年と時限
を区切った中での支援があっていいんじゃない

のかということも言っています。

ユニバーサルサービスについても、知事が公

約に掲げて、高校生の医療費まで無償化したこ

とは、私は大変評価しております。

しかし、その視点でいくと、じゃ、保育とか、

給食費はどうなのかということで、給食費に関

して、一部、県下でいえば平戸市の黒田市長は、

給食の無償化はやり過ぎる必要はないと言って

いて、ただ、困った方に対しては、手を差し伸

べなきゃいけないんじゃないかと話していて、

それはもちろんそうだと思います。

ですから、ユニバーサルサービスになる過渡

期の中で、県市で協調して、そこを全額無償化

しろとは言わないけれども、先ほども言ったよ

うな方々を含めて、本当にもう少し支援してあ

げたがいい方がおられたら、そこに対して、県・

市で協調してやっていくということは、知事の

一丁目一番地の公約から外れないんです。です

から、ぜひそれをやっていただきたいと思いま

す。

それと併せて、出生率2.0を目指す、難しいと
思います。しかし、その手前で1.8は目指してい
くという中で、昨年が1.57であったのが、今回
は1.49まで下がっていますね。これは全国的な
傾向ですから、そこで長崎県の取組を責めるわ

けではありませんが、子育て支援といったら、

すごくすそ野が広いから、支援もたくさんある

んですけれども、それを本当にあらゆる施策を

やることも大事ですけれども、財源にも限りが

ある中で、本当に知事が言っているような当面

の目標の1.8を実現しようという気持ちがある
んだったら、等しく頑張るんじゃなくて、もし

かするとどこか、この現状を踏まえたところで

特化した施策があってもいいと思っているんで

す。

そういうことを、これまでの子育て支援の全

国の論文やエビデンスを見てくると、一番は男

性の就労、働き方改革で、家庭に戻していくこ

となんです。これは費用から見ても、他国と比

べた時に、時間を短くすることで労働生産が上

がってGDPが上がっているという資料もあり
ます。1週平均6時間、もし、全国で一律に減ら
していけたら、出生率は0.56上がると言われて
います。

そういったエビデンスもありますので、そう

考えた時に、本県を見た時に、男性の働き方が

果たしてどうなのかと考えた時に、子育て部局

だけじゃなくて、産業労働部を中心としてプロ

ジェクトをつくりながら男性の働き方を変えて

いくということに対して、他県でやっているよ

うな、産休を取ったら奨励金を出すようなこと

もいいかもしれませんが、それだけではなくて、

その啓蒙も含めて、しっかりと取り組んでいく

ような施策をすることが、大石知事のチャレン

ジ精神じゃないのかと思っていますので、そう

いうことについてもしっかりと、もう折り返し

を迎えましたので、メリハリをつけた中で、よ

そがやっていなくても、やろうという姿勢を提

案してほしいし、それで私たち議会も「そうだ

よな」となったら、ぜひ、私たちも後押ししま

すので、果敢な取組を期待します。

一番は、そういった物価高で苦しんでいる方、

子育てで悩んでいる方を含めて、そういう方に

希望を与えることが大事だと思っていて、出生
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率が上がらないのは、女性の方が希望がもてな

いからなんです。そういうことに対して、これ

から取り組んで、任期後半も頑張っていただく

ことを期待し、私の質問を終えたいと思います。

ありがとうございました。（拍手）

〇議長（徳永達也君） これより、しばらく休憩

いたします。

会議は、11時15分から再開いたします。
― 午前１１時 ２分 休憩 ―

─ 午前 １１時１５分 再開 ─

〇議長（徳永達也君） 会議を再開いたします。

引き続き、一般質問を行います。

近藤議員─26番。
〇２６番（近藤智昭君）（拍手）〔登壇〕 おは

ようございます。

本日は、傍聴席に、力強い応援者が上五島か

ら来ていただいて、今日はしっかり頑張ってい

きたいと思っていますので、よろしくお願いし

ます。

自由民主党、南松浦郡選出、近藤智昭であり

ます。

本会議において、一般質問の機会を与えてい

ただきましたことに感謝し、離島に住む者とし

て、住民の思いを伝えていきたいと思います。

さて、令和4年の公職選挙法の改正により、
県内における衆議院議員選挙は、いわゆる10増
10減が行われます。1票の格差を是正するため
の措置ではありますが、本県においては、選挙

区が減少し、県民の声が国に届かなくなること

が懸念されております。

それゆえ、県議会の果たすべき役割や責務は、

大きくなると考えており、本県が抱える課題に

ついて、先送りせず、しっかりと向き合って明

確な方向性を打ち出していかなければなりませ

ん。

これを踏まえ、県政一般について、具体的に

質問させていただきますので、知事や関係部局

長の明確な答弁をよろしくお願いします。

1、離島振興について。
（1）有人国境離島法についての知事の思い。
離島振興を考えるに当たり、大きな課題は地

域の保全と地理的制約の解消であります。

この非常に大きな課題について、平成28年に
成立した「有人国境離島法」により、大変有意

義な取組がなされております。

国土保全を目的に、国による土地の買い取り

や、道路、港湾整備の推進、加えて、離島の中

でも、より重要な特定有人国境離島地域では、

地域社会を維持し、無人化を防ぐことを目的に、

住民向けの航路等の運賃低廉化や物資の輸送コ

ストの負担軽減、創業・事業の拡大支援による

雇用機会の拡充など、地域にとって効果的な支

援策が運用されております。

法律の成立や支援策が開始された当時、国境

離島住民から多くの感謝の声があったことを記

憶しております。

本県においても、法期限である令和8年度ま
での10年間について、「長崎県特定有人国境離
島地域の地域社会の維持に関する計画」を策定

して、各種施策が展開されております。

本県の重要課題である離島振興を思うと、離

島地域における持続可能な社会づくりには、有

人国境離島法の枠組みが必要不可欠であります。

本県選出国会議員の多大なる尽力により成立

した「有人国境離島法」が、3年後に期限を迎
えますが、離島出身の知事としての思いをお尋

ねします。
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（2）離島医療について。
全国と比較しても高齢化が進んでいる本県に

おいては、医療体制の整備は、重要な課題であ

ります。新上五島町内においても、各地域で高

齢化が進行しており、高齢の方が免許を返納さ

れると、自分では自家用車を運転できないため、

限られた公共交通機関を利用されながら、地域

の中核病院である上五島病院へ通院されたり、

さらには、島外の病院にも通院されたりしてい

る現状があります。

今後も、さらなる人口減少が進行することが

想定される中、離島の住民には今後の医療体制

が維持されるのか、不安を抱いている方も多い

ものと考えております。

コロナ禍では医療機関の連携や医療従事者の

奮闘により、何とか対応していただきましたが、

離島の住民が住み慣れた地域で安心した生活が

送れるためには、医療体制を整備しておく必要

があると強く感じているところであります。

高齢化が進む中、医療に対するニーズは、ま

すます高まっていくことが見込まれております

が、離島医療の充実について、どのような取組

がなされているのか、お尋ねします。

（3）日本遺産「国境の島」について。
地域が持つ歴史的な経緯や古くから受け継が

れている伝承や風習をストーリー化して、特色

ある文化的資産を有効活用して、国内外に発信

し、それぞれの地域の活性化を図るために、日

本遺産が認定されております。

本県においても、4件が認定されており、地
域の一体的な整備や戦略的な情報発信がなされ

ております。中でも、国境の島「壱岐、対馬、

五島」における五島列島は、遣唐使船の寄港地

で航海の安全を祈願した場所であることや、大

陸へ渡り仏教の教えを学び、天台宗を開いた最

澄や、真言宗を開いた空海の伝説が語り継がれ

ているところなど、歴史ロマンがあふれるスト

ーリーにより、いにしえと現代をつなぐ架け橋

となっています。

平成27年の認定時点からコロナ禍を経て、さ
らには、インバウンドの拡大など、状況の変化

があったと考えますが、国境の島のこれまでの

取組について、お尋ねします。

（4）海の駅について。
「海の駅」は、国等により登録認定されたマ

リンレジャーの拠点であり、これまで県内では

8か所が認定されておりますが、令和6年3月、
新たに奈良尾漁港が「かみごとう・ならお海の

駅」として認定されました。

現地では、SYLジャパン株式会社の稲葉健太
氏による記念講演会や認定セレモニーが華々し

く開催され、住民の期待と高さを感じました。

漁協をはじめとする地元関係者の活動の結果、

ヨット愛好家が注目している場所の一つとなっ

ており、多くの方々に五島の食材や海水浴、近

隣のリゾートホテルの温泉施設を楽しんでいた

だける機会が増加しており、交流人口の拡大に

寄与しております。

今回の「海の駅」認定を捉え、さらなる交流

人口の拡大を図る好機と考えますが、今後、県

はどのように取り組もうとしているのか、お尋

ねします。

2、産業振興について。
（1）林業の振興。
県が令和4年に行った「将来の住まいに関す

るアンケート調査」によりますと、「将来、ど

んな家に住みたいですか」との問いかけについ

て、61％の方々が、「木造住宅に住みたい」と
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回答しており、県内産の木材等を利用した住宅

に潜在的な需要があることが明確になっており

ます。

一方で、県内の林業が置かれている現状を見

ますと、林業専業作業員は、やや増加傾向にあ

るものの、65歳以上の作業員も多く、世代交代
が必要となっております。

このような現状において、県では、「第3期
ながさき農林業・農山村活性化計画」を策定し

ております。計画では策定から10年後の令和12
年の林業の姿として、「循環利用する森林を6
万ヘクタール確保し、計画的な路網整備、高性

能林業機械の活用促進等により、木材生産量の

増大を図り、林業事業体の経営改善を進めるこ

とで、林業専業作業員数を420名まで増やし、
平均年収520万円の確保を目指す」との目標を
掲げております。

活性化計画の達成に向けて、県では、これま

でどのように取り組んできたのか。また、今後、

どのように取り組むのか、お尋ねします。

（2）水産業の振興。
本県水産業においては、水産物の消費量や取

引量の不安定な状況や燃料費高騰など、経済的

な課題に直面しております。

また、基盤となる漁村地域では、少子化や高

齢化により、地域活力が低下しており、いかに

して賑わいを創出していくかが重要であります。

このような中、令和5年に漁港漁場整備法や
水産業協同組合法を一部改正する法律が公布さ

れ、漁業の拠点である漁港について、その価値

や魅力を活かし、水産物消費量の拡大や交流人

口の拡大を図るとともに、陸上養殖の展開など、

漁港機能の強化を図る方向性が示されておりま

す。

国は、5年間で500件の漁港における新たな海
業等の取組実施に向け、海業振興の先行事例を

創出して広く普及を図るために、「海業振興モ

デル地区」を選定するなど、海業を推進してい

るところです。

水産業の発展及び漁業地域の活性化を図り、

将来にわたり、水産業による「長崎のおいしい」

を安定的に供給するためにも、海業の推進につ

いて、さらなる取組が必要と考えますが、県の

取組状況と支援について、お尋ねします。

（3）造船業の振興について。
造船業については、カーボンニュートラルに

向けた環境対応船の建造のほか、国の防衛力強

化による関連産業需要拡大など、県内企業が需

要を取得するチャンスが生まれております。

先日の県と大島造船所との協定締結の報道に

よれば、大島造船所では、環境性能の高い風力

推進船などの建造や、浮体式洋上風力への参入

にも意欲を示すなど、事業の拡大を計画してい

るとのことであり、県内企業への波及効果が大

いに期待されるところであります。

このように、長年、県内経済を牽引してきた

造船業が活況となっているが、将来、企業が持

続的に事業活動を行っていくためには、人材確

保が不可欠であり、そのためには業界全体の魅

力を県民に伝えていくことが大事だと考えてい

ますが、県として造船業の情報発信にどのよう

に取り組んでいるのか、お尋ねします。

3、スポーツ振興について。
（1）知事のスポーツビジョン。
間もなく世界中が熱狂するパリオリンピック

が開幕されます。本県でも次世代のアスリート

を育成・強化すべく、行政や競技団体が連携し

て取り組んでおります。
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しかし、多くの競技では、少子化等により競

技人口そのものが減少していることや、指導者

の世代交代が困難で後継者不足であることなど、

課題を抱えている状況であります。

その一方で、サッカーやバスケットボールに

おいて、プロクラブとしての経営強化、ハード

面の整備が順調に進み、産業として期待できる

ところであります。

効果的な育成・強化を行うとともに、産業と

しての振興が図られることを強く望んでおり、

ぜひともスポーツにおける好循環をつくり出し

ていただきたいと期待しております。

現在の「ながさきスポーツビジョン」は、「長

崎の未来をスポーツで創る」を基本理念として

おり、来年、終期を迎えるところですが、知事

が思い描いている本県のスポーツビジョンにつ

いて、お尋ねします。

（2）日本スポーツマスターズ長崎大会につ
いて。

県民が健康な生活を過ごすには、生涯にわた

りスポーツに取り組む環境や機会の創出が必要

であります。

日本スポーツマスターズは、生涯スポーツに

取り組む方々の技量を試す場や、かつて競技ス

ポーツで活躍した方々にとってセカンドステー

ジとして創設されており、今年は9月27日から、
長崎県や県スポーツ協会が主催となる「日本ス

ポーツマスターズ2024長崎大会」が開催される
運びとなっております。

県内各地で13競技が実施され、約1万人の関
係者が参加する大規模な大会でありますので、

大会が円滑に運営され、スポーツに親しみ、生

きがいのある社会の形成や健康増進につながる

ことを期待しております。

また、大会を通じて、運営ノウハウ、県民の

スポーツへの関心の高まりなど、スポーツ振興

が期待できるとも考えております。

主催者としての「日本スポーツマスターズ長

崎大会」を契機に、スポーツへの関心を一過性

のものとせず、本県スポーツ行政に活かすこと

が重要であると考えますが、長崎大会での取組

について、お尋ねします。

（3）武道ツーリズム。
スポーツツーリズムは、スポーツの参加や観

戦を目的に地域を訪れ、スポーツと掛け合わせ

て観光を楽しむことから、国内外の旅行者が本

県を訪れる需要の拡大につながるものであり、

交流人口拡大につながるものであります。

国は、指針となる「スポーツツーリズム需要

拡大戦略」を策定しており、地域資源を活かし

た「武道ツーリズム」と「アウトドアスポーツ

ツーリズム」が重点テーマとして設定されてお

ります。

本県においても、柔道や剣道など、日本古来

の武道が盛んに行われております。体験型ツア

ーと地域の特色を活かした観光資源を組み合わ

せることによって、長崎らしさを感じることが

できるコンテンツの開発が可能であり、さらな

るインバウンド需要の取組ができるものと考え

ます。

スポーツによるまちづくりを推進するに当た

り、地域への社会的効果や経済的効果を見ます

と、「武道ツーリズム」については、大きな魅

力があると考えますが、取組状況について、お

尋ねします。

4、土木行政について。
（1）建設業の週休2日制。
国土強靱化を担う建設業においては、令和6
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年4月1日から、時間外労働の上限規制が適用さ
れております。

また、熱中症死傷者数が全業種で最も多いな

ど、健康管理が重要な産業でもありますので、

気温が上昇する夏季期間での週休2日は、従業
員の命を守る重要な取組であると考えておりま

す。

事業者が個々に生産性向上を図るとともに、

県などの工事発注者の積極的な支援が求められ

るところです。

現在、県発注工事においては、週休2日モデ
ル工事への取組がなされております。事業者か

らは、「賛同しているものの、工期や経費への

影響が出ないようにするために苦労も多い」と

お聞きしております。

事業者や作業員が効果を実感しながら、無理

なく進めていくことが重要であると考えますが、

県の方針に協力的に取り組む事業者に対して、

どのような支援を行い、建設業を魅力ある産業

として維持しようとしているか、お尋ねします。

（2）長崎型住宅について。
本県では、令和4年から、産学官連携で地域

性や経済性に対応した住宅の研究開発、普及推

進に取り組んでおります。

斜面が多く、住宅の建設地が限られることか

ら、住まいにかかる費用負担が大きくなること

や、環境にやさしい社会の実現を図る必要があ

ることなど、課題解決のために、地元企業が参

画して、良質で長持ちする「長崎型住宅」の普

及について、連携して進めております。

長崎型住宅が普及することで、快適な住環境

の整備や環境対策など、様々な効果につながる

ことと考えております。

賛同している事業者や期待している住民も多

いとお聞きしておりますので、ぜひ、この長崎

型住宅の普及を進めていただきたいと考えてお

ります。

今後の県の取組について、お尋ねします。

5、教育行政について。
（1）離島地域の高校の魅力化について。
離島地域において、学校は、単なる子どもの

教育の場だけではなく、地域コミュニケーショ

ンの中心となっております。

全国的な少子化の影響で生徒数が減少してい

ることも心配でありますが、一方で、島内の中

学生が近隣の高等学校への進学を選択しないケ

ースが増えている状況を危惧しております。

県は、学校規模に左右されない充実した学び

が持続的に提供できるよう、令和7年度の遠隔
教育センター設置に向けて準備を進めていると

ころであり、これについてはしっかりと応援し

ていきたいと考えております。

それと並行して、離島地域の高校生の魅力化

にも、これ以上に取り組んでほしいと感じてお

ります。地元住民の心には、地域の子どもは地

域で育てたいという意識が確実に存在しており

ます。

その思いを踏まえ、また、高等学校を中核に

据えた地域の活性化のためにも、離島地域の高

等学校の魅力化を力強く進めるべきだと考えま

すが、県の取組状況について、お尋ねします。

（2）高校生等の競技力向上について。
7月21日から8月20日にかけて、全国高等学校
総合体育大会「北部九州総体2024」が開催され
ます。

5月31日の県高校総体総合開会式において、
県高校生活動推進委員会により広報活動が実施

されるなど、機運醸成もなされているところで
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す。

インターハイは、教育活動の一環として、高

校生に広くスポーツ実践の機会を与え、技能の

向上とスポーツ精神の高揚を図るとともに、心

身ともに健全な青少年を育成することを目的と

しております。

高校生アスリートにとっては、国内最大級の

スポーツ祭典であることから、この大会を目標

に競技力向上に尽力している生徒や関係者も多

く、期待が高まっております。

コロナ禍の行動制限が縮小し、高校生世代の

競技力向上対策についても、十分に実施できる

状況になったことを踏まえ、競技団体等と連携

した効果的な施策を望むところでありますが、

県の取組について、お尋ねします。

6、警察行政について。
（1）警察署当番フレックス制度について。
近年、県内の社会情勢は、過去にない著しい

変化の中にあります。デジタル技術の発展によ

るサイバー空間での行動拡大や気象変動の影響

により、自然災害の激甚化、国際的会議の開催

などにより、警察に求められている職務も複雑

化、高度化しております。

このような状況の下にあっても、県民からの

信頼を得て、安全・安心な暮らしを創出してい

る県警の皆さんには敬意を表する次第でありま

す。

さて、警察行政においては、志願者の増加や

人材の有効活用がますます重要になってまいり

ます。

本県においては、女性警察官の採用拡大やキ

ャリアアップを推進するとともに、ワーク・ラ

イフ・バランスの実現のために、警察署当番フ

レックス制度が実施されております。

子育て等による時間的制限があるために、輪

番の勤務が困難な者を対象にした制度であり、

効果的な取組であると感じているところであり

ますが、施行後の状況や現場からの声について、

お尋ねします。

以上で、壇上からの質問を終わり、あとは対

面演壇席から質問させていただきます。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）〔登壇〕 近藤議員のご質

問にお答えをさせていただきます。

まずはじめに、有人国境離島法につきまして、

離島出身の知事としての思いはとのお尋ねをい

ただいております。

私自身、離島で生まれ育ち、離島を取り巻く

厳しい環境については、十分に承知をしている

ところだと認識をしています。

しかし、先日、訪問いたしました新上五島町

をはじめ、離島を訪問した際には、多くの島の

皆様から、「UターンやIターンが増えた」、「国
境離島の交付金によって事業を拡大することが

できた」などのお声をお聞きしているところで

ございます。

有人国境離島法ができたことによって、ふる

さとに対する誇りや未来への期待を抱く島の

方々が着実に増えてきているものと考えており

ます。

平成29年に同法が施行され、これまでの7年
間で1,500人を超える雇用の場を創出すること
ができております。

法施行前は、1,000人前後で推移しておりまし
た社会減も、現在は600人前後まで改善し、一
部の市町においては、社会増を達成するなど、

大きな効果が出てきております。

また、過去には、コロナ禍におきまして日本
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全国で観光客が激減する中、滞在型観光の促進

によって、島の基幹産業である観光業を下支え

できたものと考えております。

このように、本県にとりまして、有人国境離

島法は、なくてはならないものであり、法律の

制定にご尽力をいただいた本県選出国会議員は

じめ、関係の皆様方に、改めて厚く御礼を申し

上げる次第でございます。

これらの方々の思いにお応えするためにも、

引き続き、国境離島の活性化に全力で取り組ん

でいくとともに、令和9年3月末で期限を迎えま
す有人国境離島法が確実に改正・延長されるよ

うに、私自身が先頭に立って、関係市町と、ま

た、関係者の皆様方と連携をしながら、要望活

動等に取り組んでまいりたいと考えております。

次に、私が思い描いている本県のスポーツビ

ジョンにつきまして、お尋ねをいただきました。

スポーツは、体力の向上や心身の健康増進は、

もちろんでございますけれども、多くの県民に

夢や感動、そして希望を与え、地域の賑わいや

豊かさの創出、さらには、国際交流の推進、平

和への貢献など、本当に多様な可能性がありま

す。

私は、マニフェストにおきまして、スポーツ

振興施策の展開によって、「賑わいのある長崎

県」を目指すことを掲げておりまして、次期ス

ポーツビジョンにおいては、そのために必要な

取組を盛り込んでまいりたいと考えております。

今後、2つのプロスポーツクラブの拠点とな
ります「長崎スタジアムシティ」の開業、国際

自転車レースであります「ツール・ド・九州」

の誘致など、賑わい創出の大きなチャンスを迎

えることから、そうした機会をしっかりと捉え

て交流人口のさらなる拡大や、また、県民の皆

様のシビックプライドの醸成につなげてまいり

たいと考えております。

このほか、県民のスポーツ活動への参加促進

や競技力の向上、スポーツによる国際交流など

にも継続して取り組み、スポーツによる長崎県

づくりを推進していきたいと考えております。

残余のご質問につきましては、関係部局長か

ら答弁をさせていただきます。

〇議長（徳永達也君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（新田惇一君）離島医療の充実

について、どのような取組がなされているか、

お尋ねをいただきましたところですが、離島に

おいても充実した医療提供体制の構築を実現す

るに当たり、必要となる医療人材の確保や、専

門医による受診機会の確保、医療ICTの活用や、
ドローンによる医薬品の配送などにも取り組ん

でいく必要があると認識しております。

このため、離島の医師につきましては、「医

学修学資金制度」を創設し、企業団病院に勤務

する医師を養成するとともに、長崎大学からも

派遣支援をいただき、確保に努めているところ

です。

また、離島基幹病院において、本年4月から
ローカル5Gネットワークを活用した長崎大学
病院の専門医による遠隔専門診療支援を開始い

たしました。

このことにより、手術前検査や術後のフォロ

ーアップのために本土への通院が必要であった

方などが、離島の各病院において、長崎大学病

院の専門医による支援の下、診察を受けること

が可能となるなど、離島住民の負担軽減や安定

した診療機会の確保を目指しているところです。

また、今般、国家戦略特区の区域指定を受け

たことにより、まちなかの自宅に近いエリアへ
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のドローンによる医薬品の配送が可能となる見

通しがたったことから、離島内において、遠隔

支援により、診察から薬の処方までの一連の診

療行為を完結させることにつながると期待をし

ているところです。

県といたしましては、先進的な技術の導入な

どにも取り組みながら、引き続き、離島におけ

る充実した医療提供体制の構築を図ってまいり

ます。

〇議長（徳永達也君） 文化観光国際部長。

〇文化観光国際部長（伊達良弘君） 私からは、

3点お答えをさせていただきます。
まずはじめに、国境の島のこれまでの取組に

ついてのお尋ねでございます。

平成27年度に、日本遺産の第1号として認定
を受けました、「国境の島 壱岐・対馬・五島」

につきましては、認定以降、本県や地元自治体、

民間等で設立した日本遺産「国境の島」推進協

議会等におきまして、様々な取組を実施してま

いりました。

具体的には、案内板の設置やガイド育成など

の受入れ環境整備、ガイドブックの作成やPR
動画、SNS等による情報発信、モニターツアー
や旅行商品造成への支援などの誘客対策、シン

ポジウムやパネル展の開催による普及啓発など

を行ってきたところであります。

また、海外での認知度向上を図るため、ホー

ムページの多言語化や外国人の取材・執筆によ

る外国人向けガイドブックの作成等を行ってま

いりました。

今後とも、地元自治体や民間、地域住民と連

携して、日本遺産の活用促進に努めてまいりま

す。

次に、「日本スポーツマスターズ長崎大会」

に向けての県の取組についてのお尋ねでござい

ます。

県では、全国から多くの皆様に来県いただけ

るよう、アンバサダーの高田 明さんにご協力い

ただきながら、大会PR動画の制作や県外競技団
体へのメッセージの送付等を行うとともに、キ

ックオフイベントや100日前イベントを開催し、
大会の機運醸成に努めております。

また、大会参加者や家族の皆様に、離島を含

め、広く県内各地を巡っていただけるよう、観

光地や食、周遊モデルのコースの大会プログラ

ムへの掲載のほか、旅行商品の造成などにも取

り組んでまいります。

県といたしましては、開催まで約3か月に迫
りました長崎大会を成功裏に開催することがで

きるよう、引き続き、市町や県スポーツ協会、

競技団体等と連携しながら、取組を進めてまい

ります。

最後に、「武道ツーリズム」の取組状況につ

いてのお尋ねでございます。

県では、市町や競技団体等と連携して、武道

に競技として取り組んでいる海外チームのキャ

ンプ誘致を行い、これまでベトナムの空手・柔

道チームや、スイスの剣道チームを受け入れて

まいりました。

一方、世界の観光トレンドは、体験性の高い

「コト消費」にシフトしており、外国人観光客

にも日本古来の武道人気が高まっていることか

ら、県においては、武道を活用した旅行商品造

成の可能性について検討を進めているところで

あります。

これまで、県内の留学生を活用した武道体験

会や、県内関係者向け勉強会などを実施してき

たところでございますが、商品化に向けては、
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受入体制の構築など、解決すべき課題もあるこ

とから、市町や関係団体とも連携し、今後、さ

らに検討を進めてまいりたいと考えております。

〇議長（徳永達也君） 水産部長。

〇水産部長（吉田 誠君） 私からは、2点お答
えいたします。

まず、今回の「海の駅」認定を捉え、さらな

る交流人口の拡大を図る好機だと考えるが、今

後、県はどのように取り組むのかとのお尋ねで

ございます。

交流人口を拡大し、賑わいの創出を図ること

は、本県の離島振興を図るうえで重要であると

認識しております。

奈良尾地区においては、昨年、漁協、観光、

商工業者などで構成する協議会を立ち上げ、漁

港の活用によるヨットの受入れを取組の柱に、

「海の駅」の認定を含む海業の振興を図る活動

を行っているところでございます。

「海の駅」については、本年3月に認定され
たことにより、地元の受入れ体制がヨット愛好

家に広まり、現在の寄港隻数は、前年を上回っ

ております。

海業については、ヨットの受入れにマリンレ

ジャーや漁業体験等の取組を加えた計画が、本

年4月に国の海業推進地区に選定されたところ
であります。

県は、これまでも協議会に参画し、海業の取

組を後押ししてきましたが、今後も、漁協、観

光関係団体、市町、県関係部局などと連携しな

がら、観光コンテンツづくりや情報発信等を支

援し、交流人口の拡大に努めてまいります。

次に、海業の推進について、県の取組状況や

支援についてのお尋ねでございます。

漁村地域の活性化を図る海業について、本県

は、豊富な海の幸や漁村風景、自然景観など、

海の魅力に恵まれており、他県より優位に展開

できると考えております。

県では、海業を推進するため、各地域で取組

促進に向けた意識醸成を図るとともに、取組に

意欲的な地域においては、観光関係者や地元市

町と連携し、企画から事業化までの取組を支援

しているところであります。

例えば、昨年度、平戸市舘浦地区においては、

プランづくりやコンテンツの作成、さらには、

商品化に向けたモニターツアーの実施などを支

援し、今年度の事業化を目指しております。

引き続き、県内各地域における海業の取組拡

大を図るとともに、海業の振興を通じた漁村の

賑わい創出に力を注いでまいります。

〇議長（徳永達也君） 農林部長。

〇農林部長（渋谷隆秀君） 「第3期ながさき農
林業・農山村活性化計画」における林業分野の

取組についてのお尋ねですが、県では、木材生

産の基盤となる森林作業道の整備や高性能林業

機械の導入支援などを進めてきた結果、一人一

日当たりの木材生産性が、平成30年度の3.5立方
メートルから、令和4年度は4.4立方メートルに
向上しております。

さらに、県の指導に基づき、林業事業体20者
が生産量拡大を目標とした産地計画を策定し、

計画どおりに実行したことで経営改善が進んで

いるところです。

こうした取組により、活性化計画の目標に掲

げた林業専業作業員の平均年収は、平成30年度
の325万円から、令和5年度の393万円へと68万
円増加し、作業員数も同様に348人から359人へ
と11人増加しております。
今後も、活性化計画の目標達成に向け、これ
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までの取組に加え、森林面積や資源量を測量す

るドローンなど、スマート林業技術の導入支援

により作業の効率化等を進めるとともに、月給

制や週休二日制の導入による林業専業作業員の

処遇改善を進めてまいります。

〇議長（徳永達也君） 産業労働部長。

〇産業労働部長（宮地智弘君） 県として、造船

業の情報発信にどのように取り組んでいくのか

とのお尋ねですが、県では、基幹産業のさらな

る振興に向け、半導体関連産業、航空機関連産

業などの誘致・育成や、サプライチェーンの裾

野が広い造船業の振興に積極的に取り組んでお

ります。

こうした中、去る5月24日、大島造船所と県
において、カーボンニュートラル社会の実現に

向けた県内造船関連産業の振興や人材の確保・

育成を目的とした連携協定を締結いたしました。

このうち、人材の確保・育成については、県

内外の大学生との企業交流会や、小学生と、そ

の保護者などを対象にした工場見学会をはじめ

て実施するなど、本県の造船業がカーボンニュ

ートラルの流れに沿って持続的な成長を目指す

基幹産業であるということを県内外に発信して

まいります。

引き続き、県内造船関連企業と連携しながら、

業界全体の人材確保につながるよう、関係市町

と一体となって情報発信に努めてまいります。

〇議長（徳永達也君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君） 私からは、2点お答
えさせていただきます。

まず、建設業の事業者などが週休二日の効果

を実感しながら、無理なく仕事を進めていける、

そのための支援について、お尋ねをいただきま

した。

就業者数の減少や高齢化が進んでいる建設業

におきまして、無理なく週休二日制を取り入れ

ていくためには、生産性の向上が不可欠である

と認識しております。

このため、県では、デジタル技術を駆使して、

少人数で高精度の施工や管理を行うICT土木工
事の普及促進に努めており、離島を含めた各地

で受発注者を対象とした現場研修を実施してお

ります。

また、ICTを導入する際の補助金やインフラ
DXの最新事例を経営者に紹介するセミナーを
年3回実施しており、離島からもリモートで容
易に参加できるようにしております。

さらには、今年度、土木部内にインフラDX
推進班を新設したところであり、業界と連携し

ながら、デジタル技術の導入拡大に向けた新た

な取組を進めてまいります。

引き続き、建設業における生産性向上に対す

る支援を継続し、週休二日制が実施しやすい環

境づくりに取り組んでまいります。

次に、長崎型住宅の今年度の県の取組につい

て、お答えさせていただきます。

県では、県民の住宅費負担の軽減と丈夫で長

もちする住宅供給の促進について、検討を進め、

その成果といたしまして、維持管理費を含めた

トータルコストの低減が図られる「長崎型住宅」

の基準を決定し、これまでに約60社の地元工務
店から事業者登録をいただいております。

今年度は、「長崎型住宅」の供給を促進する

ため、県民の認知度を上げることに重点を置い

て、パンフレットの作成やデジタル広告など、

普及活動を進めていきたいと考えております。

併せて、円滑な供給を促進するために、地元

工務店の技術者向け講習会も実施することとし
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ております。

〇議長（徳永達也君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（前川謙介君） 私から、2
点答弁申し上げます。

まず、離島地域の高校の魅力化を力強く進め

るべきと考えるが、県の取組はとのお尋ねでご

ざいます。

県と市町が協働して、高校の魅力化と地域の

活性化を一体的に進めていくことを目的としま

して、地元の関係者や県立学校等によるコンソ

ーシアムを市町が設置いたしまして、高校生の

主体的な活動による地域の活性化、あるいは外

部機関と連携した地域課題の解決学習など、高

校生の活動や学びなどについて協議を行う事業

を昨年度から実施いたしております。

現在、離島・半島の4つの市町と、その地域
内の県立学校12校を指定して取り組んでおり
まして、例えば、新上五島町では、小・中・高

校に幼稚園を加えた一貫したふるさと教育や、

起業家を育成するプログラムを実施していると

ころでございます。

また、壱岐市では、高校生が株式会社を設立

するなど、特色ある教育活動を展開されており

ます。

今後とも、地元産業と連携するなど、地域資

源を活用しながら、それぞれの地域ならではの

学びの充実を図り、学校の魅力向上に努めてま

いる所存でございます。

次に、高校生等の競技団体と連携した競技力

向上の取組についてのお尋ねでございます。

本県競技スポーツの飛躍のためには、ジュニ

ア世代から成年世代までの一貫した選手の育

成・強化が必要でありまして、特に、その土台

となる中学生、高校生への継続的な強化対策は、

極めて重要であると考えております。

このため、全国大会で入賞が期待できる高校

部活動や、中学生、高校生を指定いたしまして、

強化のための合宿や県外遠征に要する経費を支

援いたしております。

特に、近年の国民体育大会において、3回以
上の入賞実績がある高校部活動に対しましては、

計画的、集中的に競技力の向上が図れるように、

3年間の継続指定を行っているところでござい
ます。

また、今年度から、各競技団体が、それぞれ

の実情や課題を踏まえて、中・長期的な強化策

に取り組むことができるように、競技団体から

の提案型事業を開始したところでございます。

引き続き、競技団体や関係機関等との連携を

図りながら、中学生、高校生の効果的な競技力

の向上に努めてまいります。

〇議長（徳永達也君） 警察本部長。

〇警察本部長（中山 仁君）警察署当番フレッ

クス制度についてのお尋ねでございますが、警

察署においては、夜間や休日の事案対応のため、

交番勤務員以外の刑事課や交通課等の内勤の警

察官を一定のサイクルで当番勤務員として割り

当てております。

以前、月に複数回の当番勤務をしていた育児

中の警察官から、「子どもの体調不良時に、当

番勤務を突然抜けることが心苦しい」との声が

あり、令和5年度から、お尋ねの「警察署当番
フレックス制度」の試行を開始したところでご

ざいます。

この制度により、育児等のため、時間的制約

がある警察署員の事情に応じて、当番勤務の班

に1名を追加で増員する、当番勤務に従事する
回数を調整する、当番勤務の希望日を指定する
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といったことを可能としております。

本年5月末現在、本制度の利用者は7人でござ
いますが、利用者からは、「深夜勤務に不安が

あったが、当番勤務日を調整できるので助かる」、

「育児世代にはありがたい」との声が挙がりま

した。

引き続き、職員の声を聞きながら、育児等を

行う職員が活躍できる職場環境の整備に努めて

まいります。

〇議長（徳永達也君） 近藤議員─26番。
〇２６番（近藤智昭君） まず、国境離島のこと

ですけれども、知事の熱い思いを聞かせていた

だきました。

離島の方々は、これができたから、本当、い

ろんな自分たちの自信であり、宝であるんです

ね。だから、長崎県において、こういうふうな

国境離島新法をつくった中で県民の支えとなっ

てますので、これは全国でいったら長崎県は約

半分近くの国境離島を持っているんですが、ほ

かの県もございます。やっぱり他県との連携の

中で、知事会とか、そういうことで知事はいろ

んな連携を取りながら、ぜひこれを進めていっ

ていただきたいとお願いいたします。

次に、日本遺産「国境の島」についてですけ

れども、日本遺産については、そのブランド力

を維持するために全国の認定件数を100件程度
に堅持すると基本方針がとられております。既

に認定されているものについても、活動状況を

評価する仕組みが導入されています。

つまり既に認定されているからといって安泰

ではなく、持続的に活動して遺産を活用してい

くことが求められております。

これまで上五島地域では、「日本遺産 山王山

の自然と文化を守る会」の研修会開催や登山道

整備などが実施されております。

また、特に、長崎歴史文化博物館に収蔵され

ている「青方文書」が鎌倉時代の歴史的資料で

あることから、国の重要文化財への指定が答申

されています。新たな歴史ストーリーにも注目

が集まっているところです。

この「青方文書」というのは、あんまり認知

度がないんですけれど、これは日本の歴史的な

ことを、この中からいろいろと読み解いていけ

るような文書になってます。

この前、波佐見町の歴史のところに行ったら、

歴代の歴史がばーっと書いてある中に、最後、

「青方文書」のあれを取り入れて、それを調べ

たというふうな記述があったものですから、ぜ

ひ、これは上五島の青方というところにおられ

た人のずっと昔からのあれですので、県の方と

しても、国の指定を受けたら、もっと表に出し

ていただきたいなと思っております。

引き続き、地元自治体や関係団体との連携が

重要と考えますけれども、国境の島における今

後の上五島地域の取組について、県はどういう

ふうに考えているか、ちょっと教えてください。

〇議長（徳永達也君） 文化観光国際部長。

〇文化観光国際部長（伊達良弘君）上五島地域

では、これまで地元自治体や関係団体と連携し

て、国境の島の構成文化財である最澄ゆかりの

山王山や、日島の石塔群などを活用し、旅行商

品やトレッキングコースの造成、情報発信など

に取り組んできたところでございます。

今後も、トレッキングコースの活用促進や新

たな旅行商品の造成、お土産品の開発等に関係

者と連携して取り組みますとともに、県教育委

員会と連携し、新たに出前授業や遺跡フォーラ

ムを実施するなど、ふるさと教育を推進してま
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いります。

〇議長（徳永達也君） 近藤議員─26番。
〇２６番（近藤智昭君） 先日、ホームページに

県政アンケートの結果が報告されていたんです。

その中で、日本遺産を知っていた方が53％、半
分ちょっとですね。少し残念を気がしました。

また、「今後、どのようなイベントであれば

参加したいか」の問いかけでは、日本遺産に関

するツアーを求める声が大きく、日本遺産を活

用して多くの方にお出かけいただくには、認知

度向上や旅行商品の構成が大切だと考えていま

す。

来年は、日本遺産認定から10周年を迎えるこ
ともあり、これを契機として、さらなる認知度

向上と県内外からの誘客促進のために取り組ん

でいただきたいと思うんですけれど、それにつ

いて、お尋ねします。

〇議長（徳永達也君） 文化観光国際部長。

〇文化観光国際部長（伊達良弘君） 県では、こ

れまでSNS等を活用した情報発信や日本遺産
を活用した旅行商品の造成支援等に取り組んで

まいりましたが、来年は認定10周年を迎えます
ことから、これまでの取組に加え、地元自治体

や関係団体等と連携し、首都圏におけるメディ

アキャラバンの実施のほか、認定10周年を記念
したイベント実施や旅行商品の造成支援等を検

討してまいりたいというふうに考えております。

〇議長（徳永達也君） 近藤議員─26番。
〇２６番（近藤智昭君） ぜひ、よろしくお願い

します。これはストーリーがしっかりある場所

です。だから、そのストーリーをしっかり、五

島とか、壱岐、対馬、そこを県の方が発信して

いただければと思います。よろしくお願いしま

す。

次に、水産業の振興で、漁業士について、再

質問させていただきます。

水産業においても、人材育成が困難を極めて

おり、新たに入職した若い漁業者の育成や、地

域漁業のリーダー育成に課題があると考えてお

ります。

県では、各地域の漁業において、中核人材と

なっている人材を青年漁業士として、また、先

進的な経営を行い、後進の手本となり得る者を

指導漁業士として、それぞれ認定しております。

現在、県内では、約160名の者が漁業士に認
定されており、うち上五島地区においては、約

20名の者が活躍しているとお聞きしておりま
す。

水産業施策を実施する際の受け皿であり、本

県水産業の中核を担う彼らに対するサポート体

制はどういう状況か、また、県として、どのよ

うなことを期待しているのか、お尋ねします。

その前に、この認定士の許可は、知事が出し

ているんですか。

〇議長（徳永達也君） 水産部長。

〇水産部長（吉田 誠君）漁業士につきまして

は、県知事が認定をいたしております。

漁業士や若手漁業者の指導や新漁法の導入に

よる所得向上対策の実践のほか、魚食普及のた

めの「水産教室」の開催や、地域イベントへの

参画など、各種活動を行っております。

県は、こうした活動に対し、事前の調整や現

地における対応など、活動全般を支援しており、

漁業士には、今後とも、浜のリーダーとして漁

村活性化の中心的な役割を担っていただくこと

を期待しているところでございます。

〇議長（徳永達也君） 近藤議員─26番。
〇２６番（近藤智昭君） 浜の活力は、どこも消
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えております。いろんな形で若い人たちが夢を

持って船に乗っていただきたい。魚をとること

ばっかりじゃなくて、昔みたいに水産業という

のをしっかりとした職業として残していただき

たいというのが、離島、そして地域の声だと思

いますので、いろんな策をいろいろやりながら、

それを県と国でしっかり支援しながら、水産業

をしっかり守ってもらいたいと思います。よろ

しくお願いします。

次に、造船業のことで、航空機関連産業につ

いて。

本県の基幹産業である造船業については、関

係市と連携した情報発信を通じ、業界全体の人

材確保につなげていくという答弁をいただきま

した。本県経済を支える造船業の振興につなが

る取組であり、期待しております。

また、造船業で培った技術力や人材を活かす

ことができる半導体や航空機関連産業について

も、新たな需要取得に向け、取組を進めている

と認識しております。

私も、先月、農水経済委員会の県外視察にお

いて、本県に工場を立地する三菱重工航空エン

ジンと京セラの本社を訪問し、通常は絶対入る

ことのできない、見ることのできないエリアに

まで案内していただき、詳細な説明を受けるこ

とができました。

このような対応をいただいたのも、日頃から

現場を担当する職員が企業との信頼関係を築い

ているからこそと認識しております。企業に加

え、担当職員に対しても感謝申し上げたいと思

っております。秘密の場所まで、私たちは入れ

ていただきました。これはやっぱり県の職員と

企業との信頼関係だと、その時、感謝いたしま

した。

特に、航空分野においては、形がないところ

から県での取組がはじまり、5～6年の期間で九
州を代表する航空機産業集積県となっておりま

す。これまでの関係者の努力がよくわかりまし

た。

県においては、航空機産業のさらなる成長に

向けて、次なる一手も考えているのだろうと思

うんですけれど、今年度、新たな取組があれば、

お尋ねします。

〇議長（徳永達也君） 産業労働部長。

〇産業労働部長（宮地智弘君） 県では、航空機

関連産業のさらなる成長に向け、県内企業の取

組を支援しており、今年度については、海外か

らの受注獲得に向けた支援を強化することとし

ております。

具体的には、今年2月に「シンガポールエア
ショー」へ出展した県内企業を中心とするグル

ープが、欧州の大手エンジンメーカーから直接

受注する取組を支援してまいります。

また、メンテナンス分野において、世界最大

手の米国メンテナンス部品メーカーからの受注

獲得へ向け、県内企業の加工トライアル等を支

援するなど、メンテナンス市場への参入支援も

強化してまいります。

今後とも、成長が見込まれる航空機関連産業

の基幹産業化へ向け、県内サプライチェーンの

育成に努めてまいります。

〇議長（徳永達也君） 近藤議員─26番。
〇２６番（近藤智昭君）三菱重工の航空エンジ

ンの小牧工場を見学させていただいて、係の人

から、「50年は絶対安泰ですよ」と、「50年先
までの仕事を持っています」と言われた時には、

私は、すごすぎるなという感想を持ちました。

それが長崎にきて、エンジンのあれをやるとい
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うのは、やっぱり今までの苦労が今実っている

のかなと思います。ぜひ、よろしくお願いしま

す。

次に、私は、離島地域の高校の魅力化につい

て、質問しましたが、半島も一緒なんですよ。

半島の学校の魅力化について、監査をやってい

る時に南島原地区の2校の高校が、すごく連携
したことをやっておりました。ぜひ、いろんな

ところで高校の魅力化をよろしくお願いします。

（拍手）

〇議長（徳永達也君） 午前中の会議は、これに

てとどめ、しばらく休憩いたします。

午後は、1時30分から再開いたします。
― 午後 零時１７分 休憩 ―

― 午後 １時３０分 再開―

〇議長（徳永達也君） 会議を再開いたします。

午前中に引き続き、一般質問を行います。

千住議員─21番。
〇２１番（千住良治君）（拍手）〔登壇〕 議席

番号21番、自由民主党、諫早市選挙区選出、「い
さはや愛が原動力」の千住良治でございます。

今回、貴重な一般質問の機会をいただき、感

謝いたしております。ありがとうございます。

早速でありますが、議長にお許しをいただき

ましたので、通告に従いまして一問一答方式に

て、今回で5回目の一般質問を始めさせていた
だきます。

今回も、よくばりすぎまして、盛りだくさん

の質問を用意しておりますので、知事、教育委

員会教育長、関係部局長の皆様、よろしくお願

いいたします。

1、教育行政について。
（1）中学校部活動の地域移行について。

令和4年12月に、スポーツ庁と文化庁から、
「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り

方等に関する総合的なガイドライン」が策定さ

れ、それを受け、昨年3月、県では、「長崎県
中学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り

方に関する方針」を策定されました。

長崎県内においては、長与町の取組が先進事

例としてクローズアップされております。また、

この県庁内には、スポーツ庁地域スポーツクラ

ブ活動アドバイザー11名の中のお一人もおら
れ、全国的に見ても、注目されている県ではな

いかと思います。

長崎県では、令和7年度までの改革推進期間
として、中学校の休日の部活動の地域移行がな

され、令和8年度から令和12年度までに、平日
の部活動の地域移行が完了する計画となってお

ります。

本来の部活動地域移行の目的は、少子化が進

展している現況を踏まえ、中学3年間における
持続可能なスポーツ・文化活動の環境を地域で

つくっていくことにあります。地域で、子ども

たちを育てるという大きな目的があります。

今年の長崎県内の中学3年生の数は、約1万
1,500名、平日まで含めた地域移行が完全にスタ
ートする令和13年度の中学3年生は、約1万600
名、昨年生まれた子どもたちの年代が中学3年
の時は令和20年度になりますが、7,656人と、
約3分の1減少いたします。
こういった状況を鑑みますと、団体競技など

は人数不足が生じ、競技そのものが成り立たな

くなることや、受け皿となるチームの減少など、

想像ができます。

中学校部活動の地域移行の現状と課題や問題

点などをどう捉えているのか。また、県立中学
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校の部活動地域移行はどのようになっているの

かも併せて、お聞きします。

以降の質問は、対面演壇席にて行います。

よろしくお願いいたします。

〇議長（徳永達也君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（前川謙介君） 現在、全市

町におきまして、それぞれの実情に応じた地域

移行を進めるための協議会等が組織されており

ます。

移行の方針やスケジュール・課題等への検討

が進められており、今年度は、10の市町が、国
の実証事業を活用いたしまして、新たな運営主

体の構築や、生徒の移動手段の整備などに取り

組む予定といたしております。

市町が、具体的な取組を進めていく中、多種

多様な課題が生じていることは認識しておりま

す。着実に解決していけるよう、連携して取り

組んでいくことが重要だと考えております。

このため、県におきましては、共通の課題で

あります指導者確保の解消に向けまして、今年

の4月から、独自の指導者エントリーシステム
の運用を開始しております。指導者等にご協力

いただける経験者やサポーター等を広く募集し

たうえで、指導者確保に課題を抱える地域クラ

ブ等へ紹介をすることとしております。

なお、県立中学校におきましては、生徒の通

学区域が広範囲であることや、また、中高合同

での部活動も実施をしていることなど、市町立

中学校とは状況が、また異なりますので、地元

市町の移行の計画等も踏まえながら、引き続き、

各学校の実情に応じた検討を進めることといた

しております。

〇議長（徳永達也君） 千住議員─21番。
〇２１番（千住良治君）県立中学校においては、

中高合同で一つの部活をやっているというのも

ありますけれど、人数が今後減っていくという

ことも考えますと、各市町と連携をしてやるこ

とも大事かなと思いますので、よろしくお願い

したいと思います。

県では、21市町において協議会が組織され、
具体的な計画が検討されており、今のご答弁で

は、10の市町で、本年度より、地域移行モデル
の構築や取組がなされているということであり

ました。全国的に見ても、大変進んでいる県で

あると私は認識をしております。

この1年間で、21市町によって議論が進んで、
協議会が立ち上がって、実際、半分始まってい

るということを考えますと、大変前進している

んじゃないかなというふうに思っております。

部活動の地域移行の本来の目的は、先ほど申

し上げましたとおり、少子化が進展している状

況を踏まえて、中学校3年間における持続可能
なスポーツや、文化活動の環境を地域でつくっ

ていくということであります。

しかしながら、中には、保護者や生徒に具体

的な説明もなく、中総体だけに出るための地域

移行となっているところも、今年は、残念なが

らあるようでした。そこには、中体連の参加要

件の壁があるからだと私は思っております。

今年は、お試し期間的な時期かもしれません

が、本来の目的に沿って、今の保護者や生徒を

はじめ、地域、学校でどのように活動環境をつ

くっていくのか、十分な協議やしっかりとした

計画などが、今後、必要になるんじゃないかな

と思っております。

その場しのぎでの地域移行を進める中で、持

続可能な体制づくりはできないと思っておりま

す。
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そこで、中体連の取り組みに県が合わせてい

るのか、それとも県が指導・アドバイスを行っ

ているのか、どちらに主導権があるのか、よく

わからない状況かなと思っております。

中体連は、地域移行後の様々な編成を認めて

あげて、クラブチーム、合同チーム、拠点校な

ど、ほかのチームなどと区別せず、出場の機会

を平等に与えてあげることが重要ではないかな

と思います。

地域移行後のチーム参加要件を緩和し、平等

な出場機会の確保が必要だと考えますが、県は

どのような見解をお持ちですか。

〇議長（徳永達也君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（前川謙介君）昨年度から、

地域クラブも県中学校総合体育大会への出場が

認められたことで、学校部活動で出場するチー

ムにつきましては、郡や市町で開催される予選

会を行いまして、また、地域クラブは、各競技

団体が開催する予選会を実施しまして、それぞ

れ規定された枠に応じた代表チームが、県大会

へ出場することとなっております。

今年度の地域クラブの登録数は、昨年度から

79チーム増えておりまして、163チームの申請
があり、地域移行の進行に伴いまして、今後さ

らに増加していくことが予測されます。

このため、県中学校体育連盟では、今後の学

校部活動数と地域クラブ数を踏まえまして、次

年度以降の代表チーム枠を定期的に見直してい

くこととされております。

県におきましても、引き続き、県中学校体育

連盟と連携をいたしまして、生徒の活動や、成

果発表の機会の確保に努めてまいりたいと考え

ております。

〇議長（徳永達也君） 千住議員─21番。

〇２１番（千住良治君）クラブチームが非常に

増えたということは、本当に進んでいる状況か

なと思います。定期的な見直しで、本来の目的

に沿った形で地域移行へ進むように、ぜひアド

バイス等をしていただけたらと思いますので、

よろしくお願いいたします。

県内の21市町の地域移行の現状をお聞きし
ますと、先ほど163チームの今回登録があった
ということでした。そのクラブチームとなるこ

とで、これまで地域にあった民間のクラブチー

ムと同様な組織づくりになってくるところも多

くあると思います。

県庁内の組織体制について。

これまで地域にあった民間クラブチームと同

様の形となる中で、県庁内の組織では、今後こ

のクラブチーム等を含めて、どこが担当するの

か。これまであった既存のクラブチームはどう

するのかなど、思うところはあるわけですが、

地域移行を所管する組織体制の今後の整備につ

いて、どのように考えているのか、お聞きしま

す。

〇議長（徳永達也君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（前川謙介君） 現在、県教

育委員会におきましては、市町の協議会等にも

積極的に参加をさせていただきながら、市町と

連携して、地域の実情に応じた地域移行を進め

ているところでございます。

今後、そうした地域移行の進行に伴いまして、

現在の学校教育という形から総合型地域スポー

ツクラブ、また、スポーツ少年団、あるいは文

化・スポーツ団体など、社会教育に位置づけら

れる多様な運営主体による地域クラブの設立が

予測されているところでございます。それぞれ、

その運営主体を所管する関係課でしたり、ある
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いは団体との連携が、より重要になってくるも

のと考えております。

このため、現在は、教育委員会事務局が事務

局になりながら、関係課・団体からなる「ワー

キンググループ」を設置いたしておりまして、

それぞれが持つ専門的・横断的な視点で、市町

や地域クラブの課題解決に向けた具体的な方策

等を検討していくこととしているところでござ

います。

〇議長（徳永達也君） 千住議員─21番。
〇２１番（千住良治君） 既に、地域移行は協議

会の段階から、次のステージに移ってきている

と思っています。現状、そうじゃないかなと思

うんですよね。これからがいよいよ本番という

ことで、指導者への謝金や運営費、大会の参加

費、維持費などの費用負担の問題、あるいは送

迎の問題、施設使用等の、例えば減免規定であ

ったり、あるいは指導者の量や質の問題、ある

いはけが・事故等の安全確保の問題など、数多

く、今から問題に直面してくると思います。

また、今、運営できているところも、国や自

治体の補助金を入れて取り組まれているところ

もありますけども、それがなくなると、これま

でどおりの活動にはいかないことも大変予想さ

れております。

これから様々な課題を迅速に解決していくた

めには、現在の定期的なワーキンググループで

の情報交換では、迅速に対応ができないんじゃ

ないかなと思います。

これからの中学部活動は、地域移行によって、

地域で子どもたちを育て、地域住民の触れ合い

の場として、また、生涯スポーツの場としてな

ど、中学部活動にとどまらず、地域の活力の一

つとしての役割を担ってくるものだと思います。

そのため、教育委員会に限らず、文化振興課、

スポーツ振興課、生涯学習課など、関係してく

る部署は多岐にわたってきますので、県庁内に

スポーツ庁アドバイザーがいるのであれば、時

限的にでも専門部署をつくって、県が先頭にな

って、しっかりと本来の目的に向かって進めて

いくべきではないかと思いますが、いかがでし

ょうか。

〇議長（徳永達也君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（前川謙介君）現在のワー

キンググループと申しますのは、有識者などか

ら構成をされております部活動地域移行推進委

員会の下部組織として位置づけているところで

ございます。

このワーキンググループは、市町の協議会や

担当者の会議等にも積極的に参加をしておりま

して、多様な課題を整理・検討したうえで、推

進委員会への解決策の提言や全市町との共有を

行うなど、円滑な地域移行を目指して、先ほど

も申し上げましたが、教育委員会が事務局とし

て、中心的な役割を果たしているところでござ

います。

現時点では、こうした部局横断といった形が

機能を発揮するとは考えておりますけれども、

議員ご指摘のとおり、今後、地域移行を進捗し

てまいります。土日だけではなく、部活全般を

移行する段階であったり、あるいは高校まで、

それを広げていくという段階もあると思ってお

りますので、体制の在り方についても、そうい

った段階が進んでいくにつれて、検討していく

必要はあると思っております。

いずれにしましても、中学校部活動の地域移

行におきましては、地域の子どもは地域で育て

るという、そうした意識の下で、子どもたちの
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ニーズに応じた、多様で豊かな文化・スポーツ

活動を実現し、文化・芸術・スポーツ活動によ

るまちづくりに寄与できるような、そうした形

になるように市町と一緒になって取り組んでい

きたいと思っております。

〇議長（徳永達也君） 千住議員─21番。
〇２１番（千住良治君）地域とともにやっぱり

歩んでいくような部活になると思いますので、

ぜひ柔軟な体制を取って、しっかり取り組んで

いただけたらと思っておりますので、よろしく

お願いしたいと思います。

（2）県立高校における環境整備ついて。
① エアコン設置状況について。

少子化を迎える中、県立高校においては、受

験者数に定員割れを起こしている学校が多く見

受けられます。

各学校は、私立学校と同様にオープンスクー

ルを開催し、中学3年生に学校の魅力や雰囲気、
部活動などを伝えることによって、生徒の確保

などにつなげておられます。しかしながら、オ

ープンスクールに参加したものの、老朽化した

施設を見学したり、先輩や卒業生からエアコン

の未設置など、環境を聞いて、私立学校を選ん

だり、希望校を変えたなどのお話をお聞きしま

す。

学校だけでなく、教育委員会も県立高校の魅

力アップに取り組んでおられますが、環境整備

も同じように大事じゃないかなと思います。

そのような中、県では、昨年度より、県立高

校普通教室のエアコンを公費で賄い、保護者負

担をなくしました。

過去の一般質問の中では、「当初、1億8,000
万円程度の電気代を含むエアコンの予算を想定

している」との答弁があっておったかなと思っ

ております。

そこで、県立高校のエアコンの設置状況につ

いて、お尋ねいたします。

〇議長（徳永達也君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（前川謙介君）県立高校の

普通教室におきましては、全て空調設備を設置

しているところでございます。ただ、一方で、

音楽室や理科室などの特別教室につきましては、

41.8％の設置率にとどまっております。
議員から1億8,000万円というお話でござい

ますけれども、令和5年度から県立高校の空調
使用に伴う電気代等のランニングコストや、あ

るいは老朽化した空調設備更新にかかる経費に

つきましては、全て県が負担しております。

令和6年度当初予算におきましては、約3億
8,800万円を計上しているところでございます。
〇議長（徳永達也君） 千住議員─21番。
〇２１番（千住良治君） ② 各学校からの要望

への対応について。

実は、昨年秋から12月にかけまして、県内の
公立中学校、高校、特別支援学校など全校への

エアコン設置の状況や、未設置教室において早

急にエアコン設置を望む教室、県への要望やエ

アコン利用に関する意見などのアンケートを実

施させていただきました。県内76校より回答を
いただき、アンケートの中には、使用頻度の高

い音楽室などの特別教室や実習室・調理室、集

会を行う教室や、避難所となっている体育館な

どへの設置希望が挙がっておりました。

また、昨年のような猛暑の中では、「電気・

ガス代の急騰により、経費の上昇が学校運営に

関する経費を圧迫している」、「扇風機だけの

耐えられない中の授業は大変」、「生徒の体調

が大変心配だ」、あるいは「汗でノートやプリ
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ントがぐちゃぐちゃとなり授業ができない」、

「県の設定温度が高すぎる」、「使用時期期間

の見直しが必要」などの声が挙がっておりまし

た。

また、特別支援学校においては、暑さによる

体調維持について切実な意見も出されておりま

した。

アンケートの結果は、教育委員会の方にお渡

ししておりますので、ご覧になられたかと思い

ますが、そこで、各校から、そのような要望が

教育委員会に挙がってきていると思いますけれ

ども、今後どのように対応していくのか、お聞

きします。

〇議長（徳永達也君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（前川謙介君）学校からの

要望につきましては、ソフト面、あるいは学校

施設の整備につきまして、様々な要望をいただ

いているところでございます。限られた予算の

中で、生徒の安全確保など緊急性等を勘案しな

がら、現在進めているところでございます。

空調が設置されていない特別教室につきまし

ても、学校の実態や要望の優先度を十分に踏ま

えながら、しっかり対応してまいりたいと考え

ております。

〇議長（徳永達也君） 千住議員─21番。
〇２１番（千住良治君）エアコンの予算も上が

ってきて、今年度3億8,000万円と非常に大きな
額になっております。

③ 老朽化した施設整備を今後どのように進

めていくのか。

今までは、エアコンの話でしたけれども、先

日、委員会の方の視察で諫早農業高校の動物科

学科の寺峰農場へお伺いいたしました。多くの

動物の教材で学習されており、知識と技能を兼

ね備えた畜産経営者・動物産業技術者を育成さ

れておりました。

農場には、乳牛・肉牛・豚・鶏・犬・ポニー・

羊・やぎ・うさぎなどいたんですけれども、生

徒は1週間当たり、1年生は7時間、2年生は14
時間、3年生は18時間、3年生の約半分は寺峰農
場で実習をされているということでありました。

先生にお話を聞きますと、オープンスクール

には多くの生徒が来られるとお聞きしました。

しかしながら、施設の状況を見て断念する子が、

残念ながら多くいるとお聞きします。

また、そこにおられた女子の生徒に、「トイ

レや空調を何とかしてほしい」ということで、

お話を聞きました。女子の農業関係におられる

生徒も徐々にやっぱり多くなってきているよう

なこともお聞きしておりますので、その辺の対

応をお願いしたい。

また、西彼農業高校においては、「豚熱など

大変心配だ」という先生からのお声もお聞きし

ております。

そこで、そういった老朽化施設整備など県立

高校における環境整備については、県は今後ど

のように進めていくのか、お聞きします。

〇議長（徳永達也君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（前川謙介君）私も、先日、

寺峰農場を視察してまいりました。生徒の安全

を確保し、また、社会の変化に対応した学習環

境を整備するために、現在、老朽化した校舎の

内部・外部、そうしたものの改修をはじめとい

たしまして、ICT関係の機器や、あるいは農業
高校をはじめとする専門高校の実習設備の整備、

また、体育館等の照明のLED化などを進めてい
るところでございます。

今後とも、社会のニーズや学校からの要望等
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を十分に踏まえながら、国庫補助や有利な県債

を活用して、各学校の特色や学びの充実につな

がる施設整備に取り組んでまいりたいと考えて

おります。

〇議長（徳永達也君） 千住議員─21番。
〇２１番（千住良治君）限られた予算の中では

ありますが、ぜひ、そういった声に少しでも早

くお応えできるようにお願いしたいと思います。

（3）教員の魅力アップについて。
① 教員の仕事量削減の取り組みについて。

昨年の6月定例会一般質問にて、教員の魅力
アップへの取組をお聞きしました。

その取組として、その時は、「夏休み充電宣

言の取組を行う」ということの答弁がありまし

た。新聞にも翌日大きく載りまして、しかしな

がら、現場の先生からは、環境を良くしようと

する取組については大変ありがたいと、文字は

好評だったんですけれども、現実的には、「研

修や強化部会などが多く、休みが取れない」、

「もっと現場の声を聞いてもらいたい」、「大

胆な取組をお願いしたい」との声をお聞きしま

した。こういった取組を一つひとつ重ねていっ

て、教員の魅力アップを図っていくことは大変

重要であるというふうに思っております。

一方、教員の魅力アップの取組を進めていく

ことはもちろんなんですけれども、現場の先生

方からは、「教材研究の時間が全くない」とい

う声を多く聞きます。そのため、教員の仕事を

見直し、減らしていくことも最重要項目である

のではないかと思っております。

なり手不足のために、新規採用教員は、初年

度は担任を持たず、副担任として経験を積むな

どの不安を軽くする取組の提案もなされており

ます。そのほか、負担を軽くするような取組が

なされておりますけれども、逆に言えば、その

分ほかの先生方、中堅どころの先生方の負担は

増えるのじゃないかなと思うわけです。

仕事量が変わらなければ、人を増やすしかあ

りません。しかしながら、限られた予算であり

ますので、現実的には厳しいところがあるんじ

ゃないかなと思います。そうなると、仕事を減

らしていく取り組みが必要なわけです。

また、特に、頑張っている先生方へ仕事が回

っていって、その先生方が疲弊していくという

悪循環もあるようです。

また、受け持っている授業数にも大変大きな

差があり、先生方からも不満の声も聞こえてき

ます。

そこで、仕事が増える一方で、減ることがな

いと言われる仕事の精査について、県はどのよ

うに考えているのか、お聞きします。

〇議長（徳永達也君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（前川謙介君）より良い教

育を行うためには、まず、教員が心身を充実さ

せ、そして、授業をはじめとする本来の教育活

動に専念できるようにすることが重要でありま

すことから、教員の仕事量の削減につきまして

は、早急に取り組むべき課題であると認識して

おります。

そのため、学校行事の精選や内容の縮小、ま

た、国の基準を超える授業時間数の適正化、校

務のICT化など、様々な取組を行っているとこ
ろでございます。

また、令和6年度におきましては、市町に対
しまして、小中学校の業務の負担軽減を目的と

した業務支援員53名分の追加配置への支援を、
また、県立学校におきましても、ICT関係業務
や校務の補助業務等を行う業務支援員5名を、
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新たに配置する予算を計上するなど、教員の仕

事量削減に向けた取組を進めているところでご

ざいます。

〇議長（徳永達也君） 千住議員─21番。
〇２１番（千住良治君）業務支援員を配置する。

ゼロよりはいいんですけれども、高校でいけば

5名と、小中学校でいけば53名と、全国にはほ
ど遠い数字であります。

先生方に、「どんな業務が要りませんか」と

かという例えばアンケートがあると、そのアン

ケート自体が、「意味があるのか」というよう

なお話もお聞きします。ぜひ、先生方の声を聞

いて、取組をしていただけたらと思っておりま

す。

予算が厳しい中であるなら、やっぱり業務内

容を見直すというのが、まずはいいんじゃない

かなというふうに思っております。

② 教職の魅力化作戦会議について。

そういった中、県では、教職の魅力を高める

ための取組を推進することとして、「教職の魅

力化作戦会議」を開催されております。

そこで、この会議を教員の仕事量削減に向け

て、どのようにつなげていくのかをお聞きしま

す。

〇議長（徳永達也君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（前川謙介君） 令和5年度
に設置をいたしました「教職の魅力化作戦会議」

におきましては、その委員であります民間企業

や有識者、PTAの代表者等の方々からは、「文
部科学省が示しています、本来、学校以外が担

うべき業務を早急に見直すこと」、また、「子

どもたちを育てていく責任と役割を、もっと地

域と分担すること」、あるいは「教員の業務負

担の軽減のために業務支援員を増員していくこ

と」など、様々なご意見をいただいているとこ

ろでございます。

今後、この魅力化作戦会議において出された

ご意見を取りまとめていただきまして、教育委

員会に対して、教員の業務負担軽減等に向けた

提言をいただくこととしております。その提言

等を踏まえまして、教員がやりがいを感じるこ

とができる働き方改革の推進に努めてまいりた

いと考えております。

〇議長（徳永達也君） 千住議員─21番。
〇２１番（千住良治君） 先日、教職員の採用試

験があっておりましたけれども、なかなかやっ

ぱり倍率も低いということで、他県とも教員の

取り合いになることも考えられますので、ぜひ

長崎が選ばれるように、ぜひお願いしたいと思

っております。よろしくお願いします。

（4）県立高校における統廃合について。
教育委員会からいただいた資料によりますと、

全日制の県立高校の募集定員に対する不充足数

が、平成30年度は987名に対し、今年令和6年度
は1,659名と、約1.7倍に増加しております。定
員割れが生じている県立高校の割合は、全体の

8割を超えている状況にあります。
その状況の中、私立高校の生徒数は横ばいで

あることを考えますと、様々な要因から、一定

の県立高校離れが進んでいるのではないかと思

います。

厚生労働省の人口動態統計調査では、長崎県

の令和5年に生まれた子どもの数は7,656人で、
令和6年3月中学校卒業者数1万1,925名と比較
すると、今後15年で3分の1以上、35.8％の減少
が見込まれます。

急速に進んでいる少子化の中、現状の県立高

校を維持していくことは不可能だと考えます。
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また、生徒にとって望ましい規模での教育環

境の整備、また、施設管理経費やランニングコ

スト等を考えますと、統廃合を検討して、進め

ていくべき時期にきているんではないかと思い

ます。

現在の県立高校統廃合について、県はどのよ

うに考えているのか、お聞きします。

〇議長（徳永達也君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（前川謙介君）県立高校の

教育改革や再編整備につきましては、10年ごと
に策定する「長崎県立高等学校改革基本方針」

に基づいて取り組んでいるところでございます。

平成13年度からの第1期の基本方針では、県
立高校10校を廃止いたしました。第2期では、
学校数を維持したまま学級数を削減していくと

いう形で進めておりまして、令和3年度からは、
第3期の方針に基づいて取り組んでいるところ
でございます。

近年、県立高校の総募集定員に対する入学者

の充足率は低下傾向にございまして、令和6年
度は80.8％の充足率となっております。今後の
子どもの数の減少から、現状の体制を維持して

いくことは困難であると認識をいたしておりま

す。

このため、大幅に定員割れが生じている離

島・半島地域の高校に限らず、都市部の高校に

おいても、再編整備を検討すべき時期にきてい

るものと考えております。

一方で、高校が廃止されれば地域の活力低下

につながることも想定されますので、今後の県

立高校のあり方につきましては、魅力ある学校

づくりということも含めながら、市町や地域の

方々とも十分協議しながら、再編整備について

検討してまいりたいと考えております。

〇議長（徳永達也君） 千住議員─21番。
〇２１番（千住良治君） 先ほどありました「第

3期長崎県立高等学校改革基本方針」の中では、
離島などにおいては、キャンパス校、あるいは

小中高一貫校などは、適正な配置を検討されて

いくものと思っております。

学校は、その地域のシンボルであるというふ

うに私も認識をしております。離島地域におい

ては、なくてはならないものだと認識しており

ます。

そういった中、先ほどありました都市部の県

立高校におきまして、実は、その基本方針の中

に学校の適切な配置ということで、適正配置の

基準というのがあります。同一市町、または近

隣の市町に所在する2校の高等学校において、1
学年の学級数が合わせて標準希望学級3から8
学級になる場合、効果的な教育機能を確保する

観点から統合を検討する。

もう一つは、特色ある学校づくりを図るため、

新たな教育内容・方法等の導入が必要とされる

場合、同一市町、または近隣の市町に所在する

2校以上の高等学校の統合を検討するというふ
うにもなされております。そういった中を、今、

検討されているとは思います。

県立高校の運営を民間に任せてはどうか。

そこで、一つご提案といいますか、どうかと

思うことがありまして、それは、学校法人など

の民間に指定管理者制度を用いまして、県立高

校の運営を任せてみてはどうかと思っておりま

す。

もちろん、簡単ではないことというふうに理

解はしておりますけれども、教育と経営のノウ

ハウを兼ね備えている点、あるいは効果的なPR
戦略ができる、あるいは取組の迅速さや独自性



令和６年長崎県議会・６月定例会（６月２１日）

- 53 -

などを考えますと、今後有効であるんではない

かなと思っております。

離島地域をはじめ、定員割れが続いている学

校などを、民間に学校運営を任せる検討をして

はどうかと思いますが、いかがでしょうか。

〇議長（徳永達也君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（前川謙介君）公立学校の

管理につきましては、学校教育法におきまして、

設置者である地方公共団体が行うものと、まず

定められております。

ただ、特例といたしまして、国家戦略特別区

域においては、グローバル人材の育成や産業の

国際競争力の強化等の教育を実施する高校に対

して、公設民営学校として、指定管理者制度に

よる運営が可能とされているところでございま

す。

定員割れの解消を目的とした指定管理者制度

の導入というのは、現時点では、なかなかこの

特区の趣旨にはそぐわないのではないかと考え

ております。

ただ、しかしながら、今後、将来を見据えた

県立学校のあり方というものを検討していく中

では、公設民営学校のこの制度につきましても、

導入校の成果や課題、また、国の動向なども十

分に踏まえながら、そこは研究、検討してまい

りたいと考えております。

〇議長（徳永達也君） 千住議員─21番。
〇２１番（千住良治君） 定員割れが、第一の目

的じゃなくて、やっぱり人材を育てるといった

ところで、特色ある地域を、それこそ活用して、

人材を育てていくような長崎県であってもいい

んじゃないかなと思いますので、ぜひ検討をお

願いしたいと思っております。

（5）工業系学科の諫早市への新設について。

ここ数年、県央地域においては、県外企業の

新規進出や半導体関連企業の投資が続いてきて

おります。九州経済産業局ホームページの中に、

長崎県の半導体産業の現状についての内容の記

載によりますと、県内企業アンケートでは、今

後3,000人を超える人材ニーズがあると見込ま
れており、特に、半導体人材の育成・確保が喫

緊の課題となっております。また、今後、県内

への企業進出においても、人材の確保は大きな

課題であると言えます。

諫早市においては、ソニーセミコンダクタ長

崎テクノロジーセンターの増設や、南諌早産業

団地への京セラの進出、また、新たな工業団地

の整備計画が予定されているという報道もなさ

れております。そういった雇用拡大や、地域経

済への波及効果が期待される一方、工業系の人

材確保が課題となっております。

経済情報誌の中では、先日、「工業高校卒業

生を奪い合う建設業界、求人倍率は大学生に比

べて10倍」とか、そういった記事も載っており
ました。

先ほどの長崎県立高等学校改革基本方針の中

にも、「工業に関する学科」ということの記載

があります。「学科改編を含む工業に関する学

科の取扱いについては、先端技術の高度化等の

社会変化を踏まえ、必要に応じて検討する」と

いうような記載もございます。

現在、実は、諫早市内には、県立高校5校、
私立3校の合計8校があるんですけども、工業系
の学科を設置している学校はありません。工業

系を目指す生徒の受け皿もありません。

そこで、諫早市内の県立高校への工業系学科

を設置することで、企業進出における人材の供

給、また、若者の地元定着、さらには長崎県の
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経済を支えることにもつながると考えますが、

地域での人材育成の観点から、諫早市内の県立

高校への工業系学科設置について、県の見解を

お聞きします。

〇議長（徳永達也君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（前川謙介君）県立高校の

改編や学科の新設につきましては、入学者の動

向、交通事情、あるいは地理的条件、地域の実

情などを総合的かつ多角的に勘案したうえで、

全県的な視点から検討する必要がございます。

諫早市内の県立高校に工業系学科を新たに設

置するということは、少子化が進行している中

で、大村工業や島原工業をはじめ、周辺の高校

の入学者数の減少を招くと、そういったおそれ

もございます。また、教員の確保や施設整備に

多額の費用も要することもございますので、即

導入検討というのはなかなか難しいところがあ

ろうかと思っております。

ただ、しかしながら、地域で求められる人材

を地域で育成していくということは、大切な視

点だと考えております。

今年度から、専門高校に限らず普通科の高校

におきましても、企業見学や外部人材を活用し

た講座を開設するなど、そういったことに取り

組む新規事業を立ち上げたところでございます。

まずは、こうした取組を通じまして、成長分

野の産業を学ぶ機会を創出し、地域が求める人

材育成を進めてまいりたいと考えております。

〇議長（徳永達也君） 千住議員─21番。
〇２１番（千住良治君） 工業高校の学生が、現

在、人気という背景には、やっぱり人気の土木、

あるいは建築施工管理技士補などの実用性の高

い資格を取得していることに加えて、現場での

必要な溶接やCADなどを授業で経験している

ことが大変大きいと言われております。もちろ

んアルバイトも含めた社会人経験はありません

けれども、基礎的な研修は必要ですけれど、実

技意識の高い工業高校の卒業生は企業にとって

「金の卵」という記載もございました。

すぐにというのはなかなか難しいかもしれま

せんけども、今後、絶対必要になってくる人材

だと思いますので、ぜひご検討をお願いしたい

と思っております。よろしくお願いします。

2､土木行政について。
（1）長崎都市計画について。
昭和45年に、長崎都市計画区域が決定され、

翌昭和46年に導入された線引き制度は、現在も
長崎市・諫早市・長与町・時津町の2市2町で構
成をされております。

線引き制度は、無秩序な市街地の拡大をコン

トロールするための土地利用規制で、これまで

秩序のある都市構造の構築に大きな効果を発揮

してきました。しかし、50年以上経過し、様々
な課題が生まれてきていることも事実でありま

す。

そのような中、諫早市は、5月20日に長崎都
市計画区域からの離脱と線引き制度廃止の方針

を発表いたしました。

令和4年度から、「諫早市の新しい都市計画
検討委員会」を立ち上げ、また、土地利用政策

について検討をはじめ、今年4月10日に、長崎
都市計画区域からの離脱と線引き制度廃止につ

いて、諫早市長へ答申されました。それを受け

ての諫早市の離脱表明でありました。

諫早市が線引き制度廃止の方針を表明いたし

ましたが、それに対する県の見解をお聞きしま

す。

〇議長（徳永達也君） 知事。
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〇知事（大石賢吾君）市街化区域と市街化調整

区域の区分、いわゆる線引きでございますけれ

ども、もう既に議員おっしゃってくださったと

おりで、無秩序な市街地の拡大をコントロール

するための根幹的な制度でございます。

これまで、計画的な市街化の促進や優良農地

の保全といったことにおいて、一定の成果を発

揮してきたものと、まず考えております。

ただ、一方で、先ほども触れられましたけれ

ども、設定されて半世紀がたっているといった

ことも踏まえて、まちづくりの主体であります

諫早市より出された線引き廃止の方針につきま

しては、十分に尊重する必要があるというふう

に考えております。

今後、廃止の方針に至った諫早市の検討の経

過、また、考え方を十分に確認したうえで、県

としても対応を検討していきたいというふうに

思います。

〇議長（徳永達也君） 千住議員─21番。
〇２１番（千住良治君）線引き制度廃止による

メリット・デメリットは。

この線引き制度なんですけれども、全国には、

幾つか線引き制度を廃止した自治体もあるよう

です。

仮に線引きを廃止する場合、どのようなメリ

ット・デメリットが考えられるのか、お聞きい

たします。

〇議長（徳永達也君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君）仮に線引きを廃止し

た場合のメリットでございますけれども、旧市

街化調整区域におきまして、開発や建築の自由

度が増し、企業や住宅の立地、それらに伴う人

口減少の抑制につながる可能性がございます。

一方で、市街地の拡大に伴います道路・上下

水道など、社会インフラの整備が新たに必要と

なることや、中心市街地からの商業機能や人口

の流出、宅地と農地の混在による営農環境の悪

化などのデメリットが考えられます。

〇議長（徳永達也君） 千住議員─21番。
〇２１番（千住良治君） 今は、メリット・デメ

リットをお話いただいたんですが、もちろん諫

早市だけの問題じゃなくて、長崎市・時津町・

長与町とも協議が非常に必要だというふうに理

解をしております。

今、諫早市が廃止の方針を出しまして、実は

諫早市のホームページには、令和9年度には新
たな制度を、「都市計画決定条例制定」という

ロードマップが出ております。

今後、具体的な手続やスケジュールはどのよ

うになるのか、お聞きします。

〇議長（徳永達也君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君）仮に諫早市の線引き

を廃止する場合、県におきまして、長崎市・諫

早市・時津町・長与町の2市2町で構成している
「長崎都市計画区域」から諫早市を除外し、新

たに「諫早都市計画区域」を定めることが必要

になります。

また、諫早市においても、適正な土地利用を

誘導するための計画を定めることが想定されま

す。

具体的な手続として、都市計画に関する基礎

調査や、国並びに関係市町との協議調整、地域

住民との合意形成などを経て、都市計画審議会

に諮問することとなり、それには相応の期間を

要するものと思われます。

市は、令和9年度を目標としたロードマップ
を公表しておりますが、今後、国・県・市にお

いて具体的な検討を進める中で、詳細なスケジ
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ュールについて整備されるものと考えておりま

す。

〇議長（徳永達也君） 千住議員─21番。
〇２１番（千住良治君）相応の時間がかかると

いうことは認識いたしました。

まず、検討の大きな材料となります基礎調査

が、そろそろ行われる時期にきているんじゃな

いかなということをお聞きしますので、早期に

行われることをお願いしたいと思っております。

（2）県営西諫早団地について。
① 現状と今後の計画について。

諫早市は、新たな企業の進出や大型商業施設

の立地が進み、貝津インターチェンジに近く、

交通の要衝となる西諫早地区は、今後、若者の

人口増加に対する受け皿として大いに期待をさ

れております。

一方、県営西諫早団地は、県内でも有数の大

規模な団地でありますけれども、築50年ほど経
過し、老朽化も進んでおります。バリアフリー

化もできておりません。また、近隣に、福祉施

設やコンビニなどの生活利便性施設もなく、高

齢の方など大変困られており、早急な再整備を

期待する声が多くあります。

また、所得の低い世帯も含め、若い世代のフ

ァミリー層向けの住宅用地としても大変期待さ

れておるところではないかと思っております。

そこで、県営西諫早団地再整備の今後の計画

や概要について、お聞きします。

〇議長（徳永達也君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君）老朽化が進みます県

営西諫早団地につきましては、令和4年度に基
本計画を策定し、現入居者の住替えを考慮のう

え、現在の907戸を600戸程度に集約し、建替え
や住戸改善を行う予定です。

今年度は、最初の建替え等の設計と一部の住

戸改善を行い、今後、おおむね10年間で整備を
進めてまいります。

県営住宅の集約で生じる余剰地につきまして

は、住民ニーズが高い購買施設や高齢者・子育

て支援サービス、若年者やファミリー層向けの

住宅などの整備を、民間活力の導入により目指

していきたいと考えております。

〇議長（徳永達也君） 千住議員─21番。
〇２１番（千住良治君） 民間の利用をすると、

民間は時間をかけてやるわけじゃないので、そ

の点進んでいくんじゃないかなと思います。ぜ

ひ地域と協議をしながら、ぜひ生活利便性の高

い施設も含めて、改善を進めていただけたらと

思っておりますので、よろしくお願いいたしま

す。

（3）諫早西部団地について。
① まちづくり方針と今後のスケジュールに

ついて。

実は、昨日、諫早市の6月議会一般質問でも
同じ中身が出ておりまして、早期の要望が出て

おりました。

諫早西部団地については、住宅供給公社の方

で宅地開発を行う民間事業者を公募して、整備

を進めていく計画となっておると理解をしてお

ります。

いよいよ、今年度、事業者公募を開始する計

画となっておりますが、諫早市や地元の自治会

など、一日でも早い公募から整備を熱望されて

おります。おおむね10年での整備を予定されて
いるとお聞きをしておりますが、民間事業者と

なれば、もっと短縮も期待をされます。

企業誘致などが進む諫早市においては、定住

人口拡大につながる絶好のタイミングであると
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認識をしております。

そこで、諫早西部団地のまちづくり方針と今

後の予定について、お聞きします。

〇議長（徳永達也君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君）諫早市におきまして

は、大型商業施設や企業の誘致が進み、新規就

業者の定着や定住人口の拡大が見込まれるなど、

今後の住宅需要が高まる動きがあり、その受け

皿として、長崎県住宅供給公社が所有する諫早

西部団地の早期整備に対する期待が高まってお

ります。

当該団地におきましては、令和3年度から公
社、諫早市及び県で協議を重ね、住宅以外の用

途に対してもポテンシャルの高いエリアである

ため、生活利便施設やサービス施設等の充実を

目指すまちづくり方針を、令和4年10月に策定
しました。

公社は、今年度中に開発事業者を公募する予

定としており、県といたしましても、早期の事

業着手につながるよう、引き続き、公社や諫早

市と連携して、良質な市街地の形成に努めてま

いります。

〇議長（徳永達也君） 千住議員─21番。
〇２１番（千住良治君）道路の問題等もありま

すけれども、ぜひ一日でも早い公募につながる

ように、よろしくお願いしたいと思っておりま

す。

3、福祉行政について。
（1）ひとり暮らし高齢者の見守りについて。
先日の新聞報道の中に、警察庁によりますと、

「今年1月から3月までに自宅で亡くなったひ
とり暮らしの人の数は2万1,716人、そのうち65
歳以上は1万7,034人」という記事がありました。
1年間を推計しますと、6万8,000人になるとい

う数に大変驚いたところであります。

先日、長崎県警の方からいただきました資料

によりますと、長崎県内で今年1月から3月まで
で取扱われた死体数、亡くなった方が全国で6
万466体、長崎県内においては557体、そのうち
自宅で亡くなられたひとり暮らしの方は249人
で、65歳以上は210人となっております。ひと
り暮らしで自宅で亡くなられる方が、例年、年

間で500人を超える方が亡くなられておるよう
な数字でありました。

そこで、今後もひとり暮らしの高齢者が増加

していくと考えられる中で、在宅の高齢者を身

近な地域で見守る体制をさらに充実していくこ

とが大事だと考えますが、県の見解をお聞きし

ます。

〇議長（徳永達也君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（新田惇一君）本県における高

齢者単独世帯数は、令和2年において約8万
4,000世帯であり、総世帯の約15％を占め、今
後も増加が見込まれているところです。

このため、ひとり暮らし高齢者の見守りに当

たりましては、行政の取組だけではなく、地域

住民など、多様な主体が関わっていくことが重

要であるというふうに考えております。

現在、住民に身近な市町において、ひとり暮

らし高齢者の安否確認や、異変に気づいた際の

通報体制などについて、地域住民、民生委員、

老人クラブ、新聞・郵便配達などの民間事業者

などによる見守りネットワークづくりが進めら

れているところです。

県といたしましては、民生委員などの訪問に

よる見守りに加え、高齢者自身が地域の助け合

い活動などに参加することで、地域との関わり

を維持することも重要であると考えており、研
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修会の開催や専門家の派遣などにより、引き続

き、市町の取組を支援してまいります。

〇議長（徳永達也君） 千住議員─21番。
〇２１番（千住良治君） 令和2年で8万4,000世
帯でしたかね、15％と非常に多いなというふう
に思います。これがもっと加速化していくんじ

ゃないかなと思われるわけですが、そういった

中で、ネットワークづくり等が進められておる

ということは大変いいことだなと思っておりま

す。

そういった中で、大きな力を発揮されるのが

民生委員の方々ではないかなと思っております。

（2）民生委員・児童委員について。
「ひとり暮らしの高齢者世帯の増加に伴いま

して、地域における見守り体制の強化を図って

いる」というご答弁がありました。その中でも、

民生委員・児童委員の方々の活動は大変重要な

役割を担っていると認識をしております。

しかしながら、その重要な役割を担っている

民生委員・児童委員の高齢化が大変進んでおる

ということもお聞きしております。あとの方に

引き継ぎたくても候補者が見つからず、欠員が

生じている地区も多くあるとお聞きをしており

ます。そこには、活動量の増大化や活動費の問

題、定年年齢の問題、高齢化の問題など、数多

くの課題があると認識しております。

県内の民生委員・児童委員の数と定数に対す

る充足率について、お聞きします。

〇議長（徳永達也君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（新田惇一君）県が所管する中

核市以外の市町における民生委員・児童委員は、

定数1,971人に対し、本年4月1日時点において
委嘱数は1,877人であり、充足率は95.2％となっ
ております。

〇議長（徳永達也君） 千住議員─21番。
〇２１番（千住良治君）充足率95.2％というこ
とで、1年半前の改選期には、定員数の削減も
あったということをお聞きしております。

実は、来年は3年に1度の一斉改選を迎えるわ
けです。ひとり暮らしの高齢者世帯の増加、地

域住民同士のつながりの希薄化など、今の社会

において、民生委員・児童委員の業務量は増え

てきておりまして、精神的な負担や責任が大き

く、ますますなり手確保が難しくなってくるの

ではないかと危惧しております。先ほど申した

とおり、1年半前は、定数の削減等もあったと
お聞きしております。

そういった中、来年の改選に向けて、県はど

のように取り組まれていくのかをお聞きします。

〇議長（徳永達也君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（新田惇一君） 民生委員・児童

委員は、住民の身近な相談相手であり、困りご

とを、行政や各種サービスへつなぐという地域

に欠かせない役割を担っておりますことから、

その確保は大変重要であると認識しております。

県におきましては、現在、確保対策といたし

まして、新聞や全世帯広報誌への掲載、退職者

団体を通じた募集チラシの配布など、周知・広

報に努めるほか、各地区の民生委員に依頼して

いた証明事務を一部廃止するなど、業務の負担

軽減に向けた取組も進めております。

県といたしましては、来年の改選に向けて、

丁寧に民生委員・児童委員の皆様方の声をお聞

きしながら、活動の参考となる手引書の改善や

研修の充実などを通じ、悩みや苦労を解消して

いくとともに、やりがいなどの魅力的な部分を

含め、役割や活動内容を、よりわかりやすく発

信し、市町や関係団体と連携して、次世代のな
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り手確保に努めてまいります。

〇議長（徳永達也君） 千住議員─21番。
〇２１番（千住良治君） 昨年でしたかね、民生

委員のコマーシャルがよく流れてたのをよく覚

えております。大変身近に感じられるようなコ

マーシャルだったんじゃないかなと思っており

ます。

先ほど、新聞等に募集をかけたりしてやられ

ておる。手引書の改善もやるということですけ

れども、もっと身近に、やっぱりハードルをで

きるだけ下げるような形を取って増やしていた

だけたらと思っております、なり手をですね。

地域には、福祉協力員制度というのがあるみ

たいですので、そちらの方とも連携を図りなが

ら、ぜひ取り組んでいただけたらと思っており

ますので、よろしくお願いします。

4、指定管理者制度について。
① 制度の目的と導入状況について。

指定管理者制度につきましては、平成15年の
地方自治法改正により、管理委託制度から指定

管理者制度へと変わりました。その制度はどの

ような目的で制度運用されているのか、その現

状と県有施設における指定管理者の導入状況を

お聞きします。

〇議長（徳永達也君） 総務部長。

〇総務部長（中尾正英君）指定管理者制度につ

いては、多様化する住民ニーズに、より効果的、

効率的に対応するため、県の公の施設の管理に

民間の能力を活用しつつ、県民サービスの向上

を図るとともに、軽費の節減を図ることを目的

としております。

現在、県が条例で設置している公の施設のう

ち、制度の対象となる47施設において、指定管
理者による管理を行っているところでございま

す。

〇議長（徳永達也君） 千住議員─21番。
〇２１番（千住良治君） 今、47施設と、47施
設の中には、利用料金制度を取っているところ、

あるいは代理人徴収をやっているところとある

とは思うんですけども、実は、法改正後、管理

委託制度が廃止されまして、指定管理者制度が

導入されたにもかかわらず、実情は、以前の管

理委託制度とあまり変わらないのではないかと

感じておるところもあります。

② 管理運営費等のあり方について。

指定管理者にとっては、例えば光熱費などの

高騰、人件費アップなどにより、管理運営費は

増えている中、県からは稼働率を上げるよう矛

盾する要求があったり、管理者の経営努力によ

り利益や余剰金が上がった場合、次年度の委託

料の減額や返還などの話があったともお聞きし

ております。これでは、民間の参入は非常に難

しいんじゃないかなと思っております。

県としたら、軽費の節減、民間としたら、そ

こで出た利益を次の住民の福祉に使うとかとい

うことができるんですけれども、そういったこ

とができないような状況じゃないかなと。

あくまでも、県と指定管理者は対等な関係で、

お互いが協力していかなければならないと思い

ます。その協力関係ができるからこそ、県民へ

の福祉の向上につながっていくものと思ってお

ります。

そこで、指定管理者制度を運営するうえで、

県と指定管理者双方にとってメリットがある関

係であるべきだと考えますが、県の見解をお聞

きします。

〇議長（徳永達也君） 総務部長。

〇総務部長（中尾正英君）指定管理者制度を導
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入している県の施設形態は、多種多様であるこ

とから、管理運営経費については、個々の施設

の特性等に応じて個別に判断し、県と指定管理

者の間で締結する基本協定等の中で定めること

としているところであります。

施設管理が、効果的・効率的に行われるには、

指定管理者の創意工夫を促す制度とすることが

重要であると考えておりまして、原則として、

指定管理者のコスト削減など自己努力に伴う利

益は、原則として、指定管理者の収益とするな

ど、インセンティブを高める仕組みとしており

ます。

また、協定締結後に著しい環境変化が生じた

場合は、指定管理者からの申し出により、負担

金の変更等の協議ができることとしております。

県といたしましては、公共サービスの質の向

上と持続可能な施設管理の両立を図るため、有

識者等の意見も聞きながら、指定管理者制度の

趣旨を踏まえた適切な制度の運用に努めてまい

ります。

〇議長（徳永達也君） 千住議員─21番。
〇２１番（千住良治君）指定管理者と県とは対

等の関係で、お互いがウィンウィンの関係で、

その関係が住民の福祉の向上につながっていく

ものと思いますので、ぜひ、その辺はしっかり

と取り組んでいっていただきたいと思っており

ます。

以上で、一般質問を終わります。

ありがとうございました。（拍手）

〇議長（徳永達也君） これより、しばらく休憩

いたします。

会議は、2時45分から再開いたします。
― 午後 ２時２９分 休憩 ―

― 午後 ２時４５分 再開 ―

○副議長（山本由夫君）会議を再開いたします。

引き続き、一般質問を行います。

まきやま議員―4番。
○４番（まきやま大和君）（拍手）〔登壇〕 改

革21・無所属、まきやま大和でございます。
2月定例会に引き続き、一般質問を行います。
どうぞよろしくお願いします。

早速質問に入ります。

1、手話言語条例制定後の取り組みについて。
（1）条例制定後の県の取り組みについて。
長崎県手話言語条例が、今年の2月定例会を

経て、4月1日から施行されました。
これにより、県は、今後、市町と連携し、手

話通訳者の養成や、学校教育における手話の普

及のための取組への支援、基本理念に対する県

民の理解の促進及び障害の特性に応じた意思疎

通手段を利用しやすい環境の整備、その他の手

話の普及に関する施策の推進に努めていくこと

となりますが、県は、今後、どのような取組を

考えていますか。

なお、以後の質問は、対面演壇席より実施い

たします。

○副議長（山本由夫君） 福祉保健部長。

○福祉保健部長（新田惇一君） 本条例では、聾

者を含む全ての県民の共生社会の実現に向け、

言語としての手話の認識の普及や手話の習得の

機会の確保など、手話を使用しやすい環境の整

備を図ることとしております。

初年度となる今年度は、普及啓発に向け、リ

ーフレットの作成や県職員などを対象とした手

話講座を実施するほか、県内市町や他県におけ

る取組について調査を行い、今後の施策の方向

性について、「長崎県手話言語施策推進協議会」
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において検討をすることとしております。

引き続き、本条例に基づき、手話の普及など

に関する施策の推進を図ってまいります。

○副議長（山本由夫君） まきやま議員―4番。
○４番（まきやま大和君） 手話言語条例、第

17条にありますように、今後、手話の普及のた
めにしっかりと財政上の措置を講じ、取組を充

実させていただくようお願いいたします。

（2）開かれた県庁へ向けて。
実際に手話を使う方が県庁を訪れた際、職員

の多くが手話を使用するわけではありませんの

で、筆談等で応対することが多いと思われます。

そこで、障害の特性に応じた意思疎通手段を

利用しやすい環境の整備、これが大切になって

くると思います。例えば、県庁１階の総合案内

では、手話を使われる方にどのように接してお

られるのでしょうか。

○副議長（山本由夫君） 総務部長。

○総務部長（中尾正英君） 総合案内には、手話

をはじめ、様々な言語を使って話される方々が

立ち寄られます。手話で話される方とは、紙で

の筆談のほか、音声の文字変換やキーボード入

力で会話ができるアプリも使って、スムーズな

やりとりができるよう工夫しているところです。

手話に代わるコミュニケーション手段の選択

肢があることで、職員も相手の方のご要望に応

じて接することができております。引き続き、

誰でも県庁を気軽に訪れ、安心して行政サービ

スを受けていただくことができるよう、案内に

努めてまいります。

○副議長（山本由夫君） まきやま議員―4番。
○４番（まきやま大和君）ご紹介のあった事例

のように、こうした健聴者とのコミュニケーシ

ョンをサポートするアプリ等の活用は、障害の

ある方や外国語を使われる方が県庁を訪れやす

くなるだけでなく、職員にとっても業務や会話

に伴うストレスの軽減にもつながりますので、

ぜひこういった取組を広げていってほしいと思

います。

また、緊急時や防災においても、とても重要

です。手話という言語が広く普及していくこと

が理想ですが、まずは、障害の程度や症状、状

況に応じた様々なニーズに柔軟に対応できるよ

うな環境の整備にも併せて取り組んでいってほ

しいと思います。

2、食品衛生法の改正について。
（1）改正の目的と内容について。
今年6月より、「食品衛生法」の改正が完全

実施となりました。その改正の目的と内容につ

いて、説明をお願いいたします。

○副議長（山本由夫君） 県民生活環境部長。

○県民生活環境部長（大安哲也君）食中毒のリ

スクや食品産業の実態を踏まえ、営業許可が必

要な業種の見直しを行うなど、平成30年に「食
品衛生法」が改正されました。

令和3年6月に施行されたこの改正法では、過
去に死者が発生した漬物による食中毒事件を踏

まえ、安全性を確保するため、漬物製造業を営

業許可業種とし、厚生労働省令で作業場の区画

や手洗い設備の設置などの施設基準が示されま

した。

県では、改正法に基づき、長崎県食品衛生に

関する条例において、厚生労働省令に沿った施

設基準を規定しております。

○副議長（山本由夫君） まきやま議員―4番。
○４番（まきやま大和君） （2）小規模事業者
に対しての国や県の対応について。

この法改正により、これまで、地元の産直等
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に漬物や梅干しなどを出荷していた小規模事業

者、例えば、農家のおばあちゃんとか、浅漬け

では死亡事例があったようですが、漬物や梅干

し等では死亡事例はなかったように思いますが、

もうこれまでのように手作りの加工品を販売す

ることを諦めないといけないのでしょうか。こ

れまでの国や県の対応について、教えてくださ

い。

○副議長（山本由夫君） 県民生活環境部長。

○県民生活環境部長（大安哲也君）国において

は、家族経営等の小規模零細な営業者が、新た

な施設基準の設定により、事業継続に支障を来

すことも想定されるとして、これら営業者に配

慮するため、洗浄設備と手洗い設備の兼用など、

施設基準の弾力的な運用事例が示されておりま

す。

県では、平成30年の法改正以降、営業者への
講習会の実施や、農協、直売所等での情報提供

など、必要な周知を行うとともに、事業継続の

相談や許可申請があった小規模零細な営業者に

対し、施設基準の弾力的な運用についても助言

を行ってきております。

○副議長（山本由夫君） まきやま議員―4番。
○４番（まきやま大和君）私が伺ったところに

よりますと、県も、前もって振興局を通して周

知に努めていただいていたそうです。ただ、私

が大村市の産直を回ってみたところ、お店によ

って状況が異なっていまして、ほぼ全てが許可

を取って販売を継続できているところと、7割
が販売を諦めてしまっているところがありまし

た。まだ、法改正の内容について知らない小規

模事業者もいらっしゃいますので、今後も状況

の把握や周知に工夫をしていただきますようお

願いいたします。

3、石木ダム事業について。
（1）再評価委員会のスケジュールについて。
石木ダム事業につきましては、去年、国会で

も取り上げられましたとおり、現行の工程表や

事業費での完成はとても不可能だと多くの方が

感じており、一方で、地元住民の納得や県民の

理解を得られていないような中、今年の石木ダ

ム再評価につきましては、事業の期間延長や予

算の増額などが議論される大変重要な局面だと

いうことで、県内外から注目が集まっています。

そこで、お聞きいたします。

再評価委員会のタイムスケジュールを教えて

ください。

○副議長（山本由夫君） 土木部長。

○土木部長（中尾吉宏君）委員会につきまして

は、審議内容を踏まえ、今年度は2回に分けて
開催することとしております。

第1回委員会は、道路・港湾事業等を対象に7
月3日に開催予定です。
石木ダムを含む河川・砂防事業につきまして

は、第2回委員会にて審議予定としており、日
程については、現在、調整中であります。

○副議長（山本由夫君） まきやま議員―4番。
○４番（まきやま大和君）先ほども述べたとお

り、今回はかなり多くの方が傍聴に来られる可

能性があります。それを考慮して、十分な会場

を確保していただくこと、また、委員会での資

料を傍聴者に配布する等のご対応をしていただ

けますか。

○副議長（山本由夫君） 土木部長。

○土木部長（中尾吉宏君）会場につきましては、

過去の実績を参考にしながら、可能な限り傍聴

席を確保するよう努めます。

また、資料配布につきましては、委員会当日
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に、傍聴者へ審議資料の電子データを閲覧でき

るQRコードを配布することで対応したいと考
えております。

○副議長（山本由夫君） まきやま議員―4番。
○４番（まきやま大和君） （2）再評価委員会
の充実について。

6月10日に、市民団体「石木ダム事業の公正
な再評価を求める市民の会」から、知事宛ての

要請書が出されています。

その中に、委員として専門家の任命を行って

ほしいとの要望がありました。これは、2015年
度の公共事業評価監視委員会の議事録によりま

すと、安武委員がこのように発言されています。

「今回、議論させていただいて、我々の力不

足というか、専門家でないので、出された情報

をどう読みとっていいのかとか、その辺に関し

ての能力がちょっと足りないなと思いましたの

で、今後、検討する中において、ぜひ専門家を第

三者として交えていただきたいと思います」

先ほどの要望は、この発言を受けてのことだと

思いますが、この点について、どう対応されます

か。

○副議長（山本由夫君） 土木部長。

○土木部長（中尾吉宏君）公共事業評価監視委

員会は、技術、法律、経済、環境、地方自治等

の各分野の専門家及び公募委員によって構成さ

れ、様々な事業につきまして、幅広く、同一の

視点からご審議いただくものであり、個別事業

の特性に応じた専門家を委員として任命するこ

とは考えておりません。

なお、ご指摘の平成27年度（2015年度）の再
評価委員会における「専門家を第三者として交

えて」との発言の後には、「合意に至ってほし

い」と続いておりまして、あくまで「合意して

ほしい」ということが発言の趣旨であったと受

け止めております。

○副議長（山本由夫君） まきやま議員―4番。
○４番（まきやま大和君）同一の視点からの専

門家を集めても、御用達学者ばかりでは議論は

深まりません。ぜひとも、専門家の要請をお願

いいたします。

次に、同委員会の運営要綱の「第8委員会の
運営」の2項には、「事業の特性に応じた判断
や技術的判断のために、委員会の承認を得て外

部の専門家等の意見を聞くことができるものと

する」と書かれてあります。ご対応いただけま

すか。

○副議長（山本由夫君） 土木部長。

○土木部長（中尾吉宏君）今回の再評価につき

ましては、社会経済情勢の変化等を踏まえ、事

業継続の妥当性を審議するものであり、専門家

の意見聴取につきましては、必要に応じて委員

会において判断されるものと考えております。

○副議長（山本由夫君） まきやま議員―4番。
○４番（まきやま大和君） また、要望書には、

「石木ダムは多目的ダムであり、治水と利水併

せて審議することが望ましい」とも書かれてい

ますが、まさにそのとおりだと私も思います。

これまで、それができなかったのは、治水事業

は国土交通省、水道事業は厚生労働省の所管で

したので、県は、治水面での再評価を行い、国

土交通省へ提出し、佐世保市は、利水面での再

評価を行い、厚生労働省に提出してきました。

しかし、今年4月から、水道事業も国土交通
省の所管となりましたので、これからは一括し

て審議できるはずで、むしろ、そうすべきだと

思いますが、そこについてはどう考えられます

か。
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○副議長（山本由夫君） 土木部長。

○土木部長（中尾吉宏君）水道事業につきまし

ては、令和6年度に厚生労働省から国土交通省
に移管されましたが、利水の事業主体は佐世保

市にあることに変わりはありません。

再評価は、事業主体ごとに行うこととされて

おりまして、利水については、佐世保市が再評

価の実施方法を判断すべきものであり、市にお

いて適切に実施されるものと考えております。

○副議長（山本由夫君） まきやま議員―4番。
○４番（まきやま大和君） わかりました。この

件につきましても、同委員会において、山本委

員が同じ内容を述べております。

また、意見の中で「県民の方から求められた

情報に対しては、説明責任を果たすように、必

ず努力していただきたいと思っています」とい

う発言が挙がっています。この点についてはい

かがでしょうか。

○副議長（山本由夫君） 土木部長。

○土木部長（中尾吉宏君）その点につきまして

は、石木ダムの必要性など、様々な形で広報を

しております。県の広報誌でありますとか、あ

るいは反対される住民の方々に対しては、職員

が出向いて、いろいろコミュニケーションを取

ったりするなど、様々な形でのコミュニケーシ

ョンを取らせていただいております。

○副議長（山本由夫君） まきやま議員―4番。
○４番（まきやま大和君） 石木ダムは、県の重

要な事業の一つです。不十分な委員会で終わっ

てしまってはいけません。今回の再評価委員会

が様々な角度から議論され、多くの情報や理解

のもと進められるよう、よろしくお願いいたし

ます。

4、宇久島のメガソーラー発電事業について。

（1）事業の概要について。
このたび、佐世保市の特定有人国境離島地域

である宇久島に、なんと島の4分の1を占める日
本最大規模のメガソーラーができるということ

ですが、その事業概要について教えてください。

○副議長（山本由夫君） 県民生活環境部長。

○県民生活環境部長（大安哲也君）宇久島のメ

ガソーラー事業につきましては、民間による事

業になってまいりますが、事業者の宇久島みら

いエネルギー合同会社への聞きとりや公表資料

によりますと、事業規模は、発電能力、約480
メガワット、パネル設置面積、約280ヘクター
ル、年間発電量、約51.5万メガワットアワーで、
令和7年度の運転開始を目指しているとされて
おります。

○副議長（山本由夫君） まきやま議員―4番。
○４番（まきやま大和君） 島全体25キロ平方
メートルに、東京ドーム153個分の開発がされ
るということです。

私も、はじめ、長崎県に日本一のソーラー発

電事業ができるということで、耕作放棄地など

を、ソーラーシェアリングを活用した畜産への

取組や、周りに防風林として椿を約4,000本植え
るなど、地元も潤ったり、電気代が安くなった

りとか、工夫によってはおもしろい取組ができ

るのかなと思っていますが、やはり規模が規模

だけに環境に対するダメージも最大であるよう

です。やはりそこはしっかりと取り組まなけれ

ばなりません。

私は、まだ宇久島を訪れたことはないのです

が、よほど自然環境がすばらしいところのよう

でして、4日前にも北九州のNPO法人が、宇久
島の自然を特集した雑誌の最新刊を宇久の観光

協会と相談し、島民全世帯にプレゼントするこ
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とになったとのニュースが挙がっていました。

さらに、今月6日に熊本県立大学特別教授 島
谷幸宏さんから、県知事と佐世保市長へ、この

ソーラー事業に対して、災害や環境への影響を

緩和する提案書が出されています。

先日、その島谷さんとお話をさせていただき

ましたが、実は、彼は長崎県出身でありまして、

東高、九州大学、九州大学修士課程、建設省、

国土交通省九州地方整備局武雄河川事務所長、

九州大学教授、そして、現在、熊本県立大学に

おられます。

また、環境省で再生可能エネルギー検討会の

座長を6年間、小水力発電の開発研究を長年実
施されており、再生可能エネルギーを推進する

立場にいらっしゃいます。

ほかにもすばらしい経歴が多々ありますが、

このままでは私の質問時間がなくなってしまい

ますので、簡単に長崎県出身で、再生可能エネ

ルギーと環境と防災のスペシャリストというこ

とでまとめさせていただきます。

その島谷教授が大変心配されていた項目につ

いて、一つひとつ確認したいと思います。

（2）気象の変化について。
気象の変化につきましては、ソーラーパネル

の表面温度は日中かなり高温になり、さらに島

内の樹木が大量に伐採されることにより、蒸散

量が減少し、気温が上昇することが予想されま

す。

また、周囲の海の気温はそれほど高くならな

いため、島内の気温は周囲より高く、上昇気流

が発生し、海から湿った風が吹き込むと予測さ

れ、それに起因する豪雨が増える可能性があり

ます。島は、周りを海で囲まれていることから、

ヒートアイランド化は確実で、短時間降雨量の

変化については科学的な予測と対策が必要です。

ヒューストンやアトランタの例を見ますと、

都市化により、25から30％程度、短時間の降雨
量が増加しています。

この豪雨の増大の懸念に対して、事業者は法

的にどのような対策を取らなければなりません

か。

○副議長（山本由夫君） 県民生活環境部長。

○県民生活環境部長（大安哲也君）宇久島のメ

ガソーラー事業の実施に伴います豪雨の増大、

気温の上昇、強風化の懸念などの気象の変化に

つきましては、県では知見を有しておらず、お

聞きすることができました専門家等のご意見で

は、一定地域への影響に関するデータがないこ

とから、影響の有無は言えないということでご

ざいました。

ご指摘の点につきまして、太陽光発電事業に

おいて、事業者が豪雨自体の増大が起こらない

ようにするために対策を取ることについては、

環境省に確認したところ、法的には求められて

いないということでございました。

○副議長（山本由夫君） まきやま議員―4番。
○４番（まきやま大和君）この豪雨の増大につ

いては、本事業では考慮されていないと理解い

たしました。

（3）林地開発における洪水や土砂流出の審査
の状況について。

雨がしみ込まない面積が大きくなると、洪水

量が増大することが知られています。

現在の国土交通省告示の土地利用形態別の流

出係数の値を用いて検討をしてみますと、この

基準では、耕地（耕した土地）では降った雨の

20％が流れ出ます。山地では30％があふれます。
開発地では、その90％がよそに流れていくこと
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になります。したがいまして、耕地を開発した

場合は4.5倍、山地を開発した場合はあふれる水
量がこれまでの3倍になるということです。す
なわち、洪水水量が3倍になれば、濁った水が
7.8倍に増加することにもつながります。
雨が降って水が出てくる時には、現在よりも

相当、川の水は濁り、この濁りは沿岸域まで及

び、生態系や漁業に影響を与えると予想されま

すが、これらに対して事業者は法的にどのよう

な対策を取らなければなりませんか。

○副議長（山本由夫君） 農林部長。

○農林部長（渋谷隆秀君）林地開発においては、

森林法に規定する災害の防止、水害の防止、水

の確保、環境の保全に関わる対策を講じる必要

があります。

県では、これらを踏まえて事業者からの林地

開発許可申請について、許可基準に照らし合わ

せ審査し、許可をしております。

○副議長（山本由夫君） まきやま議員―4番。
○４番（まきやま大和君） （4）地下水涵養量
の減少について。

ソーラーパネルや建物、道路などで地面が覆

われ、また、重機などにより土壌が締め固めら

れることにより、水が地下にしみ込む量が少な

くなり、それにより地下水涵養量が減少するこ

とが考えられます。このような地下水涵養量の

減少は、地下水がたまる量の減少をもたらし、

地下水位の低下、湧き水の減少などが生じ、地

下水からの飲料水の確保、沿岸部の湧き水の減

少によって、魚介類の生息場へ悪影響を与える

と予測されますが、これに対して事業者は、法

的にどのような対策を取らなければなりません

か。

○副議長（山本由夫君） 農林部長。

○農林部長（渋谷隆秀君）林地開発許可におい

ては、地下水涵養量ではなく、水の確保につい

て審査をすることとなっており、本事業につい

ては、水の確保に著しい支障がないことを確認

しております。

○副議長（山本由夫君） まきやま議員―4番。
○４番（まきやま大和君）地下水の減少につい

ても、本事業では考慮されていないと理解いた

しました。

（5）生物への影響について。
近年、地下水は、豊富な栄養を含むため、沿

岸海域の生物生産に高く寄与すると考えられる

ようになっています。

本事業により、湧き水の減少や平常時の川の

水量の減少、土砂の流出増加による沿岸部への

影響及び土砂の洗掘による表土の損失によって、

もともとは火山の噴火でできた島の地表の土が

失われ、島の大部分が岩でむき出しになってし

まう可能性もあり、生態系は大きな影響を受け

ると予測されますが、県の見解を伺います。

また、事業地において、県条例で指定する希

少種が見つかった場合は、どのような対応にな

りますか。

○副議長（山本由夫君） 県民生活環境部長。

○県民生活環境部長（大安哲也君）仮に土砂流

出等が発生した場合の生態系への影響につきま

しては、具体的な状況を踏まえる必要がござい

ますので、お答えすることは困難でございます。

希少種につきましては、「長崎県未来につな

がる環境を守り育てる条例」に基づきまして、

希少な野生動植物種を指定し、保護を図ってお

ります。

宇久島の大浜海岸では、同条例で指定された

海岸性への昆虫の生息が確認されていますが、
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西海国立公園の区域内であり、本事業の対象地

からは除外をされております。

仮に、事業地におきまして、条例で指定され

ました希少種が確認された場合は、必要に応じ

まして事業者による生息状況調査や保全措置に

ついて協議をしてまいります。

○副議長（山本由夫君） まきやま議員―4番。
○４番（まきやま大和君） （6）火災の懸念に
ついて。

現在、メガソーラーでの火災が全国で相次い

でいます。宮城県仙台市の火災では、消防車50
台以上、消防隊員、団員200人以上が駆けつけ
たが、感電のおそれがあるため、すぐには手が

出せず、22時間後の翌日になってようやく鎮火
しました。

また、ある火災現場では、消防車の入れない

場所にメガソーラーがあり、宇久島の消防体制

を考えた時、事業者側が十分な消防体制を準備

していないと対応できないと考えますが、これ

に対して事業者がどのような対応を取られてい

るか、県は確認されていますか。

○副議長（山本由夫君） 危機管理部長。

○危機管理部長（今冨洋祐君）事業者の防火対

策につきまして、事業者に確認しましたところ、

事業はまだこれからとのことであり、今後、地

元消防と相談しながら検討するとのことでござ

いました。

○副議長（山本由夫君） まきやま議員―4番。
○４番（まきやま大和君） 他県では、3ヘクタ
ール以上の火災も既に起きていることから、消

防車が1台しかない宇久島で同様のことが起き
た場合、自衛隊や海を越えて消防隊を送る必要

が出てきます。

ソーラーパネルの下を植物にするということ

なので、冬の乾燥期には、なおさら火事の危険

性が高まります。

県としましても、事前の状況把握と、各機関

との連携について、準備をしておく必要がある

と思いますが、いかがでしょうか。

○副議長（山本由夫君） 危機管理部長。

○危機管理部長（今冨洋祐君）宇久島における

消防体制につきましては、法令等に基づき、管

轄する佐世保市が人口等、地域の実情を考慮し、

消防職員9名と消防車1台、救急車1台、消防団
では団員87名と消防車10台を配備しておりま
す。また、島内だけでは対応困難な場合には、

島外からの応援を想定しております。

メガソーラーの火災は、感電の危険性や有毒

ガスの発生など、消火活動上の困難性、危険性

が高いため、国から消防機関に対し、災害現場

での安全管理の徹底や各種訓練の実施等が求め

られております。

県としましては、有事に備え、消防機関と施

設関係者等が連携して、消火活動手順の作成や

訓練の実施等について、事前に検討しておくこ

とが重要であると考えており、市の対応等を確

認しながら、必要に応じて支援してまいります。

また、実際に火災が発生した佐世保市だけで

の対応が困難な場合には、広域応援の調整等、

適切に対応してまいります。

○副議長（山本由夫君） まきやま議員―4番。
○４番（まきやま大和君） （7）宇久島と長崎
県にもたらす経済効果について。

本事業が宇久島と本県にもたらす経済効果に

ついて、県はどのように捉えられていますか。

○副議長（山本由夫君） 産業労働部長。

○産業労働部長（宮地智弘君）宇久島における

メガソーラー計画については、民間事業として
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実施されているものであり、投資額等の事業の

詳細について、県に対し報告をいただくことと

なっておりません。

そのため、本事業について、報道や発電事業

者のホームページで確認したところ、総事業費

は見込みで約2,000億円となっておりますが、海
外でのパネル製作費などを含み、県内の投資額

が不明なため、県内における経済波及効果を算

出することは困難でございます。

○副議長（山本由夫君） まきやま議員―4番。
○４番（まきやま大和君） 私が調べたところ、

1,664人の島民に対して、作業員が今後1,300名
必要ということですので、新たに雇用が生まれ

たり、宿泊施設やフェリー客の増加などが見込

まれますし、佐世保市には、年間約20億円の固
定資産税や法人税の税収が入ります。

また、事業者は、宇久島振興基金として、工

事期間中に数億円、その後の事業期間中に毎年

数千万円を拠出し、新しい特産品の開発や環境

保全、経済活性化などへの財政支援を行うとい

うすばらしい動きをはじめられていらっしゃい

ますが、実質は電力会社が事業者から電気を買

い取る際の負担は、賦課金といって、これから

私たち県民の電気料金に上乗せされて賄われる

というものです。つまり、この宇久島メガソー

ラー事業で発電した電気を買うために、みんな

の電気の料金の負担をこれから増やすことにな

ります。そういうことで、なかなか多くの県民

や県内企業にとって、経済効果を得にくいとい

うところです。

しかも、今、九州は、ソーラー発電による電

気は十分足りていて、買い取りを時々制限して

います。毎年、太陽光による電力量は増えてお

り、それに合わせて2023年には136回出力制御

を行ったと記事にありました。要は、おたくの

電気を一時買い取りませんよということです。

ですので、既に今、ソーラー事業をしている事

業所は、電気を買ってもらう機会が減り、収入

は下がるでしょう。

先日のテレビ放送の中で、事業者が、これは

宇久島の未来を守るためのプロジェクトとおっ

しゃっていましたが、よほど環境や住民に配慮

した対策を講じない限りは、理解を得ることは

難しいかと思います。

また、有事の際は、国境に接するエネルギー

供給基地ですので、防衛上危険性が高まると私

は考えています。

（8）本事業の問題点について。
島から佐世保市へ電気を送る海底送電線の設

置について、漁協の反対があっているというこ

とですが、そうであれば、そもそも電気を送る

ことすらできない状況で、どうして許可が下り

たんでしょうか。

○副議長（山本由夫君） 農林部長。

○農林部長（渋谷隆秀君）一般的に太陽光発電

事業については、事業実施に当たり、事業計画、

土地造成、海底も含めた設備の設置、保安等、

様々な法令に基づく多くの許認可が必要となり

ます。

林地開発については、森林法に基づき、適正

に審査を行い、許可をしております。

○副議長（山本由夫君） まきやま議員―4番。
○４番（まきやま大和君）送電線についてはい

かがでしょうか。

○副議長（山本由夫君） 土木部長。

○土木部長（中尾吉宏君）送電線の海域への設

置につきましては、今、申請書が出てきたとこ

ろでございまして、中身を確認させていただい
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ているところでございます。

○副議長（山本由夫君） まきやま議員―4番。
○４番（まきやま大和君） 今、はなはだ不安に

なったところなんですけれども、次にいきます。

本事業に関して、最も懸念される点について、

お話します。

これまでに国は、相次ぐメガソーラー等の災

害などの発生から、事故対策の検討を重ね、何

度か法改正を行い、現在は厳しい基準に変わっ

ています。しかし、本事業は、令和元年に許可

を取ってあり、古い法律、つまり昔の緩い基準

のままで事業計画がされているということです。

日本最大規模の開発なのに、国や県の条例に

よる環境アセスメントの対象にもなっていませ

ん。ですから、島谷教授のようなプロフェッシ

ョナルから見た場合、とても現実的ではなく、

危なくて仕方がないということになるわけです。

このままでは、過去に見られたような災害を繰

り返してしまいます。

（9）現状に対する県の対応について。
このような現状を鑑みますと、法改正前の基

準で計画してきた本事業が、その日本最大とい

う規模ゆえに、現状では危険な災害が幾つか予

測できる状況にあるということです。

そこで、県として、何か対応できることはあ

りませんか。

○副議長（山本由夫君） 農林部長。

○農林部長（渋谷隆秀君）林地開発許可におい

ては、申請時点での許可基準に定める流出係数

で算出された雨水流出量などを審査することと

なっており、本事業については、改定前に申請

があったことから、改定前の許可基準により審

査、許可をしております。

○副議長（山本由夫君） まきやま議員―4番。

○４番（まきやま大和君）それはわかっている

んですけれども、現実に危ない、災害が起きそ

うな場所が予測できる状況にあるということで、

県として何かできないでしょうか。

○副議長（山本由夫君） 危機管理部長。

○危機管理部長（今冨洋祐君）宇久地域の防災

対策につきましては、まずは佐世保市が担って

いかれるものと認識しております。

今後、佐世保市から何か相談等ございました

ら、検討してまいりたいと考えております。

○副議長（山本由夫君） まきやま議員―4番。
○４番（まきやま大和君） それでは、現在、佐

世保市からの連絡等は、まだ何もないというこ

とでよろしいでしょうか。

○副議長（山本由夫君） 危機管理部長。

○危機管理部長（今冨洋祐君） 現在は、まだあ

っておりません。

○副議長（山本由夫君） まきやま議員―4番。
○４番（まきやま大和君） （10）災害・環境
への影響把握と緩和策の提案について。

今回、島谷教授から、県知事と佐世保市に緩

和策が提案されています。しかも、島の4分の1
を開発するという世界的にも類を見ない開発で

す。これまで挙げた現状の問題もある中で、県

もこの提案を受けて、まずは事業者と島谷さん

ら研究者との勉強会を開催してはいかがでしょ

うか。

○副議長（山本由夫君） 農林部長。

○農林部長（渋谷隆秀君）熊本県立大学特別教

授からの提案につきましては、事業者へお伝え

することとしております。

○副議長（山本由夫君） まきやま議員―4番。
○４番（まきやま大和君） 実は、昨日、事業者

の営業部から電話で事業説明がありました。そ
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の際に、この勉強会について提案をしましたと

ころ、ぜひお願いしたいということでした。

私も参加しますので、県もぜひ参加をお願い

いたします。また、佐世保市への呼びかけをお

願いいたします。

日本最大規模の事業について、安全性の向上

について、ともに勉強していきましょう。

5、コロナワクチン後遺症の救済制度につい
て。

（1）コロナワクチンによる全国の健康被害の
申請・認定状況について。

いまだにコロナワクチンによる被害の声が止

まりません。現状の数字を教えてください。

○副議長（山本由夫君） 福祉保健部長。

○福祉保健部長（新田惇一君）予防接種法に基

づく予防接種後健康被害救済制度は、ワクチン

接種後に、健康被害を受けた本人や、その家族

などが市町村に対して申請を行い、市町村から

都道府県を通じて厚生労働省に進達された案件

について、厚生労働省の審査会で審査がなされ

た結果、予防接種と健康被害との因果関係が認

定された方に救済のための給付が行われるもの

です。

本年6月10日に開催された審査会の時点では、
これまで新型コロナワクチン接種後の健康被害

として、国に進達された件数は1万1,305件とな
っておりまして、このうち認定件数は7,458件、
否認件数は1,795件とされております。
また、認定件数のうち、死亡一時金または葬

祭料にかかる件数は618件となっております。
○副議長（山本由夫君） まきやま議員―4番。
○４番（まきやま大和君） （2）本県における
健康被害の申請・認定状況について。

本県における状況についても教えてください。

○副議長（山本由夫君） 福祉保健部長。

○福祉保健部長（新田惇一君）本県の状況につ

きましては、県から国に進達した件数は、6月
10日時点で120件、このうち認定件数は82件、
否認件数は11件となっておりまして、認定件数
のうち、死亡一時金、または葬祭料にかかる件

数は8件となっております。
○副議長（山本由夫君） まきやま議員―4番。
○４番（まきやま大和君） 申請を受けても、ま

だ審査されてない件数についても教えてくださ

い。

○副議長（山本由夫君） 福祉保健部長。

○福祉保健部長（新田惇一君）恐らくこちらの

差し引きの数になると思いますので、すみませ

ん。今申し上げた件数を踏まえて、そちらの差

し引きの件数ということで答弁させていただき

ます。

○副議長（山本由夫君） まきやま議員―4番。
○４番（まきやま大和君） （3）ワクチン接種
による危険性についての知事の認識。

私が昨年の9月定例会ではじめて確認した時
は、死亡者、ワクチン被害による死亡者の認定

数が200名程度だったことを考えますと、なん
と今、3倍になっています。今、政治が、国民
の命と健康に真剣に向き合っていない現状に、

亡くなられたり、健康を害している人たちに対

して、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。

これまで、コロナワクチンは、インフルエン

ザワクチンの100倍の危険性が明らかになって
います。また、死亡一時金の予算が当初の110
倍になっていること、アストラジェネカがワク

チンの承認を取り下げたこと、ファイザー、モ

デルナ製品においてもDNAが混入しているこ
と、このような事象が論文を通して明らかにな
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ってきており、死亡認定者数が618件に上って
いる厚生労働省の結果を踏まえ、mRNAワクチ
ンに対する危険性について、知事はいかが認識

されますか。

○副議長（山本由夫君） 知事。

○知事（大石賢吾君）この新型コロナウイルス

ワクチンの接種につきましては、国の厚生科学

審議会の関係分科会等において、最新の科学的

知見であったり、海外の動向等を踏まえて、そ

の有効性と安全性の評価がなされているという

ふうに認識をしています。それによってワクチ

ンの安全性にかかる新たな懸念は、現時点、認

められていなくて、ワクチン接種によるベネフ

ィットがリスクを上回ると考えられているとこ

ろだと承知をしています。

私としましては、引き続き、県民の皆様の健

康や生命を守るために、専門的知見に基づく国

の方針を踏まえて対応していきたいと考えてお

ります。

○副議長（山本由夫君） まきやま議員―4番。
○４番（まきやま大和君） 知事の認識は、なか

なか変わらないようですが、以前、選挙での疑

惑のポスターにも「コロナの専門家」と「自ら

が動き、判断する」という言葉が載っていまし

た。

それでは、医師でもある知事は、何名ぐらい

死亡認定がなされたら、これは大変なことだと

判断されますか。医師として、統計的判断をお

聞かせください。

○副議長（山本由夫君） 知事。

○知事（大石賢吾君）先ほども申し上げました

けれども、有効性・安全性の評価というのは、

様々なものを踏まえて、専門的知見に基づいて

判断をされるものというふうに思いますので、

それをなされた国の方針を踏まえて、今後も対

応していきたいと思います。

○副議長（山本由夫君） まきやま議員―4番。
○４番（まきやま大和君） 先月、5月31日に、
日比谷公園に約4万人が集い、一連のコロナ騒
動に対するWHOや我が国の対応について、デ
モが行われましたが、主要メディアはこれを無

視しました。テレビのニュースになることはあ

りませんでした。

代表のWCH（ワールドカウンシルフォーヘ
ルス）日本代表の柳澤医師の言葉です。

「インフルエンザワクチンは、10年間で1億
8,000万回接種、そのうち死亡認定は4件です。
新型コロナワクチンは、3年間で1億9,000万回
接種、死亡認定は378名。医者として、もし患
者さんがコロナワクチンを打ってくれと言って

きた場合、インフルエンザワクチンの100倍の
危険性があるということを、まず説明しなけれ

ばならない。それ以前に、このような100倍以
上のリスクのあるワクチンをとても勧めること

はできません」と述べられ、日比谷公園では多

くのお医者さんたちが白衣を着てデモに参加さ

れている姿が印象的でした。長崎県でも理解が

進むことを願います。

（4）救済制度の申請にかかるガイドラインに
ついて。

奈良県では、医師らへコロナワクチン被害の

理解が進まないことから、救済制度の申請自体

に困難が生じてきており、医療機関向けのマニ

ュアルを作成しています。

本県でも、奈良県のような取組ができないか、

お尋ねいたします。

○副議長（山本由夫君） 福祉保健部長。

○福祉保健部長（新田惇一君）予防接種により
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健康被害を受けられた方が、予防接種法に基づ

く予防接種後健康被害救済制度を活用しやすく

なることは大変重要であると認識しております。

そのため、県では、ホームページにおいて救

済制度の概要や、副反応が生じた場合の相談先

などについてお知らせをするなど、周知に取り

組んでまいりました。

今後は、健康被害を受けられた方が、より円

滑に救済制度の申請を進めることができるよう、

他県の取組なども参考にしながら、制度の内容

について、県民の皆様や医療機関などにわかり

やすくお伝えするための工夫を行ってまいりた

いと考えております。

○副議長（山本由夫君） まきやま議員―4番。
○４番（まきやま大和君） 現場では、コロナワ

クチンの被害ということで、受診を拒まれてい

る患者さんもいらっしゃるということです。ぜ

ひ、奈良県の奈良モデルと呼ばれている、ホー

ムページでも確認できますので、奈良県のよう

な取組をぜひお願いいたします。

6、地方自治法の改正について。
（1）地方自治法の改正について。
今回の改正案は、新型コロナの教訓を踏まえ

たものとされていますが、法改正の内容につい

て、お尋ねいたします。

○副議長（山本由夫君） 総務部長。

○総務部長（中尾正英君）今回の地方自治法改

正では、新型コロナ対応において、従来の法制

では想定されていなかった事態が相次ぎ、国と

地方公共団体の調整に混乱が生じたことなどを

踏まえて、国の地方公共団体に対する補充的な

指示に関する規定が盛り込まれました。

これに伴い、個別法の規定では想定されてい

ない事態のため、個別法の指示が行使できず、

国民の生命等の保護のため、特に、必要な場合

には、適切な要件、手続きのもと、国は、地方

公共団体に対し、その事務処理について国民の

生命等の保護を的確かつ迅速に実施するため、

講ずべき措置に関し、必要な指示ができること

となります。

○副議長（山本由夫君） まきやま議員―4番。
○４番（まきやま大和君） （2）指示権の行使
について。

ワクチンの強制接種や移動の自由が制限され

るなど、国からの指示の内容によっては県民に

不利益が生じることが想定されます。実際にワ

クチンの強制接種や移動の自由の制限に関する

指示権が国から行使された場合、知事は、国の

指示に従うかどうか、お尋ねいたします。

○副議長（山本由夫君） 知事。

○知事（大石賢吾君） まず、法改正の議論にお

きまして、国の方では、「国民の権利を制限し、

義務を課す場合には、法律の根拠が必要となる

ものであり、補充的な指示によって、地方公共

団体に法律の根拠のない国民の権利の制限や義

務の付加を指示することはできない」というふ

うにされております。

また、補充的な指示につきましては、個別法

で想定できない事態が生じた場合の備えとして

設けられたものでございまして、その対象は、

現時点で具体的に示されているものではないた

めに、仮定のケースに予断を持ってお答えする

ことは困難であることだと思います。

いずれにしましても、地方自治の本旨の観点

から、指示権の行使は、地方公共団体と事前に

十分な調整を行ったうえで、必要最小限度の範

囲でなされるべきものであるというふうに考え

ております。
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ですので、全国知事会等とも連携をしまして、

適正な運用を国の方に求めてまいりたいと考え

ております。

○副議長（山本由夫君） まきやま議員―4番。
○４番（まきやま大和君） 6月3日に、アメリ
カ議会で行われた新型コロナウイルス感染症特

別小委員会の公聴会で、アンソニー・ファウチ

前国立アレルギー感染研究所所長の証言に世界

が驚きました。日本では、ニュースにはなって

おりません。

これまで、日本でも過剰なまでに推奨されて

きたソーシャルディスタンスや子どものマスク

着用の必要性は、科学的根拠があるか不明で、

何となく決められ、突然出てきたものという証

言をされました。

日本で実施されていた新しい生活様式は、2
メートル距離を置くとか、アクリル板を設置す

るとか、子どもらに黙食をさせるとか、あれは

一体何だったのでしょうか。

今度「新型インフルエンザ等対策政府行動計

画」の見直しが、近く閣議決定されるようです

が、これに対して、なんと19万件のパブリック
コメントが寄せられました。この新型インフル

エンザ等対策政府行動計画では、誤情報の取り

締まりについて書かれています。

これまで、日本政府が、ワクチンは2回打つ
だけでよい、ワクチンで亡くなった方はいない

など、これまで政府こそが誤情報を多く出して

きたことに対する危機感から、このパブリック

コメントの数になっていると思います。

最後に、日本を代表する憲法学者の小林 節

さんからの言葉を紹介します。

「日本国憲法、第13条『すべて国民は、個人
として尊重される。生命、自由及び幸福追求に

対する国民の権利については、公共の福祉に反

しない限り、立法その他の国政の上で、最大の

尊重を必要とする』これにより、ワクチンの強

制接種は否定できる」と。

以上で、私の質問を終わります。

ありがとうございました。（拍手）

○副議長（山本由夫君） 本日の会議は、これに

て終了いたします。

6月24日は、定刻より本会議を開き、一般質
問を続行いたします。

本日は、これをもって散会いたします。

― 午後 ３時４１分 散会 ―
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議会事務局職員出席者

局 長 中 尾 美恵子 君

次長兼総務課長 濵 口   孝 君

議 事 課 長 佐 藤 隆 幸 君

政務 調査課 長 大 宮 巌 浩 君

議事課課長補佐 永 尾 弘 之 君

議 事 課 係 長 山 口 祐一郎 君

議事課会計年度任用職員 天 雨 千代子 君

― 午前１０時 ０分 開議 ―

〇議長（徳永達也君） おはようございます。

ただいまから、本日の会議を開きます。

これより、6月21日に引き続き、一般質問を
行います。

大久保議員―9番。

〇９番（大久保堅太君）（拍手）〔登壇〕皆様、

おはようございます。

一般質問2日目、野球はできませんが、一番
バッターを務めさせていただきます。自由民主

党、平戸市選挙区選出の大久保堅太でございま

す。

本日は、地元平戸市からも、早朝より出発し、

傍聴いただいております。ありがとうございま

す。

いよいよ、長崎も梅雨入りしたとのことでご

ざいますが、今年は観測史上4番目の遅さとな
ったようでございます。一度に激しい雨が降る

可能性も予想されていることから、県下、被害

がないことを祈りながら、県当局、県民の皆様

には、しっかりと風水害対策をしていただきま

すようお願いいたします。

そんな中、6月は、それぞれの21市町で定例
会も開かれており、一般質問や委員会などにて、

地域課題を一つひとつ取り上げられ、真剣な議

論を重ねております。

私も、3期12年、平戸市議会にてお世話にな
りましたが、そこで理事者側から返ってくる答

弁に、「それは県の管理となります」、「それ

は県の許可となります」、「一自治体では解決

できないことから、県と協議してまいります」

など、これ以上議論が進まない場面に出くわす

ことも多々あります。悔しい思いをすることも

ありました。同じように、多くの市町議員が経

験してこられたことだと思っております。

こうして直接訴えられる機会をいただいてい

ることに感謝し、この時間を地元、県民の一代

弁者としてもしっかりと活かせるよう、先輩、

同僚議員、そして大石知事をはじめ、理事者、

県職員の皆様にご指導賜りながら、最善を尽く
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してまいりたいと思います。しばらくの間、お

つきあいのほど、よろしくお願いいたします。

私は、今回、6点の通告をさせていただいて
おります。

1、農林水産振興について。
（1）輸出戦略について。
①大規模輸出産地モデル形成等支援事業の取

組とは。

先月、5月に農業の憲法と言われる「食料農
業農村基本法」改正が成立し、1999年の制定か
ら四半世紀を経て、はじめての改正となりまし

た。

主なポイントとして、食料安全保障の確保や

気候変動を踏まえた環境負荷低減に加え、「生

産コストと見合わない市場流通が農家を苦しめ

ており、食料の価格形成について、持続的な供

給に要する合理的な費用を考慮する」とされて

おります。

さらに、輸出促進のため、国は、産地の育成

と農産物の競争力強化を図るとうたわれており、

まさに、日本農業は大きな転換点を迎えます。

農政の憲法と言われながら、食料自給率は目

標を一度も達成されておらず、農地と担い手は

減り続け、農村の衰退が続いております。

そんな中、国と国民を守る食料安全保障には、

農業・農村の立て直しが急務であります。しか

し、我が国では、少子化の進展に伴う人口減少

により、国内の食の市場規模が縮小しておりま

す。一方で、海外では、新興国の経済成長、人

口増に伴い、拡大傾向にあります。

そのような背景から、国は、農業生産基盤を

維持するためには、輸出拡大を図ることが必要

不可欠であるとして、政府の農林水産物、食料

の輸出額目標には、2023年の実績1.5兆円から

2025年に2兆円、2030年に5兆円を目指してお
ります。

現在、国において目標実現に向けて、大規模

輸出産地モデル形成等支援事業を実施しており、

本県も6月に採択されたと聞いておりますが、
そこで、本事業の目的や支援内容と県の取組を

お尋ねいたします。

以下の質問については、対面演壇席よりさせ

ていただきます。

議長のお取り計らい、よろしくお願いいたし

ます。

〇議長（徳永達也君） 農林部長。

〇農林部長（渋谷隆秀君）国が実施する事業は、

海外の規制やロット等のニーズに対応する輸出

産地を形成するため、広域的な推進体制を構築

し、生産から流通、販売までのサプライチェー

ン確立を支援するもので、今年度は本県の要望

額の9割となる2,700万円が配分されたところ
です。

県では、さらなる輸出拡大を図るため、本事

業を活用して、農業団体や水産、食肉、流通業

者等が参画する体制を構築し、いちごやみかん、

長崎和牛、水産物など、主要品目の輸出先国の

規制等に応じた生産や鮮度保持技術などを確立

することで大規模輸出産地を育成することとし

ております。

〇議長（徳永達也君） 大久保議員―9番。
〇９番（大久保堅太君）ご説明ありがとうござ

います。この事業を聞いた時、昨年、ベトナム

に知事と同行した際に、大石知事が、せっかく

海外に行くのであれば、和牛とか魚とか限定せ

ずに、多くの特産物をセールスしたいと話され

たことを思い出しております。

まさに、この事業は、長崎にしっかりと輸出
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対応できる産地を育成し、本県農水産物のさら

なる輸出拡大に向けた体制づくりができること

から、しっかりと活かしていただきたいと思っ

ております。

本事業は、具体的にはどのように取組を行い、

そして、どの国を相手国とされているのか、輸

出産地の育成を図っていくのか、お尋ねしたい

と思っております。

〇議長（徳永達也君） 農林部長。

〇農林部長（渋谷隆秀君）県といたしましては、

昨年度、知事がトップセールスを実施いたしま

したシンガポールをはじめ、経済発展が見込ま

れるタイなどへ、関係機関と一体となって輸出

拡大を図ってまいります。

シンガポールにおいては、いちごの輸送時の

品質保持と出荷期間の延長を目指し、果実の早

期収穫や冷蔵保存技術の導入、輸出向けパッケ

ージの開発に取り組むこととしております。

また、タイでは、新たな販路を開拓するため、

現地レストランにおいて、シェフや量販店のバ

イヤーなどを招いて、いちごや長崎和牛、水産

物などを使用した特別メニューを提供する長崎

フェアを実施することとしております。

〇議長（徳永達也君） 大久保議員―9番。
〇９番（大久保堅太君） 先日、21日、22日に
平戸口家畜市場で競りがありました。前月比

15％以上の落ち込みとなり、昨年よりも下がっ
ているという大変厳しい状況でもございます。

このような農業品目や水産業の厳しさを聞く

たびに、輸出販路の造成、そして、一次産業の

所得も上げなければならないと、持ちこたえら

れないという強い気持ちを抱く次第であります。

本県の農業産出額は、令和4年1,500億円、水
産で令和元年1,000億円であり、農水で2,500億

円であります。

一方、輸出額の目標は、令和7年度までに63
億円でございます。輸出割合は、実に2.5％であ
ります。これからの国内需要の減少を見れば、

まだまだ農業、漁業の輸出割合を上げていかな

ければなりません。

もちろん、一足飛びにはなりませんが、この

ような支援制度を活かしながら、輸出国の開拓

と生産者の輸出体制の構築に、今回、選ばれた

品目以外にも広げていただきますように、取組

を加速させていただきたいと思っております。

加えて、このような事業の成功例が、一次産

品のみならず、加工品など二次産品も含めた横

断的な展開となりますように期待いたします。

（2）磯焼け対策について。
①現在の藻場の状況及び対策について。

磯焼けに対しては、これから、温暖化ととも

に海水温の上昇、生態系の変化により、厳しい

状況がさらに加速されると聞いております。

今年も、カジメ、ヒジキが平戸海域において

も減ってきております。アラメ・カジメ類を好

んで食べる長崎の特産品のアワビは、平成22年
130トンであったのに対し、令和4年には17トン
と激減してしまいました。かつては、アワビ生

産日本一を誇っていた長崎県でありますが、漁

師さんは、この海の変化に頭を抱えている状況

であります。

県内の藻場の状況と対策について、まずお尋

ねいたします。

〇議長（徳永達也君） 水産部長。

〇水産部長（吉田 誠君） 県内の藻場面積は、

平成25年には8,200ヘクタールまで減少しまし
たが、県や漁業者等による藻場回復への取組強

化もあり、令和3年には9,000ヘクタールまで回
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復しております。

一方で、藻場の構成種については、アラメ・

カジメ類が減少し、食害や高水温に強いホンダ

ワラ類が増加する傾向にあります。

県では、アラメ・カジメ類に加え、ホンダワ

ラ類を藻場造成に使用するなど、工夫しながら

藻場の回復に努めているところであります。

〇議長（徳永達也君） 大久保議員―9番。
〇９番（大久保堅太君）②高水温耐性の藻類の

育種の研究について。

現在、この磯焼け対策は、五島や壱岐、そし

て佐世保、平戸も行っておりますが、漁協や関

係者と、目の前の磯焼けを、種から育てる農業

のような取組を海の中で一生懸命取り組んでお

られ、さらには、食害魚であるアイゴ、イスズ

ミの駆除をして、育てた海藻と、それを食べる

魚のすみ分けを行いながら、ホンダワラなど、

南方系の海藻を増殖させていく取組に頭の下が

る思いでございます。

成果も少しずつあらわれているようでありま

す。ただし、長崎の特産物の一つアワビは、な

かなかホンダワラ種は食べないとされておりま

す。やはり、アラメ、カジメがないと長崎の海

は戻らないと漁師さんは口をそろえます。

そこで、高水温耐性を持つアラメ・カジメ類

の育種研究例はあるのかをお尋ねいたします。

〇議長（徳永達也君） 水産部長。

〇水産部長（吉田 誠君）国内における高水温

に耐性を持つアラメ・カジメ類の育種研究につ

いては、事例も少なく、実用化の例は確認でき

ておりません。

〇議長（徳永達也君） 大久保議員―9番。
〇９番（大久保堅太君）ないということでござ

います。なかなか、こういった成功例は全国に

見当たらないと聞きますが、藻場を造っていか

ないと、アワビなど貝類の生息はもとより、近

海の魚類の産卵場所、生息場所もなくなってし

まうことを意味します。まさに、砂漠化すると

長崎の水産業は枯渇してしまうおそれがありま

す。

アラメ、カジメの生育上限水温は28度から29
度とされており、南方系のホンダワラはそれ以

上の海水温に耐えられるから藻場造成に現在使

われております。

長崎において、アラメ、カジメは、松浦、平

戸が最後の砦とも言われております。

そこで、まだ全国的にも成功事例がないので

あれば、水産県長崎として、アラメ・カジメ類

が残っているうちに、育種の研究をしていく必

要があるのではないかと思っております。

育種は、時間がかかることから、国と共同研

究の可能性はないのか、お尋ねいたします。

〇議長（徳永達也君） 水産部長。

〇水産部長（吉田 誠君）現在の県内海域の水

温は、アラメ・カジメ類の生育が可能な範囲で

すが、魚類等による食害の影響が大きく、藻場

造成においては、食害対策を行いながら実施し

ているところであります。

高水温に耐性のあるアラメ・カジメ類の育種

等の研究については、国やほかの研究機関の動

向を注視しながら、国との共同研究も含め、そ

の必要性について、今後、検討してまいります。

〇議長（徳永達也君） 大久保議員―9番。
〇９番（大久保堅太君） 現在、壱岐や五島など

でカーボンクレジットに向けた仕組みづくりも

しっかり取り組んでおられますが、ブルーカー

ボンは、グリーンカーボン、即ち森林と比較し

ても同じ面積で最大5倍の吸収力があると言わ
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れております。

グリーンカーボンは、数十年のCO2貯留能力

に対し、ブルーカーボンは、数百年から数千年

CO2を貯留できます。そこにカーボンクレジッ

トの差が何倍も生じると言われております。

だからこそ、海を守り、環境、ブルーカーボ

ンの取組をしている長崎県として、国と連携を

図り、高水温耐性の海藻の研究に力を入れる必

要があると考えております。

世界的温暖化の課題解決のためにも、環境保

全の観点に立ち、水産庁のみならず、環境省と

も共同研究の対象になるのではないかと思いま

す。まずは、国と協議、検討だけでもしていた

だきたいというふうに思っております。

2、外国人材の確保について。
（1）ベトナム・クァンナム省との実績は。
現在、国内は、人手不足の深刻化から、外国

人労働者の受け入れの動きは活発化するばかり

であります。

一方、国内事業者や管理団体からは、優秀な

外国人材の獲得が韓国や台湾など、他国との競

争激化、国内では、都市部と地方の給与格差に

よる競争、さらには円安の影響で困難になって

いるとのことでございます。

また、先日、6月14日、実習制度から育成就
労制度への移行が国会で成立となり、外国人材

が自由に転籍できるようになることで、競争が

さらに加速化することは必至となりました。

この人材獲得競争下において、人材を確保し

ていくことは、友好関係にある都市との連携を

深めていくことも重要であると考えますが、昨

年6月に友好交流関係を締結しているベトナム
国クァンナム省との取組や、介護分野における

ベトナムの大学との取組について答弁いただき

ましたが、現在の連携実績や受け入れ状況につ

いて、お尋ねいたします。

〇議長（徳永達也君） 産業労働部政策監。

〇産業労働部政策監（石田智久君）ベトナム国

クァンナム省からの受け入れにつきましては、

「人材交流に関する覚書」に基づき、現地の送

り出し機関と本県の監理団体との間で協定が締

結され、令和5年度は、県内の中小企業5社が16
名の技能実習生を受け入れております。

また、介護分野につきましては、クァンナム

省のクァンナム医療短期大学のほか、ダナン市

の2つの看護系大学と覚書を締結して、外国人
材の受け入れを進め、令和5年度は6名をマッチ
ングしております。

今後とも、クァンナム省及び現地の大学等と

連携し、県内企業等への外国人材の受け入れを

促進してまいります。

〇議長（徳永達也君） 大久保議員―9番。
〇９番（大久保堅太君） このベトナム人は、本

県に在留する外国人の中でも最も多く、日越外

交樹立50周年を迎えました。はるか400年前に
王女が嫁いでこられた歴史は、長崎しかないこ

とから、関係を深める国、地域は最適だと思っ

ております。

本県は、平成29年にベトナム・クァンナム省
との友好関係、交流をさらに深めておりますけ

れども、経済交流など、交流のステップを深化

できないか、県に考えを伺います。

〇議長（徳永達也君） 文観光国際部政策監。

〇文化観光国際部政策監（村田利博君）本県の

在留ベトナム人労働者数は、増加傾向にござい

ますけれども、今後、さらに多くのベトナム人

に本県を選んでいただくためには、本県の魅力

等をより多くの人々に伝えていく必要があるも
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のと考えております。

そのため、国内外のベトナム人に、本県の魅

力や県内各地で活躍するベトナム人の情報等を

伝える人的ネットワークの構築に着手したとこ

ろでございます。

具体的には、長崎県国際交流協会の外国人相

談窓口にベトナム語対応可能な人材を配置いた

しまして、様々な相談に応じながら、県内在住

のベトナム人のネットワークを形成することと

しております。そして、そのネットワークをベ

トナム母国のコミュニティともつなげることで、

本県の情報を広く発信していくことを計画して

おります。

在長崎ベトナム人協会等とも連携を図りなが

ら、本県を選ぶベトナム人のさらなる拡大を図

り、経済交流の深化につなげてまいりたいと考

えております。

〇議長（徳永達也君） 大久保議員―9番。
〇９番（大久保堅太君） ご答弁の取組は、非常

に興味深いことであります。一つひとつ着実に

定着されますようにお願いいたします。

他県の高知県においては、県指定の日本語教

育機関で、来日前に高知の魅力や方言を学んだ

人を対象に、現地の教育機関へ120万円の講師
費用を補助し、受入体制に併せ、現地に人材獲

得戦略に乗り出しております。他県にも様々な

手法で動きがあることから、つぶさに情報収集

を図りながら、しっかりと関係構築に努めてい

ただきたいと思っております。

（2）選ばれる長崎県への対策について。
選ばれる長崎県づくりを行うに当たっては、

県は、職場環境を整えるため、企業に対しセミ

ナーを行い、外国人研修生へスキルアップ、キ

ャリアアップ制度など、働きやすい職場環境の

改善にサポートされていることは存じておりま

す。加えて、暮らしやコミュニティといった、

その地に暮らすという、住みやすさなど、環境

整備は受入企業だけでできるものではありませ

ん。外国人材が地域で働き続けられるか否かに

影響する要因は、企業努力に合わせ、地域とし

て医療、教育、子育て、コミュニティなど、要

素も大切であることから、そのためにも縦割り

の各種分野、各部署を越えて、トータルコーデ

ィネートする部署が必要不可欠と訴えておりま

す。

昨年の一般質問においても、全庁的に連携し

て取り組む必要があると提案をし、その後、ア

ジア・国際戦略プロジェクトに庁内の連絡会議

を設置したと聞いておりますが、その状況をお

尋ねいたします。

〇議長（徳永達也君） 産業労働部政策監。

〇産業労働部政策監（石田智久君）外国人材の

受け入れにつきましては、昨年6月、庁内の関
係14課による庁内連絡会議を設置し、各課共通
の課題について、情報を共有しながら対応を協

議しております。

また、長崎商工会議所の協力のもと、各業界

を代表する県内企業30社と、外国人材の活用等
について意見交換を行うなど、対外的にも連携

して取り組んでいるところでございます。

引き続き、庁内の連携を図り、外国人材の受

入促進に向けて取り組んでまいります。

〇議長（徳永達也君） 大久保議員―9番。
〇９番（大久保堅太君）取組をいただいており

ますように、庁内をはじめ、関係団体との連携

が深まり、受入体制が充実していくと、本県が

外国人に優しい県であることを見える化、つま

り発信することも大切と考えておりますが、将
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来的には、県、市町、県民及び事業者が一体と

なって外国人材を受け入れる多文化共生を推進

することを目的とした条例の制定が必要だと思

っております。

そのためには、まず、多文化共生に向けた県

民の意識醸成に取り組む必要がありますが、ど

のように取り組んでいくつもりか、県の考えを

お伺いいたします。

〇議長（徳永達也君） 文観光国際部政策監。

〇文化観光国際部政策監（村田利博君）国籍や

民族などの異なる人々が、互いの文化的な違い

を認め、対等な関係を築きながら、ともに生き

ていく多文化共生社会の実現は、外国人人材が

活躍する持続可能な地域づくりを推進するうえ

で重要であると認識しております。

そのため、県では、総合計画に多文化共生の

推進を掲げ、市町や長崎県国際交流協会とも連

携しながら、日本人住民と外国人住民の交流拠

点となる「地域日本語教室」の設置や在留外国

人の様々な相談に対応する「外国人相談窓口」

の運営等を行ってまいりました。

これらの取組を通じて、在留外国人を地域社

会の一員として積極的に受け入れるための県民

の意識醸成や、外国人が安心して就労や生活が

できる受入環境の整備を推進し、外国人に選ば

れる長崎県づくりに努めてまいります。

〇議長（徳永達也君） 大久保議員―9番。
〇９番（大久保堅太君） 行政は、多課にまたが

るプロジェクトは調整に苦労するところもある

中で連携をされていることに感謝をしたいと思

っております。

この人材確保問題を何度も質問する私でござ

いますけれども、これからの長崎の経済と社会

基盤を守るためでございます。ご理解のうえ、

県としてのハンドリング、役割は大であります。

よろしくお願いいたします。

3、高校教育について。
（1）有給職業体験バイターンシップの取組み
について。

高校教育について、前回は、少子化により定

員割れが著しい公立高校の魅力化と離島留学に

ついて、質問をいたしました。

今回は、バイターンシップについて、お尋ね

いたします。

このバイターンシップとは、職業体験である

インターンシップと有給のアルバイトを組み合

わせた言葉で、生徒のキャリア意識の向上を狙

いとして、アルバイトとインターンシップをつ

なげたバイターンシップと言われる取組があり

ます。

本県では、長崎工業高校で先進的にバイター

ンシップを行っていると聞いておりますが、こ

の取組は、生徒がアルバイトを通じて賃金を得

ることにとどまらず、これから踏み出す実社会

に触れることで多くのことを感じ、考える貴重

な機会であるものであります。

また、県内企業を体験的に知る機会にもなり、

キャリア教育として県内就職につながる有給職

業体験プログラムとして大変有効な取組である

と考えております。

長崎工業高校のバイターンシップの取組と狙

いの成果について、お尋ねをいたします。

〇議長（徳永達也君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（前川謙介君）アルバイト

とインターンシップを組み合わせたバイターン

シップにつきましては、地元の工業系の企業で

の就労意識を高める取組といたしまして、本県

では長崎工業高校がいち早く取り入れまして、
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夏休みなどの長期休業中に実施をしているとこ

ろでございます。

令和5年度の夏以降で延べ10名の生徒が希望
いたしまして、企業の面接を受けて雇用契約を

結んでおります。

参加した生徒にとりましては、報酬を得るこ

とによって、働くことの大変さですとか、やり

がいなどを肌で感じる貴重な機会となっており

ます。また、地元企業への興味関心が高まって、

企業への印象がよくなったと回答する生徒もお

りまして、地域を担う人材育成につながる取組

であると考えております。

〇議長（徳永達也君） 大久保議員―9番。
〇９番（大久保堅太君）ご理解いただいてあり

がとうございます。

高校生のインターンシップは、大体2日から3
日が多いようであります。職場体験の観点です

から、仕事の内容はつかめるとは思いますが、

どちらかといえば、若いお客さん扱いになって

しまうと思っております。

有給であるバイターンシップとなれば、また

違います。職場の方と同じ規律を守り、仕事を

実践で学びます。バイターンシップで得られる

こととして、仕事の得意、不得意がわかってく

る、社会人としてのマナーやコミュニケーショ

ン力がつき、面接でも自信がつく、就職した時

に学生時代とのギャップを埋められ、社会人と

していいスタートが切れるなど、自己成長と人

生においてのステップアップにつながると言わ

れております。私もそう思います。

そんな本事業を県内に広げていただきたいと

考えますが、そこで、キャリアアップ教育とし

て有意義なバイターンシップについて、今後の

県内高校への展開について、どのように考えら

れているか、お尋ねいたします。

〇議長（徳永達也君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（前川謙介君）バイターン

シップは、賃金を得ることだけを目的とするの

ではなくて、これから踏み出す実社会に触れる

ことで、学校では経験できない多くのことを学

んだり、また考えたりする貴重な機会となりま

す。教育的な観点からも社会と連携した新しい

形のキャリア教育に位置づけられるものと考え

ております。

一方で、実施に当たりましては、生徒の学習

活動や部活動などとの調整、また、学校では求

人情報の紹介のみで、応募のあっせんはできな

いことなど、留意すべき事項もございます。こ

うしたことを整理しながら、県内高校にバイタ

ーンシップの意義や取組内容等に関する情報提

供を積極的に行ってまいりたいと考えておりま

す。

〇議長（徳永達也君） 大久保議員―9番。
〇９番（大久保堅太君） この取組について、各

校での考え方や方針があるのは承知しておりま

す。進学校や実業校などによっても違うのも理

解できます。

私の高校時代を振り返れば、個人的には部活

に一生懸命打ち込んで、一生懸命この部活をす

ることで、一生つきあえる仲間をつくってほし

いとも思ってはおります。しかしながら、部活

動をしていない生徒もおり、職業体験をしたい

生徒もいる中で、選択肢として与えることも必

要ではないかというふうに思っております。

現在、アルバイトの許可は、基本的に経済的

な理由がある生徒と聞きますが、このことはア

ルバイトをしている生徒に偏見が生じる可能性

もあることから、バイターンシップの取組によ
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って、誰もが等しく教育的活動の観点で働くこ

ともできます。

併せて、他県の例で、不登校の生徒がこの制

度を利用し、職場から必要とされることから、

自己評価が上がり、家から外へ出るようになっ

たという成功事例もあるようでございます。成

果はいろいろと考えられますが、一方、教育現

場を預かる先生方に失礼かと思いますが、ご一

考いただきますように、切に願いたいというふ

うに思っております。

4、ながさきピース文化祭2025について。
（1）総参加者数の目標について。
いよいよ来年、本県で開催されますが、去る

5月28日の長崎県実行委員会総会においては、
実施計画案が承認され、開催に向けて準備が

着々と進んでいると思います。

令和7年9月14日から11月30日までの開催期
間中は、県内21市町が舞台となり、各地域の多
彩な文化資源や観光資源を活用した地域の魅力

を発信する文化芸術事業や、文化の全国大会、

障害の有無に関わらず、ともに参加し交流でき

るような事業など、実施すると聞いており、県

外の方はもとより、県内の方にも長崎県の魅力

をさらに深く知ってもらう絶好の機会と考えま

す。

そこで、県においては、文化祭における総参

加者数の目標や、それを達成するため、どのよ

うに取り組んでいくのかをお尋ねいたします。

〇議長（徳永達也君） 文化観光国際部長。

〇文化観光国際部長（伊達良弘君）ながさきピ

ース文化祭の総参加者数の目標値につきまして

は、先催県の実績を基に、その平均を上回る190
万人としております。

県内外から多くの方々に参加していただくた

めには、認知度向上や魅力的な事業の構築が重

要でありますことから、これまで専用ホームペ

ージやアンバサダー、各種広報媒体等を活用し

たPRを行うとともに、市町や関係団体等と事業
の検討、調整を重ねてきたところであります。

今後は、目標達成に向けて、これまでの取組

に加え、節目、節目でのイベント開催や広報ボ

ランティアによる情報発信、オフィシャルサポ

ーターの活用による認知度向上などに市町や関

係団体等と連携して取り組んでまいります。

〇議長（徳永達也君） 大久保議員―9番。
〇９番（大久保堅太君） 先ほど190万人という
動員目標があると答弁されましたけれども、全

国大会でもありますし、情報発信や機運醸成に

は全国向けになると考えますが、県内参加者数

の目標設定は設けていないのでしょうか。

〇議長（徳永達也君） 文化観光国際部長。

〇文化観光国際部長（伊達良弘君）ながさきピ

ース文化祭の総参加者数につきましては、出演

者、観覧者、スタッフ、ボランティア等を合算

した数でございますが、そのうち県内者、県外

者の内訳につきましては、先催県と同様に設定

していないところでございます。

〇議長（徳永達也君） 大久保議員―9番。
〇９番（大久保堅太君） 私は、今回、全国から

190万人を目指して成果をつくるのも大切かと
思いますが、県民が県内各地の文化や歴史、観

光の魅力に触れることも大きな成果の一つにし

ていいのではないかと思っております。

この際、県民、特に、県の将来を担っていく

若者世代に県内周遊を促すための計画をお考え

か、お尋ねします。

〇議長（徳永達也君） 文化観光国際部長。

〇文化観光国際部長（伊達良弘君）ながさきピ
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ース文化祭の6つの基本方針の一つには、「若
者や子どもたちが創り出す新しい文化とながさ

きの未来」を掲げており、文化を通じて若者に

本県の魅力を知ってもらうことは大変重要であ

ると認識しております。

このため、若者や子どもたちが参加できるプ

ログラムを多数用意し、県や市町の教育委員会

を通じて周知を図りますとともに、旅行会社や

関係団体等と連携し、各地域の文化体験を含ん

だ魅力的な旅行商品の造成を働きかけ、県内周

遊の促進を図ってまいります。

〇議長（徳永達也君） 大久保議員―9番。
〇９番（大久保堅太君） そもそも長崎県民は、

私も含めてでございますけれども、長崎のこと

をまだまだ知らない世代だと思っております。

離島においても、隣の離島には行ったことが

ないとか、松浦、平戸には行ったことがないと

か、こういったこともよく聞きます。

そこで、来年のながさきピース文化祭を契機

として、県民の皆様、特に、学生、子どもたち

に県内の旅で歴史や文化、そして観光の魅力に

触れていただき、もっと県内のことを知って誇

りに思い、「長崎は何もなかばい」ではなくて、

県内の魅力を伝えられる長崎県民に育てたいと

念願しますが、提案としては、予算がかかりま

すが、子どもたちが県内を周遊しやすいように、

旅行割引キャンペーンなど実施することができ

ないでしょうか。

〇議長（徳永達也君） 文化観光国際部長。

〇文化観光国際部長（伊達良弘君）本県での県

民向けの旅行割引キャンペーンにつきましては、

コロナ禍において国の交付金を活用して実施し

てきたところでございます。

こうした事業には、多額の予算が必要であり

ますことから、パンデミックからの経済回復と

いった、緊急的な対応が必要な場合に、全額国

の財源を活用し実施すべきものであり、現状で

の実施は難しいと考えております。

しかしながら、若者をはじめ、県民の皆様に

県内各地を訪れていただくことは、地域の魅力

発見や愛着の深まりにもつながりますことから、

県民の県内周遊を促すようなコンテンツ開発の

支援や情報発信に努めてまいります。

〇議長（徳永達也君） 大久保議員―9番。
〇９番（大久保堅太君） 財源が、なかなか見つ

からないということでもあると思います。国の

予算があった時は、大型キャンペーンを打って、

県内も結構周遊できたとも聞いておりますけれ

ども、これから財源確保も考えていかなければ

ならないなというふうに思っております。

5、観光振興について。
（1）クルーズ振興の取組みについて。
クルーズ県長崎、日本一に向けた政策と課題

についてと題したいと思います。

先日、6月1日、佐世保港浦頭地区にクルーズ
船が入港いたしました。

クルーズ船の誘致は、IRに代わる県北振興策
の一つとして可能性を秘めていると思っており

ます。

佐世保港や長崎港をはじめ、県内の港に多数

のクルーズ船を誘致することで、入港数日本一

を目指し、クルーズ県長崎を確立したいと思っ

ております。

まず、昨年の入港実績と令和6年の入港見込
みについて、お尋ねをいたします。

〇議長（徳永達也君） 文観光国際部政策監。

〇文化観光国際部政策監（村田利博君） 令和5
年は、3月の国際クルーズ船の受入再開以降、
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本県へ133隻が入港しており、コロナ禍前の令
和元年同期間と比較いたしますと、約6割まで
回復しております。

また、133隻のうち、外国船籍のクルーズ船
は121隻であり、沖縄県の124隻に次いで全国第
2位となっております。
令和6年については、5月末現在で91隻が入港

しており、年末までに昨年の約2倍となる267隻
の入港が見込まれております。

〇議長（徳永達也君） 大久保議員―9番。
〇９番（大久保堅太君） 長崎県は、昨年、あと

3隻でクルーズ日本一であるところまできてい
ました。これは、都道府県別のランキングです

ね。資料によれば、昨年、もう一つ全国2位が
あります。それは、港別で見た時に長崎港は1
位の横浜港に次いで2位でございました。これ
は、あと6隻で日本一ということです。
この実績を見た時に、沖縄県、そして横浜港

に肩を並べるところまできております。そうで

あれば、日本一のクルーズ県長崎となるのは、

今がチャンスと考えるのは私だけでしょうか。

ぜひ目指していただきたいと思います。

しかしながら、こうして私のようにほえるば

かりでは日本一にはなりません。

クルーズ船の受入港を有する市町としっかり

連携し、誘致活動や周遊対策などに取り組んで

いかなければ、日本一のクルーズ県になること

はできないと考えております。

県内のクルーズ振興の体制を確認させていた

だきます。現在、県では、県内のクルーズ船を

受け入れている関係市町等と、どのような役割

分担のもと取組を推進しているのか、お尋ねい

たします。

〇議長（徳永達也君） 文観光国際部政策監。

〇文化観光国際部政策監（村田利博君）クルー

ズ振興の取組につきましては、主に県が誘致活

動と広域周遊対策などを担い、クルーズ船の受

入港を有する市町において、入港時の歓迎イベ

ントの実施や地域内における周遊対策などを担

当しております。

なお、佐世保港につきましては、佐世保市が

港湾管理者であることから、市においても積極

的に誘致活動を推進しております。

このような役割分担のもと、市町や関係機関

と連携して、本県のさらなるクルーズ船の誘致

拡大に取り組んでおります。

〇議長（徳永達也君） 大久保議員―9番。
〇９番（大久保堅太君）県が誘致活動と市町を

またぐ広域周遊で、市町が歓迎イベントや市内

周遊と理解いたしました。

先ほど答弁いただいたように、令和5年の本
県への外国船クルーズの入港数は全国第2位と
のことでありますが、約8割が長崎港への入港
と聞いております。

話に聞けば、長崎港が外国船クルーズの2位
なだけに、圧倒的知名度のようであります。現

実的には長崎港に入らないクルーズ船が佐世保

港に入ることも少なくないようでございます。

とすれば、今、長崎港が2バース化になったと
すると、佐世保港はどうなるかという話でござ

います。

今のところ、2バース化は令和10年で、4年後
であります。それまでに佐世保港が長崎港に並

ぶような知名度を、寄港数を上げながら、対馬、

壱岐、五島列島などの離島港などへの入港拡大

が重要と考えますが、現在、長崎では県内の各

港へのクルーズ船誘致拡大に向けて、どのよう

な取組をされているのか、お尋ねします。
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〇議長（徳永達也君） 文観光国際部政策監。

〇文化観光国際部政策監（村田利博君）クルー

ズ船の誘致につきましては、船会社や旅行会社

を直接訪問するなど、本県の港の特色や強みの

ほか、寄港地としての魅力についてセールスを

行っております。

去る6月1日には、佐世保港浦頭地区へ初入港
が実現したところであり、さらなる寄港に向け、

佐世保市と連携して、国内外の船会社や旅行会

社に対する誘致活動等に取り組んでいるところ

でございます。

県といたしましては、クルーズ船の入港は、

地域ににぎわいが創出され、経済の活性化につ

ながるものと考えており、今後とも、地元自治

体等と連携いたしまして、本県のクルーズ船の

入港拡大に向けて、積極的な誘致活動のほか、

寄港時の広域周遊観光や県産品の販売促進など

にも取り組んでまいります。

〇議長（徳永達也君） 大久保議員―9番。
〇９番（大久保堅太君） 今回、クルーズ振興の

体制をお聞きしまして、誘致・営業は、県が担

っているということでございますけれども、気

になるのは、誘致・営業となると、このような

業界は人とのつながりのうえで情報が最も大切

になると考えます。

数年で異動となるデメリットをどのように考

えられるのか、継続的に拡大させていくには、

日本一に持っていく日本一の体制、仕組みづく

りが重要でございます。いま一度、人員、予算、

組織のあり方を確認していただきたいと思って

おります。

クルーズ観光には宿泊がないとか、消費額が

少ないとか、ネガティブなことを言う方もおら

れますが、まずは来ていただいて、買いたい、

食べたい、体験したいをいかに提供するかであ

り、そこは努力だと思っております。

その魅力、商品造成は、クルーズ客だけでは

なくて、全ての国内外の観光客が享受できるも

のであると思っております。

長崎は、かつてから海を介して栄えた街であ

ります。ストーリーもポテンシャルもあるこの

クルーズ観光は、離島を含め、長崎全域の観光

の大きな柱の一つになります。

私もでき得ることはしたいと思いますが、と

もにクルーズ県長崎日本一を目指し、吉報を楽

しみに待ちたいと思っております。よろしくお

願い申し上げます。

（2）宿泊税について。
今回の質問は、県民の魅力発見の長崎周遊や

日本一のクルーズ観光など、思いを含めて提案

させていただきましたが、全て財源が必要でご

ざいます。インバウンド需要や国内観光需要が

回復傾向にある中、本県が国内外、多くの方か

ら選ばれる目的地となるためには、魅力的なコ

ンテンツや受入環境の整備など、当然必要とな

ってまいります。

まずは、今年度の人件費と公債費を除き、県

歳出予算総額に占める観光関連予算の状況につ

いて、お尋ねしたいと思っております。

〇議長（徳永達也君） 文化観光国際部長。

〇文化観光国際部長（伊達良弘君） 令和6年度
当初予算におきます観光関連予算額は15億
6,000万円となっており、人件費と公債費を除い
た一般会計予算総額4,574億円の約0.3％となっ
ております。

〇議長（徳永達也君） 大久保議員―9番。
〇９番（大久保堅太君）県の歳出予算に対して

観光関連予算は0.3％しかないとの答弁でござ
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いますが、本県の観光関連予算は必要な額が確

保できると言えているのでしょうか。

長崎県の観光消費額が、令和4年、2,700億円
と経済波及効果が大きいことや、昨今はインバ

ウンドという海外セールス、インバウンド対応

予算の増加で費用もかさんでいることなどを含

め、長崎県が国内外から選ばれていくためには、

やはりしっかりとした必要な財源を確保してい

かなければならないと考えております。

財源確保には幾つか方法があると思いますが、

現在、全国的に導入の動きが見られる宿泊税に

ついては、先の議会でも挙がりましたが、観光

振興のため、安定的な財源確保の手法として有

効であり、本県としてもしっかりと検討してい

ただきたいと考えております。

そこで、本県における宿泊税の導入について、

知事のお考えをお尋ねしたいと思います。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）観光振興でございますけ

れども、関連産業のすそ野が大変広うございま

して、地域の消費や雇用の拡大といった大きな

経済効果が期待できる重要な取組だというふう

に考えております。そのため、県勢の推進にお

いて、今後、ますます、その重要性は高まって

いくものと考えております。

議員ご指摘の宿泊税につきましては、安定的

な財源の確保に有効であり、こうした財源を活

用することで、さらなる、例えば国際航空路線

の誘致であったり、また、付加価値の高い観光

コンテンツの造成支援、受入環境の充実など、

これまで以上に幅広い観光施策の展開が可能と

なると考えます。

制度の導入に当たりましては、徴収窓口とな

ります宿泊事業者の負担など、様々な影響につ

いて考慮しながら、丁寧に進めることが重要だ

というふうに考えております。

現在、県では、宿泊事業者の皆様と、今後の

観光振興につきまして意見交換を行っていると

ころでございますので、こうした機会も活用し

ながら、この宿泊税についても関係者の皆様と

議論を重ねてまいりたいと考えております。

〇議長（徳永達也君） 大久保議員―9番。
〇９番（大久保堅太君） 県内では、先に導入し

ている長崎市がございますが、宿泊料1万円未
満で100円、2万円未満で200円、そして、2万円
以上で500円とされております。
コロナ禍が入る令和4年の県観光統計から算

出すると、100円徴収したとすれば、6億円以上
の税収となります。

県の観光事業費からしても大きい財源となる

ことは考えられますが、ただ、机上で私が勝手

に計算することはたやすいことでございますが、

徴税については、宿泊事業者のご理解が必要で

ございます。もちろん、観光振興に使う目的税

ではございますが、いろんな意見もございまし

ょうし、方法論も話が出てくるというふうに思

っております。まずは、関係者の方々と協議を

していただき、観光振興の財源確保にご尽力を

いただきたいというふうに思っております。

6、県北振興について。
（1）今後の県北振興策をどのように形成して
いくのか。

現在、IR誘致については、長崎・九州IRとし
て、九州一体となって取り組んでまいりました。

期待が大きかっただけに、不認定という結果に

終わり、審査委員会で「熟度の低い計画」と言

われたことは、やりきれない思いがございます。

県北地域の関係者は、特に、落胆が大きいこ
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とは現実でございます。もちろん、総括をして

いくことは大切でございますが、IR誘致という
一大プロジェクトが白紙となった中、IRに代わ
る県北地域の振興策を早急に検討していく必要

があると考えております。県北の窮状を見れば、

待ったなしでございます。

大石知事が挨拶でたびたび話されるように、

県北においては、原子力船「むつ」、そして新

幹線など、過去から様々な経緯がある中、IR誘
致の有無にかかわらず、県としても課題認識を

持ち、様々な取組をされてきていると思います

が、地元関係者が納得する状況に至っていない

と考えております。

このため、今回のタイミングが、県、市町一

体となって県北振興策にいま一度取り組む絶好

のチャンスであることから、例えば、知事、関

係市町長で構成する県北振興協議会など、協議

体を新たに設置して、IRに代わるような骨太プ
ロジェクトを一緒につくりあげる必要があると

考えております。

そこで、新たな協議体の設置などを含め、今

後、どのような手法で県北振興策を検討してい

こうとされているのか、お尋ねいたします。

〇議長（徳永達也君） 企画部長。

〇企画部長（早稲田智仁君）佐世保市を中心と

しました県北地域の振興については、重要な課

題であると認識しております。

県としましては、この間、九州・長崎IRの誘
致を通して積み上げてまいりました広域観光周

遊等の取組や、九州経済連合会をはじめとする

県内外の関係皆様との連携、事業構築、推進に

かかるノウハウの蓄積などのレガシーについて、

今後の県政推進にしっかりと活かしてまいりた

いと考えております。

そのため、まずは、県北地域の振興策を検討

するに当たり、現在、県・佐世保市の政策ミー

ティングによる手法をはじめ、様々な階層にお

いて、地元関係者の皆様と意見交換や協議を行

っているところであります。

個別プロジェクトの内容に応じて、関係する

自治体や民間事業者等の枠組みも変化すること

から、今後、議員ご提案の件も含めまして、関

係市町等のご意見をお聞きしながら、振興策に

ついて、検討を深めてまいりたいと考えており

ます。

いずれにしましても、関係市町や民間事業者

等の皆様と連携しながら、県北地域の振興につ

いて、しっかりと取り組んでまいります。

〇議長（徳永達也君） 大久保議員―9番。
〇９番（大久保堅太君） このIR不認定後、県
北の地域振興策については、全てが県や知事に

押しつけるものではないと思っております。し

かしながら、県や知事の動きを求められている

のも事実でございます。

それは何といっても、現在の県北の閉塞感か

らきているものだというように思っております。

もちろん、我々地元、県・市町議員も首長や県

北民の皆さんと汗をかきながら、知恵を出して

いかなければなりません。ただ、旗振りは知事

に求められているものと思っております。

県下諸課題が多すぎて、ご多忙と察するとこ

ろではございますが、県北の振興が、ひいては

長崎の発展に寄与できると確信しております。

今後とも、ご尽力いただきますように、よろし

くお願い申し上げます。

知事、何かコメントがあれば、よろしくお願

いします。

〇議長（徳永達也君） 知事。
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〇知事（大石賢吾君） これまでも、様々な場面

で申し上げさせていただいたとおり、県北の振

興、佐世保・県北地域の振興といったものは、

県政の発展に必ず必要なものだというふうに考

えております。

これまでも、先ほど部長が答弁させていただ

きましたとおり、各層の方々、関係者の皆様方

と議論は重ねてきておりますけれども、しっか

りと今後もその方々と協力をして、議論を重ね

ながら県北地域の振興をしっかりと取り組んで

いきたいと思いますし、それを必ず県勢の発展

につなげていきたいというふうに思っています。

〇議長（徳永達也君） 大久保議員―9番。
〇９番（大久保堅太君） 知事、ありがとうござ

いました。ぜひとも、県北振興のために、よろ

しくお願い申し上げます。

最後に、県北地区における公共事業について、

お尋ねいたします。

これも県北振興に大きく寄与するものだと思

っております。

先週、先輩議員から公共事業の質問があり、

5年間のデータで土木費配分が県南5、離島2、
県北2、その他1となっているという話がありま
した。昨年度は、県南55％、離島22％、県北15％
でした。一昨年は、県南58％、離島17.3％、県
北16.3％という配分結果でございます。
この県北15％、16％に対し言われるのが、県

北振興局管内の面積は、県土の24％、人口も
26％が住んでいると言われております。その人
口に応じて建設土木業者や技術者などの雇用も

それなりにあることは言うまでもございません。

県北地区の公共事業の中で、急傾斜事業の箇

所数が県内の6割を占めていると聞いており、
特に、必要性や地域ニーズが高い重要な事業で

あると認識しておりますが、ほかにも道路事業、

高規格道路の整備など、県北振興を進めるに当

たって重要な事業があると思われるが、どのよ

うな分野が特に重点化されているのかをお尋ね

いたします。

〇議長（徳永達也君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君） 令和6年度の国直轄
事業と県事業を合わせた県全体の公共事業の当

初内示額は約680億円であり、分野ごとの割合
は、道路が60％、砂防・急傾斜が10％、港湾が
12％を占めております。
一方、県北地区での当初内示額は約200億円

であり、道路が72％、砂防・急傾斜が12％、港
湾が8％を占めております。
県全体との比較では、道路と砂防・急傾斜の

割合が高い状況になっております。

〇議長（徳永達也君） 大久保議員―9番。
〇９番（大久保堅太君） 県北地区においては、

道路や砂防・急傾斜のウエートが高いところで

あり、このたびの能登半島地震を教訓に、防災・

減災が急がれること、そして、暮らしの面では

建設業で生計を立て、米を作り、農地を守る方、

牛を育てる方もおられます。こういった事業を

推進されることが、県北地区の多方面の振興に

つながっていくところであります。

県北地区の公共事業について、県としてどの

ように取り組んでいくのかをお尋ねいたします。

〇議長（徳永達也君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君）道路事業におきまし

ては、現在、西九州自動車道の延伸や4車線化
の工事が着々と進行しており、最近、事業化さ

れた一般県道俵ヶ浦日野線の赤崎工区などでは、

工事開始に向けた測量設計を進めております。

砂防・急傾斜事業におきましては、佐世保市
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を中心に57か所の整備を実施するなど、大幅な
進捗が図られておりますが、従来のスキームよ

り採択要件が緩和された、まちづくり連携砂防

等事業を活用し、さらに整備を促進しようとし

ております。

県北地区の振興のために整備が必要な箇所は、

ほかにもまだまだあると考えており、河川や港

湾などの事業も含め、必要性や地域のニーズ、

費用対効果などを考慮し、優先度の高いものか

ら、順次、事業化できるよう努めてまいります。

〇議長（徳永達也君） 大久保議員―9番。
〇９番（大久保堅太君） このことも、県内21
市町から要望があり、各振興局も配置し、本庁

に精査して、優先順位をつけながら適切な対応

に努められるところで、恐らくこのような質問

は答えにくいこともあるんだろうなというふう

に思っております。そんな中にご対応ありがど

うございました。

国土強靭化も来年までとなっておりますこと

から、その後の予算措置も、県と議会と連携し、

要望に尽力させていただきたいと思っておりま

す。

今後とも、インフラ整備、生命・財産を守る

ための防災・減災に努めていただきますように、

よろしくお願い申し上げ、一般質問にかえさせ

ていただきます。

ありがとうございました。（拍手）

〇議長（徳永達也君） これより、しばらく休憩

します。

会議は、11時15分から再開いたします。
― 午前１１時 ２分 休憩 ―

― 午前１１時１５分 再開 ―

〇議長（徳永達也君） 会議を再開いたします。

引き続き、一般質問を行います。

畑島議員―6番。
〇６番（畑島晃貴君）（拍手）〔登壇〕皆さん、

おはようございます。

自由民主党、対馬市選挙区選出、畑島晃貴で

ございます。

初当選から約1年が経過し、2度目の一般質問
の機会をいただきました。

改めて、日頃より支えていただいている全て

の皆様に感謝申し上げたいと思います。

さて、早速ですが、質問に入らせていただき

ます。

1、子ども・子育て政策について。
先般、厚生労働省が発表した人口動態統計に

より、我が国の合計特殊出生率が明らかとなり

ました。長崎県は、全国第2位の1.49という数値
でありましたが、7年連続で低下する結果とな
りました。また、東京都では、ついに1.0を下回
る0.99という数値となり、国全体としても、過
去最低の1.2という結果になりました。
まず、この結果についての知事の受け止めを

お伺いいたします。

以降の質問については、対面演壇席から行わ

せていただきます。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）〔登壇〕 畑島議員のご質

問にお答えさせていただきます。

国が発表した人口動態統計によりますと、令

和5年の合計特殊出生率は、全国的に低下をし
ております。厚生労働省の見解では、経済的な

不安定さや仕事と子育ての両立の難しさなど、

様々な要因が絡み合っているのではないかとさ

れております。

本県の合計特殊出生率も同様の傾向でありま



令和６年長崎県議会・６月定例会（６月２４日）

- 92 -

して、令和5年度は1.49で、議員ご指摘のとおり、
全国順位は2位と、比較的上位ではございます
けれども、前年の1.57から0.08低下したほか、
出生数の方も大きく減少しております。

こうした傾向については、真摯に受け止める

必要があるというふうに考えております。

少子化の進行は、今後の社会や経済状況に影

響を及ぼす深刻な問題であるとともに、個々人

の結婚、妊娠、出産、子育ての希望の実現を阻

む様々な要因が複雑に絡み合う難しい問題であ

ると考えております。

県といたしましては、県民の皆様の希望がか

なうよう、安心して子どもを産み育てることの

できる社会の実現に向けて、社会の意識や構造

改革も含め、包括的に対策を講じていくことが

重要であるというふうに考えております。

以後のご質問につきましては、自席から答弁

をさせていただきます。

〇議長（徳永達也君） 畑島議員―6番。
〇６番（畑島晃貴君）ただいま知事がおっしゃ

っていただいたとおり、これは非常に難しい問

題であるというふうに私も考えております。

出生率の向上というのは、人口減少対策とい

う観点と、誰しもが安心して結婚し、出産し、

子どもを育てていける環境をつくっていくとい

う県民の幸福追求の2つの観点があるというふ
うに私は考えております。

まず、人口減少対策から論じていくのであれ

ば、地域社会の発展、あるいは地域コミュニテ

ィの存続、そうしたもののためには一定程度の

出生率を維持する必要がございます。

そのために、出産、子育てをする場として長

崎県を選んでもらえるよう、これまで県として

も子ども政策に注力してきたことは理解してお

ります。しかしながら、それが出生率という結

果に結びついていないこともまた事実です。こ

の事実をしっかり受け止め、評価、分析しなけ

れば、いつまでも現状を打破することはできま

せん。

これまで総合計画で計上している過去4年間
の子ども政策の予算額を教えてください。また、

併せて主要な事業についても教えてください。

〇議長（徳永達也君） こども政策局長。

〇こども政策局長（浦 亮治君）現行の長崎県

総合計画に掲げる基本戦略1－3「長崎県の未来
を創る子ども、郷土を愛する人を育てる」に関

連する令和3年度から令和6年度までの当初予
算累計額は、約1,565億円となっております。
また、近年、新たに本県独自で取り組んでい

る主な事業と、その令和6年度当初予算額につ
きましては、子どもの医療費助成事業費が約2.9
億円、不妊治療費助成事業費が約1,200万円、保
育士等処遇改善推進事業費が約2.2億円となっ
ております。

〇議長（徳永達也君） 畑島議員―6番。
〇６番（畑島晃貴君） 今、ご答弁いただいたと

おり、本県としても多額の予算を費やし、試行

錯誤しながら各種政策に取り組んできたことか

と思います。また、同様に県内外の各地域にお

いても、ほかの地域に負けない環境づくりに努

めているところです。

ただし、このように幾ら各地域がそれぞれ切

磋琢磨したとしても、結局は、周辺地域との人

の奪い合いが生じているだけであり、根本的な

国全体の出生率の底上げにはつながっていない

のではないかと、私は危惧しております。

仮に、こうした状況が続いていくのであれば、

結局のところ、財源が豊かな、政策の充実する
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一部地域に人が集中するのみで、地方の人口減

少には歯止めがかかりません。実際、現状にお

いても、幾ら長崎県や九州各地域が頑張ったと

しても、東京に吸い寄せられ、そこでの出生率

向上には至っていない状況です。

こうした状況を鑑みますと、そもそもの現行

の国、都道府県、市町村の役割分担に、ずれが

生じているのではないかと思ってしまうところ

です。地域差をなくして、国策として取り組ん

でいくのであれば、国がもう少し主導して、全

国的に取り組んでいかなければなりません。

もしくは、このまま地域間の切磋琢磨を促し

ていくのであれば、それに見合った財源を国か

ら地方に、あるいは都道府県から市町村に分配

していかなければならないかと思います。

このように、出生率の向上に向けて、国、都

道府県、市町村それぞれが果たすべき役割につ

いて、知事としてどのようにお考えか、またそ

の体制を実現するために、知事としてどのよう

に動いていくおつもりか、お伺いいたします。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君） 少子化、人口減少の問題

は、我が国の経済社会システムの維持に関わる

極めて重要な課題であります。まずは、国全体

で少子化対策や経済成長実現などにしっかり取

り組むべきものだというふうに認識をしており

ます。

そのうえで、少子化対策につきましては、国、

都道府県、市町村の適切な役割分担の下、全国

一律で行う施策と、地方がその実情に応じて、

きめ細やかに実施する地方単独事業を組み合わ

せることが重要であるというふうに考えており

ます。

そのため県といたしましては、国に対して、

全国一律で行うべき施策内容など、国と地方の

役割分担の整理に向けて働きかけるとともに、

地域の子育て支援について、地方の創意工夫を

活かすために必要な地方財源の確保をするよう、

引き続き強く求めていきたいと考えています。

また、全国知事会での議論等を通じて、広域

的な観点でほかの都道府県との連携を深めると

ともに、県内においても、市町と協議を重ねな

がら、連携体制のさらなる強化に努めていきた

いと考えております。

〇議長（徳永達也君） 畑島議員―6番。
〇６番（畑島晃貴君）知事が今おっしゃってい

ただいたように、まずは国として、その責務を

果たしていただくことを国に対しても期待しつ

つも、それを座して待つだけでは先には進まな

いかと思います。

知事がおっしゃっていただいたとおり、全国

知事会など、連携しながら、国への働きかけを

行っていただきたいと思いますし、議会として

も、協力できるところがあれば、しっかり連携

していかなければならないと思っていますので、

引き続き、よろしくお願いいたします。

次に、出生率の向上について、もう一つの観

点から質問させていただきます。

私としては、出生率の向上というテーマは、

そもそも本来的には子ども・子育て政策である

というふうに考えております。県民の誰しもが、

どこに住んでいたとしても、希望する出生数を

実現できる、未来に向けた環境づくりを主眼と

して取り組んでいくべきものです。その希望出

生数を実現できない要因は何か、しっかり見極

めていく必要がございます。

先ほどから知事が述べられていますように、

また先日の前田議員からの質問の中でもありま
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したが、ただ、この要因というのは非常に複雑

多岐にわたるものかと思っております。

当然、出産、子育てにかかる経済的負担もさ

ることながら、子育ての時間を確保できない硬

直的な労働環境の改善、あるいは過疎地域で小

規模化していく学校での教育環境への不安、不

妊治療等も含めた医療的サポート体制といった

ところもあるかもしれません。さらには、希望

出生数と言っても、将来的な不安から、希望す

ることすらできない状況もあるかもしれません

し、結婚という段階からサポートも必要になる

かもしれません。

何か、これさえやれば劇的に状況が改善する

というような単純なものではないと理解してお

りますが、しっかり県民のニーズや課題を把握

して、戦略的、総合的に取り組んでいく必要が

あります。特に、近年では、コロナ禍を経た社

会環境あるいは価値観の変化といったところも

あると思います。

いま一度、こうした希望出生数を含む県民の

ニーズ、それを阻害する要因等を県として改め

て調査・分析し、これからの子ども・子育て政

策を立て直していく必要があると考えますが、

知事としてのお考えはいかがでしょうか。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君） 私は、子どもを持ちたい

方が希望どおりに産み育てることができる環境

づくりを進めることが重要だというふうに考え

ております。そのためには、まさしく議員がお

っしゃってくださったように、県民の希望やニ

ーズを十分に把握する必要があると考えます。

現在、県で把握をしております県民の希望出

生率2.08になりますけれども、これは平成27年
に、長崎県の長期人口ビジョンを策定しました

時に調査をしたものでございます。ですので、

その後の社会環境の変化等も踏まえまして、改

めて現状を捉え直すことが必要であるというふ

うに考えております。

そのため、現在策定作業を進めております「次

期まち・ひと・しごと創生総合戦略」の検討の

中で、改めて現状の調査、把握を行うとともに、

県民の希望の実現を阻む要因等についても分析

を加えながら、関連施策の充実・強化につなげ

ていきたいと考えています。

〇議長（徳永達也君） 畑島議員―6番。
〇６番（畑島晃貴君）しっかりと県民の幸福の

実現、そして選ばれる長崎県の実現に向けて、

引き続き頑張っていただきたいと思います。

また、幾ら出生率の向上を図ったとしても、

かつてのように出生率が3や4を超えて人口増
加に転じるようなことは、正直、これからの時

代は難しいというふうに感じています。

一定の人口減少を見据えた中での社会構造あ

るいは産業構造の改革が必要だということは、

昨年の私の一般質問で議論させていただいてお

りますので、そうした観点からの取組にも、引

き続き、よろしくお願いいたします。

2、広報戦略について。
選ばれる長崎県を実現していくうえでは、し

っかりと政策を進めて、県内の環境整備に努め

るだけではなく、やはりその事実を県内外にPR
していく必要がございます。

最近では、どの都道府県でも、この広報戦略

には注力しているところであり、ただ頑張るだ

けでは意味がなく、ほかの地域との競争に打ち

勝つ必要があります。

ただし、この広報、PRというところは、概し
て行政は苦手とするところです。ビジネスの世
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界においては、広告市場がかなりの規模となっ

ており、大手の広告代理店が活躍しているとこ

ろからも、そこには高度な専門性が必要になる

ことは明らかで、その全てを行政だけで担うの

は難しいと思います。そのため、特に、広報戦

略においては、民間の知見やネットワークを活

用していくことが重要というふうに思いますが、

県としての取組状況はいかがでしょうか。

〇議長（徳永達也君） 秘書・広報戦略部長。

〇秘書・広報戦略部長（陣野和弘君） 戦略的な

情報発信を推進していくためには、議員からお

話がございましたように、マーケティングの視

点など、民間の知見を活用しながら効果を高め

る必要があるものと考えております。

これまでも、民間のPR会社のノウハウやネッ
トワークを活用し、首都圏や関西圏のメディア

へ本県の情報を継続的に発信するパブリシティ

活動を展開してまいりました。

さらに今年度からは、各部局の情報発信・PR
事業に対しまして、秘書・広報戦略部次長や県

が委嘱している3名の外部アドバイザーなど、
民間人材の知見を活用し、ターゲットの明確化

や適切な情報発信ツールの選択などの技術的な

精査を行う伴走支援に、より一層力を入れて取

り組むこととしております。

今後とも、民間の知見等を活用しながら、伝

えたい情報をターゲットに確実に届け、情報を

受けた方の行動変容につながるような戦略的な

情報発信を推進してまいります。

〇議長（徳永達也君） 畑島議員―6番。
〇６番（畑島晃貴君） 重ねて、お伺いいたしま

す。

膨大な情報にあふれた現代社会においては、

今、部長、ご答弁ありましたように、ただ情報

を発信するだけでは、届けたい相手に情報は届

かないというふうに思います。

広報戦略においては、しっかりターゲットを

見据えて、時期に合わせた適切なタイミングで

アプローチを図らなければ、思うような効果を

上げることはできません。

自らが発信した情報が、どのように取り上げ

られ、どのように受け止められているか、その

効果検証を重ねて、それに応じて工夫、改善を

繰り返していくことが重要です。

このような自らの広報戦略の効果検証に関し

て、県としての取組状況はいかがでしょうか。

〇議長（徳永達也君） 秘書・広報戦略部長。

〇秘書・広報戦略部長（陣野和弘君） 実効性の

高い情報発信を行うには、議員からお話がござ

いましたように、その効果検証が重要であるも

のと考えております。

今年度、情報発信を行った項目につきまして、

媒体ごとに、どれだけ取り上げられたかなど、

その効果を定量的に把握するため、民間企業に

おいても活用されているモニタリングツールを

導入したところでございます。

このモニタリングツールにより把握した結果

につきましては、各部局にもフィードバックし

たうえで、民間の知見も活用し、分析・評価を

行うなど、継続的に情報発信手法等の改善を図

りながら、選ばれる長崎県の実現に向け、さら

に実効性の高い情報発信を推進してまいりたい

と考えております。

〇議長（徳永達也君） 畑島議員―6番。
〇６番（畑島晃貴君） せっかくながさきPR戦
略課という組織も設けたところかと思いますの

で、従来の行政の枠にとどまらないご活躍を期

待しております。
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また、最近では、SNS上での広告が大きな影
響力を持つようになりまして、個人でも、誰で

も情報発信できるような社会となっております。

影響力の大きいインフルエンサーを活用したり、

あるいは個々人が情報発信しやすいような素材

づくりをするなどの工夫も効果的かと思います

ので、ぜひ、ご検討いただければと思います。

3、離島振興について。
長崎県の最も大きな武器である離島の振興に

ついて、お伺いいたします。

先日、近藤議員からの質問に対しまして、「有

人国境離島法」に対する知事の熱い思いをお聞

きしたところです。

私としても、まずは改正・延長を成し遂げる

ことが第一と考えておりますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。

さて、改正・延長を前提として、「有人国境

離島法」による各種支援の充実も必要です。現

在も、航空運賃や輸送コストの補助など、各種

支援メニューが講じられており、近年も、島民

割引の対象を拡大した準島民制度の創設など、

その改善が図られております。

まずは、この「有人国境離島法」に基づく各

種支援メニューの決定にかかるプロセスがどう

なっているのか、ご教示ください。

〇議長（徳永達也君） 地域振興部政策監。

〇地域振興部政策監（渡辺大祐君）有人国境離

島交付金を所管する内閣府におきましては、例

年、6月中旬頃までに行われる政府施策要望や
特定有人国境離島地域を有する都道県や市町村

へのヒアリングを通して、支援メニューの拡充

等に関する要望内容を把握されております。

その後、いわゆる「骨太の方針」や7月中旬
頃に閣議決定される概算要求基準を踏まえ、内

閣府において、支援メニューの拡充や予算額等

について検討、調整が行われております。

8月末までには概算要求として取りまとめら
れ、以降、財務省との折衝が行われるとお聞き

しております。

〇議長（徳永達也君） 畑島議員―6番。
〇６番（畑島晃貴君） 今のご説明で、国におけ

る一般的な予算策定のプロセスと同様だという

ふうに理解いたしました。

それに対して、離島の現場の実情を反映させ

ていくためには、長崎県だけでなく、法の対象

となっているほかの地域とも連携しながら政策

提案していくことが重要かと思います。

先ほどご説明いただいたプロセスを踏まえて、

「有人国境離島法」による支援メニューの拡充

に向けた、ほかの地域との連携状況について、

お聞かせください。

〇議長（徳永達也君） 地域振興部政策監。

〇地域振興部政策監（渡辺大祐君）他地域との

連携につきましては、特定有人国境離島地域の

維持等のための施策の推進を図ることを目的と

しまして、特定有人国境離島地域を有する本県

を含む8都道県で、「特定有人国境離島地域関
係都道県協議会」を令和3年に設立し、情報共
有や意見交換を行っているところであります。

また、政府・与党の要人及び国に対し、準住

民の対象範囲の拡大や人材確保対策の強化など、

有人国境離島交付金の支援メニューの拡充等に

ついて、関係都道県で連携しながら、毎年要望

活動を実施しております。

〇議長（徳永達也君） 畑島議員―6番。
〇６番（畑島晃貴君） 限られた財源の中で、い

かに経済インパクトの大きい政策を取っていく

か、そして本当に離島振興につながるものとな
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るように、引き続き、ほかの地域とも協力しな

がら取り組んでいただきたいというふうに思い

ます。

さて、最近の物価高騰、燃油高騰、これらが

落ち着く様子を見せませんけれども、その影響

は、特に離島部においては、大きいものとなっ

ております。

従来から、人、物の輸送コストについては、

「有人国境離島法」で支援されているところで

はありますが、この多大な物価・燃油高騰に対

して、現行の「有人国境離島法」による支援で

十分に対応できていますでしょうか、お聞かせ

ください。

〇議長（徳永達也君） 地域振興部政策監。

〇地域振興部政策監（渡辺大祐君）有人国境離

島交付金につきましては、例年、国において、

当初予算で50億円を確保いただいております
が、その交付実績は、国全体で、令和3年度が
40.3億円、令和4年度が44.5億円、令和5年度は
49.8億円と推移しており、物価上昇等の影響や
人流の回復などにより、予算が逼迫してきてお

ります。

このため、政府施策要望において、有人国境

離島地域の社会維持に支障が生じないよう、必

要となる予算額の確保を要望したところであり、

また、先日、内閣府が実施したヒアリングにお

いても、航路・航空路運賃の低廉化や輸送コス

トの支援など、住民及び事業者にとって直接影

響のある支援については、不足が生じないよう、

必要な予算額の確保を強くお願いしたところで

す。

今後も、市町や関係団体などと連携し、あら

ゆる機会を通して、必要な予算額の確保につい

て、要望してまいりたいと考えております。

〇議長（徳永達也君） 畑島議員―6番。
〇６番（畑島晃貴君）燃油高騰による影響を補

塡するだけで、そのしわ寄せがこれまでの「有

人国境離島法」の各種政策に及ぶことになれば、

この法の本来の目的が果たせなくなるのではと

いうふうに危惧しております。そのような実情

についても、ぜひ国とも共有いただきたいとい

うふうに思います。

さて、幾ら島民の航路運賃を支援していただ

いたとしても、その手段がなければ、住民の利

便性向上、離島の産業振興にはつながりません。

県内離島の各航路における船体の老朽化が著

しいことは、これまでも指摘されてきましたが、

特に、博多から壱岐・対馬を結ぶジェットフォ

イルについては、船齢が40年に迫っており、住
民からは、ジェットフォイルがなくなるのでは

ないかとの不安の声をいただいております。

ジェットフォイルは、就航率が高く、年間を

通じて安定運航が可能なため、離島住民にとっ

て、本土との重要な移動手段、言わば命綱とな

っております。

また、ジェットフォイルの更新ができなけれ

ば、せっかくコロナ禍から観光客も戻りつつあ

る中、壱岐・対馬の交流人口拡大や産業振興な

どにも大きな影響を与えてしまいます。

本件については、これまで議会でも度々議論

されてきましたが、改めて、このジェットフォ

イルの更新に当たっての県としての課題認識と

取組状況をお聞かせください。

〇議長（徳永達也君） 地域振興部長。

〇地域振興部長（小川雅純君）ジェットフォイ

ルは、離島住民の日常的な移動手段であり、ま

た観光振興、医療等の確保の面でも、海上高速

交通として重要な役割を果たしているものと認
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識しております。

現在、県内で運航中のジェットフォイルは、

いずれも建造から30年以上が経過しておりま
すが、建造費は、導入当時から大幅に高騰し、

航路事業者単独での更新が困難な状況となって

いることから、更新への対応が急務となってお

ります。

こうした中、国においては、令和4年の改正
「離島振興法」に、ジェットフォイル等の更新

に関する配慮規定が明記されたことも踏まえ、

新船建造効果の分析調査を行うなど、公的支援

に関する検討が進められております。

また、県では、今月実施しました政府施策要

望において、国土交通省に対し、知事より、直

接更新の支援について、要望してまいりました。

県としては、引き続き、造船事業者及び航路

事業者へのヒアリングや、国及び地元市町と支

援策に関する協議を行うなど、ジェットフォイ

ル更新の実現に向けて、力を注いでまいります。

〇議長（徳永達也君） 畑島議員―6番。
〇６番（畑島晃貴君） 国や壱岐、対馬の両市、

そして民間事業者等多くの関係者の協力が必要

になることは理解しておりますが、ぜひ引き続

き、県としてもリーダーシップを発揮して対応

に当たっていただきたいと思います。

さて、今お話しましたとおり、離島振興を図

るうえでは、空港、港は大変重要な役割を担っ

ております。そんな中、今年4月に、国が「特
定利用空港・港湾」として、全国で16か所を指
定し、県内では、長崎空港、福江空港の2か所
が指定されました。

私も、本件については報道を通じて知ったと

ころですが、そもそも、この「特定利用空港・

港湾」の指定がどのようなものなのか、国の目

的と、本県2空港の指定に当たっての地元自治
体との協議プロセスについて、ご教示ください。

〇議長（徳永達也君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君） 国においては、国民

保護対応などのため、自衛隊や海上保安庁が訓

練に必要な空港・港湾を日頃から円滑に利用で

きるよう、「特定利用空港・港湾」を指定し、

施設管理者との間で連絡調整体制を構築するこ

ととしております。

昨年10月、国から県に対し、本県に所在する
国管理の長崎空港と県管理の福江空港について、

指定への申し入れがあり、県からは国に対し、

所在自治体である大村市と五島市への丁寧な説

明をお願いしておりました。

本年3月7日には、国から両市への説明が行わ
れ、その後、両市から、異論ない旨の意向が確

認できたことから、本県として、指定に同意す

るとの判断に至り、同26日に、国に対し報告し
ております。

その結果として、4月1日に、両空港が「特定
利用空港」に指定されております。

〇議長（徳永達也君） 畑島議員―6番。
〇６番（畑島晃貴君） ただいまのご答弁で、今

回の指定に当たっての国の目的と、そして県、

施設が所在する大村市、五島市の両市が事前に

しっかりと協議を行いまして、それぞれの理解

の下で指定がなされたということがわかりまし

た。

重ねて、お伺いいたします。

今回、長崎空港、福江空港が「特定利用空港」

に指定されたことに対する県としての見解をお

聞かせください。

〇議長（徳永達也君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君）今回の指定によりま



令和６年長崎県議会・６月定例会（６月２４日）

- 99 -

して、自衛隊や海上保安庁が日頃から訓練を行

うことで、緊急時の住民避難や物資輸送などが

効率的に行われることが可能となり、例えば、

今年1月の能登半島地震のような大規模災害が
発生した際に、迅速な支援活動が期待されます。

加えて、現在、両空港では設備の更新工事な

どを行っており、これらの整備促進も期待され

ることから、県としては、両空港の指定を前向

きに受け止めております。

〇議長（徳永達也君） 畑島議員―6番。
〇６番（畑島晃貴君） 今回の指定は、安全保障

上、あるいは災害時対応等の観点から、あくま

で国の主導により指定がなされたものというふ

うに思います。

一方で、指定施設を所管する長崎県あるいは

所在自治体としましては、本来の国の目的とは

異なりますが、今、部長にご答弁いただいたよ

うに、当該施設の整備による利用拡大、それを

通じた地域への経済効果、あるいは周辺地域の

方々の災害時対応等における利便性向上、そう

したところについても十分期待できるものかと

思います。

長崎県においては、特に、国境に位置する対

馬空港や壱岐空港のほか、各種港湾施設もござ

います。今後、国においても追加指定もあり得

るというふうに聞いております。本来の目的と

異なる制度であっても、県や地域の目線で見た

場合には、うまく活用できる制度や政策という

ものはあるかと思いますので、ぜひ国や各地域

と連携しながら、地域の活性化につながる方策

を取っていただきたいというふうに思います。

なお、今回の指定に当たっては、一部地域か

ら不安の声も挙がっているというふうに聞いて

おりますので、引き続き、丁寧なご説明あるい

はコミュニケーションをよろしくお願いしたい

というふうに思います。

4、水産業振興について。
本県の基幹産業でもある水産業の振興につい

て、お伺いいたします。

言わずもがな、本県は、全国第2位の生産量
を誇る水産県です。これを未来にわたっても維

持、発展させていくためには、私は、2つのポ
イントが必要と考えております。1つ目が、地
域の産業として機能すること、そして2つ目が、
持続可能な水産業を実現するための資源管理、

活用を図ること、この2つは、ばらばらではな
く、連動したものだというふうに認識しており

ます。

1つ目のポイントですが、要するに、当該地
域の資源を、当該地域に還元されるように使っ

ていくものとしなければならないということで

す。それにより、その当該地域で水産業を営む

ための投資や環境整備が図られ、産業として発

展を望むことができ、地域の経済が循環し、そ

の地域の豊かな暮らしが育まれるわけです。

そして、そこで水産業に従事する人たちは、

将来にわたって自らの水産業を守る必要がある

ため、2つ目のポイントである持続的な資源管
理を行おうという意識が醸成されることになり

ます。そのために、各種法令の整備、あるいは

民間事業者同士の漁業調整を通じたルールづく

りがなされていることかと思います。

日本屈指の水産県長崎県だからこそ、こうし

たルールを破る違法操業には厳しく対処しなけ

ればなりません。違法操業に対する県としての

取締りの体制や取組状況について、お伺いいた

します。

〇議長（徳永達也君） 水産部長。
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〇水産部長（吉田 誠君） 県は、漁業取締船5
隻のほか、航空機などにより、県内全域で取締

り活動を行っております。

また、漁業者などからの情報、違反情報を24
時間受理できる体制を整え、その情報に対応し

た取締りも行っているところであります。

さらに、違反が確認された場合は検挙するな

ど、厳正に対応しております。

〇議長（徳永達也君） 畑島議員―6番。
〇６番（畑島晃貴君） ただいま、ご答弁いただ

きましたとおり、違法操業を発見した場合には、

厳しく取り締まることが重要です。

一方で、広大な海を有する長崎県で、全ての

違法操業を発見し、取り締まるとしても、その

体制にも限界があることかと思います。そのた

め、そもそも違法操業を未然に防ぐための対策

も重要です。

海の上では、船名、船籍、そしてその位置情

報を得るだけでも、違法操業の防止、取締りに

大きな効果があるというふうに聞いております。

昨今の情報通信技術の発展により、こうした装

置の軽量化やコストダウンも図られていると思

いますし、今後の技術開発次第では、これまで

できなかった対応も可能になるかと思います。

違法操業の防止に向けては、こうした発展著

しい情報通信技術を活用していくことも効果的

と考えますが、県としての取組をお聞かせくだ

さい。

〇議長（徳永達也君） 水産部長。

〇水産部長（吉田 誠君） 県としては、観測衛

星などからの情報などを基に、漁船が操業して

いる海域へ取締船などを配備することで、違法

操業の抑止にもつなげております。

また、漁業者に対して、相互監視などに必要

な船名等の情報が得られる船舶自動識別装置の

利用を啓発しており、違法操業の未然防止につ

ながっていると考えております。

今後も、このような情報通信技術を効果的に

活用してまいります。

〇議長（徳永達也君） 畑島議員―6番。
〇６番（畑島晃貴君） 引き続きの取組、期待し

ております。

本日は、違法操業の防止・取締りに関して取

り上げさせていただきましたが、先ほど大久保

議員の方からのご提案があったような磯焼け対

策も含めた持続可能な水産業の実現に向けた資

源管理も重要な観点です。

海の環境も日本の経済環境も大きく変化する

中、現行の制度のままで果たして本当によいの

かという根本的なところから、思考停止せずに、

引き続き、議論させていただきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。

5、農林業振興について。
現在、国内の多くの森林が伐採、利用期を迎

えているところですが、今、各地域で課題とな

っているのは、伐採後の再造林です。

林業とは、時間軸の長いビジネスであり、苗

を植えるという、いわゆる投資から、伐採して

利益を上げるまでの回収までに、50年近くかか
ってしまいます。

森林所有者が高齢化する中、こうした長期的

な投資が行えず、伐採後の再造林が行われない、

豊かな山が荒廃していくことが危惧されており

ます。このままでは、防災、生態系、景観、脱

炭素など、あらゆる観点からのネガティブな影

響が生じてしまいます。

こうした状況の中で、本県における再造林を

促進していくための取組をお伺いいたします。
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〇議長（徳永達也君） 農林部長。

〇農林部長（渋谷隆秀君） 現在、利用期を迎え

ている人工林においては、伐採した後、再び森

林に育てるための地ごしらえ、苗木の植栽、下

刈り、つる切り、間伐等に多くの労力や経費を

要することから、再造林が行われない事例も見

受けられます。

このため、県では、森林所有者に負担が大き

い植栽と下刈りにかかる林業事業体への委託経

費について、令和4年度から、国の事業に加え
て、「ながさき森林環境税」を活用して支援し

ているところです。

今後とも、森林所有者に対し本支援制度の周

知を図り、伐採後の再造林を促進してまいりま

す。

〇議長（徳永達也君） 畑島議員―6番。
〇６番（畑島晃貴君）再造林を促進していくた

めには、ただいま部長からご答弁いただいたと

おり、各種支援も必要なんですけれども、それ

と併せて、林業そのものの生産性の向上を図り、

再造林まで含めた作業コストと販売利益をつり

合わせるといったようなことも必要となってき

ます。

そのため、国としても、グリーン成長戦略の

中で、林業イノベーションの実現を掲げていま

すが、山は生きものでありまして、それぞれの

地域で事情や環境も異なる中、画一的な方法で

対応できるほど簡単ではないというふうに感じ

ております。やはり各地域に応じて最適な方法

を取っていくといったところが重要かなという

ふうに考えております。

そこで、本県におけるスマート林業の取組に

ついて、お伺いいたします。

〇議長（徳永達也君） 農林部長。

〇農林部長（渋谷隆秀君） 県では、令和4年度
に、森林組合、民間企業の林業事業体と県、市

等で構成する「長崎県スマート林業推進プロジ

ェクトチーム」を設置し、現場でのスマート林

業技術の早期実装に向けた実証試験等を各地域

で取り組んでおります。

具体的には、林業事業体の生産性向上や労働

環境の改善を図るため、労務負担の大きい地ご

しらえ、下刈り作業の機械化、作業員の行動履

歴を記録するアプリ等を活用した作業日報のシ

ステム化、ドローンによる森林面積や資源量の

測量などの実証に取り組んでいるところです。

今後は、導入効果が実証されたものから順次

実装することとしており、スマート林業技術に

よる林業の効率化と省力化を図ってまいります。

〇議長（徳永達也君） 畑島議員―6番。
〇６番（畑島晃貴君） ぜひ、よいものとなりま

すよう、引き続き、各森林組合や市町とも連携

しながら取り組んでいっていただきたいと思い

ます。

再造林に関しては、ただいま申し上げたよう

なコスト的な問題だけではなく、苗を植えても

鹿に食べられてしまうといった課題もございま

す。鳥獣被害については、昨年の私の一般質問

でも取り上げ、山や農業のみならず、海や水産

業まで悪影響を及ぼす重大な事案であることを

ご説明いたしました。

この1年間、捕獲従事者、いわゆるハンター
の高齢化に伴い、その若返りや後進育成が必要

との声を多数お聞きしました。しかしながら、

ハンターになり、銃を用いるためには、狩猟免

許のほかに、「銃刀法」に基づく猟銃の所持許

可を得る必要があり、知識や技能を一定水準満

たし、試験に合格すれば取得できる狩猟免許に
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比べ、むしろ、こちらの猟銃の所持許可を得る

ことにハードルを感じているとの声も聞きまし

た。

まずは、この猟銃の所持許可の取得に必要な

プロセスとその要件、そして「銃刀法」で、そ

れを定める趣旨について、教えてください。

〇議長（徳永達也君） 警察本部長。

〇警察本部長（中山 仁君）「銃砲刀剣類所持

等取締法」、いわゆる「銃刀法」では、狩猟、

有害鳥獣の駆除または標的射撃をするため、猟

銃または空気銃を所持しようとする場合は、住

所地を管轄する公安委員会の許可を受けなけれ

ばならないと規定をされております。

同法では、許可の要件として、一定の犯罪を

行った者、薬物等の中毒者、ストーカー、DV
を行ったことがある者等の欠格事由に該当する

者には許可をしてはならないと規定されており

ます。

銃砲は、人畜を殺傷する機能を有しており、

凶器として犯罪の手段に使用されるおそれもご

ざいます。

銃砲の規制は、治安の根幹をなすものであり、

銃砲による事件、事故防止の観点から、厳格な

審査が必要となっております。

〇議長（徳永達也君） 畑島議員―6番。
〇６番（畑島晃貴君） 「銃刀法」については、

銃砲による事件、事故防止の観点から、厳しい

要件を課しているということで理解いたしまし

た。

こうした「銃刀法」の目的を遂行しなければ

ならない県警、一方で、鳥獣被害対策を講じな

ければならない農林部と、それぞれの目的や趣

旨が異なるものが交わっているものがハンター

の育成という領域かと思います。しかしながら、

それぞれの目的をしっかり果たしながら、両者

が連携して、様々な可能性を模索して対応に当

たっていただきたいと思っております。

そして、本来的には、ハンターの育成、確保

というのは手段でありまして、目的としては、

有害鳥獣を減らして被害をなくしていくことか

と思います。例えば、見回りや情報提供など、

地域の方々でも協力できることもあろうかと思

いますし、猟銃、わな、それぞれ所持する狩猟

免許の種類に応じて連携することもできるかと

思います。そのような地域全体での体制づくり

も必要かと思います。

そこで、長崎県におけるハンターの確保も含

めた地域の捕獲体制の整備に向けた取組をお伺

いいたします。

〇議長（徳永達也君） 農林部長。

〇農林部長（渋谷隆秀君）捕獲従事者となるた

めには狩猟免許が必要であることから、民間団

体において、免許取得に必要な法令等に関する

知識や高い専門性を必要とする猟具取扱い技能

の取得にかかる講習会を開催しております。

県では、若い世代を含む幅広い方々が狩猟免

許試験を受けやすいよう、今年度から、試験の

休日実施や会場数を増やすとともに、県内各地

域で、わなの設置方法など、捕獲技術向上研修

の開催などに取り組んでおります。

また、地域での捕獲体制整備のため、捕獲従

事者と狩猟免許を持たない地域住民で編成する

捕獲隊の設置を進めており、これまで385チー
ムが組織化されました。

今後とも、市町や民間団体と連携し、こうし

た取組を進めることで、有害鳥獣被害の減少に

努めてまいります。

〇議長（徳永達也君） 畑島議員―6番。
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〇６番（畑島晃貴君） 引き続き、民間も含めて

関係機関が連携して、実効的な鳥獣被害対策を

進めていただきますよう、よろしくお願いいた

します。

6、外国人観光客への対応について。
急増する外国人観光客への対応について、お

伺いいたします。

先日、対馬のとある神社での出来事が報道に

も取り上げられましたが、まずはじめに申し上

げておきます。明確に悪意ある違法行為を行う

者があれば、外国人、日本人等国籍を問わず、

厳しく、徹底した対応を取っていただくことを

県警には強くお願いしておきます。当たり前の

ことですので、この件に関しては、これ以上の

議論はいたしません。

さて、コロナ禍を経て、対馬のみならず、長

崎県内の各地において、外国人観光客が戻りつ

つあることかと思います。それ自体は大変喜ば

しいことでありますが、一方で、日本と外国の

ルール、マナーの違いによりトラブルが生じる

ケースがあると耳にしております。これらは一

部の明確な悪意ある行為とは別に分けて考え、

対応していく必要があります。

例えば、対馬においては、最近、国際免許に

よりレンタカーを運転する外国人観光客をよく

目にしますが、市民からは、不安を感じる声も

お聞きしております。日本においては左側通行

ですが、韓国においては右側通行、中央線がな

いところも多い対馬の道路では、危険を感じた

際に、とっさにハンドルを切る方向も違ってく

るのではないかと思います。当然、各種道路標

識も違う中で、駐車禁止区域や一方通行などが

理解できず、本人に悪意はなくとも、トラブル

につながるケースもあるかと思います。

まずは、こうした外国人観光客による交通違

反、事故等の防止に向け、県警と関係機関が連

携して対応に当たっていく必要があると考えま

すが、その取組状況はいかがでしょうか。

〇議長（徳永達也君） 警察本部長。

〇警察本部長（中山 仁君）警察におきまして

は、外国人観光客に対する我が国の交通ルール

の周知のため、我が国の交通ルールや道路標識

の意味を外国語で表記した「交通安全チラシ」

を作成いたしまして、関係機関等の協力の下、

空港や国際ターミナルなど、外国人観光客が訪

れる施設等でチラシの配布や掲示を行っており

ます。

また、外国人観光客が多く、レンタカーを利

用している対馬市では、交通事故を未然に防止

するため、警察、対馬市、レンタカー事業者で

協議を行い、外国人ドライバーが国際免許で運

転するレンタカーであることを周囲に知らせる

マークを作成いたしまして、レンタカーを貸し

出す際には、車体にこれを取りつけてもらうな

どの連携した取組を行っているところでござい

ます。

〇議長（徳永達也君） 畑島議員―6番。
〇６番（畑島晃貴君） まずは、トラブルを防止

する、そして、次に、実際にトラブルが生じた

際には、現場の警察官にしっかりと対応してい

ただかなければなりません。日本語が理解でき

ない外国人に対しても、しっかりと事情を聴取

し、毅然と対応していくことが現場の警察官に

も求められるかと思います。

対馬においては、韓国人観光客が多数を占め

ておりますが、地域によって、中国や欧米から

の観光客が多いところもあったりと、それぞれ

の地域性もあるかと思います。こうした地域性
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も踏まえつつ、外国人観光客の増加に対して、

多言語化など、現場で対応可能な体制づくりが

必要というふうにも考えますが、その取組状況

はいかがでしょうか。

〇議長（徳永達也君） 警察本部長。

〇警察本部長（中山 仁君）警察におきまして

は、外国人観光客等が事件、事故の当事者とな

る事案に迅速、的確に対応するため、外国人対

応の機会が多い警察署や交番には、外国語によ

る対応が可能な職員をより重点的に配置いたし

ております。

また、現場の警察官が携帯している警察情報

通信専用のスマートフォンには、多言語翻訳機

能が搭載されておりまして、この機能を活用す

るなどして、外国人とのコミュニケーションの

円滑化を図っております。

さらに、一定水準以上の言語能力を有する警

察部内の通訳要員や民間通訳人を事前に登録し

ており、各警察署の職員では対応が困難な場合

など、必要に応じて県内各地へ派遣をして、現

場での警察活動に支障がないよう取り組んでお

ります。

今後とも、こうした取組を推進し、外国人観

光客等の増加へ適切に対応してまいります。

〇議長（徳永達也君） 畑島議員―6番。
〇６番（畑島晃貴君）対応を実際にしていただ

きまして、実際に違法行為を確認した場合には、

厳正に対処していただかなければならないかと

思います。

一方で、短期間で帰国してしまう外国人観光

客に対しては、信号無視や駐車違反などの軽微

な交通違反の場合は、罰則を適用できずに逃げ

きられてしまっているのではないかと、そして

それが交通違反を助長しているのではないかと、

そういったような不安の声もお聞きしておりま

す。

県警として、こうした外国人観光客による軽

微な交通違反などについて、どのように処理が

行われているのか、お伺いいたします。

〇議長（徳永達也君） 警察本部長。

〇警察本部長（中山 仁君）外国人観光客によ

る軽微な交通違反の対応ということでございま

すが、警察においては、国籍その他、当事者の

属性にかかわらず、関係法令等に基づき交通取

締りを行い、交通反則切符による告知を行って

おります。

記録を確認した結果、交通反則切符による告

知を受けた外国人観光客が、反則金を納付しな

かったという事案はございませんでした。

引き続き、悪質性、危険性、迷惑性の高い違

反や県民から取締り要望がある違反に重点を置

いた交通取締りを適切に行ってまいります。

〇議長（徳永達也君） 畑島議員―6番。
〇６番（畑島晃貴君） ただいま、しっかりご対

応いただいているとのことで、安心いたしまし

た。

今日、議論させていただいたように、トラブ

ルの防止、対応、そして、その後の取締りとい

ったところまで、しっかり今後もご対応に当た

っていただきたいと思います。そうしたことが、

観光客の受入れ地域の方々の安全・安心な暮ら

しを守ることにもなりますし、また、外国人観

光客にとっても、安心して観光を楽しむことが

できるという満足度の向上にもつながるかと思

いますので、どうぞ引き続き、よろしくお願い

いたします。

7、遠隔教育について。
遠隔教育の活用について、お伺いいたします。
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本年4月に、文教厚生委員会の県外視察に、
北海道に行ってまいりました。そこで日本最先

端である「北海道高等学校遠隔授業配信センタ

ー」を見学し、遠隔教育の大きな可能性を感じ

てまいりました。

日本最先端と申しましても、最新鋭の機器が

並んでいるわけではなく、北海道教育委員会が

文部科学省の研究開発学校という特例制度を活

用しながら、長期にわたり築いたノウハウによ

りまして、教員の方々が手づくりでつくり上げ

たようなものでした。

単なる従来の授業配信のみならず、遠隔ある

いはデジタルを活用しなければできない手法に

より、授業の質そのものを向上させるような工

夫も行われておりました。離島・半島が多く、

遠隔教育センターの開設準備を進める長崎県に

おいても、非常に効果的なものになるというふ

うに感じた次第です。

さて、遠隔教育に大きな期待を寄せる一方、

遠隔教育が普及することによって、従来、学校

が果たしてきた役割にも変化が生じるのではな

いかというふうに考えております。誰でも、ど

こからでも高度な授業を受けられることは望ま

しいですが、一方で、学校に登校する意義、学

校で集団生活を営む意義というものが薄れてい

くのではないかと思っております。

従来、学校が果たしてきた役割は、学習指導

のみではありません。家庭外からの唯一の子ど

もの見守り機能、給食を通じた食育、栄養摂取、

同年代、他世代と交わることでの幅広い価値観

の獲得など、子どもの安全・安心を守ることか

ら人格形成に至るまで、大きな役割を果たして

きました。

また、地域にとっても、伝統文化の蓄積・継

承、防災、保護者同士のコミュニティの構築な

ど、多様な役割を果たしてきました。

こうした従来の学校を守るか、遠隔教育を受

け入れるか、そのような二項対立の議論ではな

いと私は考えております。これまで学校が、教

員の皆様が築いてきたもののさらにその先に向

かうために、遠隔教育という新たな手法を活用

しなければならないというふうに考えておりま

す。

しかしながら、もはやこうなってきますと、

学校だけの問題ではなく、家庭や地域との役割

分担についても見直す必要があるかもしれませ

ん。簡単に答えが出るようなことではございま

せんが、長崎県が遠隔教育の最先端を目指すの

であれば、避けては通れない問いかと思います。

そこで、教育委員会教育長にお尋ねします。

遠隔技術の導入による学校への影響をどのよ

うに捉え、またその中で、長崎県としてどのよ

うに遠隔教育を活用していこうとしているのか、

お聞かせください。

〇議長（徳永達也君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（前川謙介君） 学校とは、

他者との関わりの中で、豊かな人間性や社会性、

あるいは基本的生活習慣や規範意識などを身に

つけ、また、育む場でありまして、遠隔技術の

導入によって、その意義が薄れたり、対面で学

ぶ機会が軽視されたりするものではなく、また、

あってはならないと考えております。議員のご

質問にもございましたとおり、対面か遠隔かと

いう議論ではなく、それぞれの強みを活かして、

より豊かで深みのある教育の展開に努めてまい

ります。

遠隔教育センターの設置を契機といたしまし

て、時間や場所にとらわれず授業を受けること
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ができるというオンラインの特徴を活かして、

例えば、教員定数が少ない小規模校に対して、

より高度で専門的な授業を配信するなど、学び

の充実につなげてまいりたいと考えております。

また、こうした授業の配信だけではなく、キ

ャリア教育の一環として、人生経験豊富な社会

人による講座を配信したり、学校を超えた生徒

同士の交流を行うなど、地域や学校規模に影響

されない、本県ならではの豊かな学びの実現を

目指してまいります。

〇議長（徳永達也君） 畑島議員―6番。
〇６番（畑島晃貴君） 教育委員会教育長、答弁

いただいたとおり、遠隔教育は、これまでの教

育の可能性というものをさらに広げていくもの

かというふうに思っております。ぜひ、学校の

教員の皆様だけでなく、保護者の方々、あるい

は地域の方々、産業界の方々とも、こうした理

念というか、目指すところを共有いただきなが

ら進めていっていただきたいと思っております。

最後に、長崎県遠隔教育センターの開設に向

けた準備状況をお尋ねいたします。

北海道を視察した際に、配信側の施設整備だ

けでなく、受信側の環境整備、あるいは教育課

程の編成や遠隔授業における指導ノウハウの共

有など、ソフト面の整備も必要だというふうに

お伺いいたしました。こうしたハード面、ソフ

ト面、双方含めた現在の準備状況について、お

伺いいたします。

〇議長（徳永達也君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（前川謙介君）遠隔授業に

関します受信用の機材につきましては、昨年度

に引き続き、今年度も複数の小規模高校に整備

する予定といたしております。

令和7年度の開設に先行して、現在、宇久高

校、豊玉高校、中五島高校、平戸高校のこの4
校に授業を配信しております。

各学校が、一部の授業を遠隔で行うというこ

とを前提とした充実したカリキュラムを編成で

きるように、まずは授業の質と効果を高めてま

いりたいと考えております。

そのため、今年度2回実施予定のオンライン
教育のスキルアップ研修におきましては、指導

ノウハウの習得などと併せまして、遠隔授業の

可能性についても積極的に共有するなど、遠隔

教育センターの開設に向けて、着実に準備を進

めてまいりたいと考えております。

〇議長（徳永達也君） 畑島議員―6番。
〇６番（畑島晃貴君） 教育委員会同士でも、北

海道とは以前からコミュニケーションを図られ

ているというふうに聞いておりますので、せっ

かくですので、先行してノウハウを蓄積してい

ただいている北海道ともうまく連携を取って、

ゆくゆくは長崎県と北海道で同時に連携した授

業配信が行われるといったような形で、日本を

牽引していく存在に両県道でなっていただけれ

ばというふうに期待しております。

以上で、本日の私の一般質問は終わらせてい

ただきます。

ありがとうございました。（拍手）

〇議長（徳永達也君） 午前中の会議は、これに

てとどめ、しばらく休憩いたします。

午後は、1時30分から再開いたします。
― 午後 零時１４分 休憩 ―

― 午後 １時３０分 再開 ―

〇議長（徳永達也君） 会議を再開いたします。

午前中に引き続き、一般質問を行います。

田中議員―46番。
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〇４６番（田中愛国君）（拍手）〔登壇〕 自由

民主党、佐世保市選挙区選出、田中愛国でござ

います。

1年に1回、回ってくる令和6年度の一般質問
をただいまより始めさせていただこうと思いま

す。

なお、今回も一問一答方式で、私が選んだ5
項目、長崎県の長年の懸案事項・案件について、

IR事業の失敗、石木ダム建設は進展せず、新幹
線の武雄温泉より先、博多へは延伸できず、佐

世保市の基地問題の先送り体質等々、最後は、

急浮上してきた政治倫理の問題の順番でお願い

をしたいと思います。

私は、昭和54年、佐世保市議会議員選挙で当
選以来、市議会を16年務めてまいりました。そ
の間、平成3年・4年は市議会議長を拝命して、
新幹線問題、大変だったんですけれども、当時

ですね、取り組んでまいりました。平成4年11
月、県議会で、いわゆる短絡ルートが認定され

て、私たちは負けてしまいました。

すぐ、翌12月、市議会議長をやめて、その後
は、私は県議会を目指して頑張って、平成7年4
月には初当選と、以来、県議会活動を30年続け
させていただいているわけです。市議、県議通

算しますと議員歴46年、石木ダム建設、新幹線
のフル規格建設、基地問題の早期解決等は、私

の議員活動の最大の課題であります。

県当局におかれては、長年の課題であり、責

任ある答弁をよろしくお願いをしておきたいと

思います。

1、九州・長崎特定複合観光施設について。
（1）不認定という結論に対する長崎県の見

解とその責任の取り方について。

いわゆる長崎県のIR事業は、失敗に終わりま

した。大変残念であります。

令和4年4月27日、観光庁に区域認定の申請を
行い、約1年8か月の間、待たされた挙げ句、「要
求基準に適合しないため認定を行わない」との

審査結果が公表されました。私にとっては、悔

やんでも悔やみきれない最悪の結果になってし

まいました。残念です。

長崎県において、平成26年3月に、長崎県知
事が、この県議会において、IR誘致推進を表明
以来、約10年、佐世保市の民間研究会発足から
は約17年、私は、地元でありますので、地元地
域で推進の取りまとめをやり、頑張ってきたつ

もりです。私にとっては大変残念であり、今で

も信じられません。しかし、私自身、けじめは

つけなければならないと思っています。

そこで、県当局の見解と責任の取り方につい

て、簡潔にですね、簡潔にひとつお聞かせ願い

たいと思います。IRの再質問はいたしません。
以上、壇上よりの質問を終わり、以下、対面

演壇席にて続けさせていただきます。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）〔登壇〕 田中議員のご質

問にお答えさせていただきます。

九州・長崎IRは、世界中から多くの観光客を
招き入れることで、九州全体の交流人口の拡大

や地域経済の活性化、新たな雇用の創出など、

地域経済に大きく貢献する重要なプロジェクト

であり、県としては、その実現に全力で取り組

んでまいりました。

しかしながら、昨年末、国より、「九州・長

崎IRについては、認定を行わない」との審査結
果が公表されたところであり、今回の審査結果

が、県民の皆様をはじめ、ご支援とご協力を賜

りました全ての皆様のご期待に沿えず大変残念



令和６年長崎県議会・６月定例会（６月２４日）

- 108 -

な結果となりましたことを、重ねて深くお詫び

を申し上げますとともに、IRの実現に向けて多
大なるお力添えを賜り、厚く御礼を申し上げる

次第でございます。

県としては、審査結果を受けて、改めて一連

の経緯を振り返り、県民の皆様をはじめ、長年

にわたり、お力添えをいただいた関係皆様にご

説明するために、今般、報告書を取りまとめ、

公表をいたしました。

報告書においても述べておりますが、県は、

国際的な商慣習、これに基づき区域整備計画を

作成しておりましたが、国は、カジノ事業が刑

法上の特例的な取扱いであることを重視し、審

査委員会等の裁量的な判断にゆだねられたこと

から、認識の隔たりが生じ、認定に至らなかっ

たものと推察しているところであります。

県としては、県北地域の振興は、喫緊の課題

であると認識しており、九州・長崎IRの誘致を
通して積み上げてきた広域観光周遊等の取組や、

県内外の関係皆様との連携、事業構築・推進に

かかるノウハウの蓄積などのレガシーについて、

今後の県政の推進にしっかりと活かし、佐世保

市、県北地域はもとより県全体の発展につなげ

ていくことで、その責任を果たしてまいりたい

と考えております。

以後のご質問につきましては、自席から答弁

をさせていただきます。

〇議長（徳永達也君） 田中議員―46番。
〇４６番（田中愛国君） 2、石木ダム建設につ
いて。

（1）平成16年ダム事業計画を見直して以来、
約20年が経過、今後について見直し、再評価の
時期と思うがどうか。

平成16年、ダム事業計画を見直して以来、約

20年が経過、今後のことについて、最終的な見
直し、再評価の時期と思うが、どうでしょうか。

私なりに、現在までの状況を整理してみたい

と思います。

昭和50年の事業採択であり、50年を経過しよ
うとしていることはご承知いただけると思いま

す。その間、平成16年にダム事業計画を見直し、
1日の取水量を6万トンから4万トンに減少、そ
の時点で現在の事業費285億円が確定、県・市
の負担額は、長崎県が治水185億円、佐世保市
が利水100億円となっているようです。
現在の工事の進みぐあいについても整理をし

たいと思います。

公共費で、令和5年度末執行済額210億4,000
万円、令和6年度執行見込み額を加えると、概
ね220億円になります。約77％。事業費残65億
円は、現在進めている付替え県道嬉野川棚線ほ

か町道付替え6本、農道2本の付替え等々、その
他周辺整備でほとんど消化されるのではないか

と私は判断しています。

単独事業で執行済額は16億円、その他、生活
再建等特別助成金として、平成25年、102名に
対して2億7,000万円を支出しているわけです。
以上、私なりの整理に間違いはないのかどう

かを確認し、ここで質問をいたします。

現在までの県の支出額、佐世保市の支出額に

ついて、ご報告をお願いしたい。加えて、再評

価については、一部、今議会に答弁もあってお

りましたけれども、再度、私もお聞かせ願いた

いと思っております。

〇議長（徳永達也君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君）残予算の取扱いにつ

いては、現在、再評価に向けた見直しの中で精

査中でありますが、そのほかの経緯等につきま
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しては、概ね、議員のご発言のとおりでござい

ます。

令和5年度末での公共事業費の執行済額は約
210億円となっており、内訳といたしましては、
県が約137億円、佐世保市が約73億円となって
おります。

なお、これまで総事業費285億円で、令和7年
度までの完成を目指してきたところですが、人

件費や資材価格の高騰、建設業における働き方

改革などに加え、反対住民による妨害活動の影

響等を踏まえ、見直し作業を行っているところ

でございます。

長崎県公共事業評価監視委員会につきまして

は、6月21日に第1回の日程が発表されたところ
でございますが、石木ダム事業の再評価は第2
回の審議となっており、開催時期については調

整中でございます。

委員会の内容ですが、再評価は通常5年ごと
に行われており、その間の事業の進捗状況や事

業をめぐる社会経済情勢等の変化、地元自治体

の意向などを踏まえ、今後の事業方針について

審議されます。

〇議長（徳永達也君） 田中議員―46番。
〇４６番（田中愛国君） （2）再評価の粗々の
概要と佐世保市の対応はどのようになるのか、

県の考え方について、具体的な説明をお願いし

たい。

現在までに県は、工期延長を9回行っている、
現状は令和7年完成となっているわけですが、
令和7年は来年ですからね、誰が見ても無理な
話です、完成はね。この無理な話が堂々とまか

り通る。堂々と、ずっと今まで令和7年、7年と
言ってきたわけですが、私は、看過できないこ

とだなと思っております。

当初計画は、昭和50年8月より、昭和54年度
完成です。その後、9回、1回につき5年から10
年間の期間延長を行っているようです。

事業費の改良は、当初事業費、昭和50年は160
億円でありました。平成14年3月、297億円に改
定、27年間で1.86倍になるようです。その後、
事業計画の見直し、平成19年9月に現在の285
億円に改定され、今日に至っていると。

この本格的な見直しは、やるとすれば22年ぶ
りですね。特に、この22年ぶりの改定、加えて
ダム本体工事がどの程度の規模になるのか、い

つごろ完成するのか、そこら辺を考えると、ど

うでしょうかね、再評価して、事業費は200億
円増ぐらいで済むのかなと、幾ら聞いても、「い

や、ちょっとわかりません」という話なんです

よ、事務方はね。

そこで、私なりに、30年ぐらい経過するわけ
だから、約倍になると考えれば、佐世保市の費

用が今100億円負担していることが、加えてま
た100億円の負担になるのかどうか。
そこで質問の内容は、総事業費が仮に2倍に

膨らむとすれば、佐世保市の今言った100億円
負担が、もう100億円負担になるという単純な
ことになるのか。それとも、何かの形で県が一

部負担でもしながらやっていくのか、そこら辺

の基本的な考え方をお聞かせ願いたい。

〇議長（徳永達也君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君）先ほどご説明させて

いただきましたが、石木ダムの工期及び総事業

費につきましては、見直し作業を行っていると

ころでございます。そのため、佐世保市の負担

額につきましては、今の時点で具体的な額をお

示しすることはできませんが、県と佐世保市と

の間で締結した基本協定に負担割合を定めてお
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り、事業費に変更が生じる場合は、負担額がこ

れに応じて変動することになります。

〇議長（徳永達也君） 田中議員―46番。
〇４６番（田中愛国君）原則どおりやっていく

と、ならば、事業費285億円が倍になるとすれ
ば、佐世保市の3分の1負担の100億円が200億円
と、もう100億円負担をしてもらわなきゃなら
んということになるわけですね。

そこで、お願いしたいのは、今度の再評価、

改定につきましては、将来目標ではなくして、

より現実的に、できるだけ実現可能な工期延長

改定であり事業費であってほしいと。いつにな

るかわからんでは困るのでね。だから、例えば

10年先はこのくらいになりますよと、事業費は
ね。15年先ならこのくらいになりますよと、20
年先ならこのくらいになりますよと。まあ、20
年で、それ以上しなくていいでしょうね、25年
までぐらいの数字が、もし算定できれば、お聞

かせ願いたいと思っているんですが、何かどう

も聞くところによると、そこまでは考えていな

いというようなことですからね。

私のお願いは、10年先、15年先、20年先にお
いて、事業費がどんどん膨らんでいくと、その

都度、3分の1が佐世保市の負担になると、今の
100億円の負担が200億円になり、また50億円負
担とかと大きくなっていくので、現実的な対応

をしてほしいと、事業費の公表にしてもですね。

ぜひ、お願いをしておきたいと思います。

3、九州新幹線西九州ルートの整備促進につ
いて。

（1）新鳥栖～武雄温泉間のフル規格整備の
早期実現。

長崎県が毎年やっている国への要望の項目の

一番手が、この新幹線問題であります。

私も、現在の新幹線整備の状況では、当然満

足しているわけではありません。ただ、現在の

武雄温泉駅乗換え方式では、県北・佐世保の我々

は、佐世保発博多着の特急で充足されています

ので、今のままで何ら問題ないんです。

しかし、現在進めている武雄温泉駅－佐賀駅

－新鳥栖駅でのフル規格新幹線となると、知事、

逆に佐世保線が乗継ぎしなきゃいかん、佐世保

線は、特急が佐世保－武雄温泉はあるにしても、

武雄温泉駅で乗継ぎしなきゃいかん。これはも

う理の理なんですよ。新幹線と特急というのは、

特急の客を新幹線に移すのが本来ですからね。

だから、佐世保線は乗継ぎが出てくると。そう

すると、お客が博多から来るのも、佐世保に行

くのに武雄温泉駅で乗り換えなきゃいかん。ハ

ウステンボスに行くのも武雄温泉駅で乗り換え

なきゃいかん。そういうシステムになりはしな

いかなと、佐世保線が逆に乗継ぎ方式になるの

ではなかろうかなと心配しています。

そこで、新幹線フル規格は賛成ですが、でき

るだけ佐世保線、ハウステンボス線の特急廃止

にならないようなルートを選択すべきだと私は

理解しているんですよ、佐世保線のためにね。

そこで質問しますが、いつの間にか、武雄温

泉駅－佐賀駅－新鳥栖駅が固定したルートに、

長崎県は固定したルートになっている。いつ決

まったのかなと、私は記憶にない。現状はまだ、

種々の問題を含め再検討の時期、ルートに関し

てはね、と、私は理解しているんです。その点

について、ひとつ見解をお聞かせ願いたい。

〇議長（徳永達也君） 地域振興部長。

〇地域振興部長（小川雅純君）新鳥栖－武雄温

泉間のルートについては、与党PT西九州ルート
検討委員会やJR九州は、利便性や収支採算性な
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どの観点から、新鳥栖駅を起点として佐賀駅を

通るルートが最適であるとの考えを示されてお

ります。

また、整備新幹線の着工に当たっては、投資

効果や収支採算性など5つの条件を満たす必要
があり、これまで与党PT西九州ルート検討委員
会等で検証されてきたところであります。

本県としては、関西直通運行による時間短縮

効果や新幹線事業の持続可能性の観点から、佐

賀駅を通るルートが最も合理性が高いと考えて

おります。

〇議長（徳永達也君） 田中議員―46番。
〇４６番（田中愛国君） 佐賀駅を通るルート、

「佐世保線は泣きなさい」と、また言うんです

か。短絡ルートの時、我々はさんざん苦汁をな

めさせられた。また佐世保は、武雄温泉駅で新

幹線に乗継ぐ乗継ぎ方式になるんですかね。私

は、堂々と言ってもらうと、ちょっと困るんだ

けれどね、佐世保の人間としては。

そこで、私は、武雄温泉駅より先、鹿児島ル

ートにつなぐフル規格新幹線整備は、知事、佐

賀県の問題なんですよ、地域的には、佐賀県案

を応援することが可能であっても、佐賀県案と

対立するような現在の長崎県の考え方について

は、ちょっと同調できないなという気を持って

います、私個人的にですね。

だから、長崎県は、今後、新幹線整備の負担

についても何か考えておられるのか。ルートも

佐賀県です。負担も佐賀県なんです。それに対

して長崎県が「ああせい、こうせい」言うとす

れば、お金を出すことも考えておられるのか。

長崎県の進め方、ルート、費用負担について、

ここで確認をしておきたいと思います。

〇議長（徳永達也君） 地域振興部長。

〇地域振興部長（小川雅純君）新鳥栖－武雄温

泉間の整備の在り方については、これまで佐賀

県と国土交通省との協議や、与党PT西九州ルー
ト検討委員会などで議論が行われております。

ルートについては、与党PT西九州ルート検討
委員会やJR九州は、利便性や収支採算性などの
観点から、新鳥栖駅を起点として佐賀駅を通る

ルートが最適であるとの考えを示されておりま

す。

本県としても、関西直通運行による時間短縮

効果や新幹線事業の持続可能性の観点から、佐

賀駅を通るルートが最も合理性が高いと考えて

おります。

費用負担については、法令に基づき負担ルー

ルが定められておりますが、県としては、政府

与党に対して、フリーゲージトレイン導入断念

の経緯や地元の意向も十分踏まえ、地方負担の

軽減を図るよう求めております。

今後の進め方につきましては、与党PT検討委
員会での議論に加え、地方負担をはじめとした

課題の解決に向けて議論が進展するよう、国を

交えた関係者間の協議の実現を働きかけてまい

ります。

〇議長（徳永達也君） 田中議員―46番。
〇４６番（田中愛国君） 知事、私が言っている

のは、この問題は、佐賀県内の地域の問題なん

です。それは流れはね、流れは長崎県のルート

としてあるけれども、だから、ルートを決める

のも、費用負担も佐賀県がほとんど出さなきゃ

いかんわけです。だから、佐賀県案に、やっぱ

りある程度賛同していかなきゃ、この問題は進

みませんよ。

国からおりてくるようなことはありません、

ルートについて、ああしなさい、こうしなさい
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と、それは過去の歴史だ。時間があれば、私の

新幹線新佐世保駅断念の時の気持ちを時間があ

ればと思うが、ちょっと今は時間がないのでね。

だから、私が言いたいのは、佐賀県と対立し

ては、この問題は進まないんじゃないですかと、

長崎県で幾ら絵を描いても、佐賀県と対立して

はということです。

（2）JR佐世保線について西九州ルートへの
直通運行も視野に入れた輸送改善。

これは、国への要望の新幹線項目に入ってい

る2番目なんですね。
JR佐世保線については、短絡ルート決断の折

に、県が佐世保市に約束したことなんですよ。

私は、当事者と言えばおかしいけれども、市議

会議長をしていたから、当時は。辞めた後、こ

れは出てきたんだけれどもね。だから、県が佐

世保市に約束したことは、県の判断で実行でき

ると思う。

ただし、この問題についても、佐賀県の承認

が取れなければ、先に進みませんよ。三川内、

県堺から佐賀県なんですからね、佐世保線とい

えども、だから、佐賀県抜きに、この佐世保線

の云々なんてことは実現できない、幾ら頑張っ

たって。

そういう感じで、佐賀県の了承をとれている

んでしょうか、この佐世保線の直通運転等々の

項目はですね。お聞かせ願いたい。

〇議長（徳永達也君） 地域振興部長。

〇地域振興部長（小川雅純君）佐世保市と結ん

だ基本的考え方というのは、あくまでも長崎県

と佐世保市、あとJR九州の3者において結んだ
考え方でございますので、この時点で佐賀県と

の協議が入っているということはございません。

〇議長（徳永達也君） 田中議員―46番。

〇４６番（田中愛国君） 現実問題として、佐賀

県の了解なしに、この項目が実行できますか。

佐世保線といったって、佐世保だけじゃないん

ですよ。佐賀県が入っているんですよ、解決で

きますか。

これはね、先に移って、私の考えだけでも述

べておきたいと思うんだけれどもね。新幹線路

盤を建設することは不可能と思います、これは

ね。当時は、しかし、ひげ論と言って、まず長

崎をやらせてくれ、あと佐世保をやるからと、

当時の自由民主党の総務会長さんがおっしゃっ

た。当時はひげ論だった。

しかし、それはもう私も現実不可能と思いま

す、新幹線のあれに入っていないわけだから。

だけれども、当時採用されたスーパー特急はど

うなのかなと、スーパー特急はね。

それから、フリーゲージトレインがだめにな

ってしまったけれども、佐世保－武雄温泉の間

だけでもフリーゲージトレインができれば、武

雄温泉で乗って行けるんですよね。佐世保線対

策のフリーゲージトレイン、これは不可能じゃ

ない。そのほか、線路を1本引いて3本にして、
軌道幅を適合させて進む、山形新幹線、秋田新

幹線ですね、こういう方法はあります。

県は、佐世保線対策を国にお願いしている以

上、具体的な案をお持ちだと思います。ぜひお

聞かせください。

〇議長（徳永達也君） 地域振興部長。

〇地域振興部長（小川雅純君）JR佐世保線は、
佐世保市と福岡都市圏を結ぶ幹線の一部として

重要な路線であると認識しており、先ほど申し

上げました、平成4年に示した「九州新幹線（長
崎ルート）等の整備に関する基本的考え方」に

基づき、佐世保線の輸送改善を図っているとこ
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ろであります。

新鳥栖－武雄温泉間については、並行在来線

の扱いは明らかになっておりませんが、与党PT
西九州ルート検討委員会において、「鉄軌道路

線として維持することが適当であり、その際、

JR九州による運行が不可欠」との方向性が示さ
れております。

県としては、引き続きJR九州や政府・与党に
対して、県北地域の鉄道輸送の利便性確保をは

じめ、フリーゲージトレインの導入断念の経緯

を踏まえた現実的な課題解決に向けて、協議、

働きかけを行ってまいります。

〇議長（徳永達也君） 田中議員―46番。
〇４６番（田中愛国君）働きかけを行ってもら

うだけじゃ、進展しないんですよ、本当に実現

してもらわなければ、先送りばかりで。20年先
のことは我々もわからんけれども、今決めてお

かないと、20年先は解決できないわけだから、
だから、そういう「要望します、どうします」

という話では、これは納得できない話なんです。

だから、特急佐世保－博多線、特急ハウステ

ンボス－博多線がちゃんと担保できるのかどう

か。担保できる、JR九州から、そういう念書で
もいただきましたか。

〇議長（徳永達也君） 地域振興部長。

〇地域振興部長（小川雅純君） そういう、議員

ご指摘のような念書等々はございませんが、私

どもとしても、これまでJR九州、もしくは政
府・与党に対して、そういう佐世保線の輸送手

段の確保という部分については求めてきており

ますし、今後も協議をしてまいりたいと考えて

おります。

〇議長（徳永達也君） 田中議員―46番。
〇４６番（田中愛国君） そういう協議をして、

佐世保線は断念したんですよ。佐世保線じゃな

くて短絡ルートで、新佐世保駅はね。

アセスも決まっていた。なんで、アセスが決

まっていたら、アセスどおりやらないんですか。

今もって我々は、市民の非難を受けている、当

時の責任者としてね。桟市長が亡くなってしま

ったものだから、私しか残っていない。

そこで、もう一つお願いもあるんですが、政

府要望の1と2ですよ、新幹線の1と2、この関係
は、2を解決して1に進むべきであると。1で進
んで、「2は頑張ったけれども、だめでした、
すみませんでした」では困るんです。困るんで

す、これでは。だから、2を実現の暁に、1の問
題を全力投球すべきであると私は考えるんです

が、長崎県の再検討をお願いしたいわけですが、

答弁はね、すぐここで出るわけではないから、

一応、問題提起ということにして終わらせてい

ただこうと思います。

佐世保線の特急がなくなると困るんですよ。

乗り継ぎしなきゃいかん、逆に武雄温泉で佐世

保の皆さん方は、これが一番困るんだと、そう

いうことです。

（3）佐賀県山口知事の発言と長崎県の考え
方について。

5月24日、新幹線対策課から送られてきたメ
モに、山口知事の発言がありました。

「私は、長崎県さんに対し、これはもともと

地元で一致して国の方に持っていった話だから、

国に要請するのは筋違いじゃないのという話は

再三している。だから、何か合意しようとする

時があるならば、うちと向き合ってみたらどう

ですかって話はずっとしてきた」と、これは佐

賀県の山口知事の話です。

長崎県の考えは、佐賀県、長崎県、JR九州の
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3者だけでは課題の解決は難しいため、新幹線
の整備のあり方の検討には国を交えた関係者間

の協議が必要と考えていると。

これ、かみあいませんよね、佐賀県の知事の

考えと長崎県の考えはね。このメモからすると、

佐賀県と長崎県の関係は、従前より悪くなって

いる気がする、私は。だから、それを心配して

います。

私はこう考えるんですけれど、国を入れての

会談、地元の合意の前に国に要請するのは筋違

いと言われている、私は、佐賀県知事の見解の

方が正しい気がするんですよ。話しませんが、

時間の関係で。

私たちが、高田知事と対峙して、外された時、

高田さんは一貫してね。我々は、国に上げても

らえば、佐世保市が外されるわけはないと思っ

ていましたよ、防衛の基地だったから、だから

国に上げてくれと。「だめなんです、国には上

げられないんです、地元で決めてこいというの

が筋なんです」と。ということで、我々は泣き

の涙をのんだと。国に上げてもらえば、私は今

だって、国はちゃんと佐世保ルートを採用して

くれたと思いますよ。佐世保の基地があって、

国策にこれだけ協力している実態があるわけだ

からね。だから、そこら辺はやっぱり考えても

らわなきゃいかんなという気がします。

そこで、これは要望も兼ねてですが、佐賀県

の考え方をもっと情報収集して検討すべきだと、

佐賀県の考え方を。佐賀県知事が、佐賀駅を経

由するルート案は認められないと。苦渋の選択

をしていることは、私は事実だと思いますよ、

ニュースで聞くから。

なぜ、佐賀県はそこにいきつくのか。佐賀県

が、佐賀駅を通らない新幹線の方がいいと、こ

れはね、相当に奥が深いことだと思っています

よ。

それから、在来線の利便性の問題を取り上げ

ておられるようですが、佐世保－博多、佐世保

－ハウステンボスの特急がなくなることは、や

っぱり佐賀県内の有田駅周辺を抱えているから、

佐賀県も大変なんですよ。もっと大きく佐世保

市、長崎県のことまで、むしろ佐賀県知事の方

が考慮していただいているのかなと、私たちは

佐賀県知事に感謝しなきゃいかんなという感じ

さえするんですよ。

結論として言うなら、佐賀県と対峙して新幹

線問題は解決しません。これは私は経験から言

う。佐賀県と一緒になってやらなきゃ、うまく

いきませんよ。だから、今の長崎県のスタンス

は、解決を遅らせているとしか私には映らない。

私は、佐賀県山口知事の考え方を全て熟知して

いるわけではないですが、そのスタンスは支援

したいなと、そういう感じでおりますが、見解

があれば、簡単にお願いします。

〇議長（徳永達也君） 地域振興部長。

〇地域振興部長（小川雅純君） 長崎県として、

佐賀県と対立しているわけではございません。

知事も、あらゆる機会を通して佐賀県知事との

意見交換はさせていただいているところでござ

います。

本県としても、佐賀県の課題を解決するため

には、国を交えた協議が必要であると考えてお

りますので、令和元年の与党PT西九州ルート検
討委員会における基本方針の考え方とも合致し

ているということで、私どもとしても関係者間

での協議を進めてまいりたいと考えております。

〇議長（徳永達也君） 田中議員―46番。
〇４６番（田中愛国君） 私は、県議会議長もさ
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せていただいた、平成27年、28年、フリーゲー
ジトレインでした、あの頃はね。しかし、私は、

フリーゲージトレインでは解決しないと思って

いたから、新幹線問題はね。内緒で、中村知事

からは「先生、あんまり言わんでください」と

言われたけれども、フル規格、フル規格とお願

いして回りました、多方面に。私は、その結果

が現在出ていると思って、うれしいんですけれ

どね。

フル規格と言えなかったんですよ、あの頃は。

それがフル規格というムードになった。佐賀県

も、あれだけ固執していたのが、何となく、の

ってきている感じがするんですよ。フル規格で

検討しなきゃいかんかなと、そういう気持ちが、

佐賀県のいろいろなニュースを聞くと、ああ、

佐賀県もようやくその気になってくれたなと思

っているんです。

そういう折に、佐賀県から知事に「会って話

したい」という話があれば、喜んで行って、佐

賀県案を聞いて検討すべきですよ。これは場所

は佐賀県ですからね、新幹線は。費用も大体、

今の感じでいうと佐賀県が費用負担しなきゃい

かん。

私は、長崎－博多間でスタートしたのが、鹿

児島ルートとどこかで結ぶとすれば、その距離

で案分となれば、応分の負担を長崎県は出さな

きゃいかんなと、秘かにそれを思っています。

それは長崎県の責任じゃないか、スタートの時

のいきさつがありますからね。ここからここま

でで長崎県は終わり、ここからは佐賀県でとい

う話なんだ、これでなんぼだと、そうすると長

崎県の負担も若干出てくる。

時間の関係で、ここら辺でとどめますが、要

はですね、知事、佐賀県にやっぱり協力してい

かなければ、国に持っていったって、国も困り

ますよ。それで、国から佐賀県に「ああせい、

こうせい」と言えません。

私は言えないと思う、新幹線のあり方からし

て、当時がそうだったから。私たちは、高田知

事と1年半ぐらいね、大変だったんですよ。も
う私は生きがいでしたけれどね、あの頃、高田

知事をやっつけると言えば、おかしいけれども、

いろいろ議論するのがね。なんで佐世保をカッ

トするんだと。そういう歴史があって、今度ま

た佐世保の特急がなくなることを堂々とやられ

ていると、ちょっと私も違和感を覚える。

だから、1と2の関係、先ほど言ったように、
直通運行ができる、ならば何も言わない。何も

言わない。ぜひ、再検討をということで取り上

げさせていただいた。

4、佐世保市の基地問題について。
（1）前畑弾薬庫の移転実現。
日米合同委員会の基本合意から13年を経過

しても、具体的に一歩も進まない状況です。県

としても、佐世保市の重要案件、協力してもら

っているものと思うが、どうでしょうか。地元

としては、工事用道路の進展が一番、地元の地

元の針尾島ではですね。具体的なものは出てこ

ない。どうなっているのかについて、お聞きし

たいと思います。

〇議長（徳永達也君） 危機管理部長。

〇危機管理部長（今冨洋祐君）前畑弾薬庫の移

転・返還につきましては、佐世保港のすみ分け

実現に向けた最重要課題と認識しており、これ

まであらゆる機会を捉えて国へ要望してまいり

ました。

その結果、国の本年度予算に、前年度から大

幅増となる14億6,100万円が計上され、仕様変
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更に伴う火薬庫の安全性を確認するための実証

実験や施設配置の検討が予定されております。

また、今月実施した政府施策要望におきまし

ては、最重点項目と位置づけ、より具体的に目

に見える形で事業を進めることを防衛省と外務

省に強く要望し、防衛副大臣からは、「日米間

の作業を加速させ、解決に向けて最大限努力す

る」との回答を受けたところです。

引き続き、佐世保市と一体となって、移転・

返還の早期実現に取り組んでまいります。

〇議長（徳永達也君） 田中議員―46番。
〇４６番（田中愛国君） （2）陸上自衛隊早岐
射撃場の騒音対策について。

佐世保市から今回、新たな問題として、射撃

場の覆道式化を国に要望されている。私は、移

転が、いつの間にか覆道式になったのでびっく

りしているんですけれど、地元の人間としては

ね。移転が簡単にいかないからだと思うけれど、

動いていないのにいくわけがない。佐世保市は

動いたことがない、移転については。覆道式化

ということで上がってきているので、それはそ

れとして、併せて相浦駐屯地への移転を、両建

てで要望してはどうかなという感じがしており

ます。

だけれども、質問としては、覆道式化を国に

要望されているわけですので、この感触につい

て、お聞かせください。

〇議長（徳永達也君） 危機管理部長。

〇危機管理部長（今冨洋祐君） 今月、防衛省及

び九州防衛局に対しまして、早岐射撃場の覆道

式化を要望してまいりました。

国からは、「騒音に対して、近隣住民の負担

が増していることは認識しており、覆道式化に

ついて検討し、軽減に向けてしっかり対応して

いく」旨の回答をいただいたところでございま

す。

〇議長（徳永達也君） 田中議員―46番。
〇４６番（田中愛国君）改めてお願いも兼ねて

発言をしますが、覆道式は覆道式としながら、

長くかかるとすれば、移転をやっぱり考えた方

が、より早いんじゃないかなということで、な

ぜならばという話をさせてもらいます。

なぜならば、この射撃場は膨大な面積を有し

ているんですよ、77ヘクタール、23万坪。23
万坪の射撃場の中で、その一部に300メートル
射撃、200メートル射撃とか、100ヤード射撃場
も兼ねるわけですが、300メートル掛ける幅25
メートルの射撃場を屋内で建設しようとするも

のなんですね。その屋内の建物は約7,500平米で
すよ。300メートルの25メートル、2万3,000坪、
1割なんです。2万3,000坪の1割に覆道式化する。
だから、これではちょっと土地の活用がもった

いないなと、1割で解決するのはね。だから、
残地の20万坪を何か活用したいなと、移るとす
れば23万坪そのまま残るわけですけれどね。
残った土地はね、昨年、佐世保市から要望が

出ていた項目があるんですよ。移転先の飽の浦

の埋立てに土が要るから、その土は周辺から取

ってくれと。これを兼ね合わせると、周辺の土

を持っていくと、この23万坪プラス、これをし
ますと40万坪の大型企業誘致団地ができると、
私は、これはもう10年ぐらい前からずっと言っ
ていることなんです。もっと15年ぐらい前から、
山田部長の時代から、彼は地元だったから。

この40万坪の大型企業誘致団地が考えられ
ると思うけれども、これは検討する気はないか

だけで、答弁はできるわけないわけで、今すぐ

はね。こういうものもあるよということとを加
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えさせていただきたいということです。

（3）長崎県の昭和54年の海上自衛隊黒髪射
撃場崎辺移転について。

これは、今言っているのは陸上自衛隊の早岐

射撃場の移転じゃなく覆道式化ですけれども、

昭和51年、佐世保市より県の住宅供給公社へ周
辺地域の開発について要請があって、その後、

昭和54年、北九州財務局と、開発区域内の国有
地、海上自衛隊黒髪射撃場の売買契約が締結さ

れた。内容は、国より長崎県住宅供給公社で14
万3,000平米、4万3,000坪ばかりを買収した。
その買収資金により、海上自衛隊佐世保教育隊

に代替施設、覆道式射撃場を造っている、昭和

54年、経緯があるんです。長崎県が中に入って、
住宅供給公社がね。今、それはもみじが丘団地

ということになっていますよ。

あそこにテンプル大学がくる話が当時はあっ

たんだけれども、先般、知事からテンプル大学

の話が出てきた時は、私は驚きましたけれどね。

40年ぶりぐらい、テンプル大学の話が出てきた
と思ってね。縁があったんですよ、テンプル大

学と長崎県は、調べてみてください。

だから、当時、こういうことで覆道式射撃場

を建設して、射距離200メートルの8標的という
ことで、公費3億6,400万円で建設して、海上自
衛隊は黒髪に移した。今度は陸上自衛隊の話で

す。今度はもっと大きい、77ヘクタールだから
ね。

しかし、過去に長崎県が、佐世保市の住宅団

地、県の住宅供給公社だから、県の住宅でもあ

るんだけれども、やった実績があるんですよ、

大掛かりな仕事をやった実績が。

当時は、特特会計と我々は呼んでいたけれど

も、特特会計で、この買収基金で、移転先のや

つでやるわけですよ。今はこれがなくなったと

いう話もちょっと聞くんですけれどね。

だから、当時はね、長くかからんでやったん

です。4～5年でできている、4～5年でこれだけ
の大事業をね。

そういうことで、私はぜひ県に提案をさせて

いただこうかなと思っていますが、すぐ返事は

できないでしょうから、検討をお願いしますと

いうことで、次の項目に移りたいと思います。

5、知事後援会の選挙管理委員会報告につい
て。

これは、知事のことで恐縮なんですけれども、

知事後援会の選挙管理委員会報告について。

毎年のことですが、私ども議員は、政治資金

規正法の下、年1回、大体3月ですけれども、政
治団体の収支報告書を提出しなければならない。

これは誰でも閲覧できますからね、この内容に

ついてはね。インターネット上でも公開されて

いる資料だ。そういうことです。

先日、マスコミ関係の人が来て、私に、令和

4年度大石賢吾後援会の収支報告書のコピーを
出して、「どう思いますか」と切り出してきた

んです。「この内容を見て、どう思いますか」

と。

私も興味があったのでね、中をめくって見ま

したよ。収支、入りの状況、これは知事の後援

会のことですけれども、収入総額6,383万2,048
円、本年度収入額と同じ。支出総額4,497万
8,789円、翌年への繰越額は1,885万3,259円。
選挙の年だからね、この年はね、令和4年はね。
「ああ、金額が大きいな」と思いつつ、次のペ

ージにいくと、収入の借入金の項目が出てくる

んです。

そして、私はびっくりしました、それを見た
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時にね。私ども県議会の仲間の議員後援会から

286万円の記載があったんです。知事後援会の
方が借りているんです、県議の後援会から。そ

ういう資料が出てきたんです。

その下は、大石賢吾本人より2,000万円の借入
金、これは本人から後援会に2,000万円貸付けた
という資料ですけれどもね。

後援会からといえども、議員後援会から知事

の後援会への貸し借りの関係は、私は、政治倫

理上、大変問題があるのではないかなと思って、

何人かの人に聞いてみたんですけれども、ほと

んどの人が「問題ない」と言うんですよ、「何

の問題もないじゃないの」と。私はちょっと、

私自身が昔の人間になったのかなと思っている

んですけれどね、昔の時代の人間かなと。

その先にいくと、借入金の返済の目的で、借

入金の返済というところで286万円が、令和4年
12月26日、その年ですからね、令和4年度の収
支報告書だ。県議の後援会へ286万円が返済さ
れている。その後、利息として7万3,106円の記
載もありました。合計すると293万3,106円です。
これはね、私はあんまり好ましいことではな

いなと。後援会から後援会に借入れ、貸付けの

関係で利子までつけて。私はね、これが堂々と

やられることに違和感を持つんですよ。なんで、

わざわざ、これをやらなきゃいかんのかなと、

個人的なことで解決できなかったのかなと、私

はそんな感じがするんですよ。

そこで、私は、知事に、この収支報告書の内

容について、ご存じだったんでしょうかねと。

ご存じだったんでしょうか、だけでいいんです

よ。

私の例を言うと、私もまあまあ、わかるよう

でわからない、自分の後援会の収支報告書。チ

ェックはするけれども、全て右から左まで全部

頭に入れているわけではないのでね。

ただ、知事はご存じでしたでしょうかという

ことをお聞かせください。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君） 借入れにつきましては、

把握をしておりました。

本件につきましては、まず一つ、貸借行為に

違法性がないこと、二つ、本件は既に返金手続

をしています。今、議員がおっしゃってくださ

いましたけれども、返金手続をしておりますけ

れども、寄附として受けた場合であっても、政

治資金規制法、税法上違法でないことについて、

この2つについては確認済みであることを申し
上げたうえで、ご説明をさせていただきたいと

思います。

本件の会計処理につきましては、令和4年2月
20日投・開票の長崎県知事選挙の際に、私の後
援会が、オートコールと情勢戦略に関する業務

を委託しておりました選挙コンサルティングの

運営者から、政党支部から県議会議員の後援会

へは寄附、県議会議員の後援会から大石賢吾後

援会へは金銭消費貸借契約書による会計処理す

る提案を受けたところでございます。

私としましては、提案者に対しまして、違法

性がないことを確認したうえで、金銭消費貸借

契約書による貸付処理を了承したところでござ

います。同年12月16日ごろでございますが、提
案者の指導のもとで金銭消費貸借契約書を作成

しております。

なお、この利息に関しましては、後援会があ

くまで営利を追求する目的でない、目的とする

組織でない一方、無利息で金銭を貸すという行

為には、後援会収入上の経済的な合理性がなく、
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後援会が定める規則、規約目的に反するものと

考えておりました。そのような考え方の中で利

息をお支払いしたものでございます。

なお、このたびの同選挙に係る事案につきま

して、刑事告発を受けた事実も重く受け止めて

おります。そのため、自身の後援会収支につき

まして、自主的に外部監査を実施しているとこ

ろでございます。

その中でも、冒頭に申し上げました県議会議

員の後援会と大石賢吾後援会で金銭消費貸借契

約をすること自体には違法性がないこと、そし

て、繰り返しになりますけれども、本件は既に

返金手続をしております。迂回寄附であったと

しても税法上違法ではないことを確認してはお

りますけれども、今回監査を受けた監査人から、

個人献金を奨励する制度を節税の抜け穴と、ま

た、有権者、納税者の理解を得られないと認知

されている手法であるとご指摘をされて、深く

反省をしている次第でございます。

その中で、本件に関しましては違法ではない

ものの、誤解を与えず、より明白な会計処理と

するよう訂正の指導を受けており、今後は、そ

の指導の趣旨を理解しまして、順法精神をより

明らかに示すために、6月中、今月中に選挙管
理委員会に対して訂正を行う予定としています。

〇議長（徳永達也君） 田中議員―46番。
〇４６番（田中愛国君）ありがとうございまし

た。

私は、昨年の経緯からすると、知事はお答え

にならないんじゃないかなという感じがしたん

ですけれど、これは後援会といえども、いえど

もというか、後援会は後援会で別人格であるの

は事実です。ただし、あえて言うなら、10か月
間も借りていなくて、もっと早く返した方がよ

かったんじゃないかなという感じがね。

疑義を持たれますよ。この議場で、議員と知

事は、一般質問等々もやる時に、金の貸し借り

がずっと残っている中でやるというのは、ちょ

っと違和感があるなと。

しかし、これは法的には問題ないと我々も理

解していますし、そう言う人は多いです。ただ、

やっぱり注意しないと、この収支報告書。

私も、先般、びっくりしたんですけれど、私

の収支報告書を持って、「説明しろ」と言って

乗り込んできた男がいましたよ、私の自宅に、

「どうなっているんだ」と、だから、やっぱり

注意しないといかんなと、私は、ちゃんと話を

して帰ってもらいましたけれどもね。そういう

いきさつもあるしですね。

知事、ご存じだと思いますけれども、長崎県

議会には、長崎県議会の基本条例というのがあ

るんですよ、基本条例というのがね。ちょっと

読みます。

「二元代表制の一翼を担う地方議会の果たす

べき役割及び責務は、ますます増大している。

さらに議会は、知事等との関係において、双方

の役割を尊重しつつ、対等かつ緊張ある関係を

保ちながら、共通の目標である真の豊かさを実

感できる県民生活の実現のため、全力を尽くし

ていかなければならない」と、条例制定の意義

が述べられているわけです。

その後、議会と知事との関係というのが、第

4条で出てくるんです。知事等との関係の基本
原則が決められてあるわけです。これもちょっ

と読ませていただきます。

その第11条で、「議会は、二元代表制の下、
知事等と常に緊張ある関係を構築し、事務の執

行の監視及び評価を行うとともに政策立案及び
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政策提言を通じて、県勢の発展に取り組まなけ

ればならない」、これは議員ですよ、あくまで

も議員です。

2に、「議会は、知事等との立場及び権能の
違いを踏まえ、議会活動を行わなければならな

い」、3に、「議会は、知事等との関係におい
て、その透明性と公正性及び公平性を確保する

ことに努めなければならない」とあるわけです。

公平性、透明性。

だから、議員といえども大変なんです。こう

いう議会のちゃんとした憲法があって、その中

で我々はプライドを持って仕事をやっているん

です。

そういう中で、この件について、私は、大変

残念なんだけれどもね。政治家の政治倫理の観

点から考えれば、大変遺憾なことだと私は思っ

ている、この行為はね。経済行為が法的に問題

ないといえどもね。

倫理性が求められているんですよ、我々は、

この点は知事に、反省をしてもらわなきゃなら

んなということでですね。この政治倫理の観点

から、私自身は大変遺憾の思いを持っていると

いうことを意思表示させていただいて、一般質

問を終わりたいと思います。

ありがとうございました。（拍手）

〇議長（徳永達也君） これより、しばらく休憩

いたします。

会議は、2時45分から再開いたします。
― 午後 ２時２８分 休憩 ―

─ 午後 ２時４５分 再開 ─

〇副議長（山本由夫君）会議を再開いたします。

引き続き、一般質問を行います。

白川議員─3番。

〇３番（白川鮎美君）（拍手）〔登壇〕 改革

21、長崎市選挙区選出、白川鮎美です。
本日は、質問の機会をいただきまして、あり

がとうございます。

また、傍聴席にお越しの皆様、インターネッ

ト中継をご覧の皆様、応援をいただき、また、

県政に興味を持っていただき、ありがとうござ

います。

今回も、県民の皆様から頂戴いたしました切

実な声をもとに、8つのテーマについて質問を
いたします。知事、教育委員会教育長をはじめ、

理事者の皆様、真摯なご答弁をお願いいたしま

す。

それでは、質問に入ります。

1、サイクルツーリズムについて。
①国際自転車ロードレース「ツール・ド・九

州」の開催について。

今定例会、開会日の知事説明で発言がありま

した、国際自転車ロードレース「ツール・ド・

九州」の開催地に佐世保市が名乗りを上げたと

のことですが、大会の概要と誘致に至った経緯、

そして、知事の意気込みを伺います。

以後の質問については、対面演壇席より行い

ます。

〇副議長（山本由夫君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）〔登壇〕 白川議員のご質

問にお答えをさせていただきます。

「ツール・ド・九州」は、九州全体の活性化

を図ることを目的としまして、九州経済連合会

や開催県等で構成されます実行委員会が主体と

なりまして、2023年に福岡と熊本、大分の3県
においてスタートしました、世界トップクラス

の選手が熱戦を繰り広げるサイクルロードレー

スでございます。
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本県におきましても、レースの誘致を検討し

ていたところでございますけれども、県と佐世

保市との政策ミーティングにおきまして、佐世

保市長から、IR誘致を通して積み上げた九経連
とのつながりを活かして、県北地域を盛り上げ

るために早期に開催をしたいとの強い申し出が

ございました。

そのことから、県と市が一体となって、2025
大会の佐世保市での開催に向けて取り組むこと

としたところでございます。

私といたしましても、佐世保市を中心とした

県北地域の振興は、ほかの議員からもご質問い

ただきましたけれども、とても重要な事項だと

いうふうに考えております。佐世保市や関係団

体と連携しまして、振興策の一環でありますこ

の「ツール・ド・九州2025」の開催の実現と成
功に向けて全力で取り組んでいきたいと考えて

おります。

以後のご質問につきましては、自席から答弁

させていただきます。

〇副議長（山本由夫君） 白川議員─3番。
〇３番（白川鮎美君） 知事、ありがとうござい

ます。県北地域の活性化や九州のサイクルツー

リズムの推進が狙いとのことで、知事の意気込

みも十分に伝わりました。

実は、「未来大国」の「交流」のページにも

ロードバイクのイラストが描かれており、坂の

街 長崎で自転車競技をとのチャレンジ精神が

うかがえます。

人気自転車漫画「弱虫ペダル」の作者が長崎

市出身ということもあり、本県が自転車マニア

の聖地となるよう、「ツール・ド・九州」をは

じめ、コンテンツの磨き上げに全力を尽くして

いただきたいと思います。

②長崎市の野母半島サイクリングロードの整

備について。

そこで、もう一つ磨いていただきたいのは、

自転車道路です。

今年3月頃、市内の自転車愛好家の方からご
意見をいただきました。「野母半島サイクリン

グロードが荒れ果てている、整備をしてほしい。

サイクルツーリズムを掲げている長崎県として、

とても恥ずかしい状況だ」ということです。

実際に現場を見てみると、ガードレールが歪

んでいたり、木が倒れていたり、道には土砂が

堆積して自転車で安全に走れる状態ではありま

せんでした。すぐに担当部局へ整備を依頼しま

したが、整備の状況と今後の管理計画について

伺います。

〇副議長（山本由夫君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君） 通称「野母半島サイ

クリングロード」である一般県道長崎野母崎自

転車道線の約21キロメートルのうち、三和町か
ら野母崎町間の約14キロメートル区間につい
ては、土砂などが堆積し、自転車通行の支障と

なっている状態でしたが、清掃や伐採を行い、

現在は自転車の通行が可能な状況となっており

ます。

今までは、通報があれば道路パトロールを実

施しておりましたが、今後は、毎月の道路パト

ロールを実施することで適切な維持管理に努め

てまいります。

〇副議長（山本由夫君） 白川議員─3番。
〇３番（白川鮎美君）整備は完了しているとい

うことです。ありがとうございます。

ただ、サイクルツーリズムのベストシーズン

でもあるゴールデンウィークに間に合わなかっ

たのは、大変残念に思っております。この苦情
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がなければ、そのままになっていたわけですか

ら、今後は、苦情を待つのではく、定期的なパ

トロールをよろしくお願いいたします。

③県内のサイクリングロードの管理状況につ

いて。

県内に野母半島以外にも自転車道路がありま

すか、もしあれば管理状況を伺いたいと思いま

す。

〇副議長（山本由夫君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君）県が管理するその他

の自転車専用道路といたしましては、佐世保市

に主要地方道栗木吉井線の一部として、延長約

7キロメートルの自転車・歩行者専用道があり
ます。

現在、道路パトロールは毎月実施しており、

道路施設に異常があれば、適宜、対応する体制

を整えております。引き続き、適切な維持管理

に努めてまいります。

〇副議長（山本由夫君） 白川議員─3番。
〇３番（白川鮎美君）本県を自転車で旅行され

る方は増えているそうで、先日も海外のロード

バイクチームが来崎されたと伺っております。

「ツール・ド・九州」の開催を契機に、国内

外から大きな注目を浴びることになりますので、

道路も適切に整備していただき、本県のサイク

ルツーリズムが、安全で、楽しく、多くの方に

支持されるすばらしいものとなるよう、全力を

尽くしていただきたいとお願い申し上げます。

2､新しい女性支援のあり方について。
①「困難な問題を抱える女性への支援に関す

る法律」の意義について。

「困難な問題を抱える女性への支援に関する

法律」については、前回の一般質問でも取り上

げましたが、法律施行前でしたので意気込み程

度しか伺えませんでした。今回は、令和6年4月
1日の法律施行後の取組について伺いたいと思
います。

本法律では、ジェンダー平等、人権の尊重や

擁護、女性の福祉の視点に立ち、困難な問題を

抱える女性一人ひとりのニーズに応じて、本人

の立場に寄り添って、切れ目ない包括的な支援

を行うこととしています。

これまで66年もの間、売春防止法の下で行っ
てきた婦人保護事業との違いも踏まえ、この新

しい法律の意義をどのように考えるか、知事に

伺います。

〇副議長（山本由夫君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）婦人保護事業につきまし

ては、昭和31年制定の売春防止法を根拠として
おりますけれども、これまでDV防止法やストー
カー規制法の対象となる女性等についても、事

業の対象に加えながら運用されてきたと理解を

しております。

しかしながら、この間、女性をめぐる課題は、

性暴力、性犯罪被害、家庭関係破綻や生活の困

窮など、大変複雑・多様化しております。売春

防止法を根拠とすることに制度的な限界が生じ

てきたことから、今般、同法から脱却させ、新

たな法律の制定に至ったものというふうに認識

をしております。

この「困難な問題を抱える女性への支援に関

する法律」では、女性の福祉、人権の尊重や擁

護、また、男女平等といった視点が明確に規定

されるなど、官民一体により困難な問題を抱え

る女性の自立を包括的に支援をするうえで大変

重要な法律だと考えております。

〇副議長（山本由夫君） 白川議員─3番。
〇３番（白川鮎美君）知事もおっしゃるように、
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昨今、女性を取り巻く課題が多様化しており、

対応の限界があると思います。

また、法律の理念の違いで言えば、売春防止

法の下、婦人保護事業の目的は、売春する女性

や売春するおそれのある女性の保護・更正なの

で、支援の概念がありませんでした。保護・更

正では非常に管理的で、中・長期的な自立支援

を行う法的根拠がなく、生活再建のための継続

的支援は不十分です。

②計画策定の進捗について。

新しい法律では、「女性が女性であることに

より、私生活や社会生活で困難に直面したら支

援を受けられること」、「支援によって人権が

尊重され、安心して自立した生活ができる男女

平等社会を実現すること」と、目標に掲げられ

ております。

相談の入り口で、どんな相談にも応じ、一人

ひとりの意思を尊重しながら、多様な機関と連

携・協働し、本人に最適な支援を行うことが新

しい法律の肝であると考えております。そのた

めに、都道府県においては、基本計画を策定す

ることが義務づけられております。

全国で未策定の県は数県のみで、長崎県がそ

の一つであることは、非常に残念です。

2021年12月に、野田聖子元男女共同参画大臣
が、本県のDV被害者支援を視察され、「長崎モ
デル」と高く評価をいただきましたが、さらな

る前進が見られず、取り残されているのではな

いでしょうか。県内の女性議員や女性団体から

も心配の声が挙がっております。

計画策定が遅れている理由と、今後のスケジ

ュールについて、お伺いいたします。

〇副議長（山本由夫君） こども政策局長。

〇こども政策局長（浦 亮治君）本県におきま

しては、これまでDV対策に特化した取組として、
民間団体との協働により、被害者本人のみなら

ず、子どもの学習支援など、きめ細かやかな支

援行う「長崎モデル」を推進してきたところで

ございます。

今回の計画策定に際しましては、この「長崎

モデル」で蓄積されたノウハウ等も取り入れな

がら、訪問・巡回や居場所の提供に加え、SNS
を活用した支援など、民間団体や市町等との関

係機関と連携し、きめ細やかな支援策を検討し

てまいりたいと考えております。

そのため、女性支援に取り組む県内の民間団

体との意見交換等を精力的に行っているほか、

本県としましては、現行の「長崎県DV対策基本
計画」を取り込んだ形で一体的な計画とするこ

ととしておりまして、これらの取組や調整に時

間を費やしているところでございます。

今後、県議会をはじめ、有識者や実践者など、

多くの関係皆様の意見を反映しながら、実効性

の高い計画となるよう、本年度中の策定に向け、

準備を進めてまいりたいと考えております。

〇副議長（山本由夫君） 白川議員─3番。
〇３番（白川鮎美君）丁寧な策定に努めていた

だいているということでございますけれども、

県の計画策定の後には市町での計画策定も努力

義務とされておりますので、当事者にとって最

も身近な自治体であり、福祉サービスの実施自

治体である市町の計画づくりのためにも、地域

の女性支援の把握実態や支援機関との連携強化

にスピード感を持って取り組んでいただきたい

と思います。

③具体的な支援体制づくりについて。

支援が必要な女性の中には、シングルシニア

と言われる孤立・貧困の中高年女性や、障害や
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外国籍などの複合差別に直面しがちな女性、性

的搾取をされた女性、貧困・DVなど様々な家庭
環境に置かれた若年女性など、複合的な困難を

抱える女性が多く存在し、福祉、障害、就労な

ど、他機関との協働が必要と考えます。

また、彼女たちは、抱える困難を他人に言え

なかったり、支援を受けることにマイナスな感

情を持っていたり、自ら支援の対象であること

を認識していない人もいます。そのため、巡回

などにより潜在的なニーズを持っている支援対

象者を把握し、積極的に関わり、情報提供や支

援を働きかけるアウトリーチによる早期把握が

重要となっております。

これまで本県が行ってきたDV被害者支援の
ように、一民間団体に丸投げでは通用しません

ので、当事者の意思を尊重した支援体制づくり

として地域の支援調整会議の構築を検討してい

ただきたいと思います。

民間団体との協働について、どのような取組

を考えているのか、お伺いいたします。

〇副議長（山本由夫君） こども政策局長。

〇こども政策局長（浦 亮治君）昨今の複雑化、

多様化する女性をめぐる課題に対する支援につ

きましては、様々な行政機関や民間団体等が、

それぞれの強みを活かし、協働・連携を図るこ

とが重要であるというふうに考えております。

婦人保護事業につきましては、これまで行政

機関や民間団体、有識者等で構成される「DV
対策等推進会議」におきまして、事業の効果的

な推進等について協議を行ってまいりましたが、

今回策定する計画の方向性等も踏まえ、既存の

推進会議を拡充し、新たな支援調整会議の設置

に向けた準備を進めているところでございます。

また、今後、新たな支援調整会議で議論を重

ねながら、当事者である女性の意思を尊重した

個別の支援内容などを各地域の関係者間で協議

する体制の構築に向けても努力してまいりたい

と考えております。

〇副議長（山本由夫君） 白川議員─3番。
〇３番（白川鮎美君）一時的な保護がゴールで

はなく、メンタルケアから就労へと導く中・長

期的な自立支援が必要と考えますので、予算が

ないでは理由になりません。支援が手厚くなれ

ば社会復帰する人が増え、納税者も増えていき

ます。女性が安心して暮らせる長崎となれば、

転出者が減り、人口流出に歯止めをかけること

につながると考えます。

ダイバーシティの観点からも、女性、障害を

持つ人、子ども、高齢者、誰もが生きやすい長

崎県の実現に向け、真剣に取り組んでいただく

よう、強く要望いたします。

3、校内教育支援センターの取り組みについ
て。

①「校内教育支援センター」の設置状況につ

いて。

②未設置市町を含むフォロー体制と今後の展

開について。

文部科学省の調査によると、令和4年10月時
点での小中学校の不登校児童生徒は、全国で約

24万5,000人と過去最多となり、長崎県におい
ても、同様に過去最多を更新しています。

増加の背景には、新型コロナの影響が多く、

学校活動の制限による登校意欲の低下、生活リ

ズムの乱れが戻らないなどが挙げられています。

本県では、本年度より予算3,300万円を計上し、
教室に入れない子どもの多様な学びと居場所を

確保するため、市町が小中学校に校内教育支援

センターを設置し、配置する指導員の報酬や交
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通費を県が2分の1を上限に補助することとし
ています。

設置初年度の状況を教えてください。

〇副議長（山本由夫君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（前川謙介君）今年度の校

内教育支援センター指導員の配置につきまして

は、21市町立の全小中学校458校のうち、8市町
101校に115人の指導員が配置される予定でご
ざいます。

〇副議長（山本由夫君） 白川議員─3番。
〇３番（白川鮎美君） 21市町中8市町でスター
トしているということですけれども、今回、設

置されていない市町については、いかがでしょ

うか。配置が不要なのか、もし、不登校児童が

いないから設置が不要という考え方であれば、

今日は教室に入りづらいという不登校の前触れ

を防止する役割もあると思いますので、設置の

効果を丁寧に説明する必要があると思います｡

今後、県として市町をどのようにバックアッ

プしていくのか、伺います。

〇副議長（山本由夫君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（前川謙介君） 今年度、本

事業の実施を見送った13市町におきましては、
予算の問題、あるいは指導員の人材確保、また、

校内教育支援センターの運用の方法などについ

て課題を有していると伺っておりまして、今後

の対応については、市町と協議を行っていく予

定といたしております。

一方、設置した8市町の支援につきましては、
指導員を対象とした研修会を開催することとい

たしておりまして、人材育成の面で市町の取組

を後押ししてまいります。

校内教育支援センターにつきましては、でき

る限り多くの市町において、早期に取り組んで

いただきたいと考えております。設置している

市町の状況ですとか、成果、課題を共有する場

を設けまして、本事業の効果などを含めて積極

的な情報発信に努め、また、市町同士のつなが

りも深めながら、本事業のさらなる浸透を深め

てまいりたいと考えております。

〇副議長（山本由夫君） 白川議員─3番。
〇３番（白川鮎美君） ③「NPO法人子どもの
権利オンブズパーソンながさき」からの提言書

について。

3月13日に、「NPO法人子どもの権利オンブ
ズパーソンながさき」が、県教育委員会に対し

て提言書を提出されました。私も同席をさせて

いただいておりましたが、当該団体は、令和3
年から長崎市立小中学校、各1校の校内別室に
指導員を派遣し、様々な児童生徒と関わってお

られます。

その実績やデータに基づいた貴重な提言書に

は、学習するためだけのものではなく、休息や

傷つきの回復など、ケアを優先されること、教

室へ戻る結果のみを目標としないこと、子ども

が学びたいと思った時に学べる環境として設置

されることと、理由を含めて詳しく書いてあり

ました。

県教育委員会では、この提言をどのように受

け止め、運営に活かしておられるのか、伺いま

す。

〇副議長（山本由夫君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（前川謙介君）いただいた

ご提言につきましては、文部科学省が推進する

全ての不登校児童生徒に学びの場を確保する、

また、学校をみんなが安心して学べる場所にす

るといった不登校対策、いわゆる「COCOLO
プラン」の趣旨に沿った内容でございまして、
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県としても大切な視点であると考えております。

校内教育支援センターに関しましては、今後、

専門家等で構成しております「長崎県不登校支

援協議会」で、その運営等について、ご意見を

伺うこととしておりまして、いただいたご提言

も紹介しながら、よりよい運営に向けて、ご協

議をいただきたいと考えております。

引き続き、校内教育支援センターが、子ども

たち一人ひとりの多様なニーズに応じた居場所

や学びの場となりますように、関係機関と連携

しながら取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

〇副議長（山本由夫君） 白川議員─3番。
〇３番（白川鮎美君） 本事業は、今年度スター

トしたばかりで、現場は手探り状態の部分も多

いかと思います。このセンターが様々な課題を

抱え、不登校や不登校傾向にある子どもたちの

居場所として、その機能を十分に果たせるよう、

県も市町と力を合わせて取り組んでいただくよ

う、お願いを申し上げます。

4、県立こども医療福祉センターの事案につ
いて。

①再発防止策について。

当センターは、肢体不自由児の小児整形、発

達障害、てんかん、心身症、精神症、不登校な

ど、児童の診断、治療を行う医療機関で、障害

を持ったお子様、また、親御様にとっては、命

綱のような大変重要な医療機関です。

先月、当センターで、ショートステイを利用

する男児が乗った車椅子を職員が誤って転倒さ

せ、けがをするという事案が発生しました。散

歩中に職員が車椅子のストッパーをかけずに手

を離し、別の利用者に対応するため目を離した

際に車椅子が斜面を数メートル下り、溝にはま

って転倒したとのことです。

県は、どのように再発防止策を講じていくの

か、伺います。

〇副議長（山本由夫君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（新田惇一君）このたびの転倒

事故は、院外散歩中、職員がほかの患者の方に

気をとられ、車椅子から手を離した際に、スト

ッパーをかけていなかったことで発生したもの

であると承知しております。

障害のある方が利用する施設としては、あっ

てはならないことであり、けがをされた利用者

や保護者に対して真摯に対応するとともに、二

度とこうした事案を起こさないよう、再発防止

策を徹底してまいります。

具体的には、車椅子の介助・移動の際の安全

対策についてマニュアルを整備し、研修におい

て周知を図るなど、改めて職員への指導を徹底

いたしますほか、院外散歩についても、より安

全な実施体制となるよう、見直しを行ってまい

ります。

県といたしましては、こども医療福祉センタ

ーが、本県の子どもの医療や療育の拠点として、

県民の皆様が安心して利用できる施設となるよ

う、努めてまいります。

〇副議長（山本由夫君） 白川議員─3番。
〇３番（白川鮎美君） 今、述べていただいたよ

うな対策を徹底し、同じようなことが二度と起

こらないようにしていただきたいと思います。

②人員不足の課題について。

現場の状況を確認したところ、当該センター

では、現在、会計年度任用職員の保育士が2名
欠員であり、募集をしているが、応募はない状

況と伺っています。

今回の事案は、単に担当職員の不注意のよう
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に見えますが、その根底には深刻な人員不足の

課題が潜んでいるのではないでしょうか。

現場を知る外部の方からは、障害を持ったお

子さんと接する難しさ、仕事の内容の割には給

料が少ないこと、通常の保育士と比較して早出、

遅出の変動勤務があり、「このような条件では

希望する人はいないでしょう」との話があった

と伺っております。

ハローワークの求人票を比較してみましたが、

保育士の求人は、民間の方が、給料面、勤務時

間においても好条件で、県の求人は見劣りする

ように感じました。

慢性的な人員不足により、限られた職員に業

務が集中し、疲労等によりミスや目が行き届か

ない状況が発生してしまっているのではないで

しょうか。

当センターの人員不足の状況をどのように打

開していくのか、お伺いしたいと思いますが、

本日公表されました人事において、6月30日、
当センターの所長が退職をされるということで

ございます。

担当ドクターが代わること、また、この欠員

により診療の待ち時間が長くなったりと、この

運営について影響はないのか。当日で申し訳ご

ざいませんが、わかる範囲でご説明をお願いい

たします。

〇副議長（山本由夫君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（新田惇一君） まず、ただいま

ご質問がございました今回の人事異動に関する

件でございます。

今回の人事異動は、所長の退職に伴うもので

はございますが、センターの状況を把握してお

ります副所長を所長に任命するとともに、非常

勤の医師を配置する予定も併せてございますこ

とから、診療体制に支障を生じないよう講ずる

こととしているところでございます。

また、こども医療福祉センターの会計年度任

用職員の保育士につきましては、今年度、2名
の欠員となっておりまして、人員の確保が重要

な課題と考えているところです。

これまでも求人情報サイトへの登録や個別の

事業所への働きかけなど、採用に努めておりま

すほか、処遇についても、正規職員に準じて勤

勉手当を支給するなど、改善を図っているとこ

ろではありますが、全国的な保育士不足などに

より、採用が難しい状況となっております。

今後は、新たに保育の仕事合同面談会へ参加

するなど、採用活動をより強化し、早期に人員

を確保できるよう努めてまいります。

〇副議長（山本由夫君） 白川議員─3番。
〇３番（白川鮎美君）知事の公約にも、子ども・

子育ては、一丁目一番地とありますように、子

どもたちを大切に育む環境づくりが急務だと思

います。

特に、当センターのように高い専門性が必要

となる現場で働く方たちには、それなりの処遇

でないと人が集まりません。再発防止に努める

ことはもちろんですが、適切な人員配置をスピ

ード感を持って進めていただくようにお願い申

し上げます。

5、労務費等の適正な価格転嫁について。
①物価高に負けない賃上げを実現するための

取り組みについて。

食料品、日用品、光熱費、様々な物価の高騰

が止まりません。働く人たちの賃金、労働条件

の改善を求める労働組合である連合長崎の発表

によると、6月時点で2024年春闘の平均賃上げ
額は1万4,617円で、過去最高水準となっている
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とのことですが、その実感が薄く、特に、労働

組合がない中小企業、小規模事業者や、公的な

仕事を担う人たちには、その影響は、残念なが

ら、届いておりません。

公正取引委員会が昨年11月に公表した「労務
費の適切な価格転嫁のため価格交渉に関する方

針」では、原材料価格やエネルギーコストのみ

ならず、賃上げ原資の確保を含めて適正な価格

転嫁を必要とし、発注者及び受注者それぞれが

取るべき行動や求められる行動がまとめられて

います。

今後、物価高騰に負けない賃上げの実現に向

けては、中小・小規模事業者において、その原

資を確保するための価格転嫁を促進することが

重要であると考えますが、県としては、どのよ

うな取組を行っているのか、伺います。

〇副議長（山本由夫君） 産業労働部長。

〇産業労働部長（宮地智弘君） 県では、県内中

小企業における賃上げを推進するため、昨年6
月に経済団体等と締結した「価格転嫁の円滑化

に関する連携協定」に基づき、価格転嫁の促進

に取り組んでいるところであります。

その結果、望ましい取引慣行の遵守などを宣

言する「パートナーシップ構築宣言」を行った

企業数は、6月13日時点で479社と、協定締結時
から約2.5倍増加し、九州各県で1位の伸び率と
なるなど、価格転嫁の機運は、一定高まってき

ているものと認識しております。

こうした中、さらに価格交渉に向けた具体的

な行動を促すため、去る6月17日、国が設置す
る相談窓口である「よろず支援拠点」や、「下

請かけこみ寺」等と「相談・支援の強化に関す

る連携協定」を締結いたしました。

今後、協定締結機関やオブザーバーである公

正取引委員会等との連携を図りながら、効果的、

効率的な価格交渉を後押しし、適切な価格転嫁

の促進に努めてまいります。

〇副議長（山本由夫君） 白川議員─3番。
〇３番（白川鮎美君） 下請いじめを防ぎ、取引

の適正化に努める発注者側の約束「パートナー

シップ構築宣言」、そして、今回新たに協定締

結した受注者を支援する価格転嫁の相談窓口、

この2つの対策で、県が中小・小規模事業者の
賃上げを後押しするということは、大変心強い

ことだと思います。

下請業者の話を聞くと、価格交渉をすると、

次の仕事をもらえなくなるのではないか、発注

者との関係が悪くなるのではないかと、交渉を

諦め、泣く泣く安価で受けるケースもあると伺

っています。

発注業者と受注業者の良好な関係を築くため

にも、この2つの施策を県内企業に活用してい
ただき、実効性のあるものにしていかなければ

なりません。しっかりと周知徹底を行っていた

だきたいと思います。

②県が発注者となる場合の価格転嫁について。

まず、総務省及び経済産業省から、適切な予

定価格の作成、契約後の状況に応じた必要な契

約変更などについても対策を講じるよう、通知

が出されていますが、県はどのように認識し、

対応しているか、伺います。

〇副議長（山本由夫君） 総務部長。

〇総務部長（中尾正英君） 昨年11月、国にお
いて取りまとめられた指針を踏まえ、今年に入

り、総務省や経済産業省から都道府県に対し、

実勢価格を反映した適切な予定価格の設定や、

契約後の状況変化に応じた適切な対応、市区町

村への周知等を求める通知が発出されておりま
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す。

県としましては、通知の受理後、速やかに行

政が行う調達等においても、中小企業の取引環

境の整備が図られるよう、労務費の適切な価格

転嫁について、庁内並びに県内市町に対し、周

知を行っております。

〇副議長（山本由夫君） 白川議員─3番。
〇３番（白川鮎美君）③指定管理者への対応に

ついて。

具体的な事業について伺います。

複数年度にわたって管理運営を行う指定管理

者制度導入施設については、期間中の物価高騰

や賃上げに伴う経費の増加について、どのよう

に対応されていますか。

〇副議長（山本由夫君） 総務部長。

〇総務部長（中尾正英君）指定管理者制度導入

施設では、県と指定管理者の間で締結する協定

の中で、管理業務に要する負担金やリスク管理

の規定等を定めており、原則として、収入や経

費の増減を含め、管理者の自立的な経営努力に

より、管理運営を行う仕組みとなっております。

一方で、協定締結後に著しい環境変化が生じ

た場合は、指定管理者からの申し出により、負

担金の変更等を協議できることとしており、令

和4年度及び5年度につきましては、エネルギー
価格の急激な高騰の状況等を踏まえ、当該年度

の負担金とは別に、国の臨時交付金を活用して

追加の予算措置をしたところであります。

今後とも、指定管理者制度の趣旨を踏まえ、

自立的な経営を基本としつつ、著しい環境変化

等が認められる場合には、適切に対応してまい

りたいと考えております。

〇副議長（山本由夫君） 白川議員─3番。
〇３番（白川鮎美君） 協定に基づき、指定管理

者側から申し出があれば協議に応じるとのこと

ですが、指定管理制度は、公的施設の管理を民

間に代行していただくことで、市民サービスの

向上や行政コストの縮減を図っているわけです

から、上から目線ではなく、管理者に歩み寄り、

労務費等の経費についても相談しやすい環境を

積極的につくっていただきたいと思います。

④公共委託業務への対応について。

土木工事の調査に対する公共事業の下請業者

からも、「資材高騰のあおりを受けて金額が見

合わない」、「経営が大変苦しい」という厳し

い声が挙がっております。

総務省からの通知では、公正取引委員会の指

針を踏まえ、発注者の取るべき行動として、サ

プライチェーン全体での適切な価格転嫁を行う

こととありますが、県としてどのような対応を

しているか、伺います。

〇副議長（山本由夫君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君）サプライチェーン全

体での適切な価格転嫁を進めるためには、まず、

公共事業の発注者である県が、最新の人件費や

経費を的確に反映した適正な予定価格を設定す

ることが重要であると認識しております。

このため、国が毎年2月に公表し、12年連続
で引き上げられている技術者の労務単価を、国

と同様に毎年3月から予定価格に反映しており
ます。

また、令和5年度末に国が地質調査業務の諸
経費率の大幅引き上げを公表したことに伴い、

県におきましても、国と同様に令和6年4月から、
経費の増加分を予定価格に反映するなど、速や

かな対応を行ってきたところでございます。

今後も、引き続き適正な予定価格の設定に努

めてまいります。
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〇副議長（山本由夫君） 白川議員─3番。
〇３番（白川鮎美君）発注者として適正な予定

価格の設定を行っているとのことですが、受注

先のサプライチェーン全体の適切な価格転嫁に

関しては、なかなかチェックが難しいというこ

とだと思います。この指針には、なかなか対応

が難しいのかもしれませんが、県が事業を発注

する立場として、元請業者が適切な価格で下請

業者に支払いをしているのかもチェックする必

要があると思います。

民民のことになると介入ができないというこ

とで、今回のような相談窓口設置に至ったので

しょうが、いずれにしても、賃上げ機運が高ま

る中、その流れに乗れない事業者や取り残され

ている労働者がいることを認識し、県として最

大限、対応していただきたいと思います。

6、特定利用空港について。
①特定利用空港を指定する目的について。

4月1日、政府は、全国で16か所の特定利用空
港・港湾を指定したとし、本県の長崎空港と福

江空港が対象となっています。

私は、このことを報道で知ったのですが、長

崎空港と福江空港が特定利用空港に指定された

ことによって、何が、どう変わるのか、役割や

整備内容について教えてください。

〇副議長（山本由夫君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君） 特定利用空港は、国

民保護対応などのため、自衛隊や海上保安庁が

訓練に必要な空港を日頃から円滑に利用できる

よう、国が指定し、施設管理者との間で、連絡・

調整体制を構築するものでございます。

今回の指定によりまして、自衛隊などの航空

機が緊急時の住民避難や物資輸送などを効率的

に行うことが可能となり、大規模災害が発生し

た際にも迅速な支援活動が期待されます。

加えて、長崎空港におきましては、電源設備

やターミナル周辺の連絡通路の更新、福江空港

では、照明施設のLED化や気象観測施設の更新
などの事業を順次進めているところであり、こ

れらの整備促進も期待されます。

〇副議長（山本由夫君） 白川議員─3番。
〇３番（白川鮎美君）そのような整備促進が期

待されるということですが、なぜ、わざわざ指

定しないといけないのかということが理解でき

なかったので、国土交通省、防衛省にも確認を

しました。

南西諸島の防衛体制を強化するための指定で

あること、自衛隊、海上保安庁は、現時点にお

いても補給や訓練で年に数回、空港を利用して

いるとのことですが、年間を通じて訓練計画を

立て、その調整や連絡を常に意思疎通ができる

ようにしたいとのこと、そして、その整備につ

いては、国土交通省予算から長崎空港に19億円、
福江空港に2億円の予算がつくとのことでした。
わざわざ指定をしなくても、年数回の訓練で

あるならば、都度、連絡でも構わないでしょう

し、仮にそれが日頃、不十分であると感じてい

るのであれば、指定をせず、全国の空港どこで

も意思疎通ができるようすべきです。限定的に

指定をする意図がわかりませんでした。

②長崎空港・福江空港が指定に至ったプロセ

スについて。

「訓練の回数は増えないか」との問いには、

「常駐ではなく、必要な時に借りるだけで、急

増はしないが、増える可能性はある」との回答

でした。

ほか、候補地に挙がっていた熊本県は3候補
地全て、鹿児島県においては8候補地全て、沖
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縄県は那覇空港、石垣空港以外の6候補地の指
定を見送っています。

その理由としては、「国からの説明が不十分」、

「有事の際に市民を危険にさらす可能性があ

る」などとしています。

長崎県は、なぜ早々と同意をしたのか、長崎

県が同意に至るまでのプロセスを時系列に沿っ

て、ご説明ください。

〇副議長（山本由夫君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君） 昨年10月、国から
県に対し、本県に所在する国管理の長崎空港と

県管理の福江空港について、指定への申し入れ

があり、県としては、有事の利用を対象とする

ものではないことを確認するとともに、国に対

し、所在地自治体である大村市と五島市への丁

寧な説明をお願いしておりました。

本年3月7日には、国から両市への説明が行わ
れ、その後、両市から、異論ない旨の意向が確

認できたことから、本県として指定に同意する

との判断に至り、同26日に国に対し、報告して
おります。

その結果として、4月1日に両空港が特定利用
空港に指定されております。

〇副議長（山本由夫君） 白川議員─3番。
〇３番（白川鮎美君） 五島市と大村市は、判断

する立場にないと県に判断を委ね、異論はない

としていますが、同意とは違うと思います。

③県の説明責任について。

所在地に限らず、多くの県民が利用する空港

です。県民を対象に説明をすべきではないでし

ょうか。

3月21日に県議会議長、副議長、所管する委
員会メンバー、五島市、大村市選出の県議のみ

に、同意をする旨、報告があったそうです。

議員からは、これまでも質問や反対意見があ

ったにもかかわらず、県は、「賛否を問うもの

ではない」とし、26日にあっさりと国に対し、
同意を決定しています。

そして、4月1日の指定を受け、「長崎・福江
空港有事拠点へ」との報道が出て、はじめて知

った方がほとんどだと思います。

長崎県民は、特に、平和への意識が強いので、

このことで軍事利用が進むのではないかという

心配は、必ず出てきます。現に、4月30日に平
和団体と社民党の連名で知事宛てに「撤回を求

める要請書」が提出をされています。この報道

によって、さらに多くの県民が特定利用空港指

定について知り、その目的に疑念を持つことに

なりました。

全てが報道ベースでしか知らされず、県から

県民への説明はいまだにありません。知事の定

例会見は何のためにあるのでしょうか。今議会

開会日の知事説明でも一言も触れられておりま

せんでした。

五島市長は、市議会から市民への説明責任を

問われ、5月の市政だよりの市長コラム欄に理
解を求める記事を掲載しました。これも後手後

手で市民の納得を十分に得るものではないと思

いますが、何もしていない県よりはましだと思

います。

平和を何よりも大切にし、有事という言葉に

非常に敏感な県民性を理解するのであれば、こ

そこそしないで、県民にきちんと説明すべきだ

ったと思います。

知事は、この件に関する説明責任をどのよう

に考えておられますか。

〇副議長（山本由夫君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）長崎空港と福江空港では、
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これまでも自衛隊機等が訓練などを行っており

ます。国に確認したところ、先ほど議員も少し

触れられておりましたけれど、特定利用空港に

指定されても、その頻度は現行程度ということ

を受けております。また、有事の利用を対象と

するものではないということは確認をしており

ます。

今回の指定による枠組みになりますけれども、

先ほど部長が申し上げたとおり、国が主体とな

って行うものでございます。県としましては、

国に対して、実際に空港がある大村市、また五

島市に丁寧な説明をお願いしまして、国におい

て実施をいただいたところだと認識をしていま

す。

ただ、いずれにしても、議員ご指摘いただき

ました県民への説明不足ということにつきまし

ては、真摯に受け止めまして、必要な情報発信

をするなど、今後、丁寧な対応に努めていきた

いと思います。

〇副議長（山本由夫君） 白川議員─3番。
〇３番（白川鮎美君） 説明をする旨、前向きな

答弁をいただいたと思います。ありがとうござ

います。

県民の信頼を取り戻すためにも、県民に対し

て、納得のいく丁寧な説明をお願いいたします。

7、小笠原諸島の探検家「島谷市左衛門」の
功績について。

①この人物の認識について。

皆さんは、島谷市左衛門さんをご存じでしょ

うか。1670年、難破した船の乗組員が、とある
無人島にたどり着きました｡江戸幕府は、長崎の

地役人、島谷市左衛門に、その島の調査を命じ、

1675年、たどり着いた一行は、後に小笠原諸島
と呼ばれる、その島の地図を描き、残しており

ます。この時の船は、長崎で造られたものと言

われており、すばらしい造船技術と優秀な航海

士が、この長崎から出発したことにより、小笠

原諸島が日本の領土となったということです。

小笠原諸島は、皆様もご存じのとおり、東京

沖1,000キロの位置にある我が国の排他的経済
水域（EEZ）を世界6位にまで押し上げる国益
に対して大変重要な島です。

日本領土・領海の礎を築いた郷土の偉人を県

はどのように認識しているのか、伺います。

〇副議長（山本由夫君） 文化観光国際部長。

〇文化観光国際部長（伊達良弘君）島谷市左衛

門につきましては、長崎歴史文化博物館におい

て、関連した資料を一部所蔵してはいるものの、

その功績に着眼した収集は行っていないところ

であります。

文献によりますと、島谷市左衛門は、長崎で

先進的な航海術を学んだ後、長崎奉行の下で貿

易に従事し、江戸時代初期、幕府の命令を受け

て小笠原諸島を調査した人物であり、その調査

記録は、明治初期において、日本が小笠原諸島

領有を国際社会に主張するための礎となったと

認識しております。

〇副議長（山本由夫君） 白川議員─3番。
〇３番（白川鮎美君） ぜひ、もっと注目をして

いただきたい人物だと思います。

②展示会の開催について。

現在、滋賀県で「島谷市左衛門展」が開催さ

れています。来年は、小笠原諸島発見から350
年という節目の年でありますので、長崎でも展

示会を開催し、長崎県ゆかりの偉人の功績を紹

介してはどうかと提案いたしますが、県の見解

を伺います。

〇副議長（山本由夫君） 文化観光国際部長。
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〇文化観光国際部長（伊達良弘君）県において、

本県ゆかりの歴史上の人物を顕彰し、展示会な

どを開催するに当たりましては、国、本県への

貢献度や国際社会における本県のプレゼンス向

上、県民の興味、関心を喚起するものになり得

るかどうかなどを総合的に勘案する必要がある

と考えております。

また、地元市町の意向や機運の高まり等につ

いても重要であり、これらをしっかりと確認し

たうえで実施の判断をすべきであると考えてお

ります。

〇副議長（山本由夫君） 白川議員─3番。
〇３番（白川鮎美君） 造船や探検家、国益への

貢献など、大変ロマンのあるテーマだと思いま

すので、ぜひとも着目をし、研究していただき、

観光コンテンツとしても活用いただければと思

います。

また、教育分野においても、国の経済発展に

大きく貢献した島谷市左衛門の探検家としての

功績を広く長崎県の子どもたちに紹介していた

だきたいと思いますが、こちらについても地元

長崎市の機運の高まりが必要とのことですので、

その際はぜひ市と協力をして取り組んでいただ

きたいと要望をしておきたいと思います。

8、海岸漂着ごみについて。
①対馬における海岸漂着ごみの現状について。

今年の3月、改革21の会派視察で対馬に行き、
海岸及び海洋環境の保全を行う団体「対馬

CAPPA」と対馬クリーンセンター中部中継所を
視察させていただきました。

まず、驚いたのが、漂着ごみの量です。1年
に25メートルプール100杯分に相当する量が漂
着するそうで、なぜ、そんなに流れ着くのかと

理由を伺った時に、世界地図をくるっと逆さま

に回して説明をされたのが大変わかりやすかっ

たのですが、対馬は、対馬海流の入り口にあり、

韓国、中国などの近隣諸国から対馬海流に乗っ

て流されたごみがたまる防波堤のような役割を

しているとのことでした。

対馬市における海岸漂着ごみの現状について、

伺います。

〇副議長（山本由夫君） 県民生活環境部長。

〇県民生活環境部長（大安哲也君） 令和5年度
の海岸漂着ごみの回収量は、県全体で約1万
6,000立方メートルでございます。そのうち約半
分に当たります7,800立方メートルが対馬市に
おいて回収されております。

本県は、日本の最西端に位置し、海岸総延長

が全国第2位という地理的特性から、毎年、多
くのごみが漂着しておりまして、対馬市は、大

陸に近いということなどから、海外由来のごみ

が多く漂着しております。

〇副議長（山本由夫君） 白川議員─3番。
〇３番（白川鮎美君）ご説明ありがとうござい

ます。

②回収処理の状況について。

漂着ごみの多くは、ペットボトルや発泡スチ

ロール、ポリタンクなどプラスチック製品で、

日本海のマイクロプラスチック濃度を高めない

ためにも、対馬でできるだけ回収をし、海に漂

う量を減らす努力をしているとのことでした。

膨大な量のごみをどのように処理されている

のか、回収処理の現状について、伺います。

〇副議長（山本由夫君） 県民生活環境部長。

〇県民生活環境部長（大安哲也君）海岸漂着ご

みにつきましては、国の地域環境保全対策費補

助金を活用しまして、海岸管理者等において回

収及び処理を行っております。
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対馬市においては、回収された漂着ごみのう

ち約84％が焼却または埋め立て処理され、残り
の約16％が有効利用されている状況にござい
ます。

有効利用につきましては、対馬市は民間企業

と連携し、海洋プラスチックごみの一部を買い

物かごやボールペンなどにリサイクルするほか、

民間団体と協定を締結し、循環経済モデルの研

究開発に取り組まれております。

〇副議長（山本由夫君） 白川議員─3番。
〇３番（白川鮎美君）回収されたごみのほとん

どが焼却、埋め立てということでした。現場で

は、先ほどご説明もあったとおり、SDGsの理
念の下、リサイクルやアップサイクルの資源循

環の道を模索されており、企業と連携してボー

ルペンやかごなどの様々な商品への転換が行わ

れておりましたが、漂着ごみは、変形や変質し

ていることでリサイクルが難しく、転換できる

ごみはごく一部で、持続可能な回収処理にも課

題があることがわかりました。

③発生抑制対策について。

そうであれば、根本的にごみを出さないこと

が最も重要であると考えますが、発生抑制対策

について、伺います。

〇副議長（山本由夫君） 県民生活環境部長。

〇県民生活環境部長（大安哲也君） 県では、海

岸漂着ごみ問題の現状を知ってもらうため、対

馬市と連携しまして、県内や釜山広域市で漂着

ごみの実情を展示、紹介したほか、日韓8県市
道で構成します「日韓海峡・海岸漂着ごみ一斉

清掃」などを通じまして、発生抑制の意識醸成

に向けました啓発活動を行っております。

また、国に対しまして、外国由来のごみの減

少を図るため、外交上の適切な対応を実施する

よう、要望を行っているところでございます。

また、対馬市におかれましては、日韓の学生、

市民等による海岸清掃や、ワークショップなど

の交流事業に継続的に取り組まれております。

今後とも、対馬市と連携、協力しながら、発

生抑制対策に取り組んでまいります。

〇副議長（山本由夫君） 白川議員─3番。
〇３番（白川鮎美君） 県内での取組、そして韓

国との取組、政府施策要望についても行ってい

ただいているとのことでした

今回は、対馬を例に話をしましたが、海岸漂

着ごみの問題は、ほかの島々や本土地域でも大

きな課題とされております。各地で海岸清掃の

ボランティア活動が盛んに行われておりますが、

その活動がゼロになることはありません。

一人ひとりの課題認識と、ごみを出さない行

動改革も必要ですが、日本だけの問題ではなく、

海でつながっている近隣諸国との国際問題であ

ると捉え、韓国以外の国についても、県独自の

外交により、問題解決に向けて前進するよう、

努力していただくよう強く要望して、質問を終

わりたいと思います。

以上で、私の一般質問を終わります。

ありがとうございました。（拍手）

〇副議長（山本由夫君） 本日の会議は、これに

て終了いたします。

明日は、定刻より本会議を開き、一般質問を

続行いたします。

本日は、これをもって散会いたします。

― 午後 ３時４１分 散会 ―
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令和６年６月２５日（火曜日）

出 席 議 員（４５名）
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３２番 堀 江 ひとみ 君

３３番 中 山   功 君

３４番 小 林 克 敏 君

３５番 川 崎 祥 司 君

３６番 深 堀 ひろし 君

３７番 山 口 初 實 君

３８番 山 田 朋 子 君

３９番 中 島 浩 介 君

４０番 前 田 哲 也 君

４１番 浅 田 ますみ 君

４２番 外 間 雅 広 君

４３番 徳 永 達 也 君

４４番 瀬 川 光 之 君

４５番 溝 口 芙美雄 君

４６番 田 中 愛 国 君

欠 席 議 員（１名）

２９番 吉 村   洋 君

説明のため出席した者

知 事 大 石 賢 吾 君

副 知 事 浦   真 樹 君

副 知 事 馬 場 裕 子 君

秘書・広報戦略部長 陣 野 和 弘 君

企 画 部 長 早稲田 智 仁 君

総 務 部 長 中 尾 正 英 君

危機 管理部 長 今 冨 洋 祐 君

地域 振興部 長 小 川 雅 純 君

文化観光国際部長 伊 達 良 弘 君

県民生活環境部長 大 安 哲 也 君

福祉 保健部 長 新 田 惇 一 君

こども政策局長 浦   亮 治 君

産業 労働部 長 宮 地 智 弘 君

水 産 部 長 吉 田   誠 君

農 林 部 長 渋 谷 隆 秀 君

土 木 部 長 中 尾 吉 宏 君

会 計 管 理 者 井 手 美都子 君
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土 木 部 技 監 植 村 公 彦 君

交 通 局 長 太 田 彰 幸 君

地域振興部政策監 渡 辺 大 祐 君

文化観光国際部政策監 村 田 利 博 君

産業労働部政策監 石 田 智 久 君

教育委員会教育長 前 川 謙 介 君

選挙管理委員会委員 原   章 夫 君

代表 監査委 員 下 田 芳 之 君

人事委員会委員 辻   良 子 君

公安委員会委員 長谷川   宏 君

警 察 本 部 長 中 山  仁 君

監査 事務局 長 桑 宮 直 彦 君

人事委員会事務局長
(労働委員会事務局長併任) 田 中 紀久美 君

教 育 次 長 狩 野 博 臣 君

財 政 課 長 苑 田 弘 継 君

秘 書 課 長 黒 島   航 君

選挙管理委員会書記長 楠 本 雅 一 君

警察本部参事官兼総務課長 古 賀 新 一 君

議会事務局職員出席者

局 長 中 尾 美恵子 君

次長兼総務課長 濵 口   孝 君

議 事 課 長 佐 藤 隆 幸 君

政務 調査課 長 大 宮 巌 浩 君

議事課課長補佐 永 尾 弘 之 君

議 事 課 係 長 山 口 祐一郎 君

議事課会計年度任用職員 天 雨 千代子 君

― 午前１０時 ０分 開議 ―

〇議長（徳永達也君） おはようございます。

ただいまから、本日の会議を開きます。

これより、昨日に引き続き、一般質問を行い

ます。

虎島議員―5番。

〇５番（虎島泰洋君）（拍手）〔登壇〕 皆様、

おはようございます。

自由民主党、長崎市選挙区選出、虎島泰洋で

す。

昨年11月に引き続きまして2回目、半年ぶり
の一般質問の機会をいただきまして、誠に感謝

しております。

また、本日、傍聴にお越しの皆様、そして、

中継をご覧の皆様、本当にありがとうございま

す。

長崎県全体が健康となるよう、医師として、

そして政治家として、日々邁進しております。

前回同様、答弁盛り盛りの内容となっており

ます。少し早口となりますけれども、ご容赦く

ださい。

それでは、通告に従いまして、一問一答方式

にて進めてまいります。

1、知事の政治姿勢について。
（1）こども施策について。
地域において、子どもが増えるためには、子

育て世代を長崎につなぎとめる、または長崎を

選んでいただく必要があり、そのためには魅力

ある産業を長崎につくり出すこと、そして、こ

ども施策が車の両輪として重要であると考えて

います。

前回は、その観点から「長崎産業革命」につ

いて質問いたしましたので、今回は、「こども

施策」を冒頭に質問いたします。

私自身、絶賛子育て中であることから、こど

も施策には非常に関心を持っております。

長崎で子育てしたいと思えるような施策を、

例えば明石市などのように大きく打ち出すこと

ができれば、若い世代に選ばれる県になるので

はないかと考えています。
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知事は、就任以来、こども施策を県政の一丁

目一番地に掲げられていますが、ここで改めて

こども施策にかける知事の意気込みをお尋ねい

たします。

以降の質問は、対面演壇席にて行います。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）〔登壇〕 虎島議員のご質

問にお答えをさせていただきます。

まず、長崎県にとって、子どもは宝物だと思

っています。我々長崎県の未来そのものだと思

っています。

私は、五島という場所で生まれ育ちましたけ

れども、小さい頃から、まち全体に育ててもら

ったような、そんな思いがあります。

社会が非常に変わってくる中で、人とひとの

つながりといったものが薄らいできているよう

な、そんな印象も受けますけれども、今こそ、

我々長崎県が、次の世代の、我々の愛する長崎

を、ふるさと長崎を引っ張っていく子どもたち

をしっかり育てていく、その責任があるという

ふうに思っています。

ちょっとの未来を見ますと、先を見ますと、

なかなか見通すことが難しい時代になってきて

います。そういった中で、その予測困難な社会

をしっかりとしなやかに生きていく、そんな中

でも活躍をしていくという、そんな子どもたち

を育てていく必要がございます。

今回のビジョンでは、「こどもが主役、みん

なで育てよう」というテーマを挙げさせていた

だきました。まさに、この長崎県民の宝物であ

る子どもたちを、長崎県民みんなが当事者とし

てしっかり育てていくんだと、そういった機運

醸成をしていく、みんなでタッグを組んで長崎

県の未来をつくっていくということが、今求め

られているんだろうと思っています。

そういった観点で、私も先頭に立って、皆さ

んと力を合わせて、長崎県に生まれた子どもた

ちが、長崎に生まれてよかったと、長崎で育っ

てよかったと、ここで子どもを産み育てたいと

思っていただけるような、そんな長崎県を一緒

につくっていきたいというように思っています。

以後のご質問につきましては、自席から答弁

をさせていただきます。

〇議長（徳永達也君） 虎島議員―5番。
〇５番（虎島泰洋君）畑島議員の質問にありま

したように、具体的な施策をわかりやすくアピ

ールするということが大事になってくると思い

ます。心に響く発信をよろしくお願いいたしま

す。

子育て環境と一口に言っても、様々な領域に

おいて総合的な対策が求められます。これまで

も様々な議論が行われてきましたけれども、私

は、専門分野である医療分野からお尋ねいたし

ます。

2、医療・介護・福祉について。
（1）周産期・小児・AYA世代の医療支援につ
いて。

①地域を支える産科・小児科医の確保につい

て。

長崎県全体の人口当たり産科・小児科医師数

は、全国平均を上回っていますが、県北地域や

離島といったところでは、産科・小児科医が手

薄な状況です。

地域で安心して子どもを産み、育てていくた

めには、産科・小児科医の確保が不可欠であり、

ひいては、それが地域の衰退を防ぐと考えてお

りますが、県の考えをお尋ねいたします。

〇議長（徳永達也君） 福祉保健部長。
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〇福祉保健部長（新田惇一君）産科医や小児科

医につきましては、安心して分娩できる体制や、

子どもたちがいつでも受診できる体制を維持し

ていくためには欠かせない存在であると認識し

ております。

このため、県では、将来、本県で産科医や小

児科医として勤務する研修医への研修資金の貸

与でありますとか、分娩手当を支給している施

設への一部助成などを通じて、産科医や小児科

医の支援に取り組んでまいりました。

また、今年度から、県養成医が産科や小児科

を選択した場合、より長い期間本土での研鑽を

積むことができるよう、勤務要件を変更し、よ

り多くの医師へ産科や小児科を専攻していただ

けるよう見直しを行ったところであります。

今後とも、産科医や小児科医の確保を通じて、

地域で安心して子どもを産み育てることができ

る環境の整備に向けて取り組んでまいりたいと

考えております。

〇議長（徳永達也君） 虎島議員―5番。
〇５番（虎島泰洋君） 地域医療の充実が、長崎

県の未来を明るくする鍵でもあり、住民一人ひ

とりの安心と健康を支える基盤でございます。

充実していると思われていました長崎市も、も

はや人材不足により、人ごとではない状況に陥

りつつあります。引き続き、よろしくお願いい

たします。

②新生児マススクリーニング検査の拡充につ

いて。

新生児の先天性の病気を早期発見し、治療に

つなげていくための新生児マススクリーニング

検査が、現在、全国で実施されています。

近年、治療薬等の開発により、対象疾患追加

の可能性が指摘されており、国においてはSMA

とSCIDという2つの疾患を検査対象とする実
証事業が開始されています。

この2つは、早期に発見し治療を行わなけれ
ば、その後の成長に大きく影響するおそれがあ

ることから、県においても国の実証事業に早期

に参加するべきだと考えますが、いかがでしょ

うか。

〇議長（徳永達也君） こども政策局長。

〇こども政策局長（浦 亮治君）新生児マスス

クリーニング検査は、新生児の先天性の疾患を

早期に発見し、その後の治療等につなげる重要

な検査でありまして、本県では、現在21疾患の
検査を全額公費負担で実施しております。

こうした中、国において早期発見・早期治療

が発症の抑制や予後の改善につながることがわ

かってきた、新たな2疾患について、公費負担
による検査の実証事業が今年から開始されたと

ころでございます。

一方、県におきましては、令和4年7月から、
国の実証事業の対象である2疾患を含む3疾患
について、公費負担ではなく、自己負担による

検査が実施されている状況であります。

国の実証事業への参加については、対象とな

る2疾患の検査にかかる自己負担が軽減される
一方で、県費負担も生じることから、関係機関

のご意見も伺いながら、これまでの経過や事業

効果等を踏まえ、検討してまいります。

〇議長（徳永達也君） 虎島議員―5番。
〇５番（虎島泰洋君）子どもたちの命と健やか

な成長を守るため、そして周産期にかかる費用

負担を抑えるためにも、ぜひともよろしくお願

いいたします。

③小児・AYA世代がん患者への在宅ケア支援
について。
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今後、高齢化の進展に伴い、在宅医療の需要

はますます増加していくと思われますが、在宅

医療は高齢者だけが必要なものではありません。

小児や思春期、若年成人層であるAYA世代と言
われる方においても、がんが近年増加傾向にあ

り、がん末期状態となると、高齢者以上に在宅

医療を希望される場合が多いと思われます。し

かし、40歳未満の患者は、介護保険も利用でき
ず、在宅医療にかかる経済的な負担が大きいと

いう声を聞きました。

そこで、小児・AYA世代のがん患者への支援
について、県の取組をお伺いいたします。

〇議長（徳永達也君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（新田惇一君） 長崎県内の40
歳未満である小児・AYA世代のがん患者は、
2020年において226名おりますが、在宅療養は
介護保険の対象とならず、経済的負担が生じて

いるという現状がございます。

このため、本県では、今年度新たに補助制度

を創設し、40歳未満の末期がん患者が在宅療養
で利用する訪問介護や訪問入浴介護、福祉用具

の貸与及び購入にかかる経費に対し、月額5万
4,000円を上限といたしまして助成をすること
としたところでございます。

今後とも、若い世代のがん患者の皆様が、住

み慣れた自宅で安心して療養できるよう、患者

及びその家族の負担軽減を図ってまいりたいと

考えております。

〇議長（徳永達也君） 虎島議員―5番。
〇５番（虎島泰洋君）AYA世代のがん患者は、
治療だけでなく、教育や就労、そして、妊孕性

の問題、また経済的な問題など、特有の課題が

たくさんあります。これらに対処するためには、

適切な行政の支援が不可欠であると考えます。

引き続き、よろしくお願いいたします。

（2）感染症対策について。
①臓器移植患者における帯状疱疹ワクチンの

補助について。

帯状疱疹ワクチンの補助については、これま

でも一般質問等で取り上げられてきました。

国においては、つい先日開催されました厚生

科学審議会のワクチン評価に関する小委員会に

おいて、定期接種化の方向性が示されたところ

です。

接種費用が高額であるため、費用の一部を助

成する自治体が増えてきています。実際に定期

接種化されるまでには期間を要すると思われま

すので、本県でも同様の助成を行ってほしいと

ころですが、県全体となると予算規模も大きく

なり、本県の財政状況から実現困難であるとい

うことは理解しております。

そこで、帯状疱疹が発症するリスクが高いと

される固形臓器移植患者や造血幹細胞移植患者

を限定的に対象として、ワクチン接種費用を助

成することで、費用を抑えつつ、全国的にも先

進的な取組となるのではないかと考えます。

臓器移植を受ける患者は、免疫抑制剤の投与

が必須であり、免疫低下による各種感染症発症

のリスクが優位に高い状態です。ワクチン接種

が特に必要と推奨されています。

県の考えをお尋ねします。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）帯状疱疹ワクチンの対象

になりますけれども、これは50歳以上の者と、
また帯状疱疹に罹患するリスクが高いと考えら

れる18歳以上の方になっておりますけれども、
予防接種法における定期の予防接種への位置づ

けについては、国において検討がされていると
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ころだと承知をしておりますので、県といたし

ましては、まず、その動向を注視していきたい

と思っております。

なお、帯状疱疹を発症するリスクが高いとさ

れる方々は、固形臓器移植患者や造血幹細胞移

植患者以外にもおられます。そのことから、対

象を限定してワクチンの助成を行う合理的な理

由といったものを県単独で見出すといったこと

は非常に難しいものがあるというように考えて

います。

〇議長（徳永達也君） 虎島議員―5番。
〇５番（虎島泰洋君）行政のバランスとして難

しい線引きがあるということは理解します。現

場の課題を解決しつつ、医療の先進性を示すよ

い機会であると考えまして、ご提案いたしまし

た。引き続き、できない理由というものを探す

のではなく、何とかしたいというような取組を

一緒に考えていきたいと思います。引き続き、

よろしくお願いいたします。

②結核対策について。

結核対策の強化や医療の進展により、2007年、
日本は、結核蔓延国のリストから外れることが

できました。しかし、結核は、依然として日本

国内において公衆衛生上の重要な課題であり、

特に、高齢者や免疫力の低下した人々の間での

発生が続いています。

その中でも、本県の結核罹患率は、令和3年
度、全国ワースト1位、令和4年度ワースト3位
と高い状態です。感染症研究分野においてはト

ップランナーといってもいいこの長崎で、患者

を減らしていくために、県はどのように取り組

んでいるのか、お尋ねいたします。

〇議長（徳永達也君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（新田惇一君） 結核は、結核菌

によって主に肺に炎症が起きる病気でございま

すが、感染しても全ての人が発病するわけでな

く、加齢や免疫力の低下により、結核菌が再び

活動をはじめることで発病することが認められ

ているところです。

本県の結核罹患率は減少傾向にあるものの、

全国よりも高い水準で推移しており、患者に占

める70歳以上の高齢者の割合は87％と、全国平
均の65％と比較して高い傾向にあります。
県で実施した結核菌の遺伝子検査や疫学調査

の結果によれば、県内の結核患者の多くは過去

に感染した結核菌が再燃したものであると推察

され、発症した高齢者を早期に発見し、感染が

広がらないようにする取組の推進が最も重要で

あると考えております。

県といたしましては、引き続き、高齢者施設

で結核を早期発見するためのチェックシートの

活用促進を図るとともに、保健所による接触者

健診などの対策を着実に行うなど、地域の実情

に応じた取組を継続してまいります。

〇議長（徳永達也君） 虎島議員―5番。
〇５番（虎島泰洋君）感染者数が多いというこ

とでも、患者を中心とした広がりはないという

ふうにお聞きしております。その点は評価をい

たします。汚名返上に向けて、なお一層の取組

をお願いいたします。

③梅毒対策のさらなる推進について。

性感染症の一つである梅毒については、前回

もお尋ねしました。それにより、夜間検査など

検査体制の充実を速やかに実施していただいた

こと、感謝いたします。

しかし、想像以上に感染拡大のペースは速く、

昨年の感染者数は、それ以前の3倍となり、長
崎県医師会においても感染拡大警報を出してい
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るところです。

学生など若い世代への広がりや、妊婦への感

染もあると聞いています。妊婦への感染は、死

産や先天梅毒につながり、様々な障害を引き起

こすため、絶対に避けたい事態です。

感染を食い止めるためには、若い世代への啓

発や検査を受けるハードルを下げていく取組が

なお重要と思いますが、県の考えをお尋ねいた

します。

〇議長（徳永達也君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（新田惇一君）本県の梅毒患者

は、昨年、過去最多となる147名の感染が確認
されたところであり、梅毒の感染拡大防止は急

務であると認識しております。

そのため、県では、感染者の大部分を占める

若い世代が検査を受けやすくなるよう、昨年の

12月から夜間検査、相談体制の拡充や検査予約
のオンライン化を進めるとともに、YouTubeや
インスタグラムを利用した若者向けの啓発に取

り組んでまいりました。

また、効果的な感染拡大防止対策には、実態

把握が重要であるため、先月から県独自の調査

票を導入し、協力が得られた患者から感染リス

クに関する詳細な情報を把握できるようにした

ところです。

今後は、調査票で得られた情報の分析結果を

踏まえ、関係機関と連携し、さらなる対策に取

り組むとともに、県医師会と連携した県民公開

講座の開催など、梅毒の予防等に関する周知啓

発に取り組んでまいりたいと考えております。

〇議長（徳永達也君） 虎島議員―5番。
〇５番（虎島泰洋君） しっかりと、さらに、速

やかに対応をよろしくお願いいたします。

また、今回は取り上げませんでしたが、昨今、

致命的となる得る劇症型溶連菌感染症や、

SFTSといったダニ媒介感染症も県内で発生し
ています。正しい情報の周知啓発等、適切な対

応を要望いたします。

（3）COPDの周知啓発について。
COPD（慢性閉塞性肺疾患）は、主に長期の
喫煙によって引き起こされる肺の病気であり、

喫煙者の2割から5割が発症すると言われてい
ます。重症化すると歩くだけでも息切れするな

ど、日常生活に大きな支障を来すため、発症予

防が非常に大事になります。

長崎県は、COPDの外来患者数が全国ワース
ト2位と多く、また、男性の喫煙率は全国ワー
スト10の常連であります。禁煙など、COPDの
予防策に取り組むよう、県民に対する周知啓発

が重要と考えますが、県としてどのように取り

組んでいくか、お尋ねいたします。

〇議長（徳永達也君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（新田惇一君）慢性閉塞性肺疾

患、いわゆるCOPDは、男性に多く発症する、
長年の喫煙習慣などが原因となる病気であり、

喫煙者では20％から50％が発症するとされて
おります。

COPDは、重症化すると、顕著な息切れによ
って日常生活が極めて困難になるとされており、

男性においては死因の第9位に位置しておりま
す。

本県では、人口10万人当たりの外来患者数が
29人と全国で2番目に多く、COPDの認知度も
約4割と低いことから、その対策は急務である
と認識しております。

COPDの発症予防といたしましては、「長崎
健康革命」の柱に掲げる禁煙を推進することが

重要であり、男性の3人に1人が喫煙していると
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いう全国ワースト4位の喫煙率を下げていくこ
とを目指し、様々な対策を講じてまいります。

また、重症化予防といたしましては、COPD
の認知度を上げることで、たんや咳が長引くな

どの症状があれば、早期に医療機関を受診でき

るようになることを目指し、市町や保健所とも

連携し、周知啓発を行ってまいります。

県といたしましては、県の健康増進計画「健

康ながさき21」の目標の一つであるCOPDの死
亡率の減少の達成を目指し、様々な施策を実施

してまいります。

〇議長（徳永達也君） 虎島議員―5番。
〇５番（虎島泰洋君） 議員の喫煙率も高く、日

頃から皆さんの健康問題に憂慮しているところ

でございますけれども、受動喫煙もCOPDのリ
スクとして知られています。分煙の取組も、な

お一層取り組んでいただきたいと思います。

COPDは、早期発見、早期介入が重要とされ
ています。市町や関係団体と連携して、検診等

の取組も進めていただければ幸いでございます。

（4）担い手不足時代の医療・介護施策につい
て。

本県の高齢化率は、来年2025年に35％を超え、
県民の3人に一人が高齢者となります。2040年
には、遂に高齢化率は40％を超える一方で、高
齢者を支える担い手となる生産年齢人口は、同

じ期間で約15万人減少すると見込まれていま
す。

社会環境に応じた医療・介護体制に変革して

いくためには、意識改革を含め、大胆に改革を

進め、早急に効率的な体制をつくることが極め

て重要と考えます。

そこで、まずは介護分野からお尋ねいたしま

す。

①介護テクノロジー活用に対する支援。

介護事業所の方々と話していますと、近年、

ますます人材が不足しているということをよく

伺います。

そのような中、県が介護テクノロジーの導入

を積極的に支援することにより、介護事業所の

ICT化が一定進んできた状況があります。
一方で、事業所の話を聞きますと、機器を導

入しても、業務効率化につなげることができる

のか不安だという声も聞かれます。

これまで推進してきた介護テクノロジーの導

入は、具体的にどのように業務効率化につなが

っているのか、お尋ねいたします。

〇議長（徳永達也君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（新田惇一君）介護事業所のテ

クノロジー導入について、令和5年度に104事業
所、609台の導入を支援しており、事業所から
は業務効率化や介護の質向上に貢献していると

の声をお聞きしております。

特に、導入事例が多いものといたしまして、

利用者のベッドに設置して、目覚めたり、起き

上がったりしている状況を感知することができ

る見守りセンサーがあります。

センサーの導入により、入所者の睡眠、呼吸、

心拍などの情報をモニターで管理できるため、

巡回回数の減少につながり、職員の負担が軽減

されたという効果が認められております。

さらに、センサーの導入により、体調の変化

をデータで管理し、グラフなどで可視化するこ

とが容易になることから、医師との情報共有や

家族への説明資料として効果的に活用すること

ができ、業務の効率化につながっているという

こともお聞きしております。

県では、本年度、介護事業所のテクノロジー
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導入支援の予算を大幅に増額しており、こうし

た具体的な成果を多くの事業所に周知し、導入

促進を図ってまいりたいと考えております。

〇議長（徳永達也君） 虎島議員―5番。
〇５番（虎島泰洋君） ②介護DXのモデルづく
り。

限られた人員でもサービスが提供できるよう

にするには、これまでどおり介護事業所のテク

ノロジー導入や活用を支援するだけでは十分で

はないと考えます。

先ほど、多くの事業所に周知していくという

話がありましたけれども、県内の事業所にそう

した成果を十分に理解いただくためには、身近

に先進的なモデル事業所をつくって、ほかの事

業所へも波及させるような取組が必要ではない

かと考えますが、県の見解をお尋ねいたします。

〇議長（徳永達也君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（新田惇一君）介護事業所がテ

クノロジーを導入することにより、生産性の向

上につなげ、業務の負担を軽減し、働きやすい

職場環境をつくっていくためには、先進的な取

組の実例から学びとり、その理念や具体的手法

を身近に感じ、理解することが重要であると考

えております。

そのため、県では、県内におけるモデル的な

先進事業所づくりを支援していきたいと考えて

おり、今年度から業務全般へのテクノロジー導

入に取り組む事業所に対して、最大1,000万円を
補助することとしております。

また、本年6月14日に「ながさき介護現場サ
ポートセンター」を開設し、介護事業所からの

生産性向上に関する相談へ対応するほか、セミ

ナーなどを開催し、先進的な取組をわかりやす

く伝えることとしております。

県といたしましては、モデル的な先進事業所

をつくったうえで、その取組を幅広く波及させ

ていくことにより、県内の介護事業所全体の底

上げを図ってまいりたいと考えております。

〇議長（徳永達也君） 虎島議員―5番。
〇５番（虎島泰洋君）効率的な支援となるよう

期待しています。

③医療と介護の連携。

今後、後期高齢者が増え、医療と介護の両方

を必要とする方が増えていきます。限られた人

材で効率的に体制づくりを進めるためには、医

療と介護の緊密な連携が鍵になると考えていま

す。

令和6年の介護報酬改定において、今後3年の
間に、高齢者施設が協力医療機関と協定を結ぶ

に当たって、休日夜間の対応や緊急時の相談体

制をしっかり事前に取り決めておくことが必要

となりました。前回の一般質問で答弁いただき

ましたが、医療・介護連携を進めるに当たって

は、施設と医療機関の顔の見える関係をつくっ

ていくことが、ますます重要になります。

双方働き方改革が進む中、余裕がない状況で

の対応となりますが、県としてどのように進め

ていくのか、お尋ねいたします。

〇議長（徳永達也君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（新田惇一君）高齢者施設につ

きましては、あらかじめ協力医療機関を定める

ことが規定されておりますが、令和6年度の介
護報酬改定において、協力医療機関との連携の

もと、入所者の急変に24時間対応できる体制を
確保することが義務づけられたほか、医療連携

強化のための新たな加算が設けられたところで

す。

また、同時に行われた診療報酬改定において
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も、医療機関が施設入所者への急変時対応を行

った際の新たな加算が設けられるなど、高齢者

施設との連携の取組が評価されております。

県としたしましては、高齢者施設と医療機関

がこうした国の方向性を捉え、自ら連携強化に

取り組むことが必要であると考えておりますが、

施設からは、条件を満たす協力医療機関の確保

は難しいことや、職員の対応力向上に関する課

題もお聞きしております。

このため、県医師会と協力し、高齢者施設の

関係団体と定期的に協議を行っておりますほか、

今年度はモデル地区を設定し、連携に課題を抱

える施設の状況を把握したうえで、地元医師会

や医療機関との橋渡しなどを支援していきたい

と考えており、引き続き、効果的な連携体制構

築に努めてまいります。

〇議長（徳永達也君） 虎島議員―5番。
〇５番（虎島泰洋君）綿密な橋渡しとなるよう

期待しております。

④在宅での看取りの推進。

医療・介護連携においては、在宅医療の強化

とともに、高齢者のケアをする家族や医療、介

護関係者が、本人が人生の最終段階に受けたい

医療のあり方を事前に十分に理解し、安易に救

急搬送や入院につなげないような取組も必要と

考えます。

そのためには、本人が元気なうちから、人生

の最終段階での医療やケアについて、ご家族や

医療・介護の専門職と定期的に話し合っていく

取組、いわゆるACPを推進することが重要です。
現在、市町を中心にACPの周知が進められてお
り、県では、特に施設に対し、医療・介護従事

者へのACPに関する研修等を実施していると
伺っています。

自宅や施設など、在宅で療養されている方も

増えていく中で、住み慣れた地域で人生の最後

を迎えられるよう、こうしたACPの取組を在宅
での看取りにつなげていくことが重要と考えま

すが、県の認識を伺います。

〇議長（徳永達也君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（新田惇一君） 近年、住み慣れ

た生活環境で、家族に囲まれて穏やかに人生の

最後を迎えたいと望み、自宅や施設で看取られ

る方が増えておりますことから、県といたしま

しては、医師会などと協力し、市町における在

宅の看取り体制づくりを支援しているところで

す。

今後、在宅での看取りを増やしていくために

は、人生の最終段階における医療やケアについ

て、本人やその家族、医療・ケアチームが繰り

返し話し合いを行い、本人の意思決定を支援す

る取組、いわゆるACPの普及に加え、地域にお
いて、夜間や休日にも対応できる在宅医療や、

医療と介護が緊密に連携できる体制の整備が重

要であると考えております。

県といたしましては、現在、市町ごとに自宅

や施設での看取り件数など、在宅医療の提供状

況に関するデータを詳細に分析し、課題や取組

方針を整理しており、今後、具体的なデータに

基づく課題などを市町や地元医師会などと共有

しながら体制づくりに努めてまいります。

〇議長（徳永達也君） 虎島議員―5番。
〇５番（虎島泰洋君）⑤医療や介護ニーズを抑

えるための取組。

今後、さらに生産年齢人口は減り、医療や介

護の資源がますます限られていくというのは間

違いないところです。

介護が必要となる一歩手前の状態をフレイル
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といいますが、年齢を重ねていくと、フレイル

状態から後戻りすることがどんどん難しくなり

ます。

また、フレイルには、加齢による視力の低下、

難聴、病気やけがによる不調、認知機能の衰え、

社会との交流機会の減少など、様々な要素があ

りますが、こうしたことが重なると、負の連鎖

を形成し、医療や介護が必要な状態に陥ってい

くことになります。

このため、医療・介護ニーズをできるだけ抑

えていくには、フレイルの予防、改善が重要で

すが、県としてどのように進めていくのか、お

尋ねいたします。

〇議長（徳永達也君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（新田惇一君）高齢者の医療や

介護ニーズを抑えるためには、加齢に伴う身体

機能の衰えや外出機会の減少など、様々な理由

により日常生活の自立度が徐々に低下するフレ

イルを早期に予防し、要介護状態に進行させな

いよう、市町による介護予防の取組を推進する

ことが重要であると認識しております。

高齢者の健康な状態を維持し、フレイル予防

につながる効果があり、地域の介護予防の拠点

として、高齢者が運動、体操や趣味など、様々

な活動を通じて定期的に交流する通いの場の立

ち上げに向け、県では、市町や地域包括支援セ

ンター職員を対象とした研修会などを実施して

まいりました。

また、フレイル状態が進行している高齢者に

対しては、保健・医療の専門職などが短期間に

集中的な支援を行い、生活機能の改善を図った

うえで通いの場に参加して、状態を維持してい

ただくことが重要であると考えております。

このため、本年度から市町に対して、フレイ

ルの要因を正確に把握し、高齢者の状態に応じ

た適切なサービスにつなぐための伴走型支援を

行うこととしており、引き続き、市町の介護予

防事業の効果的な実施に向けて取り組んでまい

ります。

〇議長（徳永達也君） 虎島議員―5番。
〇５番（虎島泰洋君） フレイル予防には、身体

的、精神的、社会的なアプローチで多方面から

の支援が重要になっていきます。どうぞよろし

くお願いいたします。

また、認知機能の衰えについて、難聴と認知

症の関連で、昨年の一般質問でも話題となりま

したけれども、本邦のある研究において、高齢

者の実に18％が難聴により仕事を諦めている
と報告されました。難聴により、個人の就労、

活躍の機会が失われるばかりでなく、失職によ

り、県の財政的にもマイナスの影響がある可能

性があるというわけです。

軽度難聴は自覚がないことも多く、そのよう

な方に適切な補聴器が届けられるよう、聴覚検

診の普及等、総合的な支援を、そして、将来の

投資としましても、補聴器の購入補助を含めて

検討いただきますよう、よろしくお願いいたし

ます。

（5）看護学校の支援について。
医師会立看護師等養成所は、県内各地で看護

師等の養成に長年尽力され、地域医療を守るう

えで重要な役割を果たしています。

少子化等の影響により、これまで養成課程や

定員の見直しを図ってこられましたが、厳しい

経営状況が続いています。

佐世保市医師会は、今年度より閉鎖、准看護

師課程は、長崎市医師会を残すのみとなりまし

た。今年度も複数の課程において定員割れが生
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じており、生徒数の減少による学費減収に加え、

生徒数で決定する県の補助金も減少するという

ダブルパンチにより、一層の経営悪化が生じて

います。

今後も、継続して看護師等の養成を行うため

には、養成所の安定的な運営が必要不可欠と考

えます。養成所に対するさらなる支援について、

県の考えをお尋ねいたします。

〇議長（徳永達也君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（新田惇一君） 医師会が設置・

運営している看護師等養成所は、卒業生の県内

医療機関等への就業率が高く、本県の医療提供

体制を確保するうえで重要な役割を担っていた

だいていると認識しております。

そのため、県といたしましては、「看護師等

養成所運営等事業補助金」により、医師会が設

置・運営している養成所に対する支援を行って

いるところです。

現在、少子化などの影響により、養成所の定

員数及び入学者数が減少傾向にあり、養成所に

よっては定員割れが生じていると承知しており

ますところ、「看護師等養成所運営等事業補助

金」の算定において、前年度卒業生の県内就業

率に応じた加算措置を設けておりますことから、

県といたしましては、卒業生の県内就業の促進

などを通じて、さらなる養成所に対する支援の

強化を図りつつ、引き続き、現場の声を丁寧に

お聞きしながら、課題の解決に向けて検討して

まいりたいと考えております。

〇議長（徳永達也君） 虎島議員―5番。
〇５番（虎島泰洋君） 卒業生の8割から9割が
地元に就職し、地域医療を支え、そして、住民

としても地域を支えています。学校がなくなれ

ば、地域医療の崩壊は避けられず、結果として、

地域全体の衰退を招くことになると考えていま

す。あらゆる業種で人材が不足している現状で

はありますが、全ての人につながる社会基盤を

支えるものであり、何とぞ前向きな検討をお願

いいたします。

（6）障害福祉について。
①障害者施設における歯科検診について。

歯・口腔の健康状態は、全身の健康にも影響

を与えることから、「健康日本21」でも、歯・
口腔の健康が重要な柱として位置づけられてい

ます。特に、障害者については、アクセシビリ

ティやコミュニケーションの問題等から歯科検

診の機会が確保できているのか、懸念いたしま

す。

現在の障害者施設での歯科検診の実施状況に

ついて、お伺いいたします。

〇議長（徳永達也君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（新田惇一君） 歯・口腔の健康

を守ることは、全身の健康にもつながる大事な

ものであり、特に、施設に入所している障害者

や障害児については、定期的に受診できる環境

を整備することが必要であると認識しておりま

す。

県内の障害者支援施設及び障害児入所施設に

おける歯科検診については、施設の協力歯科医

療機関や、障害者巡回歯科診療の機会などを活

用し、令和4年度には39施設で実施されており、
その実施率は77％となっております。
〇議長（徳永達也君） 虎島議員―5番。
〇５番（虎島泰洋君） 77％の入所施設で歯科
検診が実施されているという答弁をいただきま

した。

②障害者歯科診療について。

検診後の歯科診療について、県ではどのよう
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なことに取り組んでいるのか、お伺いいたしま

す。

〇議長（徳永達也君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（新田惇一君）障害者歯科診療

につきましては、長崎県口腔保健センターでの

診療や、歯科診療車での巡回診療に加え、障害

者歯科協力医として登録されている地域の歯科

医院での診療により実施されているところです。

県といたしましては、県歯科医師会へ業務を

委託し、長崎県口腔保健センターで障害者の診

療を実施するとともに、県所有の歯科診療車を

活用し、障害者施設や県立保健所などを拠点に

県内各地を巡回して診療を実施しております。

また、地域では、障害者歯科協力医が障害者

の診療相談への対応や、長崎県口腔保健センタ

ー及び巡回診療による専門的な治療後のフォロ

ーなどを行っており、県ではホームページなど

でご紹介しております。

県といたしましては、障害者の皆様が住み慣

れた地域で、いつでも歯科診療を受けることが

できるよう、引き続き、歯科診療体制の確保に

努めてまいります。

〇議長（徳永達也君） 虎島議員―5番。
〇５番（虎島泰洋君）委託している県歯科医師

会ともしっかり連携をしてもらいながら、施設

入所者だけではなく、通所者のニーズも拾いあ

げて進めていただくよう、要望いたします。

③障害者優先調達推進法に基づく調達につい

て。

平成25年4月に「障害者優先調達推進法」が
施行され、国や県などが率先して障害者就労施

設等からの物品等を調達するよう定められたこ

とから、県としても取組を進められてきたと思

いますが、長崎県は、他県に比べ発注が少ない

と聞いています。

障害者の自立した生活を推進するためには、

障害者就労施設等への業務発注を増やしていく

ことが重要であると考えますが、今後、どのよ

うな取組を進めていくのか、お尋ねいたします。

〇議長（徳永達也君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（新田惇一君）国や地方公共団

体等は、「障害者優先調達推進法」に基づき、

障害者就労施設等からの物品等の調達に努める

こととなっており、県庁においても、毎年度、

「障害者就労施設などからの物品等の調達方

針」を定めており、障害者の自立に向け優先調

達を推進しているところです。

県庁の発注実績につきましては、令和4年度
が約2,885万円で、前年度より約520万円増加し
ておりますが、県内の障害者就労施設等が受注

できる業務が限られておりますことから、九州

他県に比べると金額が低い状況にございます。

県内の障害者就労施設等において受注できる

主な業務といたしましては、印刷や除草作業な

どがあり、これらの業務は、引き続き、多くの

部署での発注が見込まれることから、今後は各

部局へ個別に依頼を行うなどの取組を通じて、

発注件数のさらなる拡大に努めてまいります。

〇議長（徳永達也君） 虎島議員―5番。
〇５番（虎島泰洋君） 各部局の皆様も、本法の

理念を念頭に置いて、ご協力をよろしくお願い

いたします。

ここで、医療・介護・福祉に関する質問を終

わりますが、知事がお示しになった「新しい長

崎県づくり」のビジョンには、医療は出てきま

せん。知事は、全国でただ一人の医者である知

事であります。ビジョンにはなくとも、医療人

として、当たり前に長崎を世界に誇れる医療先
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進地としていただくということを、これに取り

組んでいただくことを医療界として、また県民

も大きく期待していると思います。任期も後半

になっておりますので、一緒に頑張ってまいり

ましょう。

3、産業振興・産業労働行政について。
（1）グリーンエネルギーの活用について。
①脱炭素に向けた取組について。

本県には、西海市と松浦市に大規模な石炭火

力発電所があり、他県にも電力を供給するなど、

これまで国のエネルギー政策を支えてきた重要

な地域です。

一方で、石炭火力発電はCO2を大量に排出す

るという課題があり、先に開催されました「G7
気候・エネルギー・環境相会合」においても、

CO2排出削減対策のない石炭火力発電は、2035
年までに段階的に廃止するとの合意がなされま

した。

このように、世界的な脱炭素化の潮流の中で、

石炭火力発電所は高効率化等に対応を迫られて

います。

県では、発電事業者を支援するため、どのよ

うな取組を行っているか、お尋ねいたします。

〇議長（徳永達也君） 産業労働部長。

〇産業労働部長（宮地智弘君） 現在、国の電力

需要の約3割を担う石炭火力については、国の
エネルギー基本計画における2030年度の電源
構成でも約2割を占めており、県では、国のエ
ネルギーを支える重要な電力であると考えてお

ります。

一方で、世界的な脱炭素化の潮流の中、石炭

火力発電所については、CO2の削減対策を迫ら

れており、県内の発電所においてもガス化設備

の併設などにより高効率化を目指しております。

このような中、県としては、発電事業者によ

る発電設備の高効率化や、アンモニア、水素混

焼などの次世代技術の取組を支援するよう、国

に対し政府要望等を実施しているところであり

ます。

〇議長（徳永達也君） 虎島議員―5番。
〇５番（虎島泰洋君）世界的な脱炭素化の潮流

の中、再エネ導入を進めていくためにも、安定

的な電力を生み出す石炭火力発電については、

高効率化等を図りながら、発電所を維持できる

ように努めていただきたいと思います。

②水素エネルギーの活用に向けた取組につい

て。

水素は、エネルギー効率が高く、長期間のエ

ネルギー貯蔵ができることから、再生可能エネ

ルギーとの親和性が非常に高いとされています。

先日、県と県産業振興財団が連携して立ち上

げている「長崎県水素事業化研究会」に、私も

一度参加させていただきました。今後の成長が

期待される水素エネルギーの活用は、特に必要

であると感じた次第です。

政府も、水素社会の実現に向けて取組を進め

ていく中で、今後成長する水素市場に対して、

県内企業をどのように参入させていくのか、お

尋ねいたします。

〇議長（徳永達也君） 産業労働部長。

〇産業労働部長（宮地智弘君） 県では、産学官

のメンバーからなる「長崎県水素事業化研究会」

を立ち上げ、県内企業の技術開発と実証事業を

支援しております。

このような中、今年5月、国が前面に立って
水素の供給・利用を早期に促進する「水素社会

推進法」が成立し、水素の利活用がこれまでの

実証から社会実装の段階へ移行しようとしてお
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ります。

県では、今後、急速な成長が見込まれる水素

市場に対し、県内企業の参入促進を図るために

は、高い知見を有する大手企業との連携が必要

と考え、今月14日、ブラザー工業と連携協定を
締結いたしました。

今後とも、ブラザー工業をはじめ、大手企業

と県内企業が連携した技術開発や、実装化に向

けたプロジェクトなどを支援することにより、

水素市場への県内企業参入を後押ししてまいり

ます。

〇議長（徳永達也君） 虎島議員―5番。
〇５番（虎島泰洋君） 新規事業として、水素産

業に取り組んでいるブラザー工業との連携、初

の自治体との連携協定になっているとお伺いい

たしました。県にとって非常に大きな一歩であ

ると評価いたします。水素関連事業について、

ブラザー工業との具体的な取組が加速すること

を期待しています。

③グリーン成長分野について。

水素以外の分野でも、県は、脱炭素に関する

市場拡大に伴う需要獲得へ向け、サプライチェ

ーンの形成を進めていると理解しています。特

に、環境対応船など、海洋県長崎の特徴を活か

した取組に期待しているところですが、これま

での県の支援実績をお尋ねいたします。

〇議長（徳永達也君） 産業労働部長。

〇産業労働部長（宮地智弘君） 県では、グリー

ン成長分野における新たな需要獲得に向け、造

船業で培った技術や人材を活かした県内企業の

取組を支援しております。

具体的には、高い設計能力を活かした船舶向

けの風力推進システムの開発や、高い溶接技術

を用いて、船舶搭載用LNG燃料タンクの製造を

目指す取組などを支援してまいりました。

今後とも、県内企業の取組が期待される浮体

式洋上風力関連をはじめ、グリーン成長分野に

おける県内企業の需要獲得に向けた取組を後押

ししてまいります。

〇議長（徳永達也君） 虎島議員―5番。
〇５番（虎島泰洋君） 県の支援により、環境対

策船等関連で既に取組が進んでいること、頼も

しく思います。今後とも、グリーン成長分野で

の需要獲得に向け、企業のサポートにしっかり

取り組んでいただきたいと思います。

（2）外国人材の受け入れ促進について。
県内企業からは、人手不足が深刻化している

との声を多く聞いております。

私としては、外国人材の活用が重要であると

考えています。

県における外国人材の活用について、在留期

間延長のための検定対策への支援や、産学官が

連携して、バングラデシュのIT人材確保を支援
する長崎県モデルの構築などの取組は評価して

いますが、今後、外国人材の獲得競争が激化す

ることが予想され、本県でもさらなる外国人材

の受入促進に向けた取組が重要と考えています。

例えば、先日、県内初のモスクが長崎市内に

開設されましたように、宗教や文化等を理解し、

外国人材が安心して長く長崎で働ける環境を企

業が整えるべきだと思いますが、県はどのよう

に取り組んでいくのか、お尋ねいたします。

〇議長（徳永達也君） 産業労働部政策監。

〇産業労働部政策監（石田智久君）外国人材の

活用を促進するためには、受入企業において、

日本と異なる宗教や文化等を理解し、安心して

働ける環境を整えていくことが重要と考えてお

ります。
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このため、県では、受入促進セミナーにおい

て、企業からの具体的な受入事例や、現場で働

く技能実習生の声を紹介するなど、外国人材の

活用に向けた理解促進と機運醸成に努めてまい

りました。

さらに、今年度からは、外国人材の受け入れ

を検討する企業へのアドバイザー派遣や、宗教

や文化等に対する理解を深めるための研修会の

開催など、きめ細やかな支援を行っていくこと

としております。

今後とも、本県産業を支える担い手確保に向

け、県内企業を後押しし、外国人材の活用を促

進してまいります。

〇議長（徳永達也君） 虎島議員―5番。
〇５番（虎島泰洋君） 受け入れ側、労働者側双

方にプラスとなるような取組を引き続き、よろ

しくお願いいたします。

大久保議員の質問にもありましたが、長崎が

選ばれる県となるような取組に努めるとともに、

その魅力発信もお願いいたします。

4、スポーツ振興について。
（1）eスポーツの活用促進に向けた県の取組に
ついて。

スポーツの大枠については、これまでも多く

の質問がなされてきましたので、今回、私はま

ずeスポーツを取り上げます。
ｅスポーツは、若い世代を中心に、コンピュ

ーターゲームを用いた競技として親しまれてお

り、オリンピック競技への採用が議論されるな

ど、大きな注目を集めています。

また、競技にとどまらず、産業や福祉、教育

などの分野における課題解決や地域活性化など、

幅広く活用できるものと考えます。

先日、北海道最大級のｅスポーツ施設を視察

し、eスポーツの可能性の高さを改めて認識いた
しました。

県内においても、様々な分野で動きが出てい

るものと認識していますが、さらなる活用促進

を図るため、県においてはどのような取組を行

っているのか、お尋ねいたします。

〇議長（徳永達也君） 文化観光国際部長。

〇文化観光国際部長（伊達良弘君）これまで県

では、eスポーツの専門家をお招きし、その特徴
や活用策等について、県内の自治体や事業者等

を対象とした勉強会を実施してきたところでご

ざいます。

専門家の意見でも、eスポーツは、コンピュー
ターを用いた競技としてだけではなく、産業や

福祉、教育など、幅広い分野での活用の可能性

があるとされていることから、今年度からは、

新たに県庁内の関係部局連携のもと、意見交換

を実施しております。

今後とも、専門家の意見や、先行して取り組

んでいる自治体の事例も参考としながら、関係

部局連携して検討を深めてまいります。

〇議長（徳永達也君） 虎島議員―5番。
〇５番（虎島泰洋君） eスポーツは、年齢や性
別、障害の特性関係なく、全ての人が挑戦し、

活躍できることが期待されています。

私は50歳、団塊ジュニアですが、ファミコン
黎明期からゲームに慣れ親しんできました。こ

れから、団塊ジュニアが高齢者となっていく中

で、eスポーツのすそ野も広がっていくと思いま
す。幅広い支援をよろしくお願いいたします。

（2）ツール・ド・九州2025の誘致について。
現在、県内各地において、サイクルツーリズ

ムの推進に向けた取組がなされており、私もサ

イクリストとして注目をしています。
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例えば、島原半島においては、ナショナルサ

イクルルートの指定を一つの目標として、様々

な事業を行っています。

サイクルツーリズムの取組を進めていくため

には、ハードの整備もさることながら、地域の

方のサイクル熱の高まりが不可欠であると認識

しています。

そのような中、先月、国際自動車ロードレー

ス、「ツール・ド・九州2025」の佐世保市への
誘致が発表されました。世界トップクラスのチ

ームが競うこの大会が実現した折には、間近で

そのスピード、迫力、熱狂ぶりに、観戦した県

民のサイクル熱も大いに盛り上がり、ひいては

県内のサイクルツーリズムの機運醸成が図られ

るものと期待をしておりますが、県の見解をお

尋ねいたします。

〇議長（徳永達也君） 文化観光国際部長。

〇文化観光国際部長（伊達良弘君） 現在、誘致

に取り組んでおります「ツール・ド・九州」は、

世界トップクラスの選手の走行を間近で見るこ

とができる貴重な機会であり、県民がその迫力

やスピードを身近に感じることにより、サイク

リングのすばらしさに気づいていただけるもの

と考えております。

サイクルツーリズムの推進に当たりましては、

地域住民の認知度を高め、地域全体として応援

するような環境づくりが重要であり、市町や関

係団体等と連携し、こうした機会等を活用し、

機運醸成を図ってまいります。

〇議長（徳永達也君） 虎島議員―5番。
〇５番（虎島泰洋君） まずは、誘致の成功を祈

ります。しかし、一過性のお祭りに終わること

なく、今後も、部局連携をさらに進化させて取

り組んでいただくことをお願いいたします。

5、サイバーセキュリティについて。
（1）サイバーセキュリティに関する県庁の取
組。

インターネットをはじめとする情報技術の活

用が進んでおり、県民生活、企業活動、行政事

務など、あらゆる場面でネットワークや情報シ

ステムが必要不可欠なものとなっています。

この動きは、今後さらに加速していくものと

思われますが、同時に、コンピューターウイル

スや、外部からのサイバー攻撃などの危険も増

大しており、このたびの地方自治法改正でも、

地方自治体にサイバーセキュリティを確保する

ための方針を定め、公表することが義務づけさ

れることになりました。

県では、県民の個人情報や行政上の機密事項

など、様々な重要な情報を取り扱っており、し

っかりとサイバーセキュリティ対策を講じてい

く必要があります。

既に対策を講じているものと思いますが、具

体的にどのような対策を行っているのか、お尋

ねいたします。

〇議長（徳永達也君） 総務部長。

〇総務部長（中尾正英君） 県では、庁内のネッ

トワークとインターネットを分離し、インター

ネット閲覧は画像転送方式で行うなど、庁内と

インターネットが直接接続できないようにして

おります。

また、インターネットと庁内ネットワークと

の間に情報セキュリティクラウドを構築して、

24時間、365日の監視やウイルス検疫、ファイ
ル無害化処理など、様々な対策を講じ、インタ

ーネット上の脅威から庁内ネットワークを保護

しております。

さらに、ウイルス付きのメールなどが職員の
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パソコンに届いてしまう可能性もゼロではあり

ませんので、職員に対し、不審なメールへの注

意事項の周知や、セキュリティ研修を行うなど、

ハード、ソフト両面から対策を講じ、サイバー

セキュリティの確保に努めているところであり

ます。

なお、県では、既に総務省のガイドラインに

のっとり、情報セキュリティポリシーを策定、

運用しているところですが、今回の改正地方自

治法では、自治体のサイバーセキュリティ確保

のための方針の策定、変更について、総務省か

ら新たな指針が示されることとなっております

ので、指針を確認のうえ、適切に対応してまい

ります。

〇議長（徳永達也君） 虎島議員―5番。
〇５番（虎島泰洋君） （2）サイバーセキュリ
ティに関する県庁の取組に関する県警の取組。

県警でも個人情報や警察情報など、重要な情

報を取り扱っており、県同様、現在講じている

具体的な対策をお尋ねいたします。

〇議長（徳永達也君） 警察本部長。

〇警察本部長（中山 仁君）県警察におきまし

ては、警察内部のみのネットワークを構築し、

インターネットとは直接接続できないようにし

ております。

他方、インターネットに接続可能な端末やサ

ーバー等につきましては、複数のファイヤーウ

ォールや侵入検知システム機の設置、ウイルス

対策ソフトの導入などの防御対策を行っており

ます。

このほか、サイバー攻撃をされた場合を想定

して、職員に対し、標的型メール攻撃対処訓練

を定期的に実施するなど、また、研修や警察内

部独自の検定制度を設けるなどして、サイバー

セキュリティの確保に努めているところでござ

います。

〇議長（徳永達也君） 虎島議員―5番。
〇５番（虎島泰洋君） （3）県民のサイバーセ
キュリティ意識向上に向けた取組。

一方、サイバー空間が日常生活の一部となる

中で、県民のサイバーセキュリティに関する意

識の向上は喫緊の課題と思っておりますが、県

民の意識向上を図るための県警の取組をお伺い

いたします。

〇議長（徳永達也君） 警察本部長。

〇警察本部長（中山 仁君）県民や事業者等が

サイバー犯罪に遭わないようにするためには、

サイバーセキュリティ意識の向上が重要でござ

います。

そこで、県警察では、地域や企業等の会合や

研修会に警察職員を派遣して、サイバーセキュ

リティに関する講話などを実施しているほか、

SNSをはじめ、様々な媒体を活用した情報発信
活動を実施しているところでございます。

また、県警察では、中小企業支援団体やセキ

ュリティ関係企業など、県内外の16の機関・団
体と、「長崎県サイバーセキュリティに関する

相互協力協定」というものを締結しておりまし

て、互いに協力をしながら対策を推進している

ところでございます。

さらに、この協定を締結している企業のサイ

バーセキュリティの専門家が、警察がサイバー

セキュリティボランティアとして委嘱した高校

生に対して講義を行い、これを受講した高校生

が小・中学生を対象に授業を行うなどの各種施

策を行っているところでございます。

なお、県立松浦高校は、このようなボランテ

ィア活動が評価をされ、本年4月に「サイバー
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セキュリティに関する総務大臣奨励賞」も受賞

したところでございます。

〇議長（徳永達也君） 虎島議員―5番。
〇５番（虎島泰洋君）すばらしい取組のご紹介、

ありがとうございます。

サイバーセキュリティのような新しい領域で

は、技術だけではなく、制度も目まぐるしく変

わります。それに対応していく必要がございま

す。

また、長崎は、サイバーセキュリティ人材を

早期より積極的に輩出してきました。これから

も人材の活用、育成にしっかりと取り組んでい

ただくよう要望いたします。

皆様のご協力のおかげで、何とか時間内に終

わりました。ちょっと時間がありますので、私

の要望だけ少しお話させていただければと思い

ます。

私が、過去はまっていたものの一つにボルダ

リングがあります。私がやっていた当時、がん

ばらんば国体の前で、非常に活気がありまして、

長崎市内の廃校の体育館に大きな強化施設をつ

くっていただいておりました。その結果、がん

ばらんば国体では、少年女子ボルダリングで見

事3位という成績をおさめました。
しかし、その施設も老朽化し、閉鎖となり、

最近の国民スポーツ大会では、決勝進出もまま

ならないという状況が続いています。

競技強化の意味でも、大型トレーニング施設

の再建が期待されるところでございますけれど

も、一昨年、大村にボルダリングとスケボーパ

ークが併設されました施設が完成いたしました。

予約が難しいほど、大変な人気を博しています。

人を呼べる施設ということも言えると思います。

長崎港で進む再開発の目玉として、有力な候

補になるのではないかと、ひそかに個人的に思

っております。提案して、質問を終わります。

ありがとうございました。（拍手）

〇議長（徳永達也君） これより、しばらく休憩

いたします。

会議は、11時10分から再開いたします。
― 午前１０時５７分 休憩 ―

― 午前１１時１０分 再開 ―

○副議長（山本由夫君）会議を再開いたします。

引き続き、一般質問を行います。

本多議員―2番。
〇２番（本多泰邦君）（拍手）〔登壇〕 皆様、

こんにちは。

公明党の本多泰邦でございます。

野球では、ストライクが入らず、ご迷惑をお

かけしましたが、本日は、しっかりとストライ

クの質問を投げ込んでまいります。

よりよい長崎県をつくるため、昨年6月以来、
2度目の一般質問を行います。
お聞き苦しい点もあるかとは思いますが、精

いっぱい務めてまいります。よろしくお願いい

たします。

それでは、通告に従いまして、質問に入りま

す。

1、新しい長崎県づくりのビジョンについて。
（1）ビジョンに込めた知事の思いについて。
概ね10年後のありたい姿とその実現に向け

た施策の方向性を県民の皆様にわかりやすくお

示しする旗印として、大石知事が提唱される「新

しい長崎県づくりのビジョン・未来大国」、私

自身、多くの県民の皆様に知っていただきたい

と、事あるごとにパンフレットを配布しており

ます。
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大石知事が様々な会合にて、ビジョンを紹介

されている場面をお見受けするたび、明るい気

持ちになります。目前の課題に懸命に取り組む

あまり、近視眼的になってしまいそうな政治の

世界において、未来の話を生き生きと語る姿に、

いつも共感しております。県民の皆様にも広く

知っていただきたく、一般質問の冒頭に持って

まいりました。

「新しい長崎県づくり」のビジョンに込めた

大石知事の思いをお聞かせください。

○副議長（山本由夫君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）〔登壇〕 本多議員のご質

問にお答えをいたします。

まず、私は、長崎県を見た時に、五島の出身

でございますけれども、地元に帰ると、シャッ

ター通りが増えていたり、集落によっては子ど

もの声が聞こえなくなっていたりと、いろんな

景色を見て、どことなく愛する地元がしぼんで

いくような、そんな印象を持っていました。

長崎県を広く見ても、人口減少であったり、

いろんな課題がございます。そういった中で、

どことなく閉塞感といいますか、先細りしてい

くような、そんな思いが広がっているように感

じていました。

ただ、長崎、いろんな場所に行きますと、本

当にすばらしいものばっかりです。この長崎に

しかないもの、長崎しか体験できないものがた

くさんございます。そういったものを皆さんと

もう一度認識をして、自分のふるさとを愛して、

自慢したくなる、そんな長崎県をつくっていく

必要があるというふうに思っています。そして、

それが必ずできると思っています。

このビジョンに込めた思いは、10年後、こう
なったら県民の皆さんが自分のふるさとを愛し

て、自慢したくなるというような、そんな姿を

イラストを交えてお示しをさせていただいたと

ころです。

これは県民の皆様一人ひとりと議論をしなが

ら、「それは違うだろう」と、「こっちの方が

いいだろう」とか、そういう議論を重ねて、皆

さんが目指す、自慢したくなる長崎県というも

のをつくりあげていく、その思いを込めて、こ

のビジョンを作成させていただきます。

今後、いろんな場所で議論をさせていただい

たり、意見交換をさせていただいたり、県民皆

様が参画をして、当事者として同じ方向を見て、

明るい長崎県、自慢できるような長崎県をつく

っていけるように尽力していきたいというふう

に思っています。

以後のご質問については、自席から答弁をさ

せていただきます。

○副議長（山本由夫君） 本多議員―2番。
〇２番（本多泰邦君） （2）ビジョンの県民認
知のための取組について。

繰り返しになりますが、ビジョンの策定は、

優れた取組と感じております。だからこそ、つ

くって終わりではなく、県民の皆様にしっかり

と知ってもらう必要があると考えます。

そこで、県民の皆様に認知してもらうために、

具体的にどのようなことに取り組んでおられる

のかをお尋ねいたします。

○副議長（山本由夫君） 秘書・広報戦略部長。

〇秘書・広報戦略部長（陣野和弘君） 県民の皆

様にビジョンを知っていただく、そして理解を

していただくことは大変重要であると考えてお

ります。

本年3月に、イラストを用いました冊子を作
成し、配布いたしますとともに、県公式ウェブ
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サイトにも掲載を行っているところでございま

す。

また、ながさき県政出前講座のテーマの一つ

にも設定させていただいておりますし、全世帯

広報誌におきまして特集記事を掲載するなど、

広く県民の皆様への周知を図っているところで

ございます。

さらに、知事自らが報道番組への出演や市町、

民間団体主催の意見交換会などにおきまして、

ビジョンに対する思いを説明してきたところで

ございます。

今後とも、県民の皆様に、ビジョンについて、

さらに理解を深めていただき、ビジョンに関す

る施策にも参加いただけますよう、様々な機会

を捉えまして、積極的に情報発信に努めてまい

りたいと考えております。

○副議長（山本由夫君） 本多議員―2番。
〇２番（本多泰邦君） 数年後、アンケート調査

等で認知度がはかれるような取組も検討してい

ただきたいですし、また、その際には、多くの

県民の皆様がビジョンを認知してくださってい

ることを期待し、次の質問に移ります。

2、重点的に取り組む主な分野「こども」に
ついて。

（1）こどもが笑顔で過ごす長崎について。
①不登校児童生徒の対策について。

ビジョンには、未来大国の実現に向けて重点

的に取り組む主な分野として、「こども」、「交

流」、「イノベーション」、「食」の4つが挙
げられております。それぞれの分野に分けて質

問いたします。

まずは、「こども」について。

ありたい姿の具体像の中に「安心できるこど

も場所が身近にあり、こどもが笑顔で過ごして

います」とあります。本来は学校がこども場所

の代表的だったかと思われますが、現在では、

その学校に行けない、いわゆる不登校の児童生

徒が増加しております。令和4年度の調査では、
県内の小中高校・公立私立合わせて3,790人、7
年連続で過去最多となっております。

本県では、令和5年度より、不登校児童生徒
が文化、スポーツ等の体験を通して人や社会と

つながる良さを実感し、学校に再び登校すると

いう結果のみを目標にするのではなく、将来の

社会的自立に向かう取組、未来へつなぐ「確か

な一歩」推進事業を進めるということを昨年の

一般質問の際に教えていただきました。

多様性を認める社会になり、様々な生き方が

できる世の中です。学校になじめないのであれ

ば、無理やりに登校する必要はありません。た

だし、子どもたちもいずれ社会との接点を持た

なくてはならない時がきます。いつまでも家族

とだけ過ごしていればよいというわけにもいき

ませんし、同世代の友人と感受性が豊かなうち

に接点を持つことは重要だとも考えております。

未来へつなぐ「確かな一歩」推進事業には非

常に期待しておりますが、昨年度の実施状況に

ついて､21市町のうち、どれくらいが実施した
のか、参加した人数、また参加者の感想などが

あれば、それも併せて教えてください。

○副議長（山本由夫君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（前川謙介君）昨年度の実

施状況につきましては、11市町において、本事
業を活用した不登校支援の取組が実施をされま

して、延べ291人の児童生徒が美術館や自然の
家などでの体験活動を行ったところでございま

す。

児童生徒からの感想としましては、「参加し
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た人たちとたくさん話し、自分にもできると思

えるようになった」、あるいは「いろいろなこ

とに挑戦しようと思う気持ちが出てきた」など、

子どもたちの意欲や自己肯定感の高まりを感じ

られる結果となりました。

また、本事業におきましては、保護者も参加

できるような体験活動もございまして、保護者

同士が交流できる貴重な機会にもなったと思っ

ております。

○副議長（山本由夫君） 本多議員―2番。
〇２番（本多泰邦君） 今後の方向性として、ど

のように考えているのか、教えてください。

○副議長（山本由夫君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（前川謙介君） 今年度、新

たに3市町を加えた14市町が本事業の活用を予
定いたしておりまして、県内の地域資源を活か

した体験活動を通して、不登校児童生徒の支援

を実施する予定といたしております。

県といたしましては、本事業を通して、子ど

もたち自身が将来の社会的自立に向けまして、

主体的な生き方の選択ができるようになる契機

にしていきたいと考えております。

今後は、県内の全ての市町に対しまして、改

めてこの取組の成果も含めて、積極的に情報発

信、情報共有をする機会を持って、さらなる充

実を図ってまいりたいと考えております。

○副議長（山本由夫君） 本多議員―2番。
〇２番（本多泰邦君） 多くの自治体が実施し、

多くの子どもたちが確かな一歩のための自己肯

定感、自己有用感を感じてもらえるよう、また、

子どもたちもそうですが、その親御さんも悩ん

でおられます。親御さん同士での交流が図れる

場になればとも期待しております。引き続き、

自治体担当者との連携をお願いいたします。

②いじめストップのワールドアクション「ピ

ンクシャツデー」について。

カナダの学生が、いじめストップの意思表示

としてピンクのシャツを着たことからはじまり、

世界180か国以上のワールドアクションへと発
展した「ピンクシャツデー」。

昨年11月、子ども子育て・若者支援対策特別
委員会の視察で、横浜の「神奈川こども未来フ

ァンド」を訪れた際に説明を受けました。「神

奈川モデル」と呼ばれるほどの先進県であり、

一般市民、企業、プロスポーツチームも共感・

賛同してくださっているとのことでした。

長崎県議会では、本年2月の定例会中、最終
水曜日である28日に、議員、理事者がピンクの
物を身につけて議場に入りました。

「神奈川こども未来ファンド」で受けた説明

の中で、「ピンクシャツデー」の存在を知って

いる、今、いじめにより心を痛めている子ども

が、2月の最終水曜日にピンクのネクタイを締
めているおじさんを見たら、ピンクのチーフを

胸に挿しているお姉さんを見たら、いじめスト

ップに賛同している大人がいることを知って、

いじめに立ち向かっていく勇気、誰かに相談す

る勇気が出てくるんじゃないかとの話があり、

共感しました。

また、いじめは、子どもの世界だけの話では

ありません。「ピンクシャツデー」は、大人の

いじめ、ハラスメントの撲滅にもつながってい

くアクションになると考えます。そのためには、

長崎のできるだけ多くの県民の皆様に「ピンク

シャツデー」を知っていただく必要があります。

そこで、お尋ねです。

県議会は、昨年度からはじめました。長崎県

内全域に普及していくために、まずは長崎県庁
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内から、この「ピンクシャツデー」を広めてい

くことへの取組は可能でしょうか。

○副議長（山本由夫君） 県民生活環境部長。

〇県民生活環境部長（大安哲也君） いじめは、

人権侵害であり、いかなる理由があろうとも許

されるものではありません。

いじめ反対の意思表示としてピンクシャツな

どを身につける「ピンクシャツデー」運動は、

いじめという社会問題に対する意識と関心を高

め、子どものいじめだけでなく、ハラスメント

などの問題についても考える機会となることが

期待されます。

県民の意識啓発に向けました県庁内の取組に

つきましては、職員への「ピンクシャツデー」

実施の呼びかけなど、検討してまいります。

○副議長（山本由夫君） 本多議員―2番。
〇２番（本多泰邦君）大きな財源が必要な話で

はありません。また、個人や団体に強制するよ

うな話でもありません。世の中からいじめがな

くなった方がいいと感じていらっしゃるであろ

う多くの方から賛同いただける内容かと思いま

す。前向きな検討をよろしくお願いいたします。

3、重点的に取り組む主な分野「交流」につ
いて。

（1）国際都市として認知される長崎・イン
バウンド対策について。

①広島市ピースツーリズムをフックとした本

県誘客について。

重点的に取り組む主な分野「交流」について

では、ありたい姿の具体像として、「国際都市

として認知され、世界各国から外国人観光客や

留学生が訪れ、まちが活気にあふれています」

とあります。

そこで、県のインバウンド対策について、お

尋ねいたします。

先日、広島市を視察した際、広島・長崎連携

観光キャンペーン事業の説明を受けました。と

もに被爆都市である広島、長崎の両市は、平和

をテーマとしたピースツーリズムをきっかけに、

相互に各市への報恩を促す取組を今年度からス

タートしております。

広島市を訪れる外国人観光客は、アメリカ、

イギリス、オーストラリアの順に多く、東アジ

アからの観光客が多い長崎市との取組により、

両市とも、これまで取り込めていない市場を補

完できるメリットがあるとのことでした。

このような両市の取組をきっかけに、インバ

ウンドの県内周遊の促進につなげることができ

ないかと考えますが、県の見解をお聞かせくだ

さい。

○副議長（山本由夫君）文化観光国際部政策監。

〇文化観光国際部政策監（村田利博君）長崎は、

平和に関する世界的な認知度が高いことから、

これまでも平和公園や長崎原爆資料館など、平

和をテーマとした情報発信に取り組んでいると

ころであり、これらの施設は、欧米豪のクルー

ズをはじめ、訪日外国人の皆様の訪問先となっ

ております。

地元長崎市においては、被爆80周年を控え、
今年度から、平和関連施設等を周遊しながら、

来訪者と市民が平和への思いを共有するピース

ツーリズムに広島市と共同で取り組まれている

ところでございます。

県といたしましても、こうした平和関連施設

を目的に訪れた皆様に、本県ならではの多彩な

魅力に触れていただけるよう、様々な観光コン

テンツや周遊モデルコースなどの情報を積極的

に発信し、長崎市をはじめとした市町と連携し
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ながら、県内周遊の促進につなげてまいりたい

と考えております。

○副議長（山本由夫君） 本多議員―2番。
〇２番（本多泰邦君）②キャッシュレス化をは

じめとした受入環境整備について。

インバウンド誘客のためには、本県観光地の

情報発信や観光コンテンツづくりと併せて、受

入れ環境整備が必要と考えております。

我が国を訪れる外国人観光客の多くは、日本

滞在中に、観光地の土産店をはじめ、幅広い種

類の店舗を利用しておりますが、中でも飲食店

や小売店等において、クレジットカード等の利

用で困っているとの調査結果もあります。

韓国や中国をはじめとした諸外国のキャッシ

ュレス決済比率は非常に高く、今後、本県イン

バウンドの誘客拡大のためには、キャッシュレ

ス化をはじめとした受入れ体制の整備が不可欠

と考えます。

県では、今年度、飲食店の受入れ体制整備と

して、インバウンド受入環境ステップアップ事

業に取り組んでおられるとのことですが、今後

の予定も含めて、事業の進捗状況をお尋ねいた

します。

○副議長（山本由夫君）文化観光国際部政策監。

〇文化観光国際部政策監（村田利博君）インバ

ウンドの受入れ環境整備につきましては、これ

までWi-Fiの整備や多言語コールセンターの設
置、ガイド育成研修等に取り組んできたところ

でございますけれども、インバウンド需要のさ

らなる獲得のためには、飲食店におけるキャッ

シュレス化など、重要と考えております。

国の報告書によりますと、クレジットカード

が利用できずに困った施設として飲食店の割合

は高く、訪日外国人の約7割が、キャッシュレ

ス決済の手段があれば、「もっと多くお金を使

った」とされております。

このため、今年度の新規事業といたしまして、

県内200店舗の飲食店を対象に、メニューの多
言語化や食に関する情報発信の充実、キャッシ

ュレス決済の導入促進に向け、地元市町や事業

者等と連携し、インバウンド受入環境ステップ

アップ事業に取り組んでいるところでございま

す。

こうした取組を通じて、インバウンドの受入

れ体制の充実を図り、さらなる誘客につなげて

まいりたいと考えております。

○副議長（山本由夫君） 本多議員―2番。
〇２番（本多泰邦君）③公共交通機関のタッチ

決済について。

鉄道やバスなどの公共交通機関では、運賃の

決済手段として、全国での相互利用が可能な交

通系ICカードが広く普及しています。
一方、クレジットカードのタッチ決済は、事

前の交通系ICカードを購入する必要がなく、既
に所有しているクレジットカードでの決済が可

能であるため、インバウンド需要への対応とい

う点でも利便性が高いこともあり、九州内の鉄

道やバスでも導入が進みつつあります。

先月、熊本市内のバス事業者などの5者が、
導入済みの交通系ICカードの決済システム機
器が更新時期を迎えるに当たり、その更新費用

が高額であることを理由に、全国ではじめて交

通系ICカードからの離脱を表明し、離脱後は、
決済方法をクレジットカードなどによるタッチ

決済に移行する計画であるとの報道がなされま

した。

長崎県内でも、nimocaなどの交通系ICカード
が普及しておりますが、クレジットカードなど
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のタッチ決済への移行、導入などについて、県

内の交通事業者の検討状況をお尋ねいたします。

○副議長（山本由夫君） 地域振興部長。

〇地域振興部長（小川雅純君） 現在、県内の本

土地区では、多くの路線バスをはじめ、松浦鉄

道や長崎電気軌道において、交通系ICカードが
導入されております。

令和元年以降に導入された県内の交通系IC
カードシステムは、熊本市内の交通事業者とは

違う機器が導入されているため、県内の事業者

からは、当面、更新の必要はないとお聞きして

おります。

クレジットカード等による決済については、

インバウンド対策等に有効であると考えられま

すが、交通事業者においては、厳しい経営環境

の中、利用者の利便性や導入コストの観点など

から、総合的に検討されるものと考えておりま

す。

なお、この8月からは、官民が一体となって、
九州内の広域移動の円滑化などを目的に、最適

な経路検索から予約、決済までをアプリで提供

する「九州MaaS」のサービスが開始される予
定であり、県としては、インバウンド対応を含

め、この利用促進に取り組んでまいりたいと考

えております。

○副議長（山本由夫君） 本多議員―2番。
〇２番（本多泰邦君）④小菅修船場跡付近の整

備、今後の取組について。

長崎でのインバウンド誘客において、松が枝

埠頭の2バース化への期待が大きく、一般質問
でも取り上げられることが多々あります。

その松が枝埠頭から、ほど近い小菅修船場跡

は、日本初の蒸気機関を動力とする引き上げ装

置を装備した施設で、「明治日本の産業革命遺

産 製鉄・鉄鋼、造船、石炭産業」の構成資産の

一つとして、世界遺産に登録されております。

長崎市の観光スポットとして重要な位置づけ

であるにもかかわらず、インフラ整備が不足し

ているため、世界遺産である小菅修船場跡を活

かしきれていないと感じます。

中でもわかりやすいのは、下り車線の小菅町

バス停です。交通量が多い一般国道499号沿い
にあるにもかかわらず、バスベイと呼ばれる停

車帯がなく、円滑な走行の妨げとなっており、

交通事故も多く、地元の方からも、環境整備促

進についての要望書が出されております。

今後のバス停車帯の整備について、どのよう

な取組をなされるのか、お尋ねいたします。

○副議長（山本由夫君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君） 一般国道499号下り
車線の小菅町バス停につきましては、多くの地

域住民や小菅修船場跡を訪れる観光客が利用し

ており、日交通量も2万台を超えておりますが、
バス停車帯がなく、円滑な交通やバス利用者の

安全を確保する観点から、バス停車帯の必要性

があると認識しております。

5月末には、地元自治会と意見交換を実施し、
バス停車帯の必要性を再認識したところですが、

その整備には用地取得が必要なことから、地権

者や地元関係者の協力を得られるよう、協議を

進めてまいります。

○副議長（山本由夫君） 本多議員―2番。
〇２番（本多泰邦君）小菅修船場跡を訪れる観

光客の適切なバス利用促進のため、小菅修船場

跡そばのバス停名を「小菅修船場跡」に変更す

るよう要望も同時に挙がってきておりますので、

併せて検討いただくようお願いいたします。

それと、もう一点、こちらもインバウンド対
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策に関してですが、九州・長崎IRにつきまして
は、大変残念ながら、昨年末、国から、本県の

計画を認定しないとの審査結果が公表されまし

た。

先日、県が取りまとめた報告書を見ますと、

県は、IR誘致により積み上げてきた準備、取組
等が無駄にならないよう、経験やノウハウ等を

今後の県政に活かしていきたいとのことでした。

一方で、大阪IRについては、2030年秋開業に
向けて整備が進められるものと理解しておりま

す。

IRには、国内の各地域の観光の魅力に関する
情報提供を行うとともに、各地域への観光旅行

に必要な輸送、宿泊等のサービスの手配を一元

的に行い、国内観光旅行を促進する送客施設が

設置されることとされております。私としては、

大阪IRの送客施設と連携し、大阪IRを訪問され
る外国人観光客を本県に呼び込むことも、IRで
得た経験やノウハウの活用になるのではないか

と考えているところであります。

先ほど答弁にありましたように、インバウン

ドの誘客に向けて、受入れ環境整備などに取り

組んでおられるとのことですが、大阪IRからの
インバウンドの呼び込みも見据えた施策展開は、

大変有意義なものになるのではないかと思いま

すので、今後、ぜひご検討いただきたいと要望

いたしまして、次の質問に移ります。

（2）多くのマニアが集まる長崎について。
①第一弾の取組「アニメ・小説、酒」の進捗

状況について。

ありたい姿の具体像に、「釣りやアニメなど

の聖地、本場、拠点として、県内に多くのマニ

アが集っています」ともあります。

まずは、第一弾として、アニメや小説、県産

酒の分野において、マニア向けの情報発信など

を行うと伺っていますが、その進捗状況につい

て、お尋ねいたします。

○副議長（山本由夫君） 文化観光国際部長。

〇文化観光国際部長（伊達良弘君）マニアが集

う長崎プロジェクトは、県内各地に様々なジャ

ンルの聖地を創出することにより、本県に注目

を集め、多くの方々が訪れることで、県民が誇

りに思い、自慢したくなるような姿を目指そう

とするものであります。

今年度は、アニメ・小説、酒をテーマとして、

熱量が高いマニア層に興味、関心をいただける

ようなコンテンツづくりや情報発信の手法など

について、専門家や県庁内のマニアとの意見交

換等を行っているところであります。

意見交換等において、アニメ・小説について

は、マニアが集う書店やSNS上での情報発信、
酒においては、酒蔵のこだわりやストーリーと

いったコアの魅力の発信などの意見が出ており

ますが、今後、さらに効果的な事業の絞り込み

を進め、実施につなげてまいります。

○副議長（山本由夫君） 本多議員―2番。
〇２番（本多泰邦君）②第二弾以降の計画準備

状況について。

アニメ・小説、県産酒に続く第二弾について、

次なる誘客に向けたコンテンツに取り組むこと

を期待しておりますが、どのように進めようと

しているか、お尋ねいたします。

○副議長（山本由夫君） 文化観光国際部長。

〇文化観光国際部長（伊達良弘君）新たなジャ

ンルの掘り起こしにつきましては、専門家や県

庁内のマニアとの意見交換の中で議論してまい

りたいと考えておりますが、まずは現在の取組

をしっかりと進め、聖地化の事例の実現を目指
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してまいりたいと考えております。

○副議長（山本由夫君） 本多議員―2番。
〇２番（本多泰邦君） 4、重点的に取り組む主
な分野「イノベーション」について。

（1）最先端のデジタル技術を使った地域課
題の克服について。

①中小企業の人材不足対策としてのデジタル

化の取組状況について。

重点的に取り組む主な分野「イノベーション」

についてでは、ありたい姿の具体像として、「最

先端のデジタル技術で地域課題を克服し、県民

が豊かで快適な生活を送っています」とありま

す。

様々な分野でデジタル化、DX化を進めておら
れると思いますが、まずは地場中小企業につい

て、お尋ねいたします。

全国的な労働力人口の減少に伴う人材不足や

物価高騰の中、県内中小企業、特に、小規模事

業者が人材を確保するためには、賃上げなどの

対応が必要であり、その原資となる付加価値の

向上には、現場でのデジタル化が力を発揮する

ものと考えております。

また、デジタル化により、少ない人数でも、

今までと同等、またはそれ以上の業務をこなせ

る効率化が期待できます。

県では、県内中小企業がデジタル化に取り組

むに当たって、人材育成やデジタルツールの導

入を支援しておられますが、今までの実績や活

用事例をお聞かせください。

○副議長（山本由夫君） 産業労働部長。

〇産業労働部長（宮地智弘君） 県では、労働力

人口の減少に伴う人材不足の改善のため、県内

企業のデジタル化による生産性向上の取組を支

援しております。

このうち、デジタル力向上支援事業において

は、昨年度、幅広い業種の中小企業235社を支
援し、今年度も5月末時点で、小規模事業者を
中心に、174社から申請があっております。
具体的な支援実績として、飲食店にタッチパ

ネル式セルフオーダーシステムを導入すること

により、ピークタイムにも、スタッフを増やさ

ずに来客対応が可能となった事例や、小売店に

おいて、勤怠管理事務のデジタル化により、管

理事務から接客対応へ人員をシフトできた事例

など、小規模事業者においても、デジタルツー

ルを活用し、効率化や付加価値向上につながる

取組が行われております。

今後とも、賃金の向上などによる人材の確保

に向け、県内中小企業におけるデジタル化を推

進してまいります。

○副議長（山本由夫君） 本多議員―2番。
〇２番（本多泰邦君）県内中小企業が賃上げに

つながるように付加価値向上に努めており、県

があらゆる機会を捉え、支援を行っていること

は、理解しました。

こうした県内企業の魅力を大学生や高校生に

知ってもらうため、県では様々な取組をされて

いることも認識しております。

昨年度より実施されている保護者の企業見学

会に私も参加し、県内企業の人材確保につなが

る県内学生の県内就職には、保護者対策が特に

重要であることを再認識いたしました。

保護者向け地元企業の魅力発見バスツアー、

非常に有効な事業と考えますが、昨年度の実績

と今年度の計画について、お尋ねいたします。

○副議長（山本由夫君） 産業労働部政策監。

〇産業労働部政策監（石田智久君） 県では、県

内就職を促進するため、保護者の皆様が県内企
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業への理解を深めるための取組は重要と考えて

おります。

そこで、昨年度から、保護者等を対象とした

企業見学会を開催し、延べ51名の方に、半導体
や造船、ロボット分野の県内企業を見学いただ

きました。

参加者からは、「県内企業を知るよい機会と

なった」等の評価をいただき、昨年度の3コー
ス6社から、今年度は、6コース12社程度に規模
を拡大して実施する予定としております。

引き続き、県内企業の魅力を保護者の皆様に

もしっかりとお伝えしてまいります。

○副議長（山本由夫君） 本多議員―2番。
〇２番（本多泰邦君） 先日、福岡県内の中小企

業を数社訪問し、県からの支援で有効だったも

のをヒアリングしました。ある製造業の社長が

おっしゃられていたのは、職場環境の改善のた

めの補助でした。女性社員定着のための環境整

備に対して補助があり、その補助事業を使って、

女性用更衣室、休憩スペース、並びに女性用ト

イレの改修を行ったところ、女性社員に好評を

得たとのことでした。また、環境整備に取り組

む中で、社員の定着率向上にも効果があったと

のことでした。

福岡県と長崎県を単純に比較することはでき

ませんが、地場中小企業の発展に貢献できるよ

う、引き続きの積極的な支援を要望いたします。

②県庁内DX化の進捗状況について。
様々な企業が人手不足対策を検討・実施する

中、自治体も人手不足問題に直面し、試行錯誤

しているのではないでしょうか。業務効率化が

求められるのは、民間企業に限ったことではあ

りません。はた目から見て、県の事務は、業務

量が多く大変だと感じております。

RPAの導入などの県庁内でのDX化の進捗状
況、またDX化をどのように進め、生み出された
時間をどのように使っていこうとしているのか

について、併せてご答弁願います。

○副議長（山本由夫君） 総務部長。

〇総務部長（中尾正英君）ビジョンにおいては、

イノベーションを含めた施策を貫く視点として、

県庁内DXの取組を掲げております。
RPAについては、地方機関を含めて37所属、

75業務に導入しており、業務時間の削減や業務
の正確性の確保など、デジタルツールの導入に

伴う効果が出ているものと認識しております。

また、今年度、デジタル改革推進専門チーム

を総務部内に設置したところであり、各部局と

ともに洗い出した業務の見直しを進めておりま

す。

見直しによって生み出された時間については、

県民サービスの向上や職員の働き方改革の実現

に振り向けることとしております。

引き続き、デジタルを活用した効率的で質の

高い行政サービスの実現に向け、力を注いでま

いります。

○副議長（山本由夫君） 本多議員―2番。
〇２番（本多泰邦君）③離島向け遠隔診察シス

テムの周知、広報について。

先日、公明新聞の長崎大学病院の取材に同行

し、ローカル5Gを活用した遠隔専門診療支援に
かかる取組を視察いたしました。

長崎県内の離島にある医療機関では、内科や

外科、整形外科など一部を除き、ほとんどの診

療科で専門医不足の状況が続いています。

そのため、県内の離島に住む島民の中には、

診察や治療目的で、定期的に本土の医療機関に

通われる方もおり、しまの医療機関で診察から
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治療まで完結できる環境整備が求められてきま

した。

こうした状況を踏まえ、本年度から、県内離

島の基幹病院と長崎大学病院とをオンラインで

つなぎ、患者の診察や治療を行える環境を構築

し、現在、準備の整った各離島基幹病院から、

順次、遠隔診療を開始しているとのことでした。

長崎大学病院の辻野教授は、医療現場で最先

端の遠隔診療が行われているのは全国でも長崎

だけとおっしゃられ、また、本事業の推進のた

めには周知、広報が必要だとも話されておりま

した。

通院のための時間的・経済的負担がなく、住

み慣れた離島にいながらにして、大学病院の高

度な医療を受診できるようになる、長崎県の離

島地域に必要な取組であり、もっとアピールす

べきと考えます。県としても周知、広報を行う

べきと考えますが、いかがでしょうか。

○副議長（山本由夫君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（新田惇一君）医療分野におけ

るICTの活用は、離島・へき地において、充実
した医療を提供するうえで非常に効果的である

と認識しております。

このため、専門医による受診機会の確保を目

的として、本年4月から離島基幹病院において、
ローカル5Gネットワークを活用した長崎大学
病院の専門医による遠隔専門診療支援を開始い

たしました。

このことにより、手術前検査や術後のフォロ

ーアップのために本土への通院が必要であった

方などが、離島の各病院において、長崎大学病

院の専門医による支援の下、診察を受けること

が可能になるなど、離島住民の負担軽減や安定

した診療機会の確保を目指しているところです。

また、これまで初診の段階から本土の医療機

関を受診されていた方などにも、島内で専門診

療が受けられることを知っていただくことで、

地域の医療機関の受信者増加につながるものと

考えております。

県といたしましては、より多くの離島の皆様

に遠隔専門診療をご利用いただけるよう、各病

院や市町とも連携し、ホームページや広報誌な

ども含め、積極的な周知広報に取り組んでまい

ります。

○副議長（山本由夫君） 本多議員―2番。
〇２番（本多泰邦君） 5、重点的に取り組む主
な分野「食」について。

（1）長崎県の豊かな食材が国内外に広がる
ための取組について。

①食の賑わい創出について。

重点的に取り組む主な分野「食」についてで

は、ありたい姿の具体像として、「県内の豊か

な食材が国内外に広がり、そのおいしさがみん

なを笑顔にしています」とあります。

長崎には、新鮮でおいしい食材が数多くあり

ます。県内外の人に長崎の食の良さを広めるこ

とで、国内外の観光客を本県に呼び込み消費を

喚起することが重要と考えます。

そのためにも、食のにぎわい創出について積

極的に取り組んでいただきたいと考えておりま

すが、現在の取組状況と今年度の目標を教えて

ください。

○副議長（山本由夫君） 農林部長。

〇農林部長（渋谷隆秀君） 県としましては、県

民が本県の食を誇りに思い、自慢したくなるよ

う、県民や観光客など誰もが本県の食を買って

味わえる「食のにぎわいの場」の創出に向け、

現在、庁内にプロジェクトチームを立ち上げ、
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市町や関係団体とビジョンの共有や実現に向け

た意見交換等を行っているところです。

今後は、国内外の先進事例、県北、県央、県

南地区の立地環境や交通アクセス、観光客の動

向等を調査、分析し、今年度中に、食のにぎわ

いの場の実現に向けたロードマップを作成した

いと考えております。

○副議長（山本由夫君） 本多議員―2番。
〇２番（本多泰邦君）②食分野における水産物

の取組について。

本県は、トラフグやクロマグロの養殖生産量

が長年日本一で、水揚げ魚種も豊富な全国でも

有数の水産県です。

しかし、県外の方には、「ながさきの魚」は

あまり認知されていないと感じます。先日も県

外の友人が旅行に来ておりましたが、長崎の食

でイメージするものは、ちゃんぽんでした。

長崎のおいしい魚をどう売り出していくのか、

ビジョンの食分野における水産物についての取

組をお尋ねいたします。

○副議長（山本由夫君） 水産部長。

〇水産部長（吉田 誠君） 県は、水産県の強み

を活かして、長崎の食として魚のイメージ定着

が必要であると考えております。

このため、地域内での安定供給体制の構築が

可能な魚種で、観光客にも魅力を訴求できるも

のを「推し魚」として選定し、地元関係者や県

関係部局などと連携しながら、「推し魚」を活

用した食の提供や旅行商品の造成などに取り組

むことで、長崎の魚の認知度向上を図ってまい

りたいと考えております。

○副議長（山本由夫君） 本多議員―2番。
〇２番（本多泰邦君） （2）世界から訪れ食し
た人が笑顔になる長崎について。

①長崎港元船地区再開発エリアの活用につい

て。

ビジョンの食分野、ありたい具体像には、「県

内でないと出会えない味、味わえない体験があ

り、世界から人が訪れ、食した人を笑顔にして

います」ともあります。

本県が自慢できる生鮮農水産物を気軽に買え

る、味わえる場所の確保が必要だと考えます。

令和6年2月定例会の一般質問において、長崎
港元船地区整備構想の検討が進められていると

のことでしたが、このような人が集まりやすい

場所で、「長崎の食」を提供することにより、

国内外の観光客を呼び込み、消費を喚起するこ

とにつながると考えます。

そこで、長崎港元船地区整備構想の進捗状況

と、併せて、この元船再開発エリアに「長崎の

食」を提供する場が整備できないか、県の見解

を教えてください。

○副議長（山本由夫君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君）長崎港元船地区につ

きましては、港湾機能の再編に合わせ、周辺地

区と調和したにぎわいのある「みなとまちづく

り」を目指し、本年3月に整備構想を作成して
おります。

この構想では、官民連携事業の手法を導入し、

長崎の農水産物を飲食、物販できる施設やイベ

ント、憩いの場となる広場の整備を想定してお

ります。

具体的な内容につきましては、事業の採算性

等を考慮し、検討していくこととしております

が、県といたしましても、多くの県民や観光客

が集まる、にぎわいの場を創出してまいりたい

と考えております。

○副議長（山本由夫君） 本多議員―2番。
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〇２番（本多泰邦君） 6、健康寿命延伸の取組
について。

（1）健康とスポーツについて。
①生涯スポーツについて。

スポーツに取り組むことは、体力の向上はも

とより、メンタルヘルスの改善、生きがいづく

り、他者との一体感・連帯感の醸成など様々な

効果があり、また、健康寿命の延伸にもつなが

るものです。

私自身、趣味のランニングを通じ、心身の健

康維持に努めております。毎年恒例となってお

りますが、5月には橘湾岸スーパーマラニック
で80キロメートル走りましたし、10月には壱岐
ウルトラマラソンで100キロメートル走ってま
いります。（発言する者あり）

全国平均を上回る速さで高齢化が進む本県に

おいては、県民が若いうちから、そして生涯に

わたりスポーツに取り組むことが重要と考えま

す。

県では、「ながさきスポーツビジョン」にお

いて、成人の週1回以上のスポーツ実施率を令
和7年までに54％にする目標を掲げていますが、
まだ未達成だと伺いました。

ついては、過去3か年の推移と世代別の傾向
について、お尋ねいたします。

また、県では目標達成に向けて、どのような

取組を行っているか、併せて答弁願います。

○副議長（山本由夫君） 文化観光国際部長。

〇文化観光国際部長（伊達良弘君）本県におけ

る成人の週1回以上のスポーツ実施率は、令和2
年度が45.5％、令和3年度が48.3％、令和4年度
が46.8％と、ほぼ横ばいで推移しております。
これを年代別で見てみますと、3か年の平均

は、60代から70代が56.5％であるのに対して、

20代から50代の若い世代では40.4％と低い傾
向にあります。

このため、県では若い世代の実施率向上に向

けて、歩数でためたポイントを店舗等で利用で

きる健康づくりアプリ「歩こーで！」の普及、

利用促進や「県民スポーツ・レクリエーション

祭」の実施、食や遊びを取り入れたウオーキン

グイベントの開発支援のほか、モルックなどの

家族で楽しめるニュースポーツの普及等に取り

組んでおります。

今後とも、市町や関係団体と連携し、若い世

代が気軽にスポーツ活動に参加できるような環

境づくりを推進し、本県のスポーツ実施率の向

上を図ってまいります。

○副議長（山本由夫君） 本多議員―2番。
〇２番（本多泰邦君） ②スポーツの入り口、子

どものスポーツ機会の充実について。

生涯スポーツと申しましても、まずはスポー

ツに触れていただく機会が大事です。殊さら子

どもの頃からのスポーツ・運動習慣の確立と、

スポーツ機会の充実が重要だと考えますが、小

中学校での取組を教えてください。

○副議長（山本由夫君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（前川謙介君）子どもたち

の運動習慣の形成には、体育の授業の充実に加

えまして、家庭とも連携を図りながら、体を動

かすことの楽しさを実感させることが必要であ

ると考えております。

このため小学校では、運動が苦手な子どもで

も楽しめる授業づくりのための研修会や児童と

保護者が一緒に取り組むフィットネス講習会を

開催するなど、学校と家庭が連携した取組を進

めているところでございます。

また中学校では、少子化によって学校単位で
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の部活動の存続が困難となる中、地域が一体と

なった子どもたちの新たなスポーツ環境の整備

が求められております。

その一環といたしまして、県では、子どもた

ちのスポーツ活動にご協力いただける指導者や

サポーターなどを募集するため、「指導者エン

トリーシステム」の運用を開始したところでご

ざいます。

引き続き、子どもたちの運動習慣の確立とス

ポーツ機会の充実に努め、生涯にわたって運動

に親しむ資質や能力の育成に取り組んでまいり

ます。

○副議長（山本由夫君） 本多議員―2番。
〇２番（本多泰邦君）ありがとうございました。

引き続き、よろしくお願いいたします。

（2）高齢者の生活利便性向上へ向けての支
援について。

①老人性難聴者への補聴器購入補助について。

ここ数年、県外市町村において、難聴高齢者

に対する補聴器購入費用の補助が導入されてき

ております。

中でも、東京都港区の制度は、購入だけでは

なく、買換え費用も補助の対象になること、ま

た補聴器相談医及び認定補聴器技能者と連携し、

補聴器購入前の相談から、購入時の調整・アフ

ターケアまでをしっかりと受けていただくこと

を条件に加えることで、聞こえを改善し、高齢

者の社会参加を支援することなど、その充実し

た事業内容は「港区モデル」と呼ばれていると、

視察した際に、港区の担当者が教えてください

ました。

また、港区の担当者は、東京都の補助があっ

たから、港区としても補助事業に乗り出しやす

かったとも教えてくださいました。

補聴器購入費用の補助は、基礎自治体が実施

するものと考えてはおりますが、その代表的な

事例、港区モデルの港区ですら、東京都からの

補助があったことが大きかったとのことですの

で、市町の補助事業に対して県が補助を行うべ

きとも考えております。

昨年度も補聴器購入支援について質問しまし

たが、その際、「国においても補聴器使用の効

果について検証が進められている段階であり、

国や他県の動向を注視していく必要がある」と

の答弁でしたが、その後、国の調査は進んでい

るのでしょうか。

○副議長（山本由夫君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（新田惇一君） 難聴は、認知症

をはじめ、様々な病気のリスク要因の一つと言

われておりますが、難聴と認知症の因果関係に

つきましては、国において検証が進められてい

るところです。

平成30年から令和元年度にかけて、国立長寿
医療研究センターにおいて実施されました研究

では、難聴と認知症の因果関係について、結果

を得るには至りませんでした。

このため、引き続き、補聴器の装着の有無に

よる認知機能への影響に関する研究が継続され

ておりますが、現時点で、研究結果の取りまと

めまでは至っていない状況です。

県といたしましては、補聴器使用の効果が明

確に実証されれば、国において、補聴器購入支

援の必要性について検討が行われるものと考え

ており、引き続き、国の動向を注視してまいり

ます。

○副議長（山本由夫君） 本多議員―2番。
〇２番（本多泰邦君） 6月19日付けの公明新聞
の「加齢性難聴 早く見つけて支援」という記事
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において、東海大学医学部の和佐野浩一郎准教

授は、難聴をそのままにしておくと、人とのコ

ミュニケーションが減り、うつなどのメンタル

疾患や社会的孤立の状態、そして認知症になる

可能性がある。難聴は、認知症のリスクとして

最も高い要因の一つとされるが、補聴器などで

改善ができるため、最も予防が期待できる要因

ともされるとの話を寄せられております。

県内の市町が積極的に補助事業に乗り出せる

よう、県が市町に対しての補助ができないか、

引き続き、国の動きを注視しつつ、前向きな検

討を要望いたします。

7、空き家活用を通じた持続可能な地域づく
りへの取組について。

（1）旧県営魚の町団地活用プロジェクトの
進捗について。

1949年（昭和24年）築の公営住宅で、戦後に
建設された公営住宅としては現存する最古のう

ちの一つであり、また、1949年に造られた団地
で現存が確認されているのは、日本国内で、下

関、広島、静岡、長崎の4か所、5棟だけであり、
旧県営魚の町団地もそのうちの一つです。こう

いった歴史的価値のある旧県営魚の町団地は、

立地にも優れ、建物としての魅力もあるため、

活用の可能性が大きいと感じておりました。

3月に行われたプロポーザル審査委員会にお
いて特定された最優秀提案者は、とても若い人

たちの団体であり、長崎をもっとよくしたいと

いう熱い気持ちがあふれており、今後も応援し

ていきたいと思っております。

その旧県営魚の町団地活用プロジェクトの進

捗状況をお聞かせください。

○副議長（山本由夫君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君） 本プロジェクトは、

現在は使用していない旧県営魚の町団地につい

て、優れた再生計画を提案した事業者が、自ら

の負担により建物の改修をし、利用希望者への

貸出しを行うものでございます。

公募により選定された事業者からは、団地の

一部を子ども食堂や飲食店のスタートアップに

も利用できるシェアキッチンとして改修し、運

営するなど、前向きな提案をいただいたところ

でございます。

進捗状況としては、事業者によるワークショ

ップが6月1日に開催され、県内外から約50名の
参加があり、利用希望者の確保に向けた活動が

行われました。

今後は、改修工事に着手し、利用希望者との

契約を経て、年内にオープンする予定であると

伺っております。

○副議長（山本由夫君） 本多議員―2番。
〇２番（本多泰邦君）県のホームページに掲載

されておりました最優秀提案者の技術提案書に

は、提案における3つのポリシーとして、「1、
私たちは「場所づくり」だけに留まらない、「出

来事づくり」を目指します！､2、単なる「サブ
リース」事業ではなく、長崎の未来と可能性を

発信する「まちづくり事業」として取り組みま

す！、3、「長崎をより良くしたい」という強
い信念と情熱を持ったチームです！」との記載

があります。

提案内容ももちろんすばらしいものですが、

私としては、このような情熱を持った若い人た

ちが長崎のために役立ちたいと立ち上がってく

れていることこそが、すばらしいと感じており

ます。そのような若い人たちを支援することが、

長崎の未来につながっていくものと考えます。

旧県営魚の町団地活用プロジェクトは、土木
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部の事業ではありますが、担当部局だけにとら

われず、部局横断的な支援を要望し、本日最後

の質問に移ります。

8、多様性を認める長崎への取組について。
（1）県としての「パートナーシップ宣誓制

度」創設について。

令和5年6月23日、性的指向及びジェンダーア
イデンティティの多様性に寛容な社会の実現に

資することを目的として、「性的指向及びジェ

ンダーアイデンティティの多様性に関する国民

の理解の増進に関する法律」が交付、施行され

ました。

また、本県でも昨年11月に、性の多様性の理
解啓発イベント「みんなでつなごうレインボー

アーチ」を開催する等の取組をなされています。

日本におけるLGBTQ（性的マイノリティー）
の割合は、調査機関、調査方法によってデータ

にばらつきがありますが、現在では、約3％か
ら10％と言われております。左利きやAB型の
人も人口の約8から12％存在しますので、よく
似た割合として例示されます。

誰もが自分の性的指向やジェンダーアイデン

ティティを尊重され、自分らしく生きることの

できる社会の実現を目指すための取組の一つと

して、「パートナーシップ宣誓制度」を導入す

る自治体が増えております。県内自治体では、

長崎市と大村市が導入しており、ほかの自治体

も、今後、制度を導入していくものと思います

が、県が導入することのメリットは大きいと考

えます。

九州では、福岡県、佐賀県、大分県が県とし

て導入しております。長崎県の「パートナーシ

ップ宣誓制度」の検討状況について、お尋ねい

たします。

○副議長（山本由夫君） 県民生活環境部長。

〇県民生活環境部長（大安哲也君）「パートナ

ーシップ宣誓制度」につきましては、これまで

市町や関係団体との意見交換や先進自治体の情

報収集など、丁寧に課題整理を進めてまいりま

した。

近年、人権課題が多様化、複雑化しているこ

とから、性の多様性を含めた人権施策を推進し

ていくに当たっての県の基本的な視点や考え方、

施策の方向性の整理が必要と考え、有識者によ

る「人権施策のあり方に関する検討委員会」を

立ち上げまして、第1回会合を6月17日に開催し、
本年度中に意見をいただく予定としております。

今後、市町との意見交換を重ねるとともに、

検討委員会の意見を参考にしながら、制度導入

の方向性について検討してまいります。

○副議長（山本由夫君） 本多議員―2番。
〇２番（本多泰邦君） 引き続き、前向きな検討

を要望いたします。

以上をもちまして、本日の一般質問を終わり

ます。

ありがとうございました。（拍手）

○副議長（山本由夫君） 午前中の会議は、これ

にてとどめ、しばらく休憩いたします。

午後は、1時30分から再開いたします。
― 午後 零時１０分 休憩 ―

― 午後 １時３０分 再開 ―

〇副議長（山本由夫君）会議を再開いたします。

午前中に引き続き、一般質問を行います。

中山議員―33番。
〇３３番（中山 功君）（拍手）〔登壇〕 県民

会議の中山 功でございます。

一問一答方式で質問いたします。
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知事、教育委員会教育長、警察本部長、関係

理事者の明快な答弁を期待いたします。

1、知事の政治姿勢について。
（1）人口減少対策について。
①韓国の人口減少対策への認識等について。

世界の人口は、今後、110億人程度まで増加
が続くと言われています。

一方、日本、韓国は、急激な人口減少社会が

進行しています。

韓国では、2005年に低出産・高齢社会基本法
を制定するとともに、基本計画を5年ごとに策
定し、2006年から2021年の間に、予算規模とし
て約31兆円に上る投資を実施しているようで
す。

結果として、2023年度の合計特殊出生率は
0.72まで低下し、生まれた赤ちゃんの数は約23
万人、前年度マイナス7.7％になっているとの報
道がされています。

この政策結果から、本県の人口減少対策も学

ぶべきことがあると考えておりますが、知事の

認識について、お尋ねをいたします。

再質問は、対面演壇席から実施いたします。

〇副議長（山本由夫君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）〔登壇〕 中山議員のご質

問にお答えさせていただきます。

韓国の少子化対策予算につきましては、その

内容の詳細までは把握が難しく、例えば、日本

と比較した予算規模の大きさなどの判断はでき

かねますが、報道等を通じて、韓国の2023年の
合計特殊出生率が過去最低の0.72となったこと
は承知をしています。

日本とは、経済状況や社会構造等の背景が異

なって、一概に評価することは難しいものでは

ありますけれども、地方からソウル首都への人

口移動も要因の一つと言われておりますので、

地方から東京圏に人口が集中しております日本

と同様で、少子化対策の課題の難しさをあらわ

しているというふうに感じています。

以後のご質問につきましては、自席から答弁

をさせていただきます。

〇副議長（山本由夫君） 中山議員―33番。
〇３３番（中山 功君） 今、知事から、知事の

認識について答弁がありました。

私は、韓国は「低出産・高齢社会基本法」、

基本計画を策定して取り組んでいることは承知

しているんですが、国民が共感できるような国

家戦略ビジョンとの2本立てが十分に機能して
いないのではないかというふうに考えるところ

でございます。

そこで、大石知事が目指す新しい長崎県づく

りのビジョン「未来大国」は、本県の子ども、

若者にとって未来への明るい希望を持てる、わ

くわくするようなビジョンの実現は、いつでき

ると考えているか、お尋ねいたします。

〇副議長（山本由夫君） 企画部長。

〇企画部長（早稲田智仁君）ビジョンに掲げま

した「こども」、「交流」、「イノベーション」

及び「食」の4つの分野における概ね10年後の
ありたい姿の実現に向けては、中・長期的な視

点をもちながらも、スピード感を意識のうえ、

短期的な成果を積み重ねていくことも重要であ

ると認識しております。

そのため、早期に取組が開始できるものにつ

いては、速やかに検討を進め事業を実施するな

ど、若い世代を含む県民の皆様に施策の具体的

な成果を実感いただけるよう努めてまいりたい

と考えております。

〇副議長（山本由夫君） 中山議員―33番。
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〇３３番（中山 功君） この10年後とかね、そ
の時には、この議場にいる理事者は一人もいな

いんじゃないんですかね。そのくらい長いスパ

ンなんですよ。若者が長崎の未来に明るい希望

を持てる明確なビジョンを早く提示しないと、

人口減少対策に大きな支障を来すものと考えて

いるところでありまして。

そこで、未来大国が目指す10年間の事業費規
模と工程表について、どのように考えているか、

お尋ねいたします。

〇副議長（山本由夫君） 企画部長。

〇企画部長（早稲田智仁君）ビジョンにつきま

しては、計画という位置づけではなく、様々な

立場の皆様と思いを一つにし、取組を進めてい

くための旗印として、より重点的に注力したい

主な分野における概ね10年後のありたい姿と、
施策の大きな方向性をお示ししているところで

あります。

そのため、ビジョンの実現に向けては、現総

合計画の方向性に沿って進めるものは、さらに

力強く推進し、総合計画に反映すべきものにつ

いては盛り込んでいくなど総合計画とタイアッ

プを図り、工程等についても可能な限りお示し

しながら、施策の推進に力を注いでまいりたい

と考えております。

〇副議長（山本由夫君） 中山議員―33番。
〇３３番（中山 功君） 今、ビジョンは計画と

いう位置づけではなく、取組を進めていくため

の旗印であるとの趣旨の答弁がありましたけれ

ども、それなら、なぜ、ビジョンを計画として

位置づけて取り組むことができないのか、お尋

ねいたします。

〇副議長（山本由夫君） 企画部長。

〇企画部長（早稲田智仁君） 未来大国の中で、

総合計画とビジョンとの関係ということでもお

示ししておりますけれども、ビジョンに掲げる

ありたい姿の実現に向けては、先ほど答弁いた

しましたが、現総合計画の方向性に沿って進め

るものについてはさらに力強く推進し、総合計

画に反映すべきものについては総合計画の一部

見直しに盛り込むなど対応していくこととしま

して、ビジョンとしましては、様々な立場の皆

様が思いを一つにして有機的に連携しながら取

組を進めるための旗印ということで定めており

ます。

〇副議長（山本由夫君） 中山議員―33番。
〇３３番（中山 功君） 未来大国は、その旗印

でいいでしょう。ビジョンとは、まさに計画じ

ゃないですか。それをあえて位置づけしないと、

その考え方自体が納得いかんわけ、その辺をよ

くよく検討して、ビジョンを計画として位置づ

けたうえで、一刻も早く事業規模、行程表を公

表することを要望しておきたいと思います。

次に、未来大国づくり、事業成果をより早く

発現させる方策の一つとして、「こども」、「交

流」、「イノベーション」、「食」の4分野ご
とに、県と21市町ごと連携モデル事業を展開す
ることを提案いたしますが、この取組について、

お尋ねいたしたいと思います。

〇副議長（山本由夫君） 企画部長。

〇企画部長（早稲田智仁君）ビジョンの実現に

向けましては、県だけではなく、市町をはじめ

様々な立場の方々に共感をいただきながら、有

機的に連携して取組を進め、施策の相乗効果を

高めていくことが重要であると考えております。

こうしたことから、令和6年度当初予算にお
いて、県と市町が連携のうえ、ビジョンに掲げ

る各分野の施策を効果的に推進するため、市町
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が行う課題解決や地域活性化に向けた取組を支

援する補助制度を新たに創設し、現在、事業募

集にかかる準備を進めているところでございま

す。

〇副議長（山本由夫君） 中山議員―33番。
〇３３番（中山 功君） 今の答弁で、令和6年
度から補助事業を創設し、事業募集に関わる準

備をしているということでした。

補助事業をすることによって、予算的には連

携が取れますよ。しかしながら、私が言いたい

のは、職員同士の知恵をどうここに、事業に連

帯、連携していくかということがモデル事業と

いうような取り方をしているわけ、ぜひ、これ

を一歩進めて、県・市町職員のこの問題に対す

る取組を協働してやっていくという形を進めて

いただくことを要望しておきたいと思います。

次に、「長崎県総合計画チェンジ＆チャレン

ジ2025」では、合計特殊出生率は、基準年令和
元年1.66に対し、令和7年1.93に目標を設定して
おりますが、令和5年度1.49へと低下を続けてい
ます。

そこで、基準年より向上している21市町はあ
るか、お尋ねいたします。

〇副議長（山本由夫君） こども政策局長。

〇こども政策局長（浦 亮治君）市町ごとの合

計特殊出生率についてでございますが、市町別

の合計特殊出生率につきましては、出生数の少

なさ等に起因しまして数値が不安定となること

もあるため、5年間の数値をもとに推計したも
のが5年に一度公表されておりまして、直近の
数値は平成30年から令和4年にかかる数値とな
っております。そのため、現行の総合計画の対

象期間中の数値の動きを分析することは困難な

状況でございます。

〇副議長（山本由夫君） 中山議員―33番。
〇３３番（中山 功君） 合計特殊出生率は、市

町の役割が大きいんですよ。

それで、市町については把握できていないと、

納得できませんよ、こういうのは。これらを考

え合わせると、「2」の達成は、大変困難な状
況になると思いますが、それでは公約「2」を
放棄するか、また、達成するのであれば、目標

年次の公表について、お尋ねいたします。

〇副議長（山本由夫君） 知事。

〇知事（大石賢吾君） 私は、自然減が拡大して

おります近年の厳しい状況の中で、子どもを持

ちたい方が希望どおりに産み、育てることがで

きる環境づくりを進めること、これが重要だと

いうふうに考えております。

現在、公約に掲げております合計特殊出生率

2を目指すという、この「2」という数字は、県
民の希望出生率でございました2.08に基づくも
のでございます。子どもを持ちたい方の希望を

叶えることが重要という考え方を踏まえまして、

合計特殊出生率2を目指すという公約を掲げた
ところでございます。

ただ、県民の希望出生率2.08という数字は、
平成27年度の長崎県長期人口ビジョン策定時
に調査をしたものでございます。その後の社会

環境の変化等も踏まえまして、改めて現状を捉

え直すことが必要であるというふうに考えてお

りますので、改めて現状の調査、把握を行うと

ともに、希望の実現を阻む要因等についても分

析を加えながら、関連施策の充実、強化につな

げていきたいと考えています。

〇副議長（山本由夫君） 中山議員―33番。
〇３３番（中山 功君） それでは、合計特殊出

生率2は、放棄はしないというふうな内容だっ
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たと思いますが、そうであるならば、公約の実

現のために、先ほど知事から答弁があったけれ

ども、もっともっと県民の衆知を集めて戦略的

に取組を期待しておきたいと思います。

次に、婚活、結婚支援の実効性を上げるため

には、まず若者が結婚、出産ができた理由、ま

た、結婚できなかった、したくない、あきらめ

たなどの理由、要因などの本県独自調査が私は

必要だと思いますが、この必要性について、ど

のように考えているか、こども政策局長にお尋

ねいたします。

〇副議長（山本由夫君） こども政策局長。

〇こども政策局長（浦 亮治君）少子化の要因

につきましては、これまでも国等において様々

な調査、分析がなされておりますけれども、た

だいまご意見がありました結婚支援に関しまし

ても、既存の国の調査に加えて、県民の希望や

ニーズを十分に把握することは重要だというふ

うに考えております。

そのため、若い世代も含めた県民の意識調査

等を実施し、現状を把握するとともに、その結

果を踏まえながら、施策の充実・強化を図って

まいりたいというふうに考えております。

〇副議長（山本由夫君） 中山議員―33番。
〇３３番（中山 功君） 今、調査については実

施するということでありました。

これからの世代においては、恋愛をしない、

結婚もしない、出産もしないという3放棄時代
がくる可能性があると指摘がされております。

そうなると、ますます独自調査の必要性を感じ

ておりますが、この調査の時期について、再度

お尋ねいたします。

〇副議長（山本由夫君） こども政策局長。

〇こども政策局長（浦 亮治君）少子化に関す

る県民アンケートの調査ということで、結婚の

意識調査等も含めまして、今年度、調査・分析

を進めておりますので、こういった経過をもと

に、施策の充実、強化につなげてまいりたいと

考えております。

〇副議長（山本由夫君） 中山議員―33番。
〇３３番（中山 功君） 結婚できた、できなか

った等の要因について、今年度中に調査してい

るということでありましたけれども、それを含

めて調査、分析の実施を求めます。

次に、婚活、結婚支援を少子化の一丁目一番

地に位置づけたうえで、強力に事業を推進すべ

きと考えておりますが、令和6年度における事
業費と事業内容、また適齢者一人当たりの事業

費額について、お尋ねいたします。

〇副議長（山本由夫君） こども政策局長。

〇こども政策局長（浦 亮治君） 令和6年度の
結婚支援事業につきましては、長崎県婚活サポ

ートセンターにおきまして、お見合いシステム

の運営や縁結び隊によるボランティア活動のほ

か、婚活イベントやセミナー、相談会の開催な

どに取り組んでおりまして、予算額は3,824万
8,000円となっております。
また、この予算額を仮に県内の20歳から39歳
までの未婚者の人数で割り、一人当たりの額を

算出しますと336円となりますが、この数値は
各年度の予算額によって大きく変動する場合も

ございます。

例えば、お見合いシステムの改修等に取り組

みました令和5年度におきましては、当初予算
額が5,033万7,000円、未婚者一人当たりの額は
442円と大きくなるなど、各年度において必要
な予算額を計上してきた結果であるというふう

に考えております。
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〇副議長（山本由夫君） 中山議員―33番。
〇３３番（中山 功君） 今の答弁では、事業内

容についてはあまり触れていなかったように思

います。私なりに事業内容についてはある程度

は理解しているんですけれども、ただ、これは

なかなかですね、まだまだ十分ではありません。

未婚化、晩婚化が少子化の最大の要因と言われ

ているわけでありますので、さらにコロナ禍に

より、これが進行しておりますが、ここ10年間
の本県の結婚数と未婚者数の推移について、お

尋ねをいたします。

〇副議長（山本由夫君） こども政策局長。

〇こども政策局長（浦 亮治君）本県におけま

す過去10年間の婚姻数の推移でありますが、令
和元年を除きまして、毎年、対前年を下回る状

況が続いております。

平成26年に6,137組であったものが、令和5年
には4,074組となりまして、近年は新型コロナ禍
の影響もあったと考えられますけれども、この

10年間で約3分の2に減少している状況でござ
います。

また、未婚者数につきましては、最新の令和

2年の国勢調査によりますと、県内の20歳から
39歳までの未婚者数は11万3,903人でありまし
て、未婚率には大きな変動がないものの、未婚

者数は、10年前の平成22年の14万8,129人と比
べて3万4,226人の減少というふうになってお
ります。

〇副議長（山本由夫君） 中山議員―33番。
〇３３番（中山 功君） 結婚数も未婚者数も減

っているわけでありますけれども、特に、結婚

数が4,074組、過去最少数をさらに更新を続けて
いる、このことは、私自身は危機的状況にある

と考えています。

結婚数の減少に歯止めをかけて反転させるた

めには、適齢者一人当たりの事業費336円は大
変少ない額でありまして、これではコーヒー1
杯も飲むことはできない額ですよ。今すぐに政

策転換を図って、婚活、結婚支援の集中投資を

強く求めておきます。

次に、若い世代の大多数は、共働きの家庭で

育っていると考えています。よって自分たちも、

共働きを前提として、やりがいのある仕事を一

生続けたいというライフデザインを持っている

と思います。

若い男女が生きがいを持って働き続けられる

環境づくりこそ、最優先に取り組んでほしいと

の声もありますが、本県の現状と、その取組に

ついて、お尋ねいたします。

〇副議長（山本由夫君） 産業労働部政策監。

〇産業労働部政策監（石田智久君）県におきま

しては、企業誘致による魅力のある雇用の場の

創出とともに、県内企業における職場環境を整

備するためのアドバイザー派遣や、誰もが働き

やすい職場づくり認証制度「Nぴか」の取得を
推進しております。

Nぴか企業は、現在176社あり、産業労働部補
助金の申請要件に「Nぴか」取得を追加すると
ともに、申請事務の負担を軽減するなど、さら

なる拡大に向け取り組んでいるところでござい

ます。

今後とも、誰もが働き続けられる職場づくり

に向けた取組を推進してまいります。

〇副議長（山本由夫君） 中山議員―33番。
〇３３番（中山 功君） 韓国のユン大統領は、

少子化の根本原因を分析し、従来の政策を分析

し、政策を再構築しなければならないと抜本的

な見直しを指示したとの報道がなされています。
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本県と韓国、知事と大統領を同一に扱うのは

適切ではないかもしれませんが、大石知事の公

約である合計特殊出生率2の実現を目指すには、
これまでの少子化対策事業を徹底的に調査、分

析、そして再構築を図るプロジェクトチームと

しての取組はできないか、お尋ねいたします。

〇副議長（山本由夫君） 企画部長。

〇企画部長（早稲田智仁君） 本年は、地方創生

の取組が本格的に始まりまして10年の節目を
迎えており、本県としましても、この間の施策

の分析、見直しなどに取り組む必要があると認

識しております。

そのため、今年度から着手いたします次期総

合計画及び総合戦略の策定作業においては、人

口減少等の課題に関し、新たな専門家のご意見

もお聞きしながら、施策の検討を行ってまいり

たいと考えております。

〇副議長（山本由夫君） 中山議員―33番。
〇３３番（中山 功君）少子化対策については、

これまで副知事をトップとして各部局長と次世

代育成対策推進会議を全庁的に取り組んできて

いると承知しております。しかし、その成果を

県民はまだまだ実感できていません。

今、再構築については、次期総合計画で検討

する趣旨の答弁がありましたが、ここは知事を

リーダーとして、民間人を登用するなど少子化

対策事業の再構築を図る取組の強化をできない

か、知事の決意について、お尋ねいたします。

〇副議長（山本由夫君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）先ほど議員がおっしゃっ

てくださったように、これまでの取組をしっか

りと見直しながら検討を深めていく必要がござ

いますし、時代、社会情勢の変化も捉えながら、

その施策の方向性はしっかりみんなで議論する

必要があると思っております。

その中で、人口減少や東京圏への過度な一極

集中を是正するための対策は、やはり我が国全

体で戦略的に挑戦すべき課題であると考えてお

ります。そのため、まずは国全体で少子化対策

や経済成長の実現などにしっかり取り組むべき

ものと認識をしております。

そのうえで人口減少対策につきましては、国、

都道府県、市町村の適切な役割分担のもとで、

全国で一律で行うべき施策と、地方がその実情

に応じてきめ細やかに実施する施策を組み合わ

せて実効性を高めていく必要があるというふう

に思っております。

県としましては、全国知事会等を通じて広域

的な観点で自治体間の連携を深めるとともに、

県内市町や民間団体等との連携体制もさらに強

化をしまして、議員おっしゃってくださったよ

うに、私もしっかりと先頭に立って、地方創生

の新たな展開を図っていきたいと考えておりま

す。

〇副議長（山本由夫君） 中山議員―33番。
〇３３番（中山 功君） 知事が先頭に立ってい

ただくことは何よりでありますし、先ほどの答

弁の中で、知事の決意については、知事の思い

がなかなか私には伝わらなかった、感じること

ができなかったというふうに思います。

本県の人口減少に歯止めをかけるためには、

知事の公約である合計特殊出生率2、これを達
成することに尽きると考えています。実現のた

めに、強力なリーダーシップの発揮を期待いた

します。

（2）安全安心で暮らしやすさ世界一プロジ
ェクトについて。

①長崎県の暮らしやすさ指標の再評価等につ
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いて。

長崎県の暮らしやすさ指標は、子育てしやす

いまち等10項目、合計特殊出生率全国3位など、
100指標を1位を47点、47位を1点で得点して合
計した場合、全国総合1位であったと統計課が
公表しています。このことを改めて再評価する

とともに、未来に向けて戦略的に磨き上げるこ

とにより、世界に誇れる長崎の新たな魅力の創

出につながると思います。知事の考え方につい

て、お尋ねをいたします。

〇副議長（山本由夫君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）県民が暮らしやすい環境

をつくっていくことは、大変重要な課題でござ

います。

暮らしやすさ指標につきましては、本県の暮

らしやすさを県内外の皆様にご認識いただくた

めに、様々な分野のデータを用いまして、平成

27年に作成をしたものと認識をしております。
本県の暮らしやすさを数字で見える化をして、

若者の県内定着や県外からの移住促進のツール

として活用されてまいりました。

地方自治体にとりまして、各地域の強みや特

性を理解するといったことは非常に重要なこと

でございます。今後とも、本県における強みを

さらに伸ばしていきたいと考えております。

〇副議長（山本由夫君） 中山議員―33番。
〇３３番（中山 功君） 今、知事から、本県の

強みをさらに活かしていきたいと、そういうこ

とで戦略的に磨き上げるために、私は幾つか質

問したいと思います。

日本の児童生徒は、2022年国際学習到達度調
査によると、数学的リテラシー1位など学力に
おいては世界トップクラスである。このことは、

教職員、保護者、子どもたちに敬意を表したい

と思います。

一方で、日本の保護者の子どもに対するケア、

例えばコロナ禍をはじめとする厳しい時に家族

が支援してくれたかを聞く項目で、OECD加盟
国37か国のみならず、調査対象国81か国で最下
位であったと指摘する声があります。

安心できる居場所、家庭づくりこそが、暮ら

しやすさの一丁目一番地と考えています。家庭

の現状の課題認識について、お尋ねいたします。

〇副議長（山本由夫君） こども政策局長。

〇こども政策局長（浦 亮治君）長崎県子育て

条例におきましては、子どもを育てる最も重要

な責任は保護者にあるとされ、また、子ども基

本法におきましても、子どもの養育は、家庭を

基本として行われるものというふうにされてお

ります。

一方、ただいま議員からもご指摘ありました

ように、核家族化の進展や地域のつながりの希

薄化等に伴う家庭の教育力の低下は、かねてか

ら指摘されているところでございます。

県内でも子育てに悩む保護者は多く、また、

子育て家庭からは、忙しくて子どもの話に耳を

傾ける時間がとれていないなどの具体的なお話

も伺っているところでございます。

県としては、こうした家庭が相談しやすい環

境を整備するとともに、地域で子育て家庭を見

守り、支える環境づくり、さらに保護者と子ど

もが向き合う時間を確保することなどが課題で

あるというふうに認識しております。

〇副議長（山本由夫君） 中山議員―33番。
〇３３番（中山 功君） 先ほど私が申し上げま

したけれども、学力は、世界トップクラスの強

みの部分と、保護者の支援が最下位、そして子

ども・若者の自己肯定感がものすごく低い、こ
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のアンバランスが家庭の課題の一つであると考

えております。

先ほど、ちょっとこども政策局長から答弁が

ありましたけれども、子どものウェルビーイン

グを高めるためには、保護者との関係性が一番

重要である考えておりまして、そうすると、保

護者が自分の子どもたちとどのように向き合い、

また関係を深めるためにどのように時間を確保

しているのか、先ほどの答弁をもう少し詳しく、

現状と今後の取組について、お尋ねしたいと思

います。

〇副議長（山本由夫君） こども政策局長。

〇こども政策局長（浦 亮治君） 県では、これ

まで家族そろっての団らんの機会を増やすこと

によりまして、愛情と信頼に結ばれた温かい家

族関係を育てる契機とするため、県子育て条例

に定める「家庭の日」の普及に取り組んできた

ところでございます。

また、「新しい長崎県づくりのビジョン」に

おきまして、子どもと一緒に過ごすなど、子ど

もと向き合う「こども時間」を増やす取組にも

力を入れていくこととしております。

今後とも、従業員の子育てを応援する企業の

登録及びPR制度や、企業における育児休業取得
促進など、共働き・共育ての推進などを図りな

がら、保護者と子どもが向き合う時間の確保、

拡大に努めてまいりたいと考えております。

〇副議長（山本由夫君） 中山議員―33番。
〇３３番（中山 功君） ぜひ、保護者と子ども

が向き合う時間、この確保は大事ですよ。

それで、先ほど長崎県「家庭の日」の話もあ

りましたけれど、もう少し、家庭の実態の把握

も含めて、この辺も深堀りして調査する必要が

あることを申し上げておきたいと思います。

そこで、日本の子どもたちは、自分で自分を

コントロールして主導的に方向づけていく、内

発的動機づけによる学びが身につかないままに

大人になり、その人たちが保護者になってきて

いると指摘する声があります。

保護者の役割については、子ども子育て条例

にも明示されておりますが、保護者教育の現状

と今後の取組について、お尋ねいたします。

〇副議長（山本由夫君） こども政策局長。

〇こども政策局長（浦 亮治君）家庭での教育

力の低下が課題となる中、保護者の家庭教育を

支援し、子育て家庭を地域全体で支えていくこ

とが重要であると考えております。

このため、県におきましては、「ココロねっ

こ運動」のほか、親子のメディアリテラシーの

向上、子育ての悩みや不安等を親同士が話し合

い、学び合う参加型学習プログラムの実施など

によりまして、家庭教育支援に取り組んでいる

ところでございます。

引き続き、関係部局や市町、民間団体等と連

携しながら、保護者に、学びとつながりの場の

提供に一層努めてまいりたいと考えております。

〇副議長（山本由夫君） 中山議員―33番。
〇３３番（中山 功君） 取り組んでいることは

承知しているんです。やはり保護者教育につい

て、どうすれば届くのか、やはり結果が求めら

れるんですよ。それを含めて保護者教育につい

ては、より一層推進することを要望しておきた

いと思います。

次に、近年、子どもの自殺、いじめ、不登校

の増加など、子どもたちにとっては大変厳しい

教育環境が続いていると考えておりますが、私

は、多様で豊かなつながりづくりが解決の一策

になり得ると考えています。
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そこで、子ども同士、また児童生徒、教職員、

学校、地域、大学、企業、NPO法人、行政関係
などの多様な、つながる教育の再構築について、

教育委員会教育長にお尋ねいたします。

〇副議長（山本由夫君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（前川謙介君）議員からご

指摘がございましたとおり、子どもたちを取り

巻く環境が多様化、複雑化しておりまして、学

校や家庭だけでは解決することが困難な課題が

増えていると、こうした状況を踏まえまして、

「第4期長崎県教育振興基本計画」におきまし
ては、多様なつながりによって課題に立ち向か

い、豊かな教育を作り出していくことといたし

ております。

これまで以上に学校が、家庭や地域をはじめ

企業やNPO団体など多様な関係者とのつなが
りを深めて教育を充実させていくために、子ど

もアンケートや教職の魅力化作戦会議など、

様々な手段や場面を通じて、児童生徒、保護者、

地域の方々などの声に耳を傾けることを大切に

していきたいと思っております。

そのうえで、私自身が学校現場に出向き、日々

子どもたちに向き合っている教員と肌感覚を共

有しながら、これまでの行政経験や人脈を最大

限に活かして計画の実効性を高め、つながりが

つくる豊かな教育の実現に向けて全力で取り組

んでまいります。

〇副議長（山本由夫君） 中山議員―33番。
〇３３番（中山 功君） 今、教育委員会教育長

から答弁をいただきましたけれども、「第4期
長崎県教育振興基本計画」、今年度から始まり

ます。前川教育委員会教育長が自ら現場に出向

いて、先頭に立って、つながりがつくる豊かな

教育を推進するとのことでありましたので、期

待をいたします。子どもたちのウェルビーイン

グにつながるような、粘り強い取組を要望して

おきます。

次に、総務省は、自治体が条例で定める地域

貢献活動休暇が可能であると公表しております。

この休暇が制度化できると、県と21市町職員は、
まちづくりや自治会活動におけるコミュニティ

のサポーターとしての活動がしやすくなると考

えておりますが、この取組について、お尋ねを

いたします。

〇副議長（山本由夫君） 総務部長。

〇総務部長（中尾正英君） 県では、職員が被災

地で救助活動等を行う際の休暇制度として「ボ

ランティア休暇」を設けておりますが、平成26
年に、ただいま議員からご指摘の趣旨に相当す

る、職員が業務外で行う地域づくり活動等につ

いても対象を拡大したところでございます。

県内では、地域を支える人材の不足により、

地域コミュニティの機能維持が課題となってい

ることから、職員に対し、自治会等の地域活動

への積極的な参加を促すとともに、今申し上げ

ました休暇制度についても周知、啓発を図って

まいりたいと考えております。

〇副議長（山本由夫君） 中山議員―33番。
〇３３番（中山 功君） 周知・啓発も大事なこ

とと思いますけれども、私が知っている限りで

は、県職員のボランティア休暇は5日程度で、
災害支援などに限定していると聞いているんで

すよね。

総務省は、今年初めてこういう見解を出した

わけです、地域貢献活動休暇制度ができますよ

と、だから、そことはね。

ボランティア休暇は、利用者は大変少ないと、

それは当然でしょう。それでは、この長崎県の
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職員を十分に活かして地域活動をすることはで

きません。ぜひ、長崎県が創設を率先して、21
市町にそれがつながるように期待をしておきた

いと思います。

次に、ふるさとコミュニティづくりのために、

自治会を中心として民生・児童委員、消防隊員、

県と21市町職員、企業、NPO法人等が活動して
おりますが、これらをさらに活性化させるため

に、地域おこし協力隊を、知事が「つながろう、

ふるさと大使」などに指名することによって、

多様なつながりのある長崎県づくりができない

か、お尋ねいたします。

〇副議長（山本由夫君） 地域振興部長。

〇地域振興部長（中尾正英君） 現在、地域おこ

し協力隊を増やす取組につきましては、隊員の

OB、OGで構成いたします「長崎県地域おこし
協力隊ネットワーク」と連携し、各市町へ優良

事例などを共有することで、積極的な活用を促

すとともに、魅力的な募集要領になるよう、作

成段階からアドバイスを行っているところであ

ります。

また、隊員と地域とのつながりの強化につい

ては、日ごろの活動の相談にも対応できる体制

を整えており、その有効活用を促すとともに、

市町担当者に対し、隊員への様々な支援にかか

る研修を行っているところであります。

引き続き、隊員が活躍しやすい環境づくりに

努めてまいりたいと思っております。現行の取

組をさらに進めていきたいと思っております。

〇副議長（山本由夫君） 中山議員―33番。
〇３３番（中山 功君） 地域おこし協力隊員、

これは非常に人材が多岐で、いろいろな考え方

を持っているし、自立心が非常に強い人が多い

と思いますので、これを本県でもっともっと活

動してほしいという考え方で、現在64名います
ね。2026年、国は1万人と言うとるんですよ。
その1％にしても最低100人以上は確保せんば
いかんわけで、そういうことで、地域おこし協

力隊員を積極的に活用することで活躍の幅が広

がりますし、新たな人とひととのつながり、コ

ミュニティの活性化にも期待できると考えてお

りますので、積極的な活用、登用を市町に働き

かけていただきたいと思います。

次に、安全・安心できるまちづくりについて。

県警の体制強化の方向性について。

県民の安全で安心な暮らしを、生活を確保す

るためには、社会情勢等の変化や治安情勢に的

確に対応していく必要がある。

そこで、DVやストーカー事案など、県民に身
近で不安を感じる犯罪に対応していくためには、

警察組織の体制強化が必要であると考えていま

す。

県民の安全・安心に向けた体制づくりと、そ

の方向性について、警察本部長にお尋ねいたし

ます。

〇副議長（山本由夫君） 警察本部長。

〇警察本部長（中山 仁君）県警察といたしま

しては、社会情勢の変化が県内の治安情勢に与

える影響を的確に捉えて、これに適切に対処し

ていくためには、人的基盤の整備が不可欠であ

ると認識をしております。

昨今では、ご指摘いただきましたようにスト

ーカーやDV、児童虐待などの人身安全関連事案
やサイバー犯罪の認知件数が高水準で推移して

いるほか、SNS型投資・ロマン詐欺が深刻化し
ているなどの状況にございます。

県警察としては、こうした諸課題に部門横断

的に対応していくための体制を強化し、県民の
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安全・安心を確保してまいりたいと考えており

ます。

〇副議長（山本由夫君） 中山議員―33番。
〇３３番（中山 功君） 部門断的に対処してい

くということでありましたけれども、サイバー

空間の脅威も含めて深刻化しておりますので、

ぜひ対応方を期待しておきたいと思います。

次に、県警は、犯罪なく3（さん）ば運動推
進モデル地区などを指定して、「カギをかけん

ば」、「ひと声かけんば」、「見守りせんば」

の3つの運動に取り組み、防犯意識の向上など
を図る事業を実施しているようですが、本県の

犯罪発生率の推移と主な事案について、お尋ね

いたします。

〇副議長（山本由夫君） 警察本部長。

〇警察本部長（中山 仁君） まず、人口10万
人当たりの刑法犯認知件数、これを犯罪率と呼

称しておりますが、本県の犯罪率は、過去10年
間、全国で低い方、すなわち良い方から5番以
内で推移をしております。

また、刑法犯認知件数については、平成15年
には約1万4,000件という形でピークにござい
ましたけれども、その後17年連続で減少してお
り、令和2年には最小の約2,800件となりました
が、その後は増加傾向というふうになっており

ます。

この刑法犯認知件数の主な増加要因としては、

万引きをはじめとする窃盗犯の増加のほか、ニ

セ電話詐欺などの増加が挙げられます。

このうち多くの被害額を生じているニセ電話

詐欺につきましては、昨年は架空料金請求詐欺

の被害が最多となっているほか、本年に入って

は、これとはまた別にSNS型投資・ロマン詐欺
が増加をしている状況にあります。

県警察といたしましては、これらニセ電話詐

欺等をはじめとする各種の犯罪に対して、検挙

対策及び関係機関、事業者等と連携した被害防

止対策を強力に推進してまいりたいと考えてお

ります。

〇副議長（山本由夫君） 中山議員―33番。
〇３３番（中山 功君） 今、警察本部長から答

弁いただきましたが、犯罪発生率は低い方から

5位以内ということでありますので、このこと
については評価をいたします。

今後、多様で困難な犯罪発生を抑止するため

には、警察力の一層の強化を図るとともに、県

民との信頼の醸成、つながりの強化が求められ

ると思います。さらなる活動の展開を期待いた

します。

次に、健康で暮らせるまちづくり、健康長寿

日本一について。

県民一人ひとりが、主体的に健診や生活習慣

病の改善の健康づくりを実践していただくこと

が必要である。これらの取組を多くの関係団体

が連携して支援するために、平成30年4月に、
「健康長寿日本一長崎会議」を設置するととも

に、県民運動として取り組んでいると承知して

います。

現時点における健康長寿日本一の事業成果に

ついて、お尋ねをいたします。

〇副議長（山本由夫君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（新田淳一君） 本県では、平成

30年度から、健康長寿日本一を旗印として掲げ、
健康寿命の延伸に向けて、様々な施策に取り組

んでまいりました。

健康寿命は、国民生活基礎調査において、3
年に1回公表されており、現在の本県の健康寿
命は、直近で公表されている令和元年の調査結
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果によれば、男性は72.29年で全国34位、女性
は75.42年で全国29位となっております。
なお、令和4年の調査結果は、本年12月に公

表される予定となっております。

〇副議長（山本由夫君） 中山議員―33番。
〇３３番（中山 功君） 令和元年度の全国順位

は、いずれも低下しているようであります。

今、令和元年度の健康寿命の事業成果につい

て答弁いただいたわけでありますけれども、私

は気になっているんですよ。今は令和6年6月で
すよ、令和6年6月。これでは、この間の事業成
果の検証ができんじゃないですか、検証ができ

ない。どうするんですか。改善方を強く要望し

ておきます。

次に、健康長寿日本一を目指すに当たっては、

まず、県職員が率先して健康づくりを実践して

いくべきと考えています。県職員を対象にした

これまでの取組、内容、その事業効果について、

お尋ねいたします。

〇副議長（山本由夫君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（新田淳一君）健康寿命を延伸

していくためには、まずは県職員が、県民の模

範となるべく率先して健康づくりに取り組んで

まいりました。

具体的には、県職員を対象とした運動や食事

に関する講座の開催や、約1,200名の職員の参加
によるながさき健康づくりアプリ「歩こーで！」

を活用した所属対抗歩数競争を実施いたしまし

た。

これらの取組により、職員の意識改革や行動

変容につながったことが確認されており、引き

続き、県職員の健康づくりを実践してまいりま

す。

〇副議長（山本由夫君） 中山議員―33番。

〇３３番（中山 功君） 職員の意識変革はでき

たと、ぜひ、そうしてもらいたいんですよね、

そうしてもらいたい。ところが、県職員の健康

アプリ登録者は1,200名程度と聞いております
が、これは全職員の5％程度ですよ。その辺を、
よくよく考えてね。

私は、県職員の皆さん方にお願いして、「歩

こーで！」と、ぜひ、実践を求めておきたいと

思います。

次に、絆でつくるあなたの健康づくりについ

て。

健康づくり運動をするためには、時間、きっ

かけ、仲間が必要だと県民の声を受けるととも

に、人とのつながりが豊かだと、健康に良い影

響を与える可能性があるとのデータも包含して、

子ども・若者には家族とつながりを大切にしよ

う、働き盛り世代には職場から地域に広げよう、

高齢化世代には地域社会とつながろうと、絆を

健康づくりの重要な要素であるとの思いで取り

組んできたものと考えておりますが、この事業

効果について、お尋ねいたします。

〇副議長（山本由夫君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（新田淳一君） 県においては、

人とひととのつながりを活かし、健康づくりに

取り組む個人や企業、団体を登録する制度を、

平成30年度から令和4年度まで実施しておりま
した。

個人として登録いただく「ながさき健康長寿

メイト」は、家族、友人等の仲間と励まし合い

ながら健康づくりを進めていただく制度であり、

これまで約1万2,000人の方に参画いただきま
した。

また、企業・団体として登録いただく「なが

さき健康長寿サポートメンバー」は、県と連携
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して健康づくりの情報を発信していただく制度

であり、これまで約70の企業などに参画いただ
きました。

これらの取組は、新たに令和4年度に始めら
れた長崎健康革命の取組に引き継がれており、

「ながさき健康長寿メイト」は、ながさき健康

づくりアプリ「歩こーで！」の登録者として、

「健康長寿サポートメンバー」は、長崎健康革

命サポーターとして引き継がれているところで

す。

〇副議長（山本由夫君） 中山議員―33番。
〇３３番（中山 功君）私は、この絆づくりは、

大変大事な事業だと思います。令和4年度から
引き継いでいるということで、これまで県民登

録者が1万2,000人、企業登録が70社ということ
でありましたけれども、これは十分とは言えま

せんよ。もう少し深堀りして、絆でつくる健康

づくりの強化を要望しておきたいと思います。

次に、令和4年度から長崎健康革命、健康増
進事業を展開して、「運動」、「食事」、「禁

煙」、「健診」、この4つの柱で取り組んでき
たわけであります。

先ほど私が質問した、これまでの柱の一つと

してきた、絆づくり、絆でつくるあなたの健康

づくりを外しておりますので、ぜひこれを復活

させて、5つの柱として取り組むことはできな
いか、大石知事にお尋ねをいたします。

〇副議長（山本由夫君） 知事。

〇知事（大石賢吾君） 本県におきましては、一

日当たりの歩く数、歩行数とか、野菜摂取量が

少ない傾向にありまして、一方で、喫煙率が非

常に高いという状況になっております。また、

特定健診受診率も低いという状況でございます。

そのため、こうした健康課題の解決に向けて、

先ほど議員がおっしゃってくださいましたけれ

ども、重点的に克服すべき「運動」、「食事」、

「禁煙」、「健診」の4つの柱を据えておりま
す。それらの柱に基づいて、長崎健康革命プロ

ジェクトを令和4年度から実施をしている状況
でございます。

ただ、人々の健康といいますのは、やはり社

会参加とか居場所づくりなどの社会環境に影響

を受けることが知られています。まさに議員が

おっしゃるような絆、「人とひととのつながり」

といったものだと思いますけれども、そういっ

たものや「社会とのつながり」といったもの、

これは健康づくりを支えるうえで大切な基盤に

なるものだというふうに認識をしております。

そのため、今年度に開始をいたしました長崎

県健康増進計画でございます「第3次健康なが
さき21」におきましても、地域の人々とのつな
がりが強いと思う者の割合を増やしていくこと

を目標に掲げているところでございます。

県としましては、エビデンスに基づく長崎健

康革命の4つの柱を軸にいたしまして、健康増
進施策を進めることはもちろんのこと、個人の

健康を支える根幹でございます「人とひととの

つながり」や「社会とのつながり」を強めてい

く施策についても、取組についてもしっかりと

推進をしていきたいと思います。

〇副議長（山本由夫君） 中山議員―33番。
〇３３番（中山 功君） 健康革命に期待してい

るわけでありますけれども、「運動」、「食事」、

「禁煙」、「健診」、これらは一定数字ではか

ることはできると思いますが、これを支えてい

るのは、人とひととのつながりですよ。絆です

よ。この絆をしっかりしておかんと、なかなか、

一人でやるというのはなかなか難しい。
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そういう意味からして、県民が豊かなつなが

りを感じていただけるには、また、先ほど私が

質問した暮らしやすさ指数の向上などに、県民

の衆知を集めながら、県民総ぐるみの運動とし

て展開するために、私が提案した、安全・安心

で暮らしやすさ世界一を旗印として邁進するこ

とを期待しておきます。

2、土木行政について。
（1）長崎南環状線（新戸町～江川町工区）

の早期完成について。

①用地取得、（仮）江川トンネル、8架橋な
どの進捗状況等について。

この路線の整備は、長崎市南部地域の、1、
交通渋滞の解消、緩和、2、安全性の向上、3、
緊急搬送の向上、4、地域産業の振興等に貢献
するものと考えています。

平成28年に着工して、令和12年度の完成を目
指して整備が進められていると思いますが、現

時点における用地取得、仮称江川トンネル、8
架橋の進捗状況について、お尋ねいたします。

〇副議長（山本由夫君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君）県道長崎南環状線の

新戸町－江川町工区につきましては、これまで

に用地取得が9割を超え、今年度は補正予算と
合わせて33億円を確保しており、トンネルや橋
梁など全面的に工事を進めているところでござ

います。

このうち仮称江川トンネルにつきましては、

延長2,137メートルのうち、6月15日までに323
メートルの掘削が完了しております。

また、橋梁につきましては、全8橋のうち1橋
が完成し、5橋において下部工や上部工の施工
を進めているところでございます。引き続き、

早期完成に向けて整備推進に努めてまいります。

〇副議長（山本由夫君） 中山議員―33番。
〇３３番（中山 功君） 概ね順調に進んでいる

というふうに理解いたしましたが、ただ、用地

につきまして、まだ100％いっていないんです
よね。ぜひ、早く100％に向けて再度の努力を
していただくことを要望しておきたいと思いま

す。

次に、為石浄水場への工事用残土の搬入状況

と完了、また分譲開始時期について、お尋ねい

たします。

〇副議長（山本由夫君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君）仮称江川トンネルの

掘削工事においては、約20万立方メートルの残
土が発生する予定ですが、現在、そのうちの

12％に相当する量を為石浄水場跡地へ搬入し
たところであり、令和8年度末ごろの完了を予
定しております。

残土搬入後は、長崎市による造成工事などが

進められ、令和10年度に分譲を開始する予定で
あると伺っております。

〇副議長（山本由夫君） 中山議員―33番。
〇３３番（中山 功君） この為石浄水場を整備

すると、用地が約3万6,000平方メートルになり
ます。長崎市は、雇用の受け皿や地域経済への

波及効果が期待されている企業立地用地を軸に

検討を進めていると聞いております。

市は、令和10年度から分譲を予定していると
のことでありますが、企業誘致実現に向けて市

と協議するなどの取組状況について、お尋ねを

いたします。

〇副議長（山本由夫君） 産業労働部長。

〇産業労働部長（宮地智弘君）長崎市において

工業団地の整備が進められている為石浄水場跡

地は、大手造船企業が立地する香焼地区に隣接
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し、長崎南環状線の江川交差点からも近いなど

交通アクセスに優れた立地環境であります。

誘致が想定される企業としては、恵まれた立

地を活かし、今後、成長が期待される浮体式洋

上風力関連のほか、地元大学から輩出される理

工系人材の受け皿となる研究開発拠点なども考

えられます。

なお、誘致活動に当たっては、長崎市から県

産業振興財団に派遣された職員と連携して、企

業訪問等に取り組んでまいります。

今後とも、長崎市との連携を図りながら、地

域への波及効果が期待できる企業誘致に努めて

まいります。

〇副議長（山本由夫君） 中山議員―33番。
〇３３番（中山 功君） 今、企業誘致について

は前向きな取組をしている趣旨の答弁がござい

ましたので、了といたしますが、できるだけ雇

用がある製造業をぜひ誘致してほしいというこ

とを希望しておきたいと思います。

長崎市南部地区、特に、旧野母崎町等の人口

減少が急激に進んでいます。この地域に雇用の

創出が急務であると考えているわけでありまし

て、先ほどの答弁は了としながらも、早期企業

誘致実現のために、県と市、連携・協働しての

取組を強く要望して、質問を終わります。（拍

手）

〇副議長（山本由夫君） これより、しばらく休

憩いたします。

会議は、2時45分から再開いたします。
― 午後 ２時３１分 休憩 ―

― 午後 ２時４５分 再開 ―

〇議長（徳永達也君） 会議を再開いたします。

引き続き、一般質問を行います。

大倉議員―1番。
〇１番（大倉 聡君）（拍手）〔登壇〕皆さん、

こんにちは。

もったいないよ 長崎、長崎市選挙区選出、大

倉 聡です。よろしくお願いいたします。

今年の4月1日に長崎県の手話言語条例が施
行されました。今日は耳の不自由な方も傍聴に

来ていただいております。ありがとうございま

す。

では、質疑に入ります。

1、令和5年の本県合計特殊出生率1.49につい
て。

今、本県の最も大きな課題の一つが、人口流

出、人口減少です。この流れを治めるのはなか

なか容易ではありません。先ほど、中山議員の

質疑の中でも、本県の合計特殊出生率のやりと

りがなされました。あえてもう一度、質問時間

を割いて、ここで質疑をさせていただきます。

それだけ知事が掲げる公約の本気度を伺いたい

からです。

（1）知事公約の合計特殊出生率2について。
①いつまでに公約を達成し、1.49はどのよう
に分析している。

令和5年の人口動態調査で発表されました本
県の合計特殊出生率が1.49でした。これに関し
ては、全国の中でも宮崎県と同じ2位という高
い結果でした。ただ、令和4年の確定値と比べ
れば0.08ポイント低くなっておりまして、これ
は7年連続で前年を下回っております。これを
どのように分析していらっしゃるでしょうか。

そもそも、合計特殊出生率のこの数字の出し

方ですけれども、これは女性の15歳から49歳、
この年代の女性が出産可能と規定されているわ

けですね。これは、要は本県は若い女性の人口
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流出が課題となっている中で、そもそも女性の

人数、この割合というのは全国の中では高くは

ないわけです。

つまり、国が出産適齢期としている女性が少

ない本県は、全国と比較すれば当然出生率その

ものは高くなっていくわけです。ですから、全

国2位だとしても、そもそも母数が違うわけで
すから、手放しに喜べるということではないと

思っております。出生率を上げるというのは本

当に難しいです。自然減対策だけではなくて、

社会減対策、様々な手立てを打っていかなけれ

ばいけない大変な課題だと思います。知事が単

に10年後にありたい姿を描いているだけでは、
到底この合計特殊出生率2に届くとは思えない
んです。

そもそも2の根拠について、県民の希望出生
率が2.08だからというふうに先ほども、これま
でも再三知事はおっしゃっています。ただ、そ

の根拠は、あくまでも県民の皆さんの希望出生

率なんですね。しかも、これは平成27年、2015
年の調査によるものということですから、新し

くありません。

今定例会でも知事は、これからの子育て政策

を立て直す必要性にも言及されました。そうい

う意味でも、世の中が大きく変貌していく中、

社会情勢が変わっていく中、公約の出生率2が
実態に即した数値なのか、若干疑問に感じてお

ります。

そこで、質問です。

この9年前の県民の希望出生率が2.08だから
という根拠で示している公約2を、では具体的
にいつまでに達成するのか。そして、今回の出

生率1.49をどのように分析していらっしゃるの
か、伺います。

これ以降の質問に関しては、対面演壇席より

行います。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）〔登壇〕 大倉議員のご質

問にお答えをさせていただきます。

先般発表されました人口動態でございますけ

れども、令和5年の合計特殊出生率、全国的に
低下をしております。厚生労働省の見解では、

経済的な不安定さや、仕事と子育ての両立の難

しさといったことが、様々要因が絡み合ってい

るのではないかというふうにされております。

本県の合計特殊出生率は、今、議員もご質問

の中でご指摘いただきましたけれども、1.49と
いうことで、全国的に見れば高い水準にはあり

ますけれども、減少幅は非常に大きいという状

況でございます。数値としても過去4番目に低
い数値になります。

それに加えて、やはり出生数、数が大きく減

少しているということ。

このような状況については、本当に真摯に受

け止める必要があるというふうに感じています。

国においては、少子化トレンドの反転に向け

まして、昨年12月に「こども未来戦略」を決定
したところでございますけれども、こうした国

の少子化対策とも整合性を図りながら県の関連

施策を今後推進していくことが重要であろうと

考えています。

合計特殊出生率2につきましては、先ほどお
話がありましたように、平成27年の長崎県長期
人口ビジョン策定時に調査をした県民の希望出

生率2.08に基づくものでございます。
子どもを持ちたい方の希望をかなえることが

重要であるというふうに考えておりますので、

合計特殊出生率2を目指すという公約として掲
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げさせていただいたところでございます。

議員もおっしゃいましたけれども、一方で、

県民の希望出生率については、その後の、平成

27年度以降の社会環境の変化等も踏まえて、改
めて県民の希望やニーズの調査、把握を行って、

子どもを持ちたい方が希望どおり生み育てるこ

とができる環境づくりに向けて関連施策を進め

ていく必要があると思いますので、そこをしっ

かりと捉えたうえで充実・強化を図っていきた

いと思っております。

以後のご質問につきましては、自席から答弁

をさせていただきます。

〇議長（徳永達也君） 大倉議員―1番。
〇１番（大倉 聡君） 知事、公約の2をいつま
でに達成するのかと私は伺いました。そこにつ

いてのお答えが、今の答弁では入っていなかっ

たので、改めてもう一度答弁をお願いしてよろ

しいですか。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）県民の皆様が希望どおり

に子どもを生み育てられる環境をつくるという

観点が非常に重要だということで、希望出生率

が2.08だったことを踏まえて合計特殊出生率2
を目指すということを公約に上げさせていただ

いたところでございます。

〇議長（徳永達也君） 大倉議員―1番。
〇１番（大倉 聡君）いつまでにと聞いたんで

すけれども、その回答がありません。公約とい

うのは県民との約束です。それを果たさなけれ

ば公約とは言えないということを指摘しておき

ます。

ちょっと視点を変えます。

日本全国の話にします。日本の総人口を維持

するためには2.07が必要とよく言われています。

つまり、2.07以下が恒常的に続くと、人口は減
少の一途をたどるということになるわけです。

まさに、日本がそういった状態です。

今から50年前の1974年に日本は2.07を下回
りました。その後はその水準を回復しておりま

せん。つまり、日本の人口減少というのは、残

念ながら、悲観的な姿が目に浮かぶわけです。

総務省によりますと、2023年の総人口は、1
億2,435万2,000人でした。この人数は、予測し
ていた数よりも5万6,000人も少ない人数とな
ってしまったわけですね。人口の減り方は予測

よりも明らかに早いわけです。

つまり、こういった状況を鑑みれば、知事が

公約として出生率2と打ち出していくのは、ち
ょっと絵に描いた餅のようで、これは掛け声倒

れに終わらないか、危惧しているところでござ

います。

出生数と婚姻件数についても、私の視点で触

れておきます。

1年間に生まれた本県の子どもの数は、前年
と比べて708人減少して7,656人でした。一方で、
死亡した方の数は、前年比415人増加し1万
9,723人、自然増減数は1万2,067人の自然減で
した。

また、出生数との関連性が強いとされている

婚姻件数ですけれども、前年と比べて336組減
少して4,074組と、過去最低を更新しました。人
口1,000人当たりで示した婚姻率は、前年比0.3
ポイント減少して3.2でした。全国平均は3.9で
す。

ただ、一方で、婚姻後のご夫婦の出生力をあ

らわす有配偶出生率に関しては、令和2年時点
で本県は85.5と、全国の74.6と比べればはるか
に高いんです。つまり、結婚して子どもをもう
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けていらっしゃるカップルは、本県は多いとい

うことなんです。

要するに、少子化の問題を考えるうえで、本

県は、結婚した夫婦の子どもの数が減っている

ということよりも、結婚しない人が増えている

と言えるわけですよ。特に、本県ではそれが顕

著であるということが数字で見てとれます。

もちろん、結婚するか、しないかというのは

個人の自由です。ただ、結婚したいのにできな

い、出会いがない、そういった人をいかにサポ

ートして結婚に結びつけることができるか、こ

れが非常に大事です。県としても、婚活サポー

ト事業など結婚の入り口の施策に取り組んでい

ただいているということは、承知しております。

（2）父親への育児支援の取組状況。
では、結婚後のサポート体制はどうなのかと

いうところなんですね。とりわけ父親の育児支

援はどうなのか。「未来大国」のビジョンにも、

共育てとして男性の育児関連時間を増やすなど、

夫婦で子どもを育てるということ、ワンオペか

らの脱却とうたってあります。

そこで、ご質問です。

父親への育児支援についての取組状況につい

て、お尋ねします。

〇議長（徳永達也君） こども政策局長。

〇こども政策局長（浦 亮治君） 国の「こども

未来戦略」におきましては、課題の一つとして

育児負担が女性に集中する傾向があることを踏

まえまして、共働き・共育ての推進を加速化プ

ランの柱の一つに掲げ、男性の育児休業取得促

進などを推進することとしております。

本県におきましても、今年3月に策定しまし
た「新しい長崎県づくりのビジョン」の「こど

も分野」では、働き方改革等による共育て時間

の確保と推進を図るなど、子どもに向き合う時

間を増やしていく取組を掲げているところでご

ざいます。

本県では、これまでもイクボスの拡大等に取

り組む企業を登録し、PRする仕組みとして、「な
がさき結婚・子育て応援宣言」の推進や、県内

企業への育児休業取得アドバイザーの派遣等に

取り組んできたほか、今年度は新たに「男性の

家事・子育て冊子」の配布・活用を行うなど、

共家事・共育てを推進することとしております。

今後とも、企業や関係団体等との連携を図り

ながら、子育てしやすい環境づくりに向け関連

施策を積極的に展開してまいりたいと考えてお

ります。

〇議長（徳永達也君） 大倉議員―1番。
〇１番（大倉 聡君）いろいろとしていただい

ていることは今答弁でわかりました。ただ、夫

の家事時間を、少なくとも全国平均を上回って

いかなければいけないと思います。そのために

行政として何ができるのかというところだと思

うんですね。

他県の事例をちょっとここで紹介させてくだ

さい。今年度から見える化に向けた取組をやっ

ていくのが岩手県です。家事とか育児とかの夫

婦の分担状況の時間を岩手県のホームページ上

に入力できるんです。入力していけば夫と妻の

家事の分担状況が数値化されて見える化される

というシステムなんですね。それをダウンロー

ドしてもらって、そのシートを夫の家事参加を

促す指標として役立ててもらおうというものな

んです。

そのシートだけでは、あまり有効性がないと

思われるんですが、さらに一歩踏み込んで、栃

木県では同じようなシートをもう既に導入済み
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なんですけれども、そのシートを今度は家電量

販店と連携しまして、例えば時短家電なんかを

購入する場合など、そのシートを提示すれば割

引が受けられるというサービスをやっているん

ですね。そこまで踏み込んでいるわけなんです。

地域経済とそういった子育て支援が一緒になっ

ているという取組なんですよ。

それから、これは東京ですけれども、豊島区

の事例もご紹介します。

豊島区は、このまま人口流出の水準が続いて

いくと最終的には消滅の可能性がある都市とい

うものに東京23区の中で唯一選ばれてしまっ
た区です。こうしたことから、働く父親支援に

力を入れているというんです。

例えば、2歳未満の子どもがいる区内在住の
父親にアンケート調査を全部行います。通勤時

間とか勤務時間とか子育て時間の実態把握なん

かに乗り出して分析をしているというんです。

消滅自治体、本県でも幾つかの可能性を指摘

された自治体があります、残念なんですけれど

も、ですから、こういった豊島区の父親への地

道なアンケート調査であったりとか、例えば先

ほどの岩手県や栃木県のような地域経済も巻き

込んだ夫の家事参加への促進策、そういったも

のを本県でもさらにできることを拡充していっ

てもらいたいなと、ここは要望しておきます。

2、ラーケーション制度について。
このラーケーション制度というのは、まだま

だ聞き慣れない方が多いと思います。これはラ

ーニング、学習という意味、それからバケーシ

ョン、休暇という、この2つの言葉を組み合わ
せた造語です。ラーニングとバケーションでラ

ーケーションです。

都道府県単位では、去年の9月に愛知県がは

じめております。その後、茨城県や山口県でも

導入を発表しました。

そして、県単位でいいますと、九州と沖縄で

ははじめてとなる熊本県でも今年の4月から試
行をはじめまして、来年度から本格導入の予定

だということです。ですから、今じわりと広が

りつつある制度がラーケーション。

どんな制度かといいますと、簡単に言えば、

子どもたち、児童生徒が保護者の休暇に合わせ

て平日でも学校を休めるという制度です。中身

としては、公立の少中高校と特別支援学校を対

象としまして、年3日、任意の平日に休めると
いうものです。この休みは欠席扱いとはなりま

せん。いわゆる校外自主学習活動というものに

位置づけられています。

ですから、例えばテーマパークでもいいです

し、どんな家族旅行でもいいんですけれども、

そこに学びの要素さえあれば欠席にならずに出

かけることができるという制度です。

では、なぜ、このような制度が必要なのかと

いうことですが、この制度の背景について、お

伝えします。

日本は、世界の主要国の中でも祝日自体は多

いんです。多いんですが、ただ、その一方で、

有給休暇の取得率が低いんです。この結果どう

なるかといいますと、例えばゴールデンウィー

クとか夏休みとか、そういった特定の期間に観

光需要が一気に高まる、集中するわけですね。

この制度を導入すれば、観光需要が分散化され

ます。ですから、平日でも文化施設とかアウト

ドア施設、そういったものの利用者が増えるわ

けです。ゆったりと利用できるわけですね。

さらに、利用者側からすれば、例えば平日料

金で宿泊施設とか観光施設を楽しめるわけです
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から、土日祝日料金ではない平日料金で楽しめ

る。つまり、昨今の物価高騰対策にもつながる

と思われるものです。

総務省の「平成28年社会生活基本調査」によ
りますと、土曜日に有償で働く割合は､これは全

国ですが、33.5％、日曜日は21.5％となってい
ます。

では、本県はどうなのか。本県に目を移して

みますと、実は佐々町が今年度から同様の制度

を独自に実施しているんです。名称こそ違いま

して、「家族の日休暇」といいまして、中身と

してはラーケーション制度そのものなんです。

この制度を利用した佐々町の児童生徒は、6月
10日現在で、2つの小学校と1つの中学校で74
人が取得しています。

まだ全体の5％ほどにとどまってはいるんで
すけれども、申請の理由を見ますと、自然体験

活動として親子キャンプに行ったりとか、家族

旅行の中に博物館や水族館見学を取り入れたり

とか、史跡巡りに行ったりという中身で、これ

を見ると有意義な時間が家族と取れているとい

うことがうかがえるわけです。

そういった佐々町は、2018年から2022年まで
の5年間を合計した市区町村別の合計特殊出生
率では、実は本県の21市町の中で最も高い1.94
なんです。しかも、全国の中では20位にランク
インしているわけなんですよ。人口も世帯数も

20年前からどんどん、どんどん右肩上がりで上
っている。つまり、この佐々町というのは、子

育て施策がうまく機能している。そういったま

ちが人口増という結果につながっているんじゃ

ないかなということが推察できるわけです。

①県教委として制度への見解と方向性。

そもそも、なぜ、このラーケーション制度を

私は今回取り上げたかといいますと、本県は、

観光関連のお仕事に従事していらっしゃる方が

少なくないんですよ、観光立県ですから。例え

ば全ての業種の中で宿泊業に従事している方の

割合、これは令和3年時点ですけれども、全国
平均を上回っています、1.7％。この1.7％は北
海道とか京都という観光地と同率なんです。ち

なみに全国は1.1％です。
なお、九州では大分県がトップで2.0％、本県
はそれに次ぐんです。九州で2番目に高いわけ
です。こういったこのラーケーション制度に関

して、私は、本県としては子育ての観点からも、

観光県としての観点からも、親和性の高い制度

だと考えるんですけれども、ご見解をお願いし

ます。

〇議長（徳永達也君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（前川謙介君）ラーケーシ

ョンは、子どもたちが平日に家族と触れ合いな

がら地域や旅先で学んだり、また、普段できな

いような体験活動に参加したりすることを可能

とする制度であると認識をいたしておりまして、

子どもたちに多様な学びの場を保障するという

点からも、効果的なものであると捉えておりま

す。

その導入につきましては、市町の教育委員会

が検討を判断することになりますけれども、県

といたしましては、議員からもご紹介がござい

ました全国の自治体の工夫ある取組ですとか、

あるいはその効果、また運用上の留意点などに

つきまして情報提供に努めてまいりたいと考え

ております。

〇議長（徳永達也君） 大倉議員―1番。
〇１番（大倉 聡君） ぜひ県教委には、各市町

教育委員会への旗振り役を担っていただきたい
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と思います。

3、長崎スタジアムシティ周辺の道路を活か
したにぎわいづくりについて。

（1）グランドオープン前の周辺道路の進捗
状況について。

グランドオープンが10月14日に迫ってまい
りました。100年に一度の長崎のまちづくり、
非常に注目されています。これは全国的にも注

目されている大きな目玉の一つだと思っており

ます。

スタジアムのみならず、多くの人がここ長崎

に訪れていただいて、その周辺を周遊していた

だきたい、そして消費をしていただくというこ

とが期待されていると思います。

そのためには、周辺道路の整備はもちろん、

いかにこのあたりににぎわいをつくっていくか、

そのために様々な仕掛けづくりなど、どうやっ

て取り組んでいくのか。柔軟かつ斬新なアイデ

ア、そして実行力が求められると思っておりま

す。

去年の6月定例会の一般質問でも、この歩行
者導線に関しての質疑がございました。その時

の土木部長の答弁を抜粋してご紹介いたします。

「都市計画道路長崎駅東通り線は、車道を当

初計画の2車線から1車線に減じ、歩道を広くす
る都市計画の変更を行った」とありました。ま

た、歩行者動線のあり方について、「スポーツ

チームの旗を取り付けられるような照明器具や

わかりやすい案内表示、歩道舗装の工夫などを

検討」、「長崎駅東通り線だけでなく周辺道路

も含め、歩行者利便増進道路指定制度、ほこみ

ちの活用なども検討する」というような答弁で

した。

では、歩行者動線のあり方について、ご質問

をいたします。

グランドオープンを前に、長崎スタジアムシ

ティ周辺の道路を活かしたにぎわいづくりは、

どういう進捗状況になっているのか。また、ど

のような姿で10月のオープンを迎えるのでし
ょうか。

〇議長（徳永達也君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君）長崎駅や浦上駅から

長崎スタジアムシティまでの主な歩行者動線と

いたしましては、都市計画道路長崎駅東通り線

や浦上川線を通るルートを想定しております。

メインのアクセスルートである長崎駅東通り

線は、県と市で分担して整備を進めており、に

ぎわいのある快適な歩行空間を確保する観点か

ら、歩道を広くするとともに、景観に配慮した

舗装やスポーツチームの旗を取りつけることも

可能な連続した道路照明灯の設置などを計画し

ております。

現在、道路側溝や縁石などを設置する工事を

進めており、その後、舗装工事や照明灯設置工

事に着手する予定でございます。

長崎スタジアムシティ開業時には、仮舗装と

なる区間が一部残るものの、車と歩行者が安全

で円滑に通行できる状況が迎えられるよう、長

崎市と連携して整備を進めてまいります。

〇議長（徳永達也君） 大倉議員―1番。
〇１番（大倉 聡君） （2）県道112号（長崎
式見港線）の利活用について。

にぎわいづくりに関して、どうしても東通り

線、長崎駅の東側が中心になると思うんですけ

れども、歩行者動線として、やはり私は周辺道

路のにぎわいづくりという視点で見てもらいた

いんですね。西側の県道について、このままで

はちょっともったいないということを私は指摘
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をさせていただきたいと思います。

開業後、中・長期的なスパンで見れば、東側

のみならず、西側の県道こそ、にぎわいづくり

に活かしていかなければいけない道だと思って

います。

この道を通ったことがある方も多いと思いま

すが、いわゆる浦上川沿いです。浦上川を見な

がら気持ちのよい風も吹くんですよ。美しい道

路なんです。

ただ、気になる点が幾つかあります。この県

道112号、一般県道長崎式見港線、ここの車道
の中央分離帯が結構雑草でぼうぼうになってい

るんですね、いわゆる植栽が、これは景観を壊

すんです。今ちょうど夏草が茂って、それこそ、

あと数週間後には背の高さを超えるような、そ

ういった生い茂っている状況になると思われる

わけです。もちろん、定期的に除草作業をして

いただいているということは知っています。た

だ、草は伸びるのが早いので、手入れをしてい

ない期間の県道112号、これはちょっと通行す
るたびに残念な気持ちに私はなっております。

加えて、歩道もちょっと残念で、歩道の植栽

も今草がぼうぼうなんですよ、今。さらに、歩

道の表面にも砂利が散らばっているような状況

なんです。それが散見されるんですが、散見と

いうか、ほとんど砂が散らばっている印象です。

ですから、歩いていて、あるいはそのあたりを

走っていても、優しくない道だなという印象を

私は受けています。

例えば、車椅子利用者の方にとっても、ここ

は通行しにくいと思います。それこそ、じゃり

じゃり、ごつごつしていまして、砂利が路面の

起伏をつくってしまっているような、そういう

状況なんです。私のランニング仲間からは、シ

ューズに砂が入って困るんだというような苦情

もいただきました。

今後、この県道を活かしたまちづくりをして

いく際には、例えばちょっとゴムチップを敷き

詰めた、やわらかい歩道にするとか、もちろん

予算的になかなか費用がかかるということは理

解しているんですけれども、一部だけでもいい

ので歩行者に優しいような県道、歩道にしても

らいたいと思います。

現状だけ見ると、長崎駅西側の県道を含め、

このあたりのまちは、東側と比べて裏側の道と

いうか、歩行者にとってはメインじゃない道路、

そんなイメージを持たれてもしようがないよう

な状況になっています。

私は、むしろ西側の道路は、これは逆の発想

が必要だと思います。西側の道路こそ長崎の顔

になり得る道じゃないかなと思うんです。圧倒

的な長崎のシンボルである稲佐山が眼前にある

わけですよ。県庁も近くにあって、さらに、そ

こから向こう側を見渡せば女神大橋も見晴らす

ことができる。そして、周辺の道路を歩いて行

きますと、大型客船が長崎港に停泊している時

もある。今日も停泊していました。

そして、さらにどんどん歩いて行きますと、

プラタナス広場があって、そして軍艦島に行く

ためのクルーズ船が停泊している。

さらに行きますと、今度は元船地区の再整備、

このあたりの計画もある。そして、水辺の森公

園に行きますと、世界遺産のジャイアント・カ

ンチレバークレーンもそびえ立っている。

まさに、長崎の顔にふさわしい、その歩行者

動線となり得る、基点となるのが、この長崎駅

西側じゃないかなと思っているんです。

ですから、このままでは本当にもったいない
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んだということを日々感じています。

そこで、質問です。

この浦上川沿いの県道112号、今後、駅周辺
のにぎわいづくりの観点から、「ほこみち」指

定ということも含めて、どうやって活かしてい

くのか、教えていただきたいと思います。

〇議長（徳永達也君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君）浦上川沿いの一般県

道長崎式見港線につきましては、景観に配慮し

た広い幅員の歩道があり、川への眺望も良いこ

とから、長崎駅東通り線と同様に、長崎駅とス

タジアムシティとを結ぶ主要なアクセスルート

になるものと考えております。

しかしながら、本路線は、歩道舗装の補修や

定期的な除草とボランティアによる美化活動を

行っているものの、実施できる回数に限りがあ

り、歩道舗装の劣化や植樹帯及び中央分離帯の

雑草の繁茂が課題となっております。

このため、劣化しにくい歩道舗装への改修を

進めるとともに、雑草の繁茂を抑制する方法を

検討し、良好な道路環境の維持に努めてまいり

ます。

また、歩行者利便増進道路、通称「ほこみち」

に指定し、歩道における占用許可の条件を緩和

することにより、民間の飲食、休憩施設等の設

置を促し、にぎわいの創出を図っていきたいと

考えております。

〇議長（徳永達也君） 大倉議員―1番。
〇１番（大倉 聡君）この長崎駅西側の県道と、

そして、その周辺道路をどう活かすかで、駅周

辺の魅力が倍増もするし、あるいは減退もする

と思いますので、「ほこみち」指定も含めて、

ぜひ前向きに検討をお願いいたします。

4、遮断機も警報器もない第4種踏切の安全対

策について。

群馬県高崎市で、今年の4月、小学4年生の女
の子が電車にはねられて亡くなった事故が起き

ました。

事故が起きた場所は、踏切です。その踏切に

は遮断機も警報器も設置されていない、いわゆ

る第4種踏切という踏切でした。
事故後、高崎市としての対応は、報道により

ますと、事故現場の踏切を含め遮断機や警報器

がある第1種踏切に切り替えていく方針だとい
うことです。

①鉄道事業者の設置状況と過去10年の事故
状況について。

総務省の実態調査によりますと、2021年度時
点なんですが、第1種踏切と比べまして、第4種
踏切での事故発生割合は、およそ2倍と高くな
っています。この第4種踏切は、2023年現在、
国土交通省の統計によりますと、全国に2,408
か所あるということですけれども、本県内の第

4種踏切の数と過去10年の事故状況について、
伺います。

〇議長（徳永達也君） 地域振興部長。

〇地域振興部長（小川雅純君）県内の鉄軌道に

おける第4種踏切については、合計で48か所あ
り、その内訳は、島原鉄道が39か所、松浦鉄道
が5か所、長崎電気軌道が4か所となっておりま
す。

また、過去10年間における県内の第4種踏切
での事故は、島原鉄道において、平成30年に2
件発生しております。

〇議長（徳永達也君） 大倉議員―1番。
〇１番（大倉 聡君） 平成30年に2度、第4種
踏切で事故が発生したというこの島原鉄道は、

39か所の第4種踏切があるというご答弁でした。
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つまり、本県の鉄道事業者の中では、島鉄が

この第4種踏切を最も多く有しているというこ
とがわかりました。

ここでちょっとパネルをごらんいただきたい

と思います。（パネル掲示）

こちらが雲仙市国見町で事故が発生した現場

の島鉄の第4種踏切です。2件発生したその事故
現場です。

最初に起きた事故について、ご説明します。

最初に起きたのは自転車事故、平成30年7月6
日です。13歳の男子中学生が、恐らく通学中と
思われる時間帯の午前7時30分頃発生しました。
気持ちが焦っていて線路寄りに停車していたん

でしょうか。踏切があれば事故は防げたと思わ

れます。

同じ年の12月29日に発生した事故は、59歳の
方が、踏切のすぐ近くにある自宅、実はこちら

のちょっと奥の方にあるお宅なんですね、写真

には写っていませんけれども。（パネル掲示）

こちら側にあるお宅から軽自動車で出ていこう

と線路に侵入しました。急いでいたんでしょう

か、列車が踏切を通過する直前に線路に侵入し

たということでして、運転手の方から見て左側

から来た列車と衝突し、重症のけがを負われて

います。そして、その後、この事故との因果関

係はわからないんですけれども、お亡くなりに

なっています。死亡事故扱いとはなってはいな

いんですけれども、大きな鉄道事故だったと言

えると思います。

島原鉄道では、遮断機と警報器がないこうい

った第4種踏切での死亡事故案件は、過去にも
起きております。島鉄によりますと、所有して

いる39か所のこういった第4種踏切を廃止する
方向で考えているとはしています。しかし、こ

れがなかなか簡単に進まない現実があります。

その背景には、まず、地元の地域住民の方々

との合意形成が非常に難しいんだというんです

ね。踏切を廃止すれば、地域住民の方の生活道

路としては非常に不便になるという現状がある

といいます。ですから、たとえ危険でも必要不

可欠な踏切だといいます。

私は、幾つか第4種踏切の現場を調査、視察
してまいりました。大体、迂回路が近くにない

んです。マンションとか住宅街の裏手にこうい

った踏切は存在していまして、通勤通学など、

ふだんの生活道路として利用されています。

また、踏切近くの住民の方からは、警報音が

むしろ鳴るとやかましいので、第1種踏切に変
更せずにこのままでいいんだと、そういう意見

もあります。

ただ、国としては、第4種踏切に関しては、
廃止、改良、あるいは遮断機も警報器もある第

1種踏切への切り替えを求めています。
そんな中、危険な踏切というものは、本県に

まだまだあります。しかし、なかなか整備が進

まない、その大きな理由はコストです。例えば、

遮断機と警報器の設置には1機1,000万円ほど
費用がかかると言われています。地方鉄道の厳

しい経営状況では、なかなか進まないというこ

ともうなずけます。

こんな法律があります。踏切道改良促進法に

よりますと、国土交通省が指定した第4種踏切
を第1種踏切へ格上げする場合は、国が費用の
半分から3分の1を補助するという仕組みです。
ですから、そこの指定に向けた働きかけをまず

私はぜひ行ってもらいたいと考えています。

ただ、現実的には、やはり最小限のコストで

最大限の事故予防、これを鉄道事業者自らが考



令和６年長崎県議会・６月定例会（６月２５日）

- 194 -

えていくしかないという状況なんですね、今は。

では、島鉄ではどうなのかということで、島

鉄を調べますと、できる限りの事故対策を施し

ていらっしゃいました。もう一度同じパネルで

す。（パネル掲示）列車の通過予定時刻板、こ

れが設置されました。事故後です。事故後に、

この列車が通過する時刻がここに来たら一目瞭

然という板です。何時に電車が通るかわかるん

ですよ。上りと下り2か所、非常に見やすいん
ですね。ダイヤが改正されるたびに修正してい

らっしゃるということなんです。

そのほかにも、事故後、踏切周辺の住民の方

には、列車の時刻表であったりとか、一旦停止

をお願いするチラシもお配りになったそうです。

全て社員の手作りだそうです。

あと、カーブミラー、これは雲仙市が向きを

調整し直したということなんですが、そういっ

た安全対策を事故の翌年に行って､その後、ここ

では事故は起きておりません。

加えて、運転士さんの安全意識も非常に大事

だなということが数字からわかってきました。

列車の最高速度に関してです。この事故が起き

た踏切の手前にはカーブがありまして、この踏

切を通過する最高速度の基準が定められていま

す。ほかの路線よりも低めなんですね。上りも

下りも60キロ基準ということですが、実際に島
鉄がドライブレコーダーで計測したところ、上

りが平均50キロ、下りが平均53キロ、そのスピ
ードで走行していたというんです。

私も現場で自前のスピードガンではかってみ

ました。そうすると、さらにゆっくりの40キロ
程度でした。私が立っていたから、恐らく安全

対策として緩めてくださったのかなと思うんで

すけれども、どちらにしましても、こういった

様々な島鉄の取組を見ていますと、鉄道事業者

として、二度と事故は起こさないんだという強

い気概を私は感じました。

②基礎自治体への安全対策の働きかけについ

て。

そういう状況にもかかわらず、ちょっと残念

なのが、この線路に設置してある路面です。道

路、これは市道ですから、雲仙市の管理なんで

すけれども、「止まれ」という文字がちょっと

消えて見えないですね。行政側がもう少しこの

第4種踏切の危険性というものを意識していれ
ば、「止まれ」という文字が消えるはずがない

と私は思うんですね。もっと言えば、さらにこ

の「止まれ」を強調して蛍光色で書くとか、行

政としてできる安全対策を積極的にやっていく

べきだと私は思います。

表示義務こそないとは思うんですけれども、

例えば耳の不自由の方にとっては、こういった

表示が命綱です。これが消えていたら本当に命

に関わると思います。

県としては、沿線自治体に対して働きかけを

ぜひ行っていただきたいんですけれども、ご見

解をお聞かせください。

〇議長（徳永達也君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君） 県が管理する国道、

県道には、第4種踏切はございませんが、市町
が管理する道路には、第4種踏切が38か所あり、
市町に確認したところ、多くの踏切で「止まれ」

の路面標示が施工されておりませんでした。

「止まれ」や停止線等の路面標示につきまし

ては、法令上の義務はないものの、安全対策の

一つとして有効と考えております。

県といたしましては、各道路管理者や鉄道事

業者へ路面標示などのさらなる安全対策の対応
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を働きかけてまいります。

〇議長（徳永達也君） 大倉議員―1番。
〇１番（大倉 聡君）ぜひ働きかけをよろしく

お願いいたします。

③鉄道事業者への支援策について。

今、ICTとかIOTの時代です。例えば、これ
は私の理想なんですけれども、踏切に近づいた

らスマホから警報音が鳴ったりとか、あるいは

バイブレーションで危険を知らせたりとか、そ

ういったアプリが今後できる可能性があると思

うんですね。

例えば、鉄道事業者自らが、今後、そういっ

たITの最新技術を使った安全対策を導入する
ということもあるかもしれません。そんな時に、

ぜひ、県とか沿線自治体としてしっかりと支援

をしていただきたいと考えるんですけれども、

そのあたりのお考えをお聞かせください。

〇議長（徳永達也君） 地域振興部長。

〇地域振興部長（小川雅純君） 現時点で、踏切

事故を防止するためのIT等を活用した実用可
能なシステムは、開発されていないと認識して

おります。

今後、技術開発が進み、鉄道事業者からIT等
を活用した安全対策の推進について、ご相談が

あれば、鉄道事業者や沿線自治体とともに、他

地域での先行事例や効果などを研究してまいり

たいと考えております。

〇議長（徳永達也君） 大倉議員―1番。
〇１番（大倉 聡君）事故が起きてしまったら、

もう遅いので、ぜひ検討してください。

先ほど、踏切道改良促進法の話も出しました

けれども、指定された第4種踏切から第1種踏切
へ切り替える際は、国が費用の半分から3分の1
を補助するという仕組みがあるわけです。です

から、まずは指定に向けてしっかりと動いても

らう、働きかけをしてもらう、これは土木部案

件だと思うんですけれども、まずはそういった

促進法のスキームにのっとって様々な支援をし

ていく、これも一つの方策だと思います。ぜひ、

県として鉄道事業者任せにはせず、積極的な支

援策を講じていただきたいと思います。

5、小中学校の教科書やタブレット端末の持
ち帰り「置き勉」について。

①「置き勉」に関する各学校の措置について。

今、小中学校の登下校時の荷物が重くなって

いるんです。今に始まったわけではないですけ

れども、年々重くなっています。特に、体がま

だまだ小さい小学校低学年の子どもにとっては、

これは大変です。

重くなっている理由は様々にあるんですが、

まず、教科書の分厚さが増しています。脱ゆと

り教育ということで分厚く重くなっているんで

すが、もちろん情報量とか中身が充実している

というような、これはいいことです。一般社団

法人教科書協会の調べによりますと、小学校の

各教科書会社のページ数の平均が、2005年度が
4,857ページだったのが、2020年度は8,520ペー
ジと1.7倍になっています。中学校でも同様にペ
ージ数が増えていまして、15年前と比較すれば
1.5倍になっています。
それに加えて、今、一人一台端末、タブレッ

トが配布されています。これは2020年度からス
タートした新学習指導要領によってICT教育が
推進されたということですね。今年度から学校

現場で本格導入が始まりました。ですから、今

では電子端末での学びというのは当たり前にな

ったわけです。

この教科書とタブレットの併用によって、今
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ランドセルの重さがさらに増しているという現

状があります。タブレットは、ちなみに一つ1.2
キロほどの重さです。

そういった重い荷物の対策として有効とされ

ているのが、タブレットや教科書を学校から持

ち帰らずに、いわゆる学校に置いておく「置き

勉」というものです。

文部科学省からは、平成30年に県教委を通じ
まして各市町教育委員会へ、何を持ち帰らせて、

何を学校に置いておくのか適切な配慮を講じる

よう、各学校に十分周知するようにという通知

がありました。

通知を受けた学校では、教科書や端末の「置

き勉」に関して、各学校でどのような措置を取

っているんでしょうか。

〇議長（徳永達也君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（前川謙介君）教材等の持

ち帰りにつきましては、各学校において、児童

生徒の発達段階や通学上の負担あるいは家庭学

習の必要性などを踏まえながら判断がなされて

いるところでございます。例えば、端末を持ち

帰る際は、宿題で使用する科目の教科書のみを

持ち帰るなどの配慮がなされているところでご

ざいます。

〇議長（徳永達也君） 大倉議員―1番。
〇１番（大倉 聡君）あくまでも学校判断に任

せているという状況ですよね。ですから、学校

によって、まちまちなわけです。

②ランドセルが重くなっている現状をどのよ

うに改善していくのか。

保護者の方から聞きとりを行いました。その

中の幾つかをご紹介します。

「クロムブックと教科書をランドセルに入れ

て小学校低学校の子が登校中の出来事です。重

かったからでしょうか、こけてしまいました。

その結果､地面に顔をぶつけました」、「子ども

たちの荷物が重過ぎます。クロムブックや教科

書、ノートに加え、図書室の本を3冊も持ち帰
るため、荷物で10キロを超える日もあります。
体重の半分近い重さです。ただ疲れて学習意欲

が湧かなくなっています」、切実な声ですね。

整骨院などの専門家によりますと、子どもが

背負う適正な重さは体重の10％までというこ
とです。ですから、体重25キロの子だと2.5キロ
までということですね。それから、重いランド

セルを毎日背負っていますと、肩こりとか腰の

痛み、頭痛などの症状が慢性的にあらわれる可

能性もあるといいます。それから､背骨が曲がっ

て猫背になってしまう、そういったおそれもあ

るというんです。

もっと言いますと、重過ぎることでランドセ

ル症候群になってしまう子もいると、これはど

ういうものかというと、心身に不調を来して学

校に行くのがおっくうになって、結果的に不登

校の原因になってしまうというものなんです。

こういった子どもたちのランドセルなどの携

行品が重くなっているという現状をどうやって

改善していくべきなのか、県教委としての認識

を伺います。

〇議長（徳永達也君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（前川謙介君）何よりも子

どもたちの登下校時の安全を確保して、そして、

その健やかな成長を阻害することがあってはな

らないと考えております。教科書や端末の持ち

帰りにつきましては、十分な配慮が必要である

と考えております。

市町教育委員会や学校に対しましては、子ど

もたちの負担状況の把握を確実に行うことでし
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たり、実態に応じた対応策を講じることなどに

ついて適切に指導してまいりたいと考えており

ます。

〇議長（徳永達也君） 大倉議員―1番。
〇１番（大倉 聡君）各市町教育委員会としっ

かり一緒に考えて具体策を示していただきたい

と思います。

③県教委としての対策案について。

そこで、提案です。

先ほど質疑で触れました保護者の方からのご

提案をベースに考案いたしました。

一つ、県や市で統一して、持ち帰りの日を決

める。

一つ、携行品の重さの基準を定め、超えない

ようにする。

一つ、パソコンやモバイル等のネット環境が

家庭にある場合、学校のネットにもアクセス許

可権を与える。

一つ、リース端末を更新する際、軽さと強度

のバランスを考慮したものにする。

ご検討いただきたいんですが、ご見解等はご

ざいますか。

〇議長（徳永達也君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（前川謙介君）持ち帰り等

の基準につきましては、子どもたちの発達段階

や負担への配慮、家庭学習の必要性、登下校の

安全確保など、学校や地域の実情を考慮して判

断する必要がございます。

このため、各学校が生徒会での協議など子ど

もたちの声を聞いたり、あるいは保護者ととも

に基準を検討していただくことが望ましいと考

えておりますが、県教育委員会といたしまして

も、市町教育委員会と連携しながら、その後押

しをしてまいりたいと考えております。

また、端末の更新につきましては、今年度以

降行われることになりますので、運用方法だけ

ではなく、端末の重量や強度に関しても各市町

との間で検討の対象にしてまいりたいと考えて

おります。

〇議長（徳永達也君） 大倉議員―1番。
〇１番（大倉 聡君）端末の軽さと強度のバラ

ンスを考えて、ぜひ、いいものに改善できるも

のはしてください。そして、後押しするのも大

切なんですけれども、できれば先頭に立って、

これこそ旗振り役になってもらいたいと、こち

らも要望しておきます。

6、有機農業への取り組み状況について。
（1）取り組み面積の現状及び拡大目標につ

いて。

持続可能な食料システムの構築に向けまして、

国は、「みどりの食料システム戦略」の下、2050
年までに目指す姿と取組方向を打ち出していま

す。

それによりますと、「ネオニコチノイド系を

含む従来の殺虫剤に代わる新規農薬等の開発に

よって化学農薬の使用量を50％低減」とありま
す。この化学農薬の使用量を減らしていくとい

うことなんですけれども、それ自体に私は異論

はございませんが、ただ、農薬に関しては、メ

リット、デメリット両方があります。

先月、農水経済委員会で京都大学へ視察に行

ってきました。まさに、国が策定した「みどり

の食料システム戦略」を実現すべく研究してい

らっしゃったのが、京都大学大学院農学研究科

の日本典秀教授でした。日本教授にちょっと興

味深いデータをお示しいただいたんですね。紙

資料が皆さんのもとにもあると思います。（資

料掲示）
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農薬防除をしない場合、つまり農薬を使用し

なかった場合の出荷の減収率と出荷金額の減益

率のデータです。りんごは減収率も減益率もほ

ぼ100％、もも、かき、キャベツ、レタスなど
も高い割合が出ています。それから、本県での

生産量が多いじゃがいもでも4割以上の減益率
となっています。つまり、農薬を全く使用しな

いということは、農家の皆さんにとっては生産

性がそがれてしまうと、現実的ではないという

ことをデータが示しているわけです。

ただ、化学農薬ばかりに頼っていくと、今後、

生物の多様性であったりとか、循環、そういっ

たものが損なわれていってしまうというおそれ

がある。これはよくないです。だからこそ、化

学農薬だけに頼るのではない農業体系の構築と

いうものが必要になってきます。環境への負荷

をできる限り低減させていくという意味で、有

機農業も上手にミックスをしてオーガニック市

場を拡大させていくということが求められてい

るわけです。

そんな中、国は、最終的に耕地面積に占める

有機農業の取組面積の割合を2050年までに
25％となる100万ヘクタールに拡大させる目標
を掲げています。

そこで、質問です。

本県での有機農業の取組面積の現状及び具体

的な目標を伺いたいと思います。

〇議長（徳永達也君） 農林部長。

〇農林部長（渋谷隆秀君）本県の有機農業の取

組面積は、令和5年度末現在で県内耕地面積の
0.4％となる195ヘクタールであります。
目標については、令和4年12月に県内全市町

と共同で策定した「長崎県みどりの食料システ

ム戦略ビジョン」において、国の目標に準じ、

令和32年に耕地面積の25％となる1万500ヘク
タールまで拡大することとしております。

○議長（徳永達也君） 大倉議員―1番。
〇１番（大倉 聡君） ですから、まだまだ取組

面積は少ないんですよね、0.4％です。それを
2050年に25％まで拡大させるというこの目標、
なかなか大変だと思います。だけれども、先ほ

どお話しました京都大学の日本教授は、それは

達成させるんだということを強くおっしゃって

いました。それに準ずる形で本県も確実に、ゆ

っくりとでもいいので広げていく必要があると

思います。

（2）「オーガニックビレッジ」宣言につい
て。

①南島原市の取り組み状況について。

国に準じて拡大していくという中で、去年、

県内初の事例として南島原市で宣言されました

「オーガニックビレッジ」、その取組状況につ

いて教えてください。

〇議長（徳永達也君） 農林部長。

〇農林部長（渋谷隆秀君） 南島原市では、令和

5年3月に「オーガニックビレッジ宣言」を行い､
地元消費者の理解促進や消費拡大に向け、学校

給食への地元有機農産物の提供や有機農業の取

組を伝えるパンフレットの配布などを実施して

います。

さらに、生産拡大に向けた有機米の実証のほ

か、新たに有機農業に取り組む農業者を確保す

るための技術研修や、優良事例調査等が行われ

ております。

○議長（徳永達也君） 大倉議員―1番。
〇１番（大倉 聡君）学校給食に関しても触れ

ていただきました。この学校給食で子どもたち

にまず食べてもらう、そして知ってもらう、さ
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らに学んでもらうという意味で、この食育でオ

ーガニックを伝えるというのは､これは非常に

有意義だと思います。有機栽培でとれた野菜で

あるとか果物、そういったものを子どもたちに

提供することで、生産者の方の苦労を、生産者

の気持ちを農家の方から直接伝える。そういっ

た食育をして地道に続けていくということで少

しずつでも理解が進んで拡大していくというこ

とにつながればなと思っております。

②雲仙市の進捗と県としての関わり方、及び

県全体への波及方法。

今後は、この南島原市だけではなくて、雲仙

市においても「オーガニックビレッジ宣言」に

向けた協議が進められていくと思うんですけれ

ども、その進捗状況と県としての関わり方、そ

れらのモデル的な取組をどうやって県全体に拡

大させていくのか、0.4％からどうやって拡大さ
せていくのか、そのあたりをお尋ねします。

〇議長（徳永達也君） 農林部長。

〇農林部長（渋谷隆秀君） 雲仙市では、令和7
年2月の「オーガニックビレッジ宣言」に向け
て、今月の6日に「雲仙市有機農業推進協議会」
が設立され、有機農産物の学校給食への提供や、

有機栽培による伝統野菜の生産拡大などに取り

組むことなどが承認されました。

県は、協議会の構成員として、生産者グルー

プや雲仙市などと連携し、具体的な活動計画の

策定や、その実行に向けて取り組んでいくこと

としております。

今後は、国内の産学官が科学的根拠に基づき

開発した技術を、「オーガニックビレッジ宣言」

を行った市町で実施し、農業者の多くが取り組

むことができる技術体系を確立・普及すること

により、県全体に有機農業を拡大してまいりま

す。

○議長（徳永達也君） 大倉議員―1番。
〇１番（大倉 聡君）有機農業への取組の広が

りは、県内の自治体でいえば南島原市、雲仙市、

このあたりが積極的に取り組んでいかれると思

うんですけれども、五島市でも、今、有機農業

を考える議員連盟設立に向けての準備が進めら

れているわけです。

ですから、県としても、ぜひ、そういった取

組の後押しをしていただきたいところではある

んですけれども、再三お伝えしているとおり、

忘れてはいけないのが、農家の方々の現実的な

生産性というものは、やはり考慮していかなけ

ればいけません。つまり、農薬というものを完

全に否定するのではなく、農薬も必要なところ

は必要です。ですから、ベストミックスを考え

ながら、まさに今ご答弁にあったような農業者

の多くが有機農業に取り組むことができる技術

体系、その確立というものが急がれているんだ

と思います。

視察に行った京都大学の大学院の話に戻りま

すけれども、それこそ日本教授は、最新の技術、

研究開発をしていらっしゃったんです。害虫一

匹一匹をくまなくレーザービームで狙撃すると

いう、そういった代物なんですね。それが実際

に実用化されると、日本の農業、そして長崎の

農業は非常に変わります。しかも、比較的安価

での実用化ということも日本教授はおっしゃっ

ていました。すばらしい技術です。

そういった技術がどんどん浸透していけば、

それこそ生産者の方にとっても有機農業に対す

る負担というものも減りますし、あと、理解も

促進されていくと思います。

ぜひ、本県としましても、先ほど答弁にあり
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ました2050年には有機農業の取組面積を0.4％
から25％に拡大させるということですから、こ
れはなかなか簡単なことではありません。だけ

れども、そういった目標に向かって最新の技術、

そういったものも、ぜひ、科学的根拠に基づい

た技術を「オーガニックビレッジ宣言」のまち、

それこそ南島原市、雲仙市だけではなく、今後

は五島市でしょうか、そういった「オーガニッ

クビレッジ宣言」のまちで実証しながら、新た

な農業体系というものを構築していっていただ

きたいと思います。

私からの一般質問は、以上で終わります。

ありがとうございました。（拍手）

〇議長（徳永達也君） 以上で、県政一般に対す

る質問を終了いたします。

次に、先に上程いたしました第73号議案乃至
第81号議案及び報告第2号乃至報告第16号につ
きましては、お手元の議案付託表のとおり、そ

れぞれの委員会に付託いたします。

次に､第2号請願「現行の健康保険証の存続を
求める請願書」外1件が提出されておりますの
で、これを一括上程いたします。

ただいま上程いたしました請願につきまして

は、お手元の請願付託表のとおり、文教厚生委

員会及び農水経済委員会に付託いたします。

次に、各委員会は、お手元の日程表のとおり、

それぞれ開催されますようお願いいたします。

以上で、本日の会議を終了いたします。

明日より7月9日までは、委員会開催等のため
本会議は休会、7月10日は、定刻より本会議を
開きます。

本日は、これをもって散会いたします。

― 午後 ３時４６分 散会 ―
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令和６年６月定例会                    令和６年７月１０日

議 事 日 程

                             第 ２４ 日 目

              
          ◇               ◇

１ 開    議

２ 委員長審査結果報告、質疑・討論、採決

３ 意見書等上程、質疑・討論、採決

４ 副議長辞職の件

５ 副議長選挙

６ 議会閉会中委員会付託事件の採決

７ 知事発言

８ 閉    会
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企 画 部 長 早稲田 智 仁 君

総 務 部 長 中 尾 正 英 君

危機 管理部 長 今 冨 洋 祐 君

地域 振興部 長 小 川 雅 純 君

文化観光国際部長 伊 達 良 弘 君

県民生活環境部長 大 安 哲 也 君

福祉 保健部 長 新 田 惇 一 君

こども政策局長 浦   亮 治 君

産業 労働部 長 宮 地 智 弘 君

水 産 部 長 吉 田   誠 君

農 林 部 長 渋 谷 隆 秀 君

土 木 部 長 中 尾 吉 宏 君

会 計 管 理 者 井 手 美都子 君

土 木 部 技 監 植 村 公 彦 君

交 通 局 長 太 田 彰 幸 君

地域振興部政策監 渡 辺 大 祐 君

文化観光国際部政策監 村 田 利 博 君
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産業労働部政策監 石 田 智 久 君

教育委員会教育長 前 川 謙 介 君

選挙管理委員会委員長 渡 邊 敏 則 君

代表 監査委 員 下 田 芳 之 君

人事委員会委員 辻   良 子 君

公安委員会委員長 安 部 惠美子 君

警 察 本 部 長 中 山   仁 君

監査 事務局 長 桑 宮 直 彦 君

人事委員会事務局長
(労働委員会事務局長併任) 田 中 紀久美 君

教 育 次 長 狩 野 博 臣 君

財 政 課 長 苑 田 弘 継 君

秘 書 課 長 黒 島   航 君

選挙管理委員会書記長 楠 本 雅 一 君

警察本部参事官兼総務課長 古 賀 新 一 君

議会事務局職員出席者

局 長 中 尾 美恵子 君

次長兼総務課長 濵 口   孝 君

議 事 課 長 佐 藤 隆 幸 君

政務 調査課 長 大 宮 巌 浩 君

議事課課長補佐 永 尾 弘 之 君

議 事 課 係 長 山 口 祐一郎 君

議事課会計年度任用職員 天 雨 千代子 君

― 午前１０時 ０分 開議 ―

〇議長（徳永達也君） ただいまから、本日の会

議を開きます。

これより、さきに各委員会に付託して審査を

お願いいたしておりました案件について、審議

することにいたします。

まず、総務委員長の報告を求めます。

石本委員長―23番。
〇総務委員長（石本政弘君）（拍手）〔登壇〕

皆さん、おはようございます。

総務委員会の審査結果並びに経過の概要につ

いて、ご報告いたします。

今回、本委員会に付託されました案件は、第

78号議案「和解及び損害賠償の額の決定につい
て」外2件であります。
慎重に審査いたしました結果、議案につきま

しては、いずれも異議なく、原案のとおり可決、

承認すべきものと決定されました。

以下、本委員会で論議がありました主な事項

について、ご報告申し上げます。

まず、警察本部関係の所管事項について、

SNS型投資・ロマンス詐欺に関し、本年1月か
ら3月末までの間で、43件、約3億円の被害を認
知しているとのことであるが、インターネット

上での犯行など手口が巧妙化し、防ぐことが困

難と考える。被害防止に向け、県民に対して具

体的にどのような啓発を行っているのかとの質

問に対し、手口のポイントを踏まえた啓発を行

っており、公式ラインでの被害防止情報の提供

や、ホームページ上におけるサイバーセキュリ

ティ通信の掲載など、SNSを利用した取組を行
っている。また、投資セミナーや婚活イベント

の場においても啓発活動を行うなど、被害の分

析結果に応じた、効果的な防止対策に引き続き

取り組んでいくとの答弁がありました。

次に、企画部関係の所管事項について、新技

術実装連携「絆」特区の指定に関し、利便性の

高いドローン配送を、全国に先駆けて実現する、

「国家戦略特区」に指定されたとのことだが、

離島地域や移動が困難な方々にとって、どのよ

うな効果が期待されるのかとの質問に対し、特

区の指定により、有人地帯での目視外飛行の迅

速な導入や、エリア単位での飛行許可の取得に

より、注文に応じた軒先への配送サービスの実

装が可能となり、買い物など生活の利便性の向

上が期待されるとの答弁がありました。
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これに対し、エリア単位の有人地帯での目視

外飛行は、来年度以降の実施が予定されている

とのことから、今年度中に関係事業者との協議

を進めるなど、地域の課題解決に向けて、しっ

かりと取り組んでいただきたいとの意見があり

ました。

次に、地域振興部関係の所管事項について、

半島振興法の改正・延長に関し、能登半島地震

を受け、半島地域における社会インフラの脆弱

性が浮き彫りとなり、環境整備が強く求められ

ている中、半島振興法の確実な延長と、時代に

即した内容整備が大変重要と考えるが、県はど

のように考えているのかとの質問に対し、国や

政府に対して、半島地域を多く抱える本県の実

情を訴え、法の確実な延長について、強く要望

を行ったところであり、今後も全国の協議会と

連携を図りながら、実効ある法整備の実現に向

けて、引き続き働きかけてまいりたいとの答弁

がありました。

次に、危機管理部関係の所管事項について、

特定利用空港・港湾の指定に関し、総合的な防

衛体制の強化に資する取組として、長崎空港と

福江空港が指定されたが、有事を見据えた訓練

が目的と考えられることから、県民に対してき

ちんと説明する必要があると考えるがどうかと

の質問に対し、今回の取組については、有事も

見据えた平時の訓練が、スムーズに行われるた

めのスキームであると理解している。このこと

について不安を持つ県民に対して、しっかりと

経緯や考え方を説明する必要があると考えてい

るとの答弁がありました。

これに対し、特定利用空港としての利用につ

いては、避けては通れない問題だと考えるが、

県民の暮らしをしっかりと守ることができると

いう国の考え方を、いま一度、確認したうえで、

県民への説明責任を果たしていただきたいとの

意見がありました。

次に、防災対策の見直しに関し、能登半島地

震を受けて、全国的に防災予算を大幅に増大し、

対策を講じる傾向にあるが、本県の防災対策に

ついてはどうかとの質問に対し、能登半島地震

を受けての防災対策の見直しについては、現在、

関係者との意見交換を進めているところであり、

7月頃までに中間取りまとめ、10月末までに最
終取りまとめを行い、11月の防災会議に計画の
見直しを諮りたいと考えているとの答弁があり

ました。

最後に、別途、本委員会から、「地方財政の

充実・強化について」及び「災害発生時におけ

る信頼性の高い情報連携体制の構築への支援に

ついて」の意見書提出方の動議を提出しており

ますので、併せてよろしくお願いいたします。

以上のほか、一、駅前交差点の交通対策につ

いて、一、ゾーン30の整備について、一、県職
員採用試験におけるテストセンターの導入につ

いて、一、自治体情報システムの標準化・共通

化について、一、女性バス運転士の確保対策に

ついて、一、財政基金の見通しについて、一、

職員のメンタルヘルス対策について、一、耳で

聴くハザードマップ導入の検討についてなど、

総務行政全般にわたり活発な論議が交わされま

したが、その詳細については、この際、省略さ

せていただきます。

以上で、総務委員会の報告といたします。

議員各位のご賛同をいただきますよう、よろ

しくお願いいたします。（拍手）

〇議長（徳永達也君） お諮りいたします。

各議案は、質疑・討論を省略し、直ちに採決

することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〇議長（徳永達也君） ご異議なしと認めます。

よって、直ちに採決いたします。

各議案は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（徳永達也君） ご異議なしと認めます。

よって、議案は、それぞれ原案のとおり可決、

承認されました。

次に、文教厚生委員長の報告を求めます。

山下委員長―22番。
〇文教厚生委員長（山下博史君）（拍手）〔登

壇〕 皆さん、おはようございます。

文教厚生委員会の審査結果並びに経過の概要

について、ご報告いたします。

今回、本委員会に付託されました案件は、第

74号議案「長崎県薬務関係手数料条例の一部を
改正する条例」外2件及び請願1件であります。
慎重に審査いたしました結果、議案につきま

しては、異議なく、原案のとおり可決すべきも

のと決定されました。

また、第2号請願「現行の健康保険証の存続
を求める請願書」につきましては、起立採決の

結果、不採択とすべきものと決定されました。

以下、本委員会で論議がありました主な事項

について、ご報告いたします。

まず、第76号議案「長崎県認定こども園の認
定要件に関する条例等の一部を改正する条例」

に関し、認定こども園等の保育士等の配置基準

が改正されることにより、保育士等の人件費は

どのように変わるのかとの質問に対し、既に改

正後の保育士等の配置基準を満たしている施設

は今まで以上に運営費の加算を受けることが可

能となり、その加算額の使途は定まっていない

が、保育施設の対応によっては、低く抑えられ

ていた保育士等の人件費増加につながることも

大いにあるとの答弁がありました。

次に、議案外の所管事務一般で論議のありま

した主な事項について、ご報告いたします。

まず、総務部関係の所管事項について、長崎

県立大学の地域貢献活動に関し、県で中期目標、

県立大学で中期計画を作成し、地域貢献活動が

位置づけされているが、地域貢献活動に携わっ

た学生及び教職員の人数について、把握できて

いるのか。また、県民がどのように評価してい

るのかとの質問に対し、地域貢献活動に携わっ

た学生及び教職員数は、様々な活動が地域貢献

につながるため、大学で正確な実数を把握する

ことは難しい。

また、県民からの評価については、直接評価

を受ける機会が現時点ではないため、何らかの

手法でデータを収集したいとの答弁がありまし

た。

それに対し、地域貢献活動の位置づけを踏ま

えると、数値目標を設定すべきである。また、

県民からの評価については、今後の取組に活か

していただきたいとの意見がありました。

次に、教育委員会関係の所管事項について、

小規模校への教員業務支援員の配置に関し、小

学校の児童数の減少により複式学級が編成され

ると、教員定数が減少し、小規模校は教員の業

務負担が増加するが、負担軽減を図るための教

員業務支援員の令和6年度の配置計画はどのよ
うな状況であるかとの質問に対し、複式学級が

ある小規模校には、現在、複式学級支援等非常

勤講師や再任用短時間教諭等の配置を行い、指

導体制の充実を図っているところである。

なお、令和6年度の教員業務支援員の配置に
ついては、11市町の要望に合わせて145名分の
配置を予定しているところであり、次年度以降

も各市町の要望に応えられるように予算拡充に
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努めてまいりたいとの答弁がありました。

次に、福祉保健部関係の所管事項について、

医師会立看護師等養成所の支援に関し、近年、

生徒数及び収入の減により閉科が続いており、

地域医療に与える影響は甚大であるが、今後の

支援の在り方について県の見解はとの質問に対

し、医師会が設置運営する看護師等養成所につ

いては、卒業生の県内医療機関への就業率が高

く、医療提供体制を確保するうえで重要である

と認識している。

県としては、卒業生の県内就業促進を通じて、

さらなる支援の強化を図りつつ、引き続き現場

の声を丁寧に聞きながら、課題の解決に向けて

検討してまいりたいとの答弁がありました。

次に、こども政策局関係の所管事項について、

少子化対策に関し、これまでも多くの予算額を

計上し、長崎県の子どもを守り抜く施策を推進

しているが、こども政策局として、どのように

出生数を増やしていくのかとの質問に対し、少

子化は様々な要因により構成されているところ

であり、少子化対策に関し、包括的に施策を推

進していくに当たっては、根拠に基づいた取組

を可能な限り念頭に置きながら、施策を構築し

ていくべきであると考えている。

また、こども政策局だけでなく、県全体とし

て、少子化対策に大きく寄与するような施策に

重点化を図っていく取組が必要だと考える。

一方で、子どもの安全を守るためには、きめ

細かな施策についても目配りしながら取り組む

ことが重要であり、こうしたことに留意しなが

ら少子化対策、子ども・子育て施策に力を入れ

てまいりたいとの答弁がありました。

最後に、別途、本委員会から「地域における

『こども誰でも通園制度』の制度拡充等につい

て」及び「聴覚補助機器等の積極的な活用への

支援について」の意見書提出方の動議を提出し

ておりますので、併せてよろしくお願いいたし

ます。

以上のほか、教育及び福祉・保健行政全般に

わたり熱心な論議が交わされましたが、その詳

細については、この際、省略させていただきま

す。

以上で、文教厚生委員会の報告といたします。

議員各位のご賛同をいただきますよう、お願

いいたします。（拍手）

〇議長（徳永達也君）これより、第2号請願「現
行の健康保険証の存続を求める請願書」につい

て、質疑・討論に入ります。

坂本議員―20番。
〇２０番（坂本 浩君）（拍手）〔登壇〕 おは

ようございます。

改革21・社会民主党の坂本 浩です。

第2号請願「現行の健康保険証の存続を求め
る請願書」に、賛成の立場で討論を行います。

昨年6月、マイナンバーカードと健康保険証
を一体化するマイナンバー法等の一部改正法が

公布され、同年12月に閣議決定された政令によ
って、現行の健康保険証は、今年12月2日をも
って廃止をされ、1年間の経過措置が設けられ
ることになりました。

報道等によりますと、いわゆるマイナ保険証

の登録者数は、全人口の約60％ですが、4月時
点での利用率は6.56％、国は、5月から7月を「集
中取組月間」として利用促進を図っていますが、

5月段階で7.73％にとどまっています。
誤った個人情報や機器の不具合など、受診時

のトラブルが相次いだことから、利用率は低迷

をしています。また、高齢や障害などで取得し

たり、利用したりすることが困難な方々もおら

れます。
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安定して発行され、国民の信頼が厚い現行の

健康保険証を存続することにどのような不都合

があるのでしょうか。

経過措置の後に発行される資格確認証は、当

面の間の是正措置という危惧が払拭されていま

せん。国民健康保険の管理業務を行う自治体の

現場からは、「費用と事務量が増加する」との

懸念の声も上がっております。

本請願は、現行の健康保険証の存続を求める

県民の声を国に届けてほしいというものであり

ます。各議員のご賛同を賜りますようお願い申

し上げ、第2号請願の賛成討論といたします。
ありがとうございました。（拍手）

〇議長（徳永達也君） 畑島議員―６番。

〇６番（畑島晃貴君）（拍手）〔登壇〕皆さん、

おはようございます。

自由民主党、畑島晃貴でございます。

会派を代表いたしまして、現行の健康保険証

の存続を求める請願書について、反対の立場で

意見を申し上げ、議員各位のご賛同を賜りたい

と存じます。

まず、第211回国会において、いわゆるマイ
ナンバー法等の一部を改正する法律、令和5年
法律第48号が成立したことにより、現行の健康
保険証が廃止され、マイナンバーカードと健康

保険証の一体化が図られることとなりました。

マイナンバーカードと健康保険証の一体化、

いわゆるマイナ保険証の導入によるメリットは、

大きく2つあります。1つ目が、医療事務の効率
化、2つ目が、より質の高い医療提供の実現で
す。

1つ目の医療事務の効率化ですが、現行の健
康保険証は、顔写真がなかったことから、なり

すましの被害が一定程度生じていたことが指摘

されております。

また、保険者に診療報酬を請求する際にも、

年間約20億件のレセプト請求に対し、約500万
件以上が、医療機関等での患者の氏名の転記ミ

スなどの不備や誤りにより、医療機関等に返戻

されるという事態が生じているとも指摘されて

います。

こうした点については、マイナ保険証を利用

することにより、顔認証等の確実な本人確認が

可能になるほか、レセプトコンピュータとの連

携を行うことで、手入力による手間や誤入力の

リスクを減少させることが可能となります。

このようにマイナ保険証は、一時的な導入コ

ストが生じるものの、将来的には、現行制度で

生じている社会的コストを低減させ、国民負担

を軽減させることが期待できます。

2つ目のより質の高い医療提供の実現ですが、
自身のお薬情報や健診結果をデータベース化す

ることにより、医師等から、これまでの情報に

基づいた総合的な診断を受けたり、重複する投

薬を回避した適切な処方を受けることが可能と

なります。

また、医療のみならず介護・福祉といった分

野とも連携することで、より良質なケアが受け

られることも期待されています。

このように、マイナ保険証は、我が国の今後

の医療DX・介護DXを推し進めていくうえで、
欠かすことのできない最初のパスポートと位置

づけられるものです。

一方で、マイナ保険証に誤った情報が紐づけ

されるなどの事例が見つかり、国民から不安の

声が上がったことを受け、政府においては、全

ての登録データについて、住民基本台帳情報と

突合を行い、本年4月までに確認作業を終了し
ています。

また、医療保険の加入時に、住民基本台帳情
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報と突合するシステムを新たに導入するなど、

継続的な改善を図り、国民の不安解消に向けた

対策が講じられているところです。

さらに、マイナ保険証への円滑な移行に向け

て最大1年間、現行の保険証が使用可能である
という経過措置が設けられるとともに、当分の

間、マイナ保険証を所持していない方には、本

人の申請によらず資格確認書が交付され、この

資格確認書を利用することで、これまでどおり、

誰もが安心して保険診療を受けられる措置が講

じられています。

また、障害のある方や寝たきりの方など、マ

イナンバーカードの取得に課題がある方につい

ても、例えば、代理人による対応や市町村職員

が出張し、本人確認を行うなど、誰もが円滑に

カードを取得し、使用していただけるよう、国

としても環境整備に取り組んでいるところです。

請願される方々のご心配・ご懸念は、ご理解

いたします。私としても、現場に混乱が生じな

いよう、引き続き、国においては、制度設計・

環境整備に取り組んでいただくよう切に願うば

かりです。

以上、マイナ保険証については、今後の我が

国の医療基盤の根幹をなすものであり、国にお

いては、円滑な導入、国民の不安解消に向けて、

不断の取組が行われていることから、会派を代

表して、本請願については反対をいたします。

（拍手）

〇議長（徳永達也君） 質疑・討論をとどめて、

採決いたします。

本請願に対する委員長報告は、不採択とすべ

きものであります。

本請願は、採択することの賛否について、表

決ボタンをお押し願います。

表決漏れはありませんか。

これにて、表決を終了いたします。

賛成少数。

よって、第2号請願は、不採択とすることに
決定されました。

お諮りいたします。

各議案は、質疑・討論を省略し、直ちに採決

することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（徳永達也君） ご異議なしと認めます。

よって、直ちに採決いたします。

各議案は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（徳永達也君） ご異議なしと認めます。

よって、議案は、それぞれ原案のとおり可決

されました。

次に、観光生活建設委員長の報告を求めます。

千住委員長―21番。
〇観光生活建設委員長（千住良治君）（拍手）

〔登壇〕観光生活建設委員会の審査結果並びに

経過の概要について、ご報告いたします。

今回、本委員会に付託されました案件は、第

77号議案「長崎県事務処理の特例に関する条例
及び長崎県海域管理条例の一部を改正する条

例」のうち関係部分外2件であります。
慎重に審査いたしました結果、議案につきま

しては、いずれも異議なく、原案のとおり可決

すべきものと決定されました。

以下、本委員会で論議がありました主な事項

について、ご報告いたします。

まず、第81号議案「和解及び損害賠償の額の
決定について」に関し、落石した箇所が民有地

であるが、土地所有者にも責任があるのではな

いか。道路だけでなく、河川においても、隣接

民有地からの倒木等があると考えられる。県が
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危険だと判断した際に、所有者に対し、注意喚

起を行い、対応がない場合、責任を問われる可

能性があることを説明する必要も出てくると思

うがどうかとの質問に対し、危険個所が民有地

だった場合、土地所有者に対し、状況説明を行

い、対策を行うようお願いしていきたいとの答

弁がありました。

次に、議案外の所管事務一般で論議がありま

した主な事項について、ご報告いたします。

まず、文化観光国際部関係の所管事項につい

て、「ツール・ド・九州2025」に関し、開催時
期は来年のいつ頃を見通しているのか。また、

佐世保市で開催される大会では、どのようなレ

ース形式になるのかとの質問に対し、国際レー

スとして公認をもらえるかは、今年の秋頃に判

明するが、ここ2年のツール・ド・九州は、10
月中旬の3連休に開催されていることから、
2025の開催も、その時期と見込まれる。
また、ツール・ド・九州においては、150km

程度のコースを走破するロード形式と2km弱
のコースを周回するクリテリウム形式があり、

佐世保市開催においては、クリテリウム形式を

予定しているとの答弁がありました。

これに対し、過去の大会における経済波及効

果や来訪者等の実績は把握しているのかとの質

問があり、福岡・熊本・大分で開催された「ツ

ール・ド・九州2023」の経済波及効果は、日本
政策投資銀行の試算で、3県の4ステージ合計で
26億1,619万円と算出されており、観客数は8万
8,300名であったと承知しているとの答弁があ
りました。

これに対し、開催が決定した際には、ぜひ大

会開催に向けたプロモーションに力を入れてほ

しいとの意見がありました。

次に、県民生活環境部関係の所管事項につい

て、男性の育児休業取得に関し、全国家庭動向

調査を見ると、6歳未満の子どもを持つ夫の家
事関連時間は、令和3年の調査では全国平均114
分に対し、本県は90分で、全国42位である。県
が率先して男性の育休取得に取り組んでいるが、

それをどのように民間企業へ広げようとしてい

るのかとの質問に対し、男性の育児休業取得の

促進には、企業と県民それぞれへの働きかけが

必要であるため、職場における理解促進につい

ては、県内企業を対象に先進企業を紹介するセ

ミナーの開催や事例集の配布などを行っている。

また、県民の意識醸成については、今年度か

ら、子どもが生まれる予定の父親等に対し、男

性の家事・子育て冊子の配付と活用を行う予定

であり、今後も、関係部局及び団体と連携し、

企業・県民双方へ働きかけを行いたいとの答弁

がありました。

これに対し、長崎県は中小企業が多く、企業

への働きかけや企業の自己努力では、限界があ

ると考える。厚生労働省の調査によれば、夫の

家事・育児時間が多いほど、第2子以降の生ま
れる割合が高くなる傾向がある。

出生率を上げるためにも、既存の取組を行う

だけでなく、他県の取組、先進事例なども参考

に取組を進めてほしいとの意見がありました。

次に、交通局関係の所管事項について、バス

運転士の人材確保に関し、2024年問題を踏まえ、
運転士の確保は、喫緊の課題と考えるが、どの

ようなことに取り組まれているのか。また、女

性運転士の現状はどうなっているのかとの質問

に対し、人材確保対策として、切れ目なく運転

士の採用試験を実施している。令和5年度は9回
実施し、34名が受験、そのうち27名が合格に至
ったところである。

また、給与改定のほか、会計年度任用職員を
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研修終了後、正規職員として配置するなどの処

遇改善を図るとともに、新高卒者及び免許未取

得者の採用にも力を入れている。

さらに、バス運転士に興味を持ってもらう取

組として、新たにバス運転体験会を実施してお

り、引き続き人材確保に注力してまいりたい。

また、現在、女性運転士は1名であるが、女
性専用休憩室を設けるなど施設整備にも力を入

れており、そうした点をアピールしながら、女

性運転士の確保にも努めてまいりたいとの答弁

がありました。

最後に、別途、本委員会から、「国土強靱化

の計画的かつ着実な推進について」の意見書提

出方の動議を提出しておりますので、併せてよ

ろしくお願いいたします。

以上のほか、観光生活建設行政全般にわたり

活発な論議が交わされましたが、その詳細につ

いては、この際、省略させていただきます。

以上で、観光生活建設委員会の報告といたし

ます。

議員各位のご賛同をいただきますよう、よろ

しくお願いいたします。（拍手）

〇議長（徳永達也君） この際、念のため申し上

げます。

本委員会と農水経済委員会に分割して付託い

たしておりました第77号議案「長崎県の事務処
理の特例に関する条例及び長崎県海域管理条例

の一部を改正する条例」については、農水経済

委員長の報告終了後に、一括して審議すること

にいたします。

お諮りいたします。

各議案は、質疑・討論を省略し、直ちに採決

することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（徳永達也君） ご異議なしと認めます。

よって、直ちに採決いたします。

各議案は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（徳永達也君） ご異議なしと認めます。

よって、議案は、それぞれ原案のとおり可決

されました。

次に、農水経済委員長の報告を求めます。

中村一三委員長―24番。
〇農水経済委員長（中村一三君）（拍手）〔登

壇〕農水経済委員会の審査結果並びに経過の概

要について、ご報告いたします。

今回、本委員会に付託されました案件は、第

77号議案「長崎県の事務処理の特例に関する条
例及び長崎県海域管理条例の一部を改正する条

例」のうち関係部分、及び請願1件であります。
慎重に審査いたしました結果、議案につきま

しては異議なく、原案のとおり可決すべきもの

と決定されました。

また、第3号請願「『最低賃金法の改正と中
小企業支援策の拡充を求める意見書』の採択を

求める請願書」につきましては、起立採決の結

果、不採択とすべきものと決定されました。

以下、本委員会で論議がありました主な事項

について、ご報告いたします。

まず、産業労働部関係の所管事項について、

ブラザー工業株式会社との連携協定に関し、協

定を締結するに当たりどのようなところが魅力

ある企業だと考えたのかとの質問に対し、東証

プライム上場の大企業であり、ミシン製造を祖

業としながらも、プリンターや産業機器を中心

に、昨年度は約8,229億円の売上げを計上した優
良な企業であると認識している。

さらに近年は、水素関連の事業にも積極的に

取り組まれており、時代に合わせて業態を変化
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させながら事業を進める先見性、新たな事業に

取り組む積極性を持った企業であるところに魅

力を感じているとの答弁がありました。

次に、高等技術専門校の入校者確保に関し、

定員割れの状況であるのに、募集要項を確認し

ようにも独自のホームページがない。設置する

予定はないのか。

また、佐世保校が特にトイレの和式率が高く、

「使い勝手がよくない」という声を聞いたがど

うなっているのかとの質問に対し、あり方検討

会議の中でも、入校者確保につながる情報発信

のため、ホームページ設置の意見が出ているの

で、今後、しっかり議論させていただきたい。

また、環境整備も重要と考えるので、佐世保

校と相談しながら、対応する方向で検討したい

との答弁がありました。

これに対し、高い技術を持った修了生が県内

で活躍しており、企業からのニーズも高いと聞

いている。入校者確保のため、よろしくお願い

したいとの意見がありました。

次に、水産部関係の所管事項について、赤潮

の発生状況に関し、昨年の被害額は約11億円で
あったが、今回はどのように予測しているのか

との質問に対し、漁協で確認しているところで

あるが、赤潮が継続して発生しており、生簀の

調査も困難なため、被害額などが判明するには

時間がかかると考えているとの答弁がありまし

た。

これに関連して、平成30年に伊万里湾で被害
が出た際、「赤潮対策ガイドライン」を関係者

で策定した。橘湾でも必要ではないかとの質問

に対し、橘湾でも策定しており、昨年の被害を

受け、発生した際の対策や調査体制を加える改

定を行い、漁業者、漁協、市町と情報を共有の

うえ、連携して対策を進めているとの答弁があ

りました。

さらにこれに関連し、一時的に海底に沈める

生簀もあるが、多額の初期投資が必要で養殖業

者も導入が難しい。しかしながら、橘湾は2年
連続の被害であり、養殖業者が生産意欲を失わ

ないよう、国の制度も活用しながら新しい技術

の導入も必要であると思うが、県はどのように

考えているかとの質問に対し、昨年の甚大な被

害により橘湾の養殖の灯が消える懸念もあった

が、議会の後押しを受け、養殖業者へ必要な支

援等をお示しすることで、もう一歩踏み出そう

ということになった。

技術開発も必要だが、被害が落ち着いた時点

で現場に入り、地元の方々と必要な支援につい

て一緒に考え検討するとともに、議会と相談し

ながら、しっかりと対応を進めさせていただき

たいとの答弁がありました。

次に、真珠養殖に関し、生産量と生産額の推

移はどのようになっているのかとの質問に対し、

国の農林水産統計によると、生産量は令和4年
が5.3トン、近年は5トンから6トン台で推移して
いる。また、生産額は令和4年が62.3億円、令和
3年が49.3億円となっている。
なお、令和5年度の共販実績は、生産量、生
産額とも前年度より増加しており、生産額は約

142％と大幅に増加しているとの答弁がありま
した。

次に、農林部関係の所管事項について、諫早

湾干拓農地の利用権設定に関し、利用権が解除

された農地については、改めて公募を行うとの

ことであるが、入植者が決まるまでの間、しっ

かり管理しなければ雑草が生え、害虫が発生す

るなど、干拓農地全体に大きな影響を与えると

思うがどうかとの質問に対し、他の農地に影響

が生じないように、次の入植者の公募を早急に
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行うとともに、入植者が決定するまでは、県農

業振興公社による飼料作物の栽培などでしっか

り管理していくとの答弁がありました。

次に、食品衛生法の改正に関し、漬物製造が

6月から完全に営業許可制になったが、農産物
直売所で販売される漬物類の製造者への支援を

どのように行ってきたのかとの質問に対し、県

内農産物直売所の関係者に対しては、これまで

も所得向上や地産地消の推進等のための研修会

開催、運営支援などを行ってきたところであり、

今回の改正についても、セミナー開催時や振興

局を通じた周知を図り、必要に応じて制度を所

管する保健所への相談を促しているとの答弁が

ありました。

これに対し、ぜひ製造者の意欲がなくならな

いような支援をお願いしたいとの意見がありま

した。

以上のほか、農水経済行政全般にわたり熱心

な論議が交わされましたが、その詳細について

は、この際、省略させていただきます。

以上で、農水経済委員会の報告といたします。

議員各位のご賛同をいただきますよう、お願

いいたします。（拍手）

〇議長（徳永達也君）これより、第3号請願「『最
低賃金法の改正と中小企業支援策の拡充を求め

る意見書』の採択を求める請願書」について、

質疑・討論に入ります。

堀江議員―32番。
〇３２番（堀江ひとみ君）〔登壇〕 日本共産党

の堀江ひとみです。

ただいま、議題となりました第3号請願「『最
低賃金法の改正と中小企業支援策の拡充を求め

る意見書』の採択を求める請願書」について、

賛成の立場で討論いたします。

本請願は、労働者の生活を支えるために、最

低賃金1,500円以上を目指して、最低賃金法を全
国一律制度に改正すること。最低賃金の引上げ

ができ、経営が継続できるように中小企業の支

援策を抜本的に拡充・強化し、国民の命と暮ら

しを守っていただきたいと、国への意見書採択

を求めています。

最低賃金は、労働者に支払われる賃金の下限

額を定めたものですが、日本の最低賃金は、労

働者が自立して生活するには低過ぎるし、都道

府県で大きな地域間格差があるという2つの大
問題を抱えています。

中小企業支援を拡充して、全国一律へ踏み出

す地域間格差是正と、直ちに1,500円以上を実現
する大幅引上げが急務です。

請願は、最低賃金改定の議論とも合致する内

容であり、国への意見書提出は、今まさに時宜

を得ています。

昨年から続いている物価の高騰が、長崎県民

の生活を圧迫し、特に、最低賃金で働くパート

や派遣などの非正規雇用など、生活破綻が深刻

です。また、価格転嫁ができずに苦しむ中小零

細企業の経営にも打撃を与えています。

岸田政権は、1,500円に引上げるのに、「2030
年代半ばまで12年もかける」と言いますが、こ
れでは、いつまでも生計費に追いつきません。

最低賃金が都道府県ごとにばらばらの金額を定

めており、長崎県と東京都では、同じ仕事でも

時給で215円もの格差があります。フルタイム
で働けば、年収40万円以上もの差になるとの指
摘もあります。直ちに、全国一律制度への法改

正は急務です。

最低賃金を引上げるために、国による助成や

融資、仕事起こしや単価改善につながる施策の

拡充と大胆な財政出動など、抜本的な中小零細

企業支援の強化が必要です。
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県民の命と暮らしを守るために、国への意見

書採択を求め、請願賛成討論といたします。

〇議長（徳永達也君） 虎島議員―5番。
〇５番（虎島泰洋君）（拍手）〔登壇〕 おはよ

うございます。

自由民主党の虎島泰洋でございます。

会派を代表いたしまして、「『最低賃金法の

改正と中小企業支援策の拡充を求める意見書』

の採択を求める請願書」について、反対の立場

で意見を申し述べます。

最低賃金は、最低賃金法に基づいて定められ

ています。この法律は、物価や労働者の賃金、

事業の支払い能力など、地域ごとの状況を考慮

することを求めています。

具体的には、国の中央最低賃金審議会が目安

額を提示し、各県にある地方最低賃金審議会で

の公労使の三者による審議が行われ、その答申

に基づいて、各県の労働局長が決定を行ってい

ます。

最低賃金を全国一律にすることについては、

各地域の実情が反映されないため、かえって弊

害が大きいとされています。

例えば、地方の経済状況や生活費は都会と大

きく異なるため、一律の最低賃金は、地域ごと

の事情を無視することになります。

現在、最低賃金1,500円以上を目指すことにつ
いては、国も2030年代半ばまでに全国加重平均
を1,500円にすることを目標としており、今年も
昨年を上回る引上げが調整中です。

このような引上げが行われる中では、中小企

業の支援も重要であり、国は昨年度の経済対策

で、中小企業の生産性向上を支援し、賃上げを

促進してきました。今年度も、秋の経済対策で

賃上げを起点とした所得と生産性の向上を図る

こととしています。

国が、最低賃金の上昇に尽力している中で、

最低賃金を拙速に全国一律制度とし、抜本的な

引上げを行うことは、かえって制度の改悪とな

る可能性があることから、最低賃金審議会の検

討状況や、国の動向を十分に見極める必要があ

ります。

したがいまして、現時点において、本意見書

の採択を求める請願に反対をいたします。

議員各位のご賛同を賜りますよう、よろしく

お願いいたします。（拍手）

〇議長（徳永達也君） 質疑・討論をとどめて、

採決いたします。

本請願に対する委員長報告は、不採択とすべ

きものであります。

本請願は、採択することの賛否について、表

決ボタンをお押し願います。

表決漏れはありませんか。

これにて、表決を終了いたします。

賛成少数。

よって、第3号請願は、不採択とすることに
決定されました。

〇議長（徳永達也君） お諮りいたします。

本委員会と観光生活建設委員会に分割して付

託いたしておりました第77号議案は、質疑・討
論を省略し、直ちに採決することにご異議あり

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（徳永達也君） ご異議なしと認めます。

よって、直ちに採決いたします。

本議案は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（徳永達也君） ご異議なしと認めます。

よって、第77号議案は、原案のとおり可決さ
れました。



令和６年長崎県議会・６月定例会（７月１０日）

- 214 -

次に、予算決算委員長の報告を求めます。

宅島委員長―27番。
〇予算決算委員長（宅島寿一君）（拍手）〔登

壇〕予算決算委員会の審査の結果並びに経過の

概要について、ご報告いたします。

本委員会に付託されました案件は、第73号議
案「令和6年度長崎県一般会計補正予算（第1
号）」外14件であります。
慎重に審査いたしました結果、議案について

は、いずれも異議なく、原案のとおり可決、承

認すべきものと決定されました。

以下、本委員会で論議のありました主な事項

について、ご報告いたします。

まず、総務分科会では、移住・創業・地域貢

献支援事業費に関し、約8,500万円の減額補正を
行っており、その主な理由として、東京23区か
らの移住者に支援する「移住支援金」や、創業

資金を支援する「創業支援金」において、目標

が達成できなかったことが挙げられるとのこと

であるが、移住支援は着実に成果を上げている。

今年度、さらにどのような取組によって件数を

増やしていくのかとの質問に対し、移住支援金

に関して、今年度の目標160件を達成するため、
デジタルコーディネーターを活用して、ホーム

ページなどのさらなる情報発信の強化を行い、

移住促進を図っていきたいとの答弁がありまし

た。

次に、文教厚生分科会では、高等学校DX加速
化推進事業費に関し、事業対象となっているの

はどのような学校なのか。また、対象外の学校

の教育環境の整備についてはどう考えているの

かとの質問に対し、対象校については、理系・

情報分野に力を入れている高校である。

今年度は、対象校のみであるが、対象校以外

についても、次年度にDX化やデジタル化が進め

られるような国の予算スキームができれば、対

象校以外の高校についても検討してまいりたい

との答弁がありました。

次に、観光生活建設分科会では、繰越工事に

関して、繰越の理由について、地元関係者との

調整や用地交渉の難航で、なかなか進まないケ

ースもあると考えるが、繰越予算を、次年度ど

の程度執行できているのかとの質問に対し、繰

越額の多くを占める昨年11月の経済対策補正
予算にかかる今年度6月末時点での目標執行率
は、85％であるのに対し、3月末時点で88％、6
月末時点で95％程度となっている。
今後も、早期発注、適正な執行に努めてまい

りたいとの答弁がありました。

次に、農水経済分科会では、畜産クラスター

構築事業費に関し、事業の中止による予算の減

額とのことだが、どのような理由で中止となっ

たのかとの質問に対し、堆肥の発酵処理施設等

を整備する計画であった畜産農家が、配合飼料

価格の高止まり、枝肉価格の下落、建設資材の

高騰などが重なったことにより辞退したため、

中止に至ったものである。

枝肉価格等が回復し、改めて当該農家から事

業計画が提出された場合は、対応を検討したい

との答弁がありました。

以上のほか、補正予算に関し、熱心な論議が

交わされましたが、その詳細については、この

際、省略させていただきます。

以上で、予算決算委員会の報告といたします。

議員各位のご賛同をいただきますよう、お願

いいたします。（拍手）

〇議長（徳永達也君） お諮りいたします。

各議案は、質疑・討論を省略し、直ちに採決

することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〇議長（徳永達也君） ご異議なしと認めます。

よって、直ちに採決いたします。

各議案は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（徳永達也君） ご異議なしと認めます。

よって、議案は、それぞれ原案のとおり可決、

承認されました。

次に、お手元に配付いたしております「動議

件名一覧表」のとおり、各委員会から、政府・

国会あて、意見書提出の動議が提出されており

ますので、これを一括して議題といたします。

お諮りいたします。

各動議は、質疑・討論を省略し、直ちに採決

することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（徳永達也君） ご異議なしと認めます。

よって、直ちに採決いたします。

まず、総務委員会提出の「地方財政の充実・

強化について」、採決いたします。

本動議は、可決することの賛否について、表

決ボタンをお押し願います。

表決漏れはありませんか。

これにて、表決を終了いたします。

賛成多数。

よって、本動議は、可決されました。

次に、文教厚生委員会提出の「地域における

『こども誰でも通園制度』の制度拡充等につい

て」、採決いたします。

本動議は、可決することの賛否について、表

決ボタンをお押し願います。

表決、漏れはありませんか。

これにて、表決を終了いたします。

賛成多数。

よって、本動議は、可決されました。

次に、その他の動議について、採決いたしま

す。

各動議は、可決することにご異議ありません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（徳永達也君） ご異議なしと認めます。

よって、動議は、それぞれ可決されました。

次に、田中愛国議員ほか43名より、「九州新
幹線西九州ルート整備促進に関する決議案」が、

お手元に配付いたしておりますとおり提出され

ておりますので、これを議題といたします。

提出者に、提案理由の説明を求めます。

中島議員―39番。
〇３９番（中島浩介君）（拍手）〔登壇〕 決議

案を読み上げ、提案理由の説明とさせていただ

きます。

九州新幹線西九州ルート整備促進に関する決

議（案）

九州新幹線西九州ルートは、昭和48年、整備
計画路線として決定され、約半世紀にわたり、

多くの方々の熱意と強い信念をもって事業を推

進してきたものであり、本県議会としても、県

政の最重要課題と位置づけ、その実現に向けて

取り組んでまいりました。

新鳥栖～武雄温泉間の整備の在り方について

は、与党PT西九州ルート検討委員会が令和元年
に「フル規格により整備することが適当」と判

断されて以降、これまで幾度となく議論が交わ

されているものの、実質的な進展は見られず、

未だ整備の目途が立っていない。

全国の整備計画路線のうち未整備区間は、九

州新幹線西九州ルート（新鳥栖～武雄温泉間）

及び北陸新幹線（敦賀～新大阪間）の2区間の
みであり、近年、東九州新幹線や四国新幹線に

おいて整備計画路線への格上げに向けた気運が
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高まる中、現在の膠着した状態に強い危機感を

抱いているところである。

人口減少が喫緊の課題である本県としては、

全国の新幹線ネットワークにつながり、関西直

通運行を実現し、インバウンドを含む交流人口

を拡大させる必要がある。

また、整備にあたっては、時間短縮など新幹

線効果を最大限発揮させることが重要であり、

利用者の利便性や鉄道の持続可能性の観点から

も、与党PT西九州ルート検討委員会やJR九州
が最良とされている、新鳥栖を起点としてフル

規格で佐賀駅を通るルートが最も望ましいと考

える。

今後の議論を進展させるために、フリーゲー

ジトレイン導入断念の経緯を踏まえた対応を政

府・与党へ働きかけていくとともに、長崎・佐

賀両県だけではなく関係者を含めた協議を実現

し、ルートや地方負担、在来線などの諸課題に

ついて１日でも早く解決しなければならない。

本県議会としては、県民及び関係機関のなお

一層のご理解とご支援のもと、県民の悲願であ

る全線フル規格による整備の早期実現に向けて、

諸課題の解決など全力で取り組んでいくことを

決意するものである。

議員各位のご賛同を賜りますよう、よろしく

お願いいたします。（拍手）

〇議長（徳永達也君） これより、質疑・討論に

入ります。

堀江議員―32番。
〇３２番（堀江ひとみ君）〔登壇〕 ただいま、

議題となりました「九州新幹線西九州ルート整

備促進に関する決議案」について、以下の理由

で反対いたします。

九州新幹線西九州ルート整備事業で問われて

いるのは、見通しのないまま事業を進める長崎

県の姿勢です。行政をチェックすべき県議会が、

見通しのない事業を後押しすべきではありませ

ん。

これまでも、フリーゲージトレインの完成が

ない時点で、フリーゲージトレインの導入、整

備計画を進めてきました。結果、約20年、およ
そ400億円をつぎ込んでもフリーゲージトレイ
ンの完成、実現とはなりませんでした。

さらに、今、佐賀県山口知事は、「そもそも

佐賀県は、新鳥栖～武雄温泉間のフル規格化に

手を挙げていない」と発言しています。佐賀県

の合意がない中で、全線フル規格による整備に

取り組むというのは、見通しのないまま事業を

進めていることにほかなりません。

決議では、「全国の新幹線ネットワークにつ

ながり、関西直通運行を実現し」とありますが、

山陽新幹線との直通乗り入れ、これもまた、見

通しはありません。

国土交通省鉄道局の資料では、新大阪駅の容

量が既に逼迫しており、新大阪発着の列車の設

定には制約がある。地方創生回廊中央駅構想を

立ち上げたとしています。

6月、先月の国土交通省鉄道局、鉄道・運輸
機構の資料からも、北陸新幹線事業については、

各種調査が実施されているが、九州新幹線につ

いては、何らの調査もまだ行われていないこと

がわかります。つまり、現時点で、新大阪駅は、

さらなる増発や新規路線の乗り入れができない

のであり、あるのは構想だけなのです。

全線フル規格化も、山陽新幹線への乗り入れ

も、見通しがないのに事業を進めていることが

問題です。

九州新幹線西九州ルートについては、一旦、

立ち止まって県民の声を聞く、このことが必要

です。
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以上、反対討論といたします。

〇議長（徳永達也君） 松本議員―30番。
〇３０番（松本洋介君）（拍手）〔登壇〕 自由

民主党の松本洋介でございます。

会派を代表いたしまして、「九州新幹線西九

州ルート整備促進に関する決議案」に対して、

賛成の立場で意見を申し述べ、議員各位のご賛

同を賜りたいと存じます。

令和4年9月、県民の長年の悲願であった西九
州新幹線（長崎～武雄温泉間）が開業し、これ

までの間、利用者については、順調に推移して

いるとお聞きしております。

また、沿線地域を中心としたまちづくりも着

実に進展し、県内各地への周遊にも広がりを見

せるなど、その効果は、目に見えて現れている

ところであります。しかしながら、新鳥栖から

武雄温泉間の整備方式は、いまだ決まっており

ません。

現在の武雄温泉駅での対面乗換による運行方

式については、あくまでも暫定的なものであり、

この状況が長期化することは決してあってはな

りません。残された区間である、新鳥栖から武

雄温泉間の一日も早い整備が望まれます。

九州新幹線西九州ルートは、昭和48年に、全
国新幹線鉄道整備法に基づく整備計画路線とし

て決定されて以降、約半世紀にわたり、県政の

最重要課題として取り組まれてきたものであり

ます。

本県議会におきましても、活発な論議を交わ

し続けるとともに、政府・与党への要望活動に

つきましても、県当局をはじめ、県内市町や経

済団体等とも連携して、積極的に行うなど、県

全体を挙げて、推進をしてきた事業であります。

こうした中、5路線あった全国の整備計画路
線のうち整備方針が決定していないのは、九州

新幹線西九州ルート（新鳥栖～武雄温泉間）と

北陸新幹線（敦賀～新大阪間）の2区間のみと
なってしまいました。

一方、基本計画路線である東九州新幹線や四

国新幹線においては、整備計画路線への格上げ

を求める機運が高まってきており、現在の硬直

した状況を打破すべく、危機感を持って、積極

的に行動を起こしていく必要があると考えてお

ります。

この間の動きを見ますと、国土交通省と佐賀

県の幅広い協議や、与党PT西九州ルート検討委
員会において、ルートや地方負担、在来線など

様々な課題が論議されており、先般5月13日に
は、長崎・佐賀両県知事とJR九州社長の三者に
よる意見交換も行われましたが、残念ながら、

大きな進展は見られておりません。

全国の新幹線ネットワークにつながり、関西

直通運行が実現すれば、関西方面からのインバ

ウンドを含む多くの交流が活発になり、人口減

少が進む本県や佐賀県をはじめ、九州地域全体

にとって大変大きな起爆剤となることは間違い

ありません。

こうした需要をしっかりと取り込んでいくた

めにも、新幹線効果を最大限に発揮する必要が

あり、新幹線建設にかかる費用対効果や、関西

直通運行による時間短縮効果、利便性が高い既

存の交通ネットワークとのアクセスなどを考慮

すれば、やはり新鳥栖を基点として、フル規格

で佐賀駅を通るルートが最も望ましいルートで

あると考えます。

政府・与党においては、フリーゲージトレイ

ンの導入断念といった特殊事情を重く受け止め、

責任を持って、フル規格整備に向けた様々な課

題の解決を図っていただく必要があるものと認

識しており、現在の状況を打開するためにも、
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与党PT検討委員会における論議をはじめ、国を
含めた関係者間での協議を実現し、今後の議論

を加速していただくよう求めるものであります。

県議会といたしましても、政府・与党への働

きかけや、14年ぶりに再会した佐賀県議会との
交流を活性化していくなど、長崎県民の悲願で

あります、全線フル規格による整備の実現に向

けて、全力で取り組んでいかなければならず、

こうした思いを一つにするためにも、今回提出

された決議に対して、心からの賛意を表明する

ものであります。

以上、賛成意見を申し述べ、議員各位のご賛

同を賜りますようお願いいたしまして、賛成の

討論とさせていただきます。

ご清聴、誠にありがとうございます。（拍手）

〇議長（徳永達也君） 質疑・討論をとどめて、

採決いたします。

本動議は、可決することの賛否について、表

決ボタンをお押し願います。

表決漏れはありませんか。

これにて、表決を終了いたします。

賛成多数。

よって、本動議は、可決されました。

〇議長（徳永達也君） この際、ご報告いたしま

す。

副議長 山本由夫議員から、本日付で、一身上

の都合により、副議長の職を辞職したい旨の辞

職願が提出されましたので、ご報告いたします。

ただいま、ご報告いたしました辞職願を直ち

に議題といたします。

本件につきましては、長崎県議会会議規則第

88条第2項の規定により、許可を与えるかどう
かについて、お諮りいたします。

山本由夫議員の副議長の辞職を許可すること

について、賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

〇議長（徳永達也君） 起立多数。

よって、山本由夫議員の副議長の辞職は、許

可することに決定されました。

この際、山本由夫議員より、退任のご挨拶が

あります。

〇２８番（山本由夫君）〔登壇〕 皆さん、こん

にちは。

第93代長崎県議会副議長を務めさせていた
だきました山本由夫でございます。退任に当た

りまして、一言ご挨拶を申し上げます。

ただいま、議会のご承認をいただき、副議長

を退任いたしました。

昨年5月に、皆様のご推挙により、副議長に
就任をして以来、徳永議長を補佐し、議会の円

滑な運営に努めてまいりました。併せて、議長

の代理として、県内の自治体の皆様、団体の皆

様からの要望・陳情をお受けしたり、会議に出

向いたり、また、国に対して要望活動を行うな

どの公務を行ってまいりました。

至らない点、多々あったかと思いますけれど

も、ここまで副議長職を務めてこられましたの

も、徳永議長のご指導・ご配慮、そして、議員

の皆様、大石知事をはじめ理事者の皆様、職員

の皆様、関係の皆様のおかげであると深く感謝

を申し上げます。

これからは、この貴重な経験を生かして、県

民の皆様の幸せのために、決意を新たに、県議

会議員として職務に尽力をしてまいりますので、

今後とも、皆様方のご指導・ご鞭撻を切にお願

いを申し上げます。

結びになりますが、長崎県並びに長崎県議会

の発展と皆様のご健勝・ご多幸をお祈り申し上

げまして、退任のご挨拶とさせていただきます。

ありがとうございました。（拍手）
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〇議長（徳永達也君） これより、副議長の選挙

を行います。

議場を閉鎖いたします。

ただいまの出席議員は、46名であります。
お諮りいたします。

選挙立会人2名を、議長において指名いたし
たいと思いますが、ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（徳永達也君） ご異議なしと認めます。

よって、初手安幸議員及び白川鮎美議員を指

名いたします。

投票用紙を配付いたさせます。

〔投票用紙配付〕

〇議長（徳永達也君）投票用紙の配付漏れはあ

りませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（徳永達也君）配付漏れなしと認めます。

初手安幸議員及び白川鮎美議員の立ち会いを

お願いいたします。

〔選挙立会人・立ち会い〕

〇議長（徳永達也君） 投票箱を改めます。

〔投票箱点検〕

〇議長（徳永達也君） 異状なしと認めます。

本選挙につきましては、地方自治法第118条
第1項の規定に基づき、公職選挙法を準用いた
します。

この際、念のため申し上げます。

投票は、単記無記名でありますので、投票用

紙に、「被選挙人の氏名のみ」を記載のうえ、

点呼に応じて、順次、ご投票を願います。

氏名を点呼いたさせます。

〇議会事務局長（中尾美恵子君） それでは、議

席番号順にお名前を読み上げます。

大倉議員、本多議員、白川議員、まきやま

議員、虎島議員、畑島議員、湊議員、冨岡議

員、大久保議員、中村俊輔議員、山村議員、

初手議員、鵜瀬議員、清川議員、坂口議員、

宮本議員、中村泰輔議員、饗庭議員、堤議員、

坂本議員、千住議員、山下議員、石本議員、

中村一三議員、大場議員、近藤議員、宅島議

員、山本議員、吉村議員、松本議員、ごう議

員、堀江議員、中山議員、小林議員、川崎議

員、深堀議員、山口議員、山田議員、中島議

員、前田議員、浅田議員、外間議員、徳永議

員、瀬川議員、溝口議員、田中議員。

〇議長（徳永達也君）投票漏れはありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（徳永達也君）投票漏れなしと認めます。

投票を終了いたします。

これより、開票をいたします。

〔開  票〕

〇議長（徳永達也君）選挙の結果を報告いたし

ます。

投票総数46票、うち有効投票46票、無効投票
なしであります。

有効投票中、吉村洋議員36票。山田朋子議員
9票。堀江ひとみ議員1票。
以上のとおりであります。

本選挙の法定得票数は、12票であります。
この結果、吉村洋議員が、副議長に当選され

ました。（拍手）

議場の閉鎖を解きます。

この際、副議長に当選されました吉村洋議員

をご紹介いたします。

〇副議長（吉村 洋君）（拍手）〔登壇〕 ただ

いまの副議長選挙におきまして、議員皆様のご

推挙を賜り、長崎県議会第94代の副議長に選任
をいただきました吉村洋でございます。

ご選任をいただきました議員の皆様に、心よ

り感謝を申し上げますとともに、誠に身に余る
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光栄と存じます。

さて、県政におきましては、人口減少をはじ

めとした多くの重要な課題を抱える中で、副議

長という大役を仰せつかり、責任の重さを痛感

しているところであります。

もとより浅学非才、微力ではございますが、

徳永議長を支え、議員皆様方のご指導、ご協力

をいただきながら、議会の円滑な運営に努力を

傾注してまいる所存であります。とはいうもの

の、私自身、人間形成のまだまだ道半ばであり

ます。

中国の故事に、「桃、すももの花、咲いてい

るだけで、その下に人が集まり、おのずと道が

できる」という言葉がございます。

ご承知のとおり、私、不足の点多々あり、大

変足らないところが多うございますが、研鑽を

旨とし、頑張ってまいりたいと存じております。

よろしくお願いをいたします。

最後に、大石知事をはじめ、理事者の皆様並

びに報道関係の皆様のご協力を心よりお願いを

申し上げまして、簡単ではございますが、副議

長就任の挨拶とさせていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。（拍手）

〇議長（徳永達也君） 次に、各委員会から議会

閉会中の付託事件として、お手元の一覧表のと

おり申し出があっておりますので、これを許可

することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（徳永達也君） ご異議なしと認めます。

よって、そのとおり決定されました。

この際、知事より、発言の申し出があってお

りますので、これを受けることにいたします―

知事。

〇知事（大石賢吾君）〔登壇〕 議長からご発言

のお許しをいただきましたので、去る6月24日

の田中県議会議員の一般質問に対し、私が答弁

いたしました後援会の収支報告書について、6
月中の訂正を予定としていたことにつきまして、

ご報告させていただきます。

はじめに、県議会、県民の皆様へご心配、ご

迷惑をおかけしていることに、深くお詫びを申

し上げます。

収支報告書に関する内容について、改めて精

査、確認する必要が生じたため、その旨を各派

代表者会議において、ご報告させていただきま

した。

そのご報告以降も、可能な限り早くご説明、

ご報告するため、弁護士の意見も参考にし、最

大限努力し、精査を進めてまいりましたが、本

日まで最終の結論に至りませんでした。

先日の答弁の中で、「6月中の訂正」と申し
ておりましたが、時間を要しており、県議会、

県民の皆様へ、重ねて深くお詫びを申し上げま

す。

私としましては、混乱を避けるため、より正

確を期すことが重要と考え、先日、報道されて

いた案件も含めて、精査、確認にいましばらく

のお時間をいただきたいと考えております。

引き続き、精査、確認を進め、できるだけ早

く県議会、県民の皆様へご報告させていただく

よう、努めてまいりますので、ご理解を賜りま

すよう、お願いいたします。

〇議長（徳永達也君） 以上をもちまして、本定

例会に付議されました案件の審議は終了いたし

ました。

この際、知事より、ご挨拶があります―知事。

〇知事（大石賢吾君）〔登壇〕 6月定例県議会
の閉会に当たり、一言、ご挨拶を申し上げます。

まず、はじめに、吉村洋新副議長のご就任に

対しまして、心からお慶びを申し上げます。加
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えて、県勢発展のため格段のご指導、ご協力を

賜りますようにお願い申し上げます。

今回、ご退任になられました山本由夫前副議

長におかれましては、就任以来、九州新幹線西

九州ルートをはじめとした社会資本整備の促進

や、海外との友好交流の拡大等の県政の重要施

策について、多大なるご貢献を賜りましたこと

に、厚く、お礼申し上げます。

今後とも、ご健勝のうちに、引き続き、お力

添えを賜りますようにお願い申し上げます。

さて、このたびの議会は、去る6月17日から
本日までの24日間にわたり開かれましたが、議
員の皆様方には、本会議及び委員会を通して、

終始熱心にご審議いただくとともに、それぞれ

適正なご決定を賜り、厚くお礼を申し上げます。

この際、議会中の主な動きについて、ご報告

申し上げます。

赤潮による養殖魚の被害。

6月中旬から昨年に続き、橘湾沿岸において、
大規模な赤潮が発生し、養殖魚はへい死するな

ど、被害が生じております。

私も、去る6月27日に現地を訪問し、養殖業
者の皆様に直接お会いして、被害状況などをお

聴きしたところであります。

県としては、地元市や関係機関等と連携しな

がら、まずは被害がこれ以上拡大しないように、

引き続き、調査や防除対策に取り組むとともに、

今後の被害の状況等を踏まえ、適切に対応して

まいります。

株式会社ポケモンとの連携協定の締結。

去る6月28日、長崎県と株式会社ポケモンと
の間で、本県の魅力発信、観光振興及び誘客促

進、県産品の振興などを目的とした連携協定を

締結いたしました。

ポケモンは、皆様ご承知のとおり、アニメや

映画・ゲーム・各種グッズなど、国内外を問わ

ず幅広い世代に多くのファンを持つ日本を代表

するコンテンツであります。

協定においては、連携に伴う「ながさき未来

応援ポケモン」として、本県に数多く点在する

灯台など、光にまつわるキャラクターの「デン

リュウ」が選ばれ、その取組の第一弾として、

ポケモンマンホールが県内5市町へ設置される
ほか、県内事業者によるカステラの商品化や、

路面電車とバスのラッピングなどが行われたと

ころであります。

県としては、今後も株式会社ポケモンや県内

事業者、市町等と連携しながら、積極的に「デ

ンリュウ」を活用して、県内周遊イベントの開

催など、国内外からの観光誘客や県産品の地名

度拡大の取組を推進し、本県の地域活性化につ

なげてまいります。

九州新幹線西九州ルートの整備促進。

去る6月19日、与党整備新幹線建設推進プロ
ジェクトチーム「九州新幹線（西九州ルート）

検討委員会」が開催され、昨年末の国土交通省

と佐賀県との協議や地元三者での意見交換など、

九州新幹線西九州ルートにおける最近の動きに

ついて、国土交通省から報告がなされました。

併せて、本委員会では、これらの報告を踏ま

え、7月下旬までに長崎県、佐賀県、ＪＲ九州、
沿線自治体等からヒアリングを行う方針が示さ

れたところであります。

県としては、今後、調整が進められる予定の

ヒアリングに適切に対応するとともに、引き続

き、西九州新幹線の開業効果や全線フル規格の

整備実現に向けた強い思いをお伝えし、関係者

間での協議の進展を働きかけるなど、関西直通

運行の早期実現に向けて力を注いでまいります。

福井洞窟の国特別史跡指定。
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去る6月24日に開催された国の文化審議会に
おいて、佐世保市に所在する国指定史跡「福井

洞窟」を特別史跡とする旨の答申がなされ、今

後、国において正式に指定される運びとなりま

した。

福井洞窟は、旧石器時代終末期から縄文時代

草創期の石器群の変遷や、縄文土器の出現など、

縄文文化の成立に関する様相が明らかにされた、

極めて学術的価値が高い遺跡とされております。

特別史跡は、現在、全国で1,895件ある国指定
史跡の中でも、僅か63件しか指定されておらず、
本県においては、金田城跡と原の辻遺跡に次い

で3例目となります。
県としては、今回の指定を契機に、福井洞窟

が我が国の歴史を示す貴重な文化財として、後

世に保存・継承され、さらには地域の活性化に

も寄与できるよう、国や佐世保市と連携して取

り組んでまいります。

価格転嫁の円滑化について。

原油価格・物価高騰の影響が長期化する中、

物価上昇を上回る賃上げを推進するため、県で

は、昨年6月に、県内経済団体等と価格転嫁の
円滑化に向けた連携協定を締結するなど、取組

を進めてきております。

こうした中、さらに中小・小規模事業者の価

格交渉に向けた具体的な行動を促すため、去る

6月17日、国が設置する相談窓口である「よろ
ず支援拠点」や、「下請かけこみ寺」等を運営

する関係機関と県において、全国の自治体で初

めてとなる「相談・支援の強化に関する連携協

定」を締結いたしました。

今後、協定締結機関や、オブザーバーである

公正取引委員会等と連携を図りながら、効果

的・効率的な価格交渉を後押しし、適切な価格

転嫁のさらなる促進に努めてまいります。

このほか、会期中、皆様からお寄せいただき

ました数々の貴重なご意見、ご提言などについ

ては、今後の県政に積極的に反映させてまいり

たいと存じます。

さて、日ごとに暑さが増すこの頃、皆様方に

は何かとご多用のことと存じます。どうかご健

康には一段とご留意いただき、ますますご活躍

されますことを心からお祈り申し上げます。

最後になりますが、報道関係の方々には、会

期中、終始、県議会の広報についてご協力を賜

り、ありがとうございました。

この機会に、お礼を申し上げまして、閉会の

ご挨拶といたします。

〇議長（徳永達也君） 令和6年6月定例会の閉
会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。

本日、副議長を辞任されました山本由夫議員

には、この約1年間、副議長として、円滑な議
会運営のため、多くのご指導、ご支援を賜りま

した。心から感謝を申し上げます。誠にありが

とうございました。

また、副議長にご就任されました吉村洋議員

には、これからの議会運営等について、多くの

お力添えを賜りますよう、よろしくお願い申し

上げます。

去る6月17日に開会いたしました本定例会も、
全ての案件の審議を終了し、本日閉会の運びと

なりました。

この定例会中は、九州新幹線西九州ルートの

整備促進をはじめ、県北地域の振興、人口減少

対策、石木ダム建設、離島振興、教育行政、医

療・福祉行政、土木行政、農林業・水産業の振

興、スポーツの振興など、当面する県政の重要

課題について、終始熱心にご論議をいただきま

した。

この間の議員各位のご努力と知事をはじめ、
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理事者の皆様並びに報道関係の皆様のご協力に

対しまして、心から厚く御礼を申し上げます。

さて、去る4月20日の夜、伊豆諸島の鳥島沖
合において、本県の大村航空基地所属の1機を
含む海上自衛隊第22航空群の哨戒ヘリコプタ
ー2機が、夜間訓練中に墜落するという大変痛
ましい事故が発生いたしました。

ここに、改めて、お亡くなりになられた隊員

の方々に深く哀悼の意を表しますとともに、ご

遺族の皆様に謹んでお悔やみを申し上げます。

県内経済は、新型コロナウイルス感染症の影

響で停滞をしていたインバウンド需要が回復基

調を取り戻し、コロナ禍以前の経済・社会活動

に回復しつつあります。

その一方で、長引く物価高騰や昨今の円安の

進行が経済活動や消費動向に影響を与え、県民

の皆様の生活や農林水産業、中小事業者等への

影響が懸念されていることから、今後の状況を

十分に注視していく必要がございます。

県議会といたしましては、今後とも、理事者

や関係団体等と連携をしながら、県民の皆様が

安心して暮らすことができる社会の実現に向け

て、引き続き、取り組んでまいりたいと存じま

す。

これから厳しい暑さを迎えますが、皆様方に

は、くれぐれも健康にご留意のうえ、県勢発展

のために、一層のご尽力を賜りますようお願い

申し上げ、閉会に当たってのご挨拶といたしま

す。

これをもちまして、令和6年6月定例会を閉会
いたします。

― 午前１１時４５分 閉会 ―



議 長       徳 永 達 也

副 議 長       吉 村    洋

副 議 長       山 本 由 夫

署 名 議 員    堤     典  子

署 名 議 員    冨  岡 孝  介

（速記者）

（有）長 崎 速 記 セ ン タ ー


